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会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について

日程第18 報告第３号 公害の現況に関する報告

について

日程第19 報告第４号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第６号 専決処分した事件の報告

について

報告第７号 専決処分した事件の報告

について

日程第22 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君
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教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２９

年第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

８番 佐久間 誠 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月２３日まで

の１５日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より６月２

３日までの１５日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、平成２９年第２回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２８年度の各

会計決算について申し上げます。

５月３１日をもって出納閉鎖となります一般会

計及び特別会計の決算については、今後、計数整

理を行うことから、ここでは、概要について申し

上げます。

一般会計については、繰越しすべき財源を除い

て、概ね３億８千万円の黒字となる見込みです。

歳入では、個人市民税の伸びなどによる市税の

増や、地方交付税では、特別交付税における救命

救急センターの交付単価の増などにより、それぞ

れ当初の予算額を上回ったことと、歳出では、各

費目における執行額の減が主な要因と思われます。

特別会計については、国民健康保険特別会計の

保険事業勘定で、概ね５千万円の黒字、介護保険

特別会計の保険事業勘定では概ね４千万円の黒字

となる見込みです。いずれも歳出での保険給付費

の減が主な要因と思われます。

なお、国保・介護の保険事業勘定を除く特別会

計については、一般会計繰入金で調整しますので、

収支同額となる見込みです。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における５月末現在の基金残高は、約

９１億 ５００万円となり、前年度と比べ約１１

億 ６００万円の増となりました。

これは、今後の財政運営や老朽化した公共施設

への対応を見据え、財政調整基金や公共施設整備

基金へ積立を実施したこと、市立総合病院の医療

体制の充実に向け、市立総合病院整備基金に積立

を実施したことによるものです。

主な基金残高としては、財政調整基金約２３億

２００万円、減債基金約１５億 ９００万円、

公共施設整備基金約１５億 ３００万円、合併特

例振興基金約１２億 ２００万円、名寄市立大学

振興基金約８億 ６００万円、市立総合病院整備

基金約１億 ０００万円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備

金基金約１億円、介護給付費準備基金約１億 ２

００万円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に取り組んでまいり

ます。

次に、総合計画について申し上げます。

平成２９年度から３８年度までの１０年間を計

画期間とする「名寄市総合計画（第２次）」で示



－5－

した分野ごとの施策及び、重点プロジェクトの実

現に向け、着実に事業を推進するとともに、この

計画が市民の身近な計画として、関心を持ってい

ただけるようなダイジェスト版を作成しました。

このダイジェスト版は、本市の現状や将来像を

イメージしやすいように、イラストなどを用いた

タブロイド版として作成し、４月広報とあわせて

全戸配布するとともに、市内の公共施設などで閲

覧できるようにしています。

今後とも、総合計画の策定・進行管理をはじめ

とした各種施策のわかりやすい説明や、先進事例

の研究などを通じて、さらなる市民議論・市民参

画の促進に努めてまいります。

次に、地方創生について申し上げます。

国においては、地方版総合戦略に基づく自主的

・主体的な地域拠点づくりなどの事業を対象に、

「地方創生拠点整備交付金」が創設され、本市の

「名寄市立大学を活用した地域のケア力向上プロ

ジェクト推進に係る模擬保育室整備事業」が採択

されたことから、年度内の完了に向け事業を推進

しているところです。

また、国の地方創生加速化交付金を活用した

「冬季スポーツ拠点化推進事業」、下川町・美深

町と連携した「北・北海道インバウンド促進事

業」、東京都杉並区を中心に交流自治体で連携し

た「都市と地方の連携による移住・交流促進事

業」の３事業及び地方創生推進交付金を活用した

「冬季スポーツ拠点化推進プロジェクト」、「名

寄市立大学を活用した地域のケア力向上プロジェ

クト」の２事業について、「名寄市まち・ひと・

しごと創生総合戦略推進委員会」で効果検証を行

いました。

引き続き、名寄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の着実な推進に向け、国の交付金を活用しな

がら取組を進めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

町内会の枠を超えた活動などに取り組む地域連

絡協議会の活動を支援するための名寄市地域連絡

協議会等活動交付金について、継続事業に対する

交付限度額の逓減措置を廃止し、より充実した地

域自治の向上及び市民主体のまちづくりに向けた

活動を推進できるよう見直しを行ってきたところ

です。

次に、自治基本条例の取組について申し上げま

す。

名寄市自治基本条例の施行５年後の条例見直し

に係る市民有識者会議の答申において、学生にも

理解できるパンフレットの製作が要望されていた

ことから、条例内容を容易に理解できるイラスト

などを用いたパンフレットを作成し全戸配布を行

いました。

引き続き、市民主体のまちづくりを推進するた

め、自治基本条例の主旨が市民に浸透するよう努

めてまいります。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

平成２９年度から３４年度までの６年間を計画

期間とする「第２次名寄市男女共同参画推進計

画」をスタートしました。

計画の策定にあたり、市民の皆様をはじめ、名

寄市男女共同参画推進委員会の委員の皆様などか

ら熱心な御審議をいただきました。

計画では６つの基本理念のもと、基本目標ごと

に数値目標を設定しており、進行管理を含め、今

後も男女共同参画社会の形成に向けて取組を進め

てまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、４月１

８日に開催された名寄・藤島交流友の会定期総会

において、人的交流や特産品交流の実施のほか、

４年振りに行う少年少女交流に係る受入準備を進

めることなどを確認しました。

東京都杉並区との交流事業については、４月２

５日に開催された都市交流実行委員会において、

人的交流や杉並区での特産品販売など、幅広い分

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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野で交流を図ることを確認しました。

ふるさと会との交流事業については、札幌風連

会の総会が５月２０日に開催され、会員相互の親

睦を深めつつ各種事業に取り組むことになりまし

た。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流事業については、７月から８月にかけて

リンゼイから交換学生を、友好都市ロシア連邦ド

ーリンスク市との交流事業については、７月下旬

から８月上旬にかけてドーリンスク市から訪問団

を受け入れることなどが、それぞれの友好委員会

総会で決定されました。

また、台湾との交流事業については、４月１７

日に開催された名寄市・台湾交流実行委員会にお

いて、中学生野球交流事業や教育旅行受入事業を

通じた、国際性豊かな人材の育成、地域経済の活

性化などに取り組むことになりました。

次に、移住・定住について申し上げます。

移住・定住の推進については、移住促進及び地

域の振興にオール名寄で取り組むための「名寄市

移住促進協議会」を組織し事業を行っています。

昨年開設した「名寄地区まちなかお試し移住住

宅」の利用実績を踏まえ、本年度も引き続き協議

会において、新たな物件の選定、料金の見直しを

行い利用促進を図ってまいります。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

本年度は新たに１人の地域おこし協力隊を委嘱

する予定であり、委嘱後は東風連地区を中心に、

農作業支援や地域協力活動に従事していただくよ

う、本市としても積極的に支援してまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

平成２３年に名寄市、士別市を複眼型中心市と

する１３の市町村間において、北・北海道中央圏

域定住自立圏形成協定を締結し圏域を形成すると

ともに、「定住自立圏共生ビジョン」に基づき広

域連携事業を推進してきました。

本年３月に、これまでの取組を基本としながら、

今後５年間、連携した取組が必要である施策・事

業に成果指標（ＫＰＩ）を設定した新たな「定住

自立圏共生ビジョン」を策定しました。

今後、成果指標（ＫＰＩ）の達成状況などを検

証し、必要に応じた見直しを行うなど、ＰＤＣＡ

サイクルを通じて、効率的かつ着実な広域連携事

業の推進を図ってまいります。

次に、行政改革について申し上げます。

「新・名寄市行財政改革推進計画」が昨年度末

をもって終了したことから、新たな計画として本

年４月に「第２次名寄市行財政改革推進計画・基

本計画」を策定しています。「効率的で質の高い

行政運営の推進」、「持続可能な財政運営の推

進」、「市民と協働の行政運営の推進」の３つを

基本方針とし、平成２９年度から３４年度までの

６年間を前期、平成３５年度から３８年度までの

４年間を後期と位置付けし、それぞれ実施計画を

策定し実施項目などの見直しを行いながら行財政

改革を進めてまいります。

初年度となる本年度は、５月１日に行財政改革

推進実施本部会議を開催し、実施計画に搭載した

６３の実施項目について、「組織機構検討部会」、

「事業等見直し検討部会」の２部会を設置して取

組を進めています。

組織機構については、多様化する住民ニーズや

急激な世代交代に今後も対応していくため、各職

場の状況を把握し適正な人員配置を進めるととも

に、再任用制度を活用した円滑な業務の継承がで

きる体制づくりや、知識・経験の豊富な人材の確

保を進めてまいります。

施設使用料の見直しについては、公平・公正な

受益者負担、利用者負担の軽減のあり方など、課

題の整理を図りながら新たな基準と新使用料の設

定に向け、作業を進めているところです。

次に、病院事業について申し上げます。

平成２８年度の運営概要については、取扱い患

者数が入院で１０万 ９６３人、外来で２２万

９５３人となり、前年度と比較して、入院で５１

２人の減少、外来では ６６８人の減少となりま
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した。

また、収支については、病院事業収益で９１億

９２２万円、病院事業費用で９３億 ３２５万

円となり、差引き１億 ４０３万円の単年度純損

失を計上しての決算となりました。

収益の内訳では、診療報酬改定の影響により減

収となる診療科もありましたが、救命救急センタ

ーの通年稼働などにより、入院収益は前年度と比

較して２億 ４３５万円の増収となり、外来収益

では、呼吸器内科や総合内科の患者数が増加した

ことから ６３０万円の増収となりました。

一方、費用の内訳では、医療スタッフの充実を

図ったことにより、給与費で前年度と比較して、

１億 ９２７万円の増加、診療材料や薬剤単価の

増により、材料費で２億 １２５万円の増加とな

りました。

本年度の診療体制については、診療科２２科に

医師５９人と研修医１４人の合計７３人を配置、

このほか医療技術・看護スタッフ３７７人により

地域医療の充実に努めてまいります。

次に、卒後臨床研修病院評価機構の認定につい

て申し上げます。

平成１６年からスタートしました新医師臨床研

修制度の指定基準が見直され、「第三者による評

価を受審し、その結果を公表するよう努めるこ

と」とされました。

当院では、本年２月に特定非営利活動法人「卒

後臨床研修評価機構」の審査を受け、この４月か

ら道内で１１番目となる認定病院となりました。

今後も医師の育成に最善の努力を重ね、信頼され

る病院運営に努めてまいります。

次に、不妊・不育症外来の開設について申し上

げます。

本年５月から、旭川医科大学婦人科学講座の生

殖医療チームから専門医を派遣いただき、月１回

の不妊・不育症の専門外来を開設したところです。

少子化対策の一環として施行された特定不妊治

療費助成事業とともに、不妊・不育治療の体制を

整えてまいります。

次に、新名寄市病院事業改革プランについて申

し上げます。

「新名寄市病院事業改革プラン」における経営

形態の見直し方策として、平成３０年４月の地方

公営企業法の全部適用の実施に向けて、本年４月

に経営形態移行担当職員を配置したところです。

今後も新たな地域医療の枠組みと、改革プラン

の趣旨に沿った経営の改善を図るとともに、医療

の質向上と安全性の確保に、より一層努力してま

いります。

次に、名寄東病院について申し上げます。

名寄東病院では、新名寄市病院事業改革プラン

における、地域に根付いた医療機関としての役割

を担うため、午後の外来診療を開始するとともに、

人間ドックを実施するなど、外来診療の拡大と健

診機能の強化を進めています。

今後も指定管理者の上川北部医師会と連携しな

がら、地域包括ケアシステムにおける、かかりつ

け医としての機能を果たしていくための取組を進

めてまいります。

次に、風連国保診療所について申し上げます。

平成２８年度の外来患者数は延べ１万 １６８

人で、前年度と比較して３１８人の増となりまし

た。

また、市内の特別養護老人ホームへの回診、高

齢者施設、在宅患者の往診、予防接種、健康診断

など多岐にわたる診療業務を行っています。

今後も、市立総合病院をはじめとした地域医療

機関と連携し、市民が安心して暮らせる医療体制

の充実に努めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

本年は民生委員制度創設１００周年を迎えるこ

とから、全国的に記念事業が予定されており、本

市においても民生委員児童委員活動強化週間に合

わせて５月広報での特集として、民生委員、児童

委員及び主任児童委員の重要な役割や活動を紹介

し、住民の一番身近な相談相手であることの周知
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を図っています。

次に、消防事業について申し上げます。

平成２８年中の火災件数については、１２件で

前年比２件の増となり、負傷者が３人発生してい

ます。

また、火災種別では、建物火災が６件、そのほ

か６件となっています。

救急出動件数については、 ０６６件の出動で

前年比１３件の増となり、事故種別では、急病７

４２件、一般負傷１４６件、交通事故４７件、転

院搬送６９件、そのほか６２件となっています。

救助出動件数については、３１件の出動で前年

比４件の減となり、事故種別では、交通事故２０

件、機械１件、そのほか１０件となっています。

本年度におきましては、高度救助資機材を装備

した救助工作車を新規導入し消防力の強化を図り、

複雑多様化する交通事故、風水害などのあらゆる

災害救助に迅速かつ確実に対応し、市民の安全・

安心を支えてまいります。

また、市立総合病院を拠点とするドクターカー

との連携を密にし、救命処置を必要とする市民へ

早急に救急医療を提供し、救命率の向上及び後遺

症の軽減を図ってまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年３月２４日に開催した名寄市防災会議では、

防災対策の基盤となる「名寄市地域防災計画」の

一部修正が決定されました。

主な内容は、水防法の改正などによるもののほ

か、国による避難情報の名称変更などに伴う規定

の修正となっています。

引き続き、国の「水防意識社会再構築ビジョ

ン」による天塩川流域の減災対策委員会の取組の

ほか、市民の防災・減災意識の向上と啓発を図っ

てまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

「春の全国交通安全運動」として、４月６日か

ら１５日までの１０日間、新入学児童交通安全キ

ャンペーンのほか、関係団体や地域住民による街

頭啓発、早朝パトロールやパトライト作戦を実施

しました。特に１４日の「交通事故死ゼロを目指

す日」には、西條デパート前において「旗の波作

戦」を実施し、沿線通行車両や市民に交通安全意

識の高揚と交通事故防止を呼びかけました。

また、４月２６日午前中に、国道２３９号線に

おいて自動車同士の接触により１人の方が犠牲と

なる事故が発生したことを受け、関係機関・団体

と再発防止に向けた検討を行い、交通安全旗の増

設や広報などの周知により交通安全意識の向上を

図ってまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

北斗団地については、鉄筋コンクリート造２階

建て１棟１０戸の建替工事を昨年９月に着手し、

５月末の進捗率は約３０パーセントとなっており、

１０月の完成を予定しています。平成３０年度建

設分の実施設計は本年８月に着手し、平成３０年

１月の完了を予定しています。

団地内道路整備については、６月に着手し、１

２月の完成を予定しています。

また、新北斗団地については、プレキャストコ

ンクリート造平屋建て２棟８戸の全面住戸改善工

事を５月に着手し、９月の完成に向けて工事を進

めてまいります。

ノースタウンなよろ団地１棟３０戸の長寿命化

改善工事については６月に着手し、１０月の完成

に向けて工事を進めてまいります。また、風舞団

地については、平成３０年度改修工事分の実施設

計を７月に着手し、平成３０年１月の完了を予定

しています。

市民が安心して快適に暮らすことができ、環境

にやさしい住まいをつくるために「名寄市住宅マ

スタープラン」の策定業務を６月に着手し、年度

内の完成に向けて進めてまいります。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化修繕計画に基づく施設整備

については、エルム公園と名寄児童公園の遊具の

更新を６月に入札を終えたほか、仲よし公園と錦

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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町公園の遊具の更新工事を７月に、栄町公園と西

町公園及び名寄南公園の遊具の更新工事を８月に

入札の予定をしています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網整備工

事及び老朽管更新工事については、風連地区東４

号南線をはじめ、名寄地区北８丁目西通ほか１路

線について、早期発注を実施しています。

計量法に基づく水道量水器取替工事については、

対象量水器 ６５４台を５工区に分けて発注しま

した。

また、有収水量向上に向けた漏水調査業務に着

手しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事では、名寄下水終末

処理場における水処理及び汚泥処理機械設備の更

新工事の発注を６月中旬に予定しています。また、

公共桝取替工事は３工区に分けて発注し、管路長

寿命化計画に基づく管渠長寿命化工事及び管渠内

面止水工事を早期発注しています。

個別排水処理施設整備事業では、風連地区２基

の合併浄化槽設置工事の発注を終えています。

次に、道路の整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る西４条仲通と南１１丁目右仲通及び風連東８号

北線は６月に、北１丁目通と南３丁目通を７月に

各工事の入札の予定をしています。

次に、除排雪について申し上げます。

この冬の除雪状況については、３月末までの降

雪量が６５４センチ、最大積雪深は１０５センチ

となり、過去５カ年の平均との比較では、降雪量

で５９センチ、最大積雪深では２１センチ少なく

なっています。

除雪作業については、市街地・郊外地区路線を

合わせて４４４キロメートルにおいて実施し、出

動日数は１７１日となり、前年度と比較すると、

２０日の減少となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線１０５キロメートルにおいて１回、積込運搬

排雪を幹線道路及び通学路４４キロメートルにお

いて１回から３回、交差点排雪は２２０カ所にお

いて行い、路線の確保・維持に努めてきたところ

です。

また、排雪ダンプ助成の利用総台数は ３２５

台で、平成２７年度と比較すると約６割弱の利用

となったところです。

この冬は雪が少ない年となったものの、引き続

き、効率的で効果的な除排雪体制を確立するため、

これまでの取組を活かしながら、除排雪対策の分

析・研究を進めるとともに、市道・私道除排雪助

成事業、排雪ダンプ助成の継続及び積上除雪や雪

堆積場の確保など、除排雪水準の向上に努めてま

いります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

ＪＲ北海道の事業範囲の見直しについて、本年

２月に鉄道ネットワークワーキングチームの検討

結果が知事に提出されてから、全道で具体的な議

論が始められているところです。

本市では、宗谷本線活性化推進協議会において、

２月３日に北海道議会新幹線・総合交通体系対策

特別委員会と地域課題などに関する意見交換会を

行い、地域の実情を訴えてまいりました。

また、３月３０日に行われた協議会で、事務担

当者で構成する幹事会において、ＪＲとの協議入

りをするよう指示があり、これまで４月１４日、

５月１５日の２回幹事会を開催してきています。

さらに、５月３１日の協議会の総会において、

興部町・雄武町の２町と各議会、旭川商工会議所

を構成員として新たに加え、協議会は議会を含め

た２６市町村６団体の構成となりました。

引き続き、沿線自治体や関係団体とも連携を図

りながら、路線維持・存続に向けて取り組んでま

いります。

また、既存バス路線の課題に対し、利用状況や

地域のニーズの変化に応じた多様な運行形態の検

討を行っており、利用者が減少している風連御料
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線について、風連日進地区・旭地区を対象にアン

ケート調査を行ってきたところです。

今後は、アンケート結果や地域の意見を踏まえ、

運行形態の見直しについて、名寄市地域公共交通

活性化協議会並びに運行事業者とも連携を図り、

利用しやすく効率的な公共交通を確保できるよう

検討してまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

本年の融雪期は、平年に比べ１０日早い４月６

日となりました。その後の気温経過は平年並みで

推移しています。

６月１日現在の農作業及び農作物の状況は、水

稲で、播種作業及び播種後の生育は平年並みで進

み、田植作業は、平年よりやや早めで終了してい

ます。

畑作物については、秋まき小麦において、昨年

の降雪時期が早く雪ぐされ病による被害があり、

被害発生が大きい圃場において作物の転換による

対応がなされている状況です。生育状況としては

平年よりやや進んでいる状況です。大豆・てん菜

・馬鈴薯については、播種・移植作業が平年より

早く進んでいる状況です。

牧草については、順調に生育している状況です。

次に、米政策について申し上げます。

平成２５年度から実施されている「経営所得安

定対策」については、本年度交付金の総額で約２

２億円を見込み、農業経営の安定と地域農業の発

展に向け、担い手の育成、各作物の生産振興など、

効果的に活用されるよう、農業関係団体・生産者

と連携して推進してまいります。

また、平成２９年産の水稲は、主食米生産数量

目標で、うるち米 ５３８トン、もち米で１万

３０７トンの配分があり、作付面積では、うるち

米３０１ヘクタール、もち米 ２１２ヘクタール

で前年度に比べ１４ヘクタールの減少となってい

ます。

さらに、加工用米の作付面積は、うるち米で２

３ヘクタール、もち米で ０３１ヘクタールの計

画となっており、水稲作付面積全体では、 ５６

７ヘクタールで前年度作付実績に比べ２ヘクター

ルの減少見込みとなっています。

次に、穀類乾燥調製施設整備について申し上げ

ます。

近年作付面積が増大している小麦・大豆の品質

向上に向けて乾燥・調製能力の向上を図るため、

ＪＡ道北なよろが実施主体となり、既存施設の増

強に向けた施設整備が３月末に完了しました。

これにより、適期収穫がより一層推進され品質

の向上が期待されるところです。

次に、ＩＣＴ農業の推進について申し上げます。

ＧＰＳなどの位置情報の補正信号を発信する基

地局がＪＡ道北なよろにより設置され、４月から

運用が開始されました。今後は、自動操舵システ

ムなど新たな技術導入による作業の効率化や省力

化が期待されるところです。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

土壌診断事業では、平成２８年度で ６５２点

の実績となり圃場の土壌改良に活用されたところ

です。また、本年度の実証試験・展示事業におい

ては、水稲の疎植栽培試験などの課題を設定し、

試験・展示圃場の移植作業などを取り組んでいる

ところです。

次に、もち米文化の創生事業について申し上げ

ます。

「日本一のもち米の里」について理解を深めて

いただくため、本年度も「もち米サポータ養成

塾」を開設し、１５人の参加申込みをいただきま

した。

１回目の講座には、もち米生産組合に御協力を

いただき、もみ播き作業及び育苗施設のほか、も

ち米低温貯蔵施設「ゆきわらべ雪中蔵」の見学を

行いました。また、２回目は、田植えの作業体験

を実施したところです。

今後は、収穫体験やもちつき体験などを通じて、

さらに農業及びもち米文化への理解を深め、農業

の魅力や、名寄のもち米の素晴らしさを発信して
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いただけるよう取組を進めてまいります。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議会総会を

４月２７日に開催し、エゾシカ駆除のほか、箱罠

を追加してアライグマ対策を進めることを確認し

ました。なお、エゾシカについては、４月１日か

ら駆除を開始し、４月３０日現在の駆除頭数は７

５頭となっています。

また、ヒグマ対策については、４月７日に名寄

市ヒグマ駆除隊員の委嘱状交付式を執り行い、２

２人の隊員を委嘱しました。

今後も関係団体と十分に連携し、被害防止に取

り組んでまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が実施している地域別経済動向調査の上

川北部地方においては、小売業・サービス業は消

費者の購買力低下が影響し、また、建設業・宿泊

業など、ほかの業種についても季節的要因なども

あり、収益確保が厳しい状況と分析されておりま

す。

本市においては、昨年１０月から事業を開始し

た名寄市住宅改修等推進事業について、平成２８

年度実績で７１件の申請があり、補助金交付決定

額 １９０万円、改修に要した総事業費は１億３

４万７千円となりました。

本年度は４月から事業の申請を受け付けており、

引き続き地域経済の活性化と良質な住環境の整備

を促進してまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄公共職業安定所管内における本年３月高卒

者の新規就職状況については、就職希望者１９９

人全員が内定となり、就職内定率は１００パーセ

ントという結果になりました。

この背景には、北海道における新規高校卒業者

に対する求人倍率が ０３倍、前年同期比 １５

ポイント上昇となり、道内２０地域中１５地域で

前年同期を上回り、管内においても ４３倍と前

年比 ０９ポイント上昇している影響と考えられ

ます。また、道内の内定率は統計を取り始めてか

ら過去３番目に高い水準となりました。

道内における常用の有効求人倍率についても、

本年３月期の月間有効求人倍率は ０３倍で前年

度比 ０６ポイント上昇、管内においても ２８

倍で前年度比 １７ポイントの上昇となり、求職

者に対し求人数が上回っている状況となっていま

す。

本年度も、ハローワークをはじめ、関係機関と

連携しながら引き続き雇用の安定と促進に努めて

まいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

名寄ピヤシリスキー場については、平成２８年

度のリフト輸送人員は４３万 ９７７人で、前年

度実績の３９万 １１６人と比較し１１ ７９パ

ーセントと大きく上回りました。

主な要因として、近年の中では積雪が早く前年

度より３週間程早くオープンとなり、１２月の利

用者が増加したことによるものです。

しかしながら、なよろ温泉サンピラーにおける

平成２８年度総利用者数は７万 ２７５人で、前

年比９ ６３パーセントとなり、当初計画を下回

る結果となりました。

本年度からピヤシリ地区を含めた名寄日進地区

の公共施設利用促進を図るため、同地区での日進

ピヤシリ線バスの乗降を無料とし、利用促進に向

けた取組を推進しています。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、平

成２８年度の利用者数は延べ５２万 ４７４人で、

前年度比の１０ ２パーセントとなり、過去最高

となりました。道内各地の道の駅でも趣向を凝ら

した催しを行うなど、集客や満足度を高める取組

を行っていることから、「立ち寄る道の駅」から

「目的地の道の駅」になるよう、指定管理者と連

携を密にし、今後も、さらに利用者の皆様に満足

いただけるサービス提供に心がけ、広く情報発信

してまいります。
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次に、ひまわり観光について申し上げます。

本市を訪れる来客者をひまわりでお迎えするこ

とを目標に、本年度もひまわりの種を市民の皆様

や町内会などの団体に無料配布しているところで

す。

また、市民によるおもてなしの心を醸成するた

め、「ひまわりボランティア」を募集し、市民参

加型の観光事業の推進を図ってまいります。

次に、広域観光の推進について申し上げます。

上川北部９市町村に及ぶ道北観光連盟の総会が

５月２６日に剣淵町で開催されました。本年度の

事業として、札幌圏での道北地域の物産や観光の

ＰＲの実施、９市町村を周遊するルートパンフレ

ットの多言語版の作成など道北地域の魅力発信を

推進してまいります。

また、今月、自然や景観に配慮した地域の魅力

を道でつなぎ、個性的で美しい環境づくりを目指

す施策「シーニックバイウェイ」の候補ルートと

なっている「天塩川流域ミュージアムパークウェ

イ」のルートの審査員視察が行われる予定となっ

ており、本年度中の認定が期待されています。

次に、イベント関係について申し上げます。

なよろアスパラまつり～かみかわ「まるごと食

べに」よろーなフェスタは、５月２８日に駅前交

流プラザ「よろーな」駐車場を会場として開催さ

れました。本市の特産品であるグリーンアスパラ

ガスの直売をはじめ、上川管内を中心としたご当

地グルメを集めたグルメ市、スペシャルお笑いラ

イブなどが行われました。連携事業として商店街

においても集客イベントが開催され、当日は、市

内外から訪れた多くの方々で中心街に賑わいが生

まれたとともに、それぞれのイベントを楽しんで

いただきました。

次に、学校教育について申し上げます。

４月６日に市内全小中学校の入学式が行われ、

小学校では２１０人、中学校では２１４人の児童

生徒が入学し、本年度の教育活動が始まりました。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月２６日に第１回目の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を開催し、委嘱状の交付と全体会議及び

研究グループ会議を行い、本年度の研究内容を決

定しました。本年度から、新しい３つのグループ

による実践的な取組を推進してまいります。

具体的には、教育経営の充実に関する研究グル

ープでは、本市共通のモデル的な学校経営計画の

作成、社会に開かれた教育課程の編成に係る研修、

コミュニティ・スクールや小中一貫教育の導入に

向けての取組などを行います。

教育研究の充実に関する研究グループでは、

「特別の教科道徳」の授業研究、小学校外国語活

動、英語の年間指導計画の作成、体力・運動能力

調査の結果・分析を踏まえた研修などを行います。

教育指導の充実に関する研究グループでは、主

体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業研究、

いじめ・不登校への対応についての研修などを行

います。

豊かな心を育てる教育の推進については、読書

活動の充実を目指し、全ての小学校に配置した学

校司書の勤務時間を増やし、子どもたちが読書に

親しむことができる指導体制を整えました。

また、心の教室相談員については、風連中学校

に１人、名寄中学校と名寄東中学校の両校で１人

を配置し、生徒が悩みなどを気軽に話せる環境を

整え、生徒の心のケアに努めています。

健やかな体を育てる教育の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の教育研究の充

実に関する研究グループが中心となり、５月１６

日に名寄西小学校を会場に、新体力テスト実施に

向けた学校体制のあり方や同テスト実施上の留意

点にかかわる研修会を行いました。

とりわけ、実施上の留意点にかかわっては、本

市の児童生徒の体力で課題となっている「走力」

を高めるため、効果的な準備運動や腕の振り方、

スタート時の姿勢などについての実技研修を行い

ました。

学校給食センターでは、安全・安心な学校給食
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を提供するとともに地場産品を積極的に取り入れ

ており、春先には地元の越冬野菜を使用していま

す。また、旬の地場産食材としては、アスパラを

３回提供し児童生徒に好評を得たところです。

栄養教諭による食に関する指導については、各

校の要望を踏まえたうえで指導計画を立て、食育

の推進・充実に努めています。

特別支援教育の推進については、４月３日に第

１回特別支援教育専門家チーム委員会議を開催し、

委嘱状の交付と年間の取組について協議しました。

特に、本年度は、名寄市立大学の７人の先生のほ

か、新たに社会福祉課の職員、教育相談センター

の教育推進アドバイザーにも加わっていただき、

障がいの有無に関わらず、学校生活や家庭生活に

おいて「困り感」をもっている全ての児童生徒な

どを対象に巡回相談の体制の充実に努めています。

名寄市特別支援連携協議会では、４月２０日に

第１回目の会議を開催し、委嘱状の交付と本年度

の取組について協議しました。また、特別支援連

携協議会に設置されています専門委員会では、児

童ディサービスなどの職員にも新たに加わってい

ただき、児童生徒一人ひとりに応じた支援体制の

整備に努めています。

さらに、５月２３日に行われました第１回目の

名寄市特別支援教育研修会では、本市に転入した

教職員や初任の教職員、新たに特別支援学級の担

任となった教員などを対象として、本市の特別支

援教育の現状と課題について研修し、共通理解を

深めました。今後は、特別支援教育専門家チーム

の活用促進、特別支援教育コーディネーターの連

携の促進などに努めてまいります。

これまで小・中学校８校に２１人配置してきま

した特別支援教育支援員は、本年度より風連中学

校を加え合計９校に２５人の支援員を配置しまし

た。

今後は、特別支援教育学習支援員を効果的に活

用し、習熟の程度に応じた指導の工夫や「困り

感」のある児童生徒への支援のより一層の充実に

努めてまいります。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、５月に名寄市学校教育情報化推進委員

会を立ち上げました。今後は、先進校の視察やモ

デル事業の計画の立案などに取り組んでまいりま

す。

信頼される学校づくりの推進については、平成

２８年度から文科省の「コミュニティ・スクール

導入等促進事業」の指定を受け、智恵文小・中学

校にコミュニティ・スクール推進委員会を組織し

て取り組んできましたが、４月２６日に智恵文小

・中学校をコミュニティ・スクールの対象学校と

し、第１回の学校運営協議会を開催いたしました。

名寄東小学校、風連中央小学校においては、コ

ミュニティ・スクール推進委員会を組織し、制度

説明会を行うなど、地域や保護者のコミュニティ

・スクールへの理解が深まるように努めています。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

風連中央小学校の校舎等改築については、実施

設計が終了し、本年度から本体工事の着工に向け

各種手続を進めているところです。

学校給食センターの施設の整備や更新について

は、自動手洗器の導入を進めています。本年度に

おいては、下処理室の手洗器の更新を実施します。

これにより調理の際の手洗時に水栓に触れないで

水、石鹸、消毒液が供給されることでより衛生的

な環境で給食提供が図られるようになります。

今後も、安全・安心な給食提供のため年次的か

つ効果的な施設の整備や更新を実施してまいりま

す。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

本年４月から「名寄市高校生資格取得支援事

業」を開始し、生徒の資格取得に対する意識を高

めるなど、市内高等学校の魅力ある学校づくりを

支援してまいります。

なお、名寄市内高等学校の間口については、２

月１５日に「名寄市内高等学校在り方検討会議」
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を開催し、出願状況や中卒者の推移などを示しな

がら、各委員から高等学校の在り方について意見

をいただきました。

その後、名寄高等学校の４間口維持など、北海

道教育委員会と協議を進めていますが、中卒者数

の大幅な減少や欠員状況などから平成３２年度か

らの１間口削減は避けられない状況にあります。

今後も、子どもたちの希望に沿った学ぶ環境を

つくることや地域の人材育成・確保などのために、

学科や学校の再編、本市の支援策などについて、

関係する皆様と連携しながら対応していきます。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

平成２８年度卒業式を３月２３日に行い、保健

福祉学部栄養学科４４人、看護学科５２人、社会

福祉学科５５人、計１５１人と短期大学部児童学

科４９人、合わせて２００人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉学

部栄養学科は９ ７パーセント、看護学科は１０

０パーセント、社会福祉学科は９ １パーセント

となり、保健福祉学部全体では９ ２パーセント、

短期大学部児童学科は１００パーセントといずれ

も高い就職率となりました。

国家試験の結果については、管理栄養士では３

７人が合格し、合格率は８ １パーセントで新卒

の全国平均９ ４パーセントを下回ったものの、

看護師は５０人が合格し、合格率は９８パーセン

トで新卒の全国平均９ ３パーセントを上回りま

した。

保健師は受験者１４人全員が合格し、合格率は

１００パーセントで新卒の全国平均９ ５パーセ

ントを上回りました。

社会福祉士では２７人が合格し、合格率は５

９パーセントで新卒の全国平均４ ３パーセント

を上回りました。

次に、平成２９年度入学式は、４月５日に行わ

れ、栄養学科４１人、看護学科５３人、社会福祉

学科５２人、社会保育学科５０人の保健福祉学部

全体では１９６人の新入学生を迎えました。

また、同日開設した転入手続きの臨時窓口では、

７０人の新入生が手続きを済ませました。

今後も、複雑化・多様化する保健・医療・福祉

の現場に対応できる豊かな人間性と専門性を備え

た職業人を育て、社会に送り出せるよう取り組ん

でまいります。

次に、２月１９日に起きた大学学務システムへ

の不正アクセスに端を発した外部からの大学ネッ

トワークシステムへの攻撃について、セキュリテ

ィ強化に必要な機器の導入とウイルス対策ソフト

の強化により、４月１０日に遮断していた学外ネ

ットワークの接続とホームページの公開を再開し

ました。現在もネットワークシステムに対する攻

撃は止まないことから、より安全なネットワーク

環境を整備するためのセキュリティ強化に努めて

まいります。

次に、新図書館のオープンについて申し上げま

す。

新図書館オープン式を４月４日に挙行し、前学

長の青木紀氏をはじめとする多くの御来賓、関係

者の皆様の御出席をいただきました。

現在、学生や教職員の利用のほか、５月１日か

らは一般の利用も始まるなど、今後とも教育と学

術研究の核となる施設として、ソフト面の充実に

努めてまいります。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

本年度で３８年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、

新入生１０人と７人の大学院生を、また４６年目

を迎える風連瑞生大学は、新入生１０人と大学院

生６人を迎え、それぞれ４月１８日と２７日に入

学式を行いました。

新入生をはじめ学生の皆様は、今後の学習活動

へ意欲を燃やしているところです。

また、智恵文高齢者学級「友朋学級」では、１

３人の受講者が４月２７日に開校式を行い、本年

度の活動がスタートしました。

市民講座では、昨年度開催した「バイオリン体
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験教室」をきっかけに「名寄市少年少女オーケス

トラ」が設立されたことを記念して、３月１９日

に「第２回北海道少年少女オーケストラフェステ

ィバル」が市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール

を会場に行われました。

本年度においても、バイオリン体験教室を全７

回開催いたします。

第１回目の４月２９日には、本市をはじめ、江

別市、岩見沢市で活動するジュニアオーケストラ

によるミニコンサートを開催しました。

今後も引き続き、青少年の文化芸術に親しむ機

会の創設や健全育成に努めてまいります。

次に、市立図書館について申し上げます。

本年４月から、子どもの読書活動の推進に関す

る法律に基づき策定した「名寄市子どもの読書活

動推進計画」の第３次計画がスタートし、学校や

関係団体などと連携しながら読書活動の推進を図

っています。

また、４月２３日から５月１２日にかけて、

「子どもの読書週間」の事業として、名寄本館で

は「こども図書館まつり」、風連分館では「春の

おはなし会」を開催し、多くの子どもや保護者の

方に参加をいただきました。

学校への読書活動の支援としては、北海道立図

書館の「学校図書館サポートブックス事業」を活

用し、智恵文小学校へ朝読・昼読図書約１３０冊

の貸出を行いました。

本年度も、子どもたちに読んでもらいたい本を

紹介した年代別ブックリストを作成し、市内の保

育所、幼稚園、小学校をはじめ関係機関に配布し

ました。

今後も、本に親しみ、本を楽しむことができる

環境を提供するとともに、家庭や地域における読

書活動を推進してまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

本年度の観覧年間パスポートについては、市内

の児童生徒からデザインを募集し作成いたしまし

た。また、天文台情報のメール配信を開始し、よ

り多くの方々に来館していただくよう情報発信に

努めています。

４月２８日から上映を開始しているプラネタリ

ウムの新番組「ＩＮＣＯＭＩＮＧ！」は、地球へ

接近・衝突をするような小惑星について解説して

います。４月２１日には、天文台職員が地球に接

近した小惑星の観測に成功した写真を展示し、プ

ラネタリウムと併せて来館者に観覧していただい

ています。

４月２８日から５月７日までの開館日には、

「ピリカウィーク」として、北海道大学のピリカ

望遠鏡を使用しての観望会を行いました。

期間中には９７３人が来館し、天候に恵まれた

７日間は４４９人の方が観望会に参加し星空を楽

しみました。

今後も、研究観測の成果やイベントなどの情報

を発信し、天文の普及や天文台の利用促進に努め

てまいります。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

本年度は、２つの幼稚園に御協力いただき、そ

れぞれ家庭教育学級を開設しました。

今後も引き続き、各学級の活動を支援するとと

もに、家庭教育支援講座を開催するなど、父母が

自主的・自発的に学習する機会の充実に取り組ん

でまいります。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

２月３日に、本市におけるスポーツ合宿などの

誘致、スポーツによる地域振興を図ることを目的

とした「なよろスポーツ合宿誘致推進協議会」が

設立されました。協議会では、地域の自然環境や

競技施設などを生かしながら合宿・大会誘致を推

進するとともに、スポーツによる健康づくり、ス

ポーツに親しむことができる環境づくり、さらに

はスポーツ関連産業の創設などに取り組んでいく

ことを決定しました。

ジュニア選手並びに指導者の育成については、

名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター

と連携し「子どもスポーツカレッジ」を開催し、
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遊びと運動能力測定を組み合わせたプログラムで

子どもたちの運動能力の向上を図りました。

また、女子バレーボールで２度の五輪出場を果

たした成田郁久美氏やウィルチェアーラグビー日

本代表の池崎大輔氏を講師に招き、各種スポーツ

講演会や講習会を開催し、競技力や指導力の向上

を図りました。

本市で、はじめての開催となる「全日本ジュニ

アスキー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大

会」は、３月１０日から４日間の日程で開催され、

全国から中高生男女合わせて４４３人のエントリ

ーがありました。大会では、ノルディックスキー

競技３種目が行われ、大会期間中は天候に恵まれ

るとともに、本市の雪質と量、さらにはコース整

備、競技運営に高い評価をいただくなど、「冬季

スポーツ拠点化」事業を推進していくうえで大き

な自信となりました。

大会に訪れる選手・関係者にとって競技に専念

できるより良い環境を提供できるよう関係団体と

協議を重ねながら、今後も本市での大会開催に取

り組んでまいります。

５月１４日には、本年で６５回目となる「なよ

ろ憲法記念ハーフマラソン大会」をなよろ健康の

森陸上競技場で開催しました。

ハーフマラソンの実施、インターネットサイト

での申込みが定着してきたことで、ここ数年は右

肩上がりにエントリー人数を伸ばしてきましたが、

本年度は昨年より２３２人少ない７２３人のエン

トリー人数となりました。

特に本大会は、生涯スポーツ振興のバロメータ

ーとして位置付けていましたが、市民のエントリ

ーが昨年より１１７人少ない２３６人だったこと

から、次年度の大会に向けて市民ランナーが増え

るよう、スポーツによる健康づくりなどの取組を

推進してまいります。

平成３２年（西暦２０２０年）に開催される東

京オリンピック・パラリンピック競技大会におけ

る海外との交流事業「ホストタウン構想」につい

ては、現在、本市とともに台湾を相手国として登

録決定がされている士別市と連携を図りながら誘

致活動を進めています。

台湾では、本年８月に国際的スポーツイベント

を控えていることから、その先の東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた直前合宿などの取組

が進んでいない状況にありますが、今後も台湾の

スポーツ関係団体との連絡も取りながら「ホスト

タウン構想」を推進してまいります。

次に、放課後児童クラブについて申し上げます。

放課後児童クラブでは、本年度より小学校の休

業日における開館時間を３０分繰り上げて午前８

時からとしました。

今後においても、保護者の仕事と子育ての両立

を支援し、児童の安全安心な居場所づくりの充実

に努めてまいります。

放課後子ども教室については、４月下旬に名寄

地区と風連地区において、小学生及び中学生を対

象とし順次開講しました。

現在、４教室合わせて３２人の子どもたちが、

自ら学び、自ら考える力を身に付けるため、各教

室で自学自習やテーマ学習に取り組んでいます。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

教育相談センターでは、５月に全小中学校を訪

問し、ハートダイヤル、適応指導教室、夜間相談

に関するパンフレットを配布し、児童生徒、保護

者への周知を依頼しました。また、学校からは不

登校などの現状について報告をいただきました。

今後においても、学校及び関係機関と連携し、

適切な支援及び指導に努めてまいります。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールは、昨年

度、主催事業を含め８１事業、３万３千人を超え

る利用があり、平成２７年度を少し上回る実績と

なりました。

本年度も、５月３０日に開催し好評を博した

「東京スカパラダイスオーケストラ」の公演をは
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じめ、多くの事業が予定されています。

引き続き、「文化芸術の拠点」「市民のコミュ

ニティの醸成の場」として、市民に親しまれるホ

ールづくりを進めてまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

４月２９日から開催したゴールデンウィーク企

画「博物館で遊ぼう」では、９日間で延べ ４３

５人の入館者があり、多くの家族連れで賑わいま

した。期間中は、名寄高等学校、名寄市立大学の

学生ボランティアの応援を受けて、木製遊具、リ

サイクル遊具などの体験や動物とのふれあいを楽

しんでいただきました。

また、連休最終日の５月７日には、一般市民を

対象とした自然観察会「エンレイソウ観察会」を

なよろ健康の森で開催し、２３人の参加がありま

した。

ＳＬ排雪列車「キマロキ」については、４月２

５日にシートの撤去作業を行い、一般公開を開始

し、多くの家族連れや鉄道ファンが訪れました。

５月から実施している「小さな自然観察クラ

ブ」については、小学校４年生から６年生までを

対象とし、２８人の応募がありました。第１回目

は５月１３日に弥生公園で開催し、エゾヤマザク

ラや野鳥類を観察し、春を体感したところです。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

１１時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

日程第４ 議案第１号 名寄市下水道設置条例

の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市下水

道設置条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

名寄市公共下水道事業は、名寄処理区、風連処

理区それぞれが北海道の事業認可を取得をし、整

備を進めてまいりましたが、本年３月末をもって

許可期限を迎えました。事業期間の延伸及び事業

区域や計画人口などについて新たに策定をした第

２次総合計画等との整合性を図りながら見直しを

行い、このたび本事業の事業計画変更が北海道知

事から認可をされたことに伴い、本条例の一部を

改正をしようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第２号

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成元年に取得をした除雪グレーダー

が新車登録後２８年を経過をし、老朽化したこと

から更新をしようとするものでありまして、５社
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を指名し、本年５月２６日に指名競争入札を執行

した結果、コマツ建機販売株式会社北海道カンパ

ニー旭川支店が ４８０万円で落札をし、これに

消費税及び地方消費税２７８万 ０００円を加え

て ７５８万 ０００円で契約を締結しようとす

るものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りをいたします。本件は、委員会付託を省

略し、直ちに採決することに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第３号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でございまして、歳入歳出それぞれ

９３５万 ０００円を追加し、予算総額２４３億

８２４万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費の公共施設整備基金積立金２億 ９８７万

０００円の追加はいただいた寄附金と今後の公

共施設の改修や整備のため、地域振興基金積立金

１１２万 ０００円の追加は多くの皆様から寄

附をいただいたふるさと納税寄附金など寄附金を

それぞれ積み立てたものでございます。

４款衛生費の市立総合病院整備基金積立金１億

円の追加は、今後の医療体制の充実などに対し積

み立てたものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１１款地方

交付税の１億 ６０７万 ０００円の追加は、特

別交付税の交付額の確定に伴い追加したものでご

ざいます。

１８款寄附金の １３３万円の追加は、多くの

皆様からいただいた寄附金でございます。

次に、第４表、地方債補正につきましては、町

内会活動支援事業ほか２６事業を変更したもので

ございます。

次に、第５表、繰越明許費補正につきましては、

水利施設整備事業費（天塩川第５支線地区）を追

加したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 歳入にかかわって１点、

少し丁寧な御説明をいただきたいというふうに思

うのですが、１５款国庫補助金の中で認定こども

園の施設整備交付金が三角になっています。これ

がそのまま１６款の道補助金になっているわけで

すけれども、国庫補助金が道の補助金に移行した、
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その中身についてお知らせをいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２２分

再開 午前１１時２４分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

廣嶋こども・高齢者支援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 大変

失礼いたしました。川村議員のほうから御質問い

ただきました関係でございますが、当初は費目と

して国庫で受け入れるということで計上してござ

いましたが、道のほうの科目が変わったというこ

とで、それにあわせて国費から道費のほうに移行

させていただいたということで、特に制度的なも

のではございませんで、単なる国庫から道費のほ

うに科目がえをさせていただいたということで今

回計上させていただいたところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 当初国庫補助金という

ことで上げていたのがどういう経緯で道の補助金

のほうにしたのかというところら辺をわかりやす

く御説明いただければということだったのですけ

れども。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 若干説明足りなくて申

しわけございません。当初は国から直接流れると

いうことだったのですけれども、今回一回道のほ

うで受けて、そこから流れるということになりま

すので、うちから考えると道から来ていると。そ

れで、国から道のほうへ振りかわったと、そうい

う形でありますので、御理解いただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 議案第４号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市国民健康保険特別

会計補正予算に係る専決処分でありまして、保険

事業勘定の歳入歳出それぞれ ５８２万 ０００

円を減額をし、予算総額３７億 ８９７万 ００

０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

保険給付費では、一般被保険者療養給付費の減に

伴い ５８２万円を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。８款繰入金

では、保険給付費の減額に伴い ５８２万円を減

額したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市介護保険特別会計

補正予算に係る専決処分でございます。

保険事業勘定におきまして歳入歳出それぞれ１

億 ７９３万 ０００円を減額し、予算総額を２

３億 ４４３万 ０００円にしたものでございま

す。

補正の主なものを歳出から申し上げます。総務

費におきまして決算見込みに伴い職員給与費等に

ついて ０５７万 ０００円を減額、また２款保

険給付費におきましては居宅介護サービス給付費

及び施設介護サービス給付費等の給付実績の減少

などに伴い１億 ７７４万 ０００円を減額、３

款地域支援事業費におきましても決算見込みに伴

い９６１万 ０００円を減額したものでございま

す。

次に、歳入について申し上げます。保険給付費

の減額に伴い３款使用料及び手数料、４款国庫支

出金、５款支払基金交付金、６款道支出金をそれ

ぞれ減額したものでございます。

また、８款繰入金におきましても保険給付費の

減額及び職員給与費等の減額に伴い、一般会計繰

入金及び基金繰入金を減額したものでございます。

次に、サービス事業勘定・風連におきましては、

総務費の決算見込みに伴う減額をしたものでござ

います。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告をし、承認を求めるものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま
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す。

本件は、平成２８年度名寄市下水道事業特別会

計補正予算に係る専決処分でありまして、歳入歳

出それぞれ２５０万円を減額し、予算総額１０億

６３８万 ０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

下水道事業費では、下水道整備事業費の確定に伴

い工事請負費７０万 ０００円の減額を初め各費

目の調整により総額で１７１万 ０００円を減額

したものでございます。

２款公債費では、一時借入金利子で７８万 ０

００円を減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、市債の額の確定に

より６款市債を２５０万円減額したものでござい

ます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計補正予算に係る専決処分でござ

いまして、歳入歳出それぞれ１７０万円を減額し、

予算総額 ３１９万 ０００円にしたものでござ

います。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

個別排水事業費では浄化槽設置工事費の確定に伴

い１７０万円を減額したものでございます。

次に、歳入につきましては、１款分担金及び負

担金では受益者分担金額の確定により１７万円を、

３款繰入金では一般会計繰入金を３万円、５款市

債では額の確定により１５０万円をそれぞれ減額

したものでございます。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い変更したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ
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んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市後期高齢者医療特

別会計補正予算に係る専決処分でございまして、

歳入歳出それぞれ５９９万 ０００円を追加し、

予算総額３億 ９９７万 ０００円にしたもので

ございます。

まず、歳入について申し上げます。１款後期高

齢者医療保険料では、保険料の増により５９９万

０００円を追加したものでございます。

次に、歳出について申し上げます。２款後期高

齢者医療広域連合納付金において保険料の増に伴

いまして５９９万 ０００円を追加したものでご

ざいます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 専決処分し

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、平成２８年度名寄市病院事業会計補正

予算に係る専決処分でありまして、今回の補正は

年度末における給与費の過不足を調整したもので

ございます。

補正の内容について申し上げます。２款病院事

業費用では、医業費用におきまして給与費で ０

０２万 ０００円、医業外費用におきまして保育

施設費で６９万 ０００円を追加したものでござ

います。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は承認することに決定をい

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 平成２９

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各款の臨時的経費を中心に補正

をしようとするものでございまして、歳入歳出そ

れぞれに ９７１万 ０００円を追加して、予算

総額を２２１億 ９０７万 ０００円にしようと

するものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして地域交通対策事業費２９０万

円の追加は、風連御料バス路線の運行形態見直し

に係る調査や実証運行の実施に対する費用を追加

しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして経営体育成支援事業

費３５３万 ０００円の追加は、地域の担い手の

育成確保を推進をするため農業用機械等の導入に

対し支援をするもので、財源として同額を道支出

金にて計上しております。

１０款教育費におきまして大学振興事業費 ６

９６万 ０００円の追加は、昨年度の不正アクセ

ス防止に対するセキュリティー体制強化に伴う保

守料の追加とより一層のセキュリティー環境の構

築に対する費用を補正しようとするものであり、

これら費用については名寄市立大学振興基金を

６００万円繰り入れをし、対応してまいります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の追

加等に伴う特定財源の調整のほか、収支不足を財

政調整基金繰入金で調整をいたしました。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明させますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて追加説明をさせていただきます。

議案第１０号の６ページ、７ページをお開きく

ださい。歳出におきまして２款総務費、１項８目

企画振興費の町内会活動支援事業費で町内会館等

建設費補助金６７万円の追加は、豊西福祉会館の

ほか２つの町内会館の改修工事に係る補助申請に

対応し、予算を計上しようとするものであります。

同じく２款総務費、１項８目企画振興費の地域お

こし協力隊事業費９４万円の追加は、新たに採用

となる農業支援員の住宅について改修を実施しよ

うとするものであります。

６款農林業費、１項３目農業施設管理費の名寄

東部・西部集落センター管理事業費６９万円の追

加は、西部集落センターのトイレ等の改修工事に

係る補助申請に対応し、予算を計上しようとする

ものであります。

７款商工費、１項３目スキー場費におきまして

ピヤシリスキー場整備事業費１８２万円の追加は、

ゲレンデ環境の向上を目的として第１ゲレンデ暗

渠管設置工事などを実施しようとするものであり

ます。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。大変申

しわけございません。今追加説明させていただき
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ましたけれども、後段の部分の商工費の部分で第

１ゲレンデ明渠管を暗渠管というふうに説明をし

てしまいましたので、訂正をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

１号 平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 平成２９

年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、軽減判定誤りによる保険料変更

に伴い補正をしようとするものでありまして、歳

入歳出それぞれに３１万円を追加し、予算総額を

３億 ６６２万円にしようとするものでございま

す。

まず、歳出について申し上げます。３款諸支出

金では、保険料軽減判定誤りによる保険料変更に

伴う償還金及び還付加算金として３１万円を追加

しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。３款諸収入

では、後期高齢者医療広域連合から償還金及び還

付加算金に対する補填があることから３１万円を

追加しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

２号 名寄市議会会議規則の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第１２号 名寄

市議会会議規則の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

近年の男女共同参画の状況に鑑み、地方議会に

おいても男女共同参画を考慮した議会活動を促進

するため、会議等の欠席の理由に出産に関する条

項を追加するものであります。

また、委員会活動が活発化してきていることか

ら、協議または調整を行うための場に委員長会議

を設置し、当該活動を正規の議会活動として位置

づけ、議員の議会活動のさらなる充実を図ろうと

するもののほか、所要の改正及び規定の整備を行



－25－

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号

おうとするものであります。

以上、提案理由とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 報告第１

号 平成２８年度名寄市一般会計予算継続費繰越

計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２８年

度名寄市一般会計予算継続費繰越計算書について

御報告を申し上げます。

継続費の逓次繰り越しは、平成２８年度から平

成３０年度までの継続費を設定をいたしました風

連中央小学校校舎・屋内運動場改築事業について、

初年度目である平成２８年度事業費の全額を翌年

度に繰り越しをするためのものであり、地方自治

法施行令第１４５条第１項の規定により御報告を

申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 報告第２

号 平成２８年度名寄市一般会計予算繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 平成２８年

度名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書につ

いて御報告を申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、平成２８年度に完了しない住民基本

台帳ネットワーク管理事業費のほか５事業を翌年

度に繰り越しするためのものであり、地方自治法

施行令第１４６条第２項の規定により御報告を申

し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 報告第３

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 公害の現況

に関する報告について申し上げます。

平成２８年度につきましては、大気汚染、水質

汚濁、騒音、振動、悪臭の５項目を中心に、関係

機関の御理解と御協力をいただき、指導及び監視

を行ってまいりました。

まず、大気汚染では、炭化センターにおけるダ

イオキシン調査を年２回実施をしておりますが、
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排出基準を大きく下回る結果となっております。

また、粉じん発生による大気汚染や舗装路面の損

傷が社会問題となりましたスパイクタイヤの装着

率については、低水準で推移をしており、スタッ

ドレスタイヤが市民生活に定着しているものと思

われます。

次に、水質汚濁では、公共用水域の環境保全を

図るため、本市から天塩町間の天塩川及び本市の

水道水源である名寄川の水質調査を実施をしてお

り、調査結果は近年横ばいに推移をしております。

名寄川については、監視の強化に努めることで安

全な水道水の供給を確保しております。また、ゴ

ルフ場の農薬使用に関する問題につきまして、関

係する環境保全指導要綱に基づく水質分析調査を

２回実施をし、いずれも基準値以内の水質が保た

れております。

次に、騒音、振動及び悪臭では、低騒音工法に

よる工事が一般的となっており、建設作業による

苦情はございませんでした。

そのほか、地球温暖化対策といたしましては、

第二次名寄市地球温暖化防止実行計画を平成２４

年５月に策定をし、ＣＯ２削減５％を目標としてま

いりましたが、基準年の平成２２年度と比較をし

て平成２７年度は２ ０％増加という結果となり

ました。これは、原子力発電の稼働停止に伴い火

力発電が中心となったことから、電気使用量のＣ

Ｏ２換算係数が増加したことが要因と考えられます。

名寄市公共施設の二酸化炭素排出状況につきまし

ては、引き続き調査を実施をしております。

以上、公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に向けて努力を

してまいります。

なお、詳細の内容につきましては、さきにお配

りをしてございます公害の現状と対策を御高覧を

いただければと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきます。

よろしく御審議くださいますようにお願い申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 報告第４

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第４号 株式会社名

寄振興公社の経営状況について申し上げます。

平成２８年度第４５期の経営内容につきまして

は、５月２９日の株主総会で報告を受けたところ

でございます。名寄ピヤシリスキー場につきまし

ては、平成２５年度シーズンから来場者数に回復

の兆しが見えてきたことから、この流れをとめる

ことがないように平成２８年度シーズンも索道施

設やゲレンデ等の整備を行い、利用者に安全に利

用いただけるよう万全の体制で早期オープンを目

指し、準備を進めてきたところでございまして、

近年では最も早い１２月４日オープン、また年内

に全コースを開放できたことから、多くのスキー

ヤー、ボーダーでにぎわいを見せ、好調なシーズ

ンインとなりました。また、ＳＮＳでの情報発信

や宣伝エリアの拡大、レストランにおける限定メ

ニューの販売などの集客対策の効果もあり、リフ

トの輸送人員は前年比１１ １８％の４４万 ５

６５人となり、リフト収入も前年と比べ３３５万

円の増となりました。

なよろ温泉サンピラーにつきましては、スキー

客で ４６１人と一般、ビジネスで ３１３人、

伸びを示したものの、合計で ４２４人、工事関

係者で７２０人と減少、宿泊者数は１万５４６人

で当初計画を下回る結果となりました。また、日
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帰り入浴者数についても５万 ５４１人と減少し、

全体を通して厳しい利用実績となりました。しか

しながら、営業損益については飲食、物販の収益

が増加をしたことから宿泊部門全体としては増収

となったところでございます。

北海道立サンピラーパークにつきましては、隣

接施設、関係機関、団体、住民等と連携をし、四

季折々の企画を実施をするとともに、ひまわり、

コスモスの植栽等公園の魅力づくりに努めました。

カーリング場につきましては、１１シーズン目と

なり、愛好者はもとより学校授業や各種大会等に

多くの利用がございました。今年度新たにカーリ

ング専用設備の整備が行われることから、今後さ

らに全国規模の大会開催も期待が持てるところで

ございます。引き続き名寄カーリング協会と連携

をし、カーリングのさらなる普及に努めてまいり

ます。なお、サンピラーパークの当期の実績とし

ては、利用者数は１３万 ２８３人、前年度比９

４７％となったところでございます。

このほか体育センター、ピヤシリ・フォレスト、

なよろ健康の森、名寄公園パークゴルフ場、また

平成２７年度から受託したピヤシリシャンツェも

含め、引き続き利用者が安全、安心、そして快適

に御利用をいただけるように利用の促進及び維持

管理に努めてまいります。

なお、営業の詳細につきましては、お手元の事

業報告書に記載のとおりですが、当期においては

厳しい経営環境の中、原価率の低減や経費の縮減

に努めてきたことから、当期純利益で８７６万

６３１円を計上する結果となりました。４６期に

おいても、今期の決算を踏まえて事業計画を達成

をし、引き続き純利益を計上できるように一層の

努力を促してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で報告第４号の報

告を終わります。

報告第４号については、本日会議終了後に議員

協議会を開催し、質疑を行います。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 報告第５

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、平成２９年１月１０日午後２時

２５分ごろ、名寄市西３条南２丁目の交差点にお

きまして経済部所管の公用車が南２丁目通の一時

停止場所で停止をしたものの、左方から来ていた

相手方車両に気づかず左へ直進走行したために相

手方車両と公用車が衝突をし、破損したものでご

ざいます。過失割合は本市が８０％であり、相手

方車両の修理代として本市が１１万 １８６円を

負担をすることで示談が成立をし、和解したとこ

ろでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 報告第６

号及び報告第７号 専決処分した事件の報告につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第６号及び報告第７
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号 専決処分した事件の報告について申し上げま

す。

本件は、病院事業及び水道事業の債権の放棄に

係る専決処分でございます。

まず、病院事業におきましては、患者が破産、

死亡等の理由により回収見込みのない入院、外来

診療費について６５件、２２４万 ４７３円を放

棄したものでございます。

次に、水道事業におきましては、使用者が破産、

死亡等の理由により回収見込みのない水道料金に

ついて１０２件、３２万 ９２８円を放棄したも

のでございます。

以上２件につきまして、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分をしたので、同条第

２項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第６号

について質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第６号を終結いたします。

これより、報告第７号について質疑に入ります。

御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第７号を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市は８名の人

権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行っ

ておりますが、本年９月３０日をもって古瀬和之

氏、今田佳子氏、長谷川良雄氏の３名の委員が任

期満了となります。

本件は、退任となる古瀬和之氏の後任として上

口里美氏を候補者として、また再度今田佳子氏、

長谷川良雄氏を候補者として推薦をいたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日６月１０日から６月２

０日までの１１日間を休会といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日６月１０日から６月２０日までの

１１日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ０時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

平成２９年６月９日（金曜日）第２回６月定例会・第１号
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議 長 黒 井 徹

署名議員 佐久間 誠

署名議員 高 橋 伸 典
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開議 平成２９年６月２１日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

６番 奥 村 英 俊 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に６番、奥

村英俊議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

１２番 大 石 健 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市農業、農村の振興について外２件を、山

崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問してまいります。

明治３０年代、昼なお暗い草木の生い茂る原野

に開拓のくわがおろされて以来、苛酷な自然と対

峙しながらも多くの先人の労苦により、この地の

農業は今日へと受け継がれてきました。今や基幹

産業として重要な位置を占める名寄市の農業です

が、さらなる安定と発展を願い、大項目１、名寄

市農業、農村の振興についてお伺いいたします。

最初に、小項目１、農業の担い手支援について

お聞きいたします。農家戸数の減少と農業従事者

の高齢化は、避けては通れぬ大きな課題でありま

す。１０年後を見据え、農家戸数の減少を極力抑

えるために、担い手支援の中で本市が目指す営農

スタイルとはどのような姿であるのか、また支援

の状況とその成果についてお聞きいたします。

次に、小項目２、青年、女性農業者に対する支

援についてお聞きいたします。家族を働き手の一

人として考えていた時代から共同経営者と捉える

時代へと変わってきている昨今、農業経営全般に

おいても女性に期待される役割が膨らんできてい

るものと考えます。今年度農村女性活動支援事業

に対しても３６万円の予算づけがなされています。

まだ日は浅いですが、事業の進捗状況についてお

聞かせください。

また、青年に対しては配偶者対策についての必

要性を考えますが、出会いの場創出など具体的な

支援策についてお聞きいたします。

次に、小項目３、６次産業化推進についての取

り組み状況についてお聞きいたします。

次に、大項目２、環境整備についての考え方と

取り組みについてお聞きいたします。名寄駅と風

連駅は、ともに住民にとって愛着のある建物であ

り、地域の玄関として大切な役割を担っています。

そこで、小項目１、ＪＲ名寄駅周辺の環境整備

についてお聞きいたします。駅舎前広場や通路、

駅舎につながる道路の維持管理、環境整備はどの

ようになされているでしょうか。お聞きいたしま

す。

次に、小項目２、ＪＲ風連駅周辺の環境整備に

ついてお聞きいたします。昭和６３年に建設され

た現在の風連駅舎は、当時町が６００万円をかけ

て展示室を合築したと風連町史第２巻に記されて

います。待合室として利用されている現在でもそ

の名残は見てとれますが、残念ながら壁の落書き

や床面の傷みは目立つ状況にあります。また、駅

前の自転車及び乗用車の駐輪、駐車についても利

用者の良識により一定程度の秩序が保たれていま

すが、表示等の整備が必要と考えます。環境整備

の取り組みについてお聞きいたします。

次に、小項目３は、公営住宅周辺の環境整備に

ついてお聞きいたします。名寄市内１５カ所の公

営住宅のうち入居者の少なくなった住宅では、冬

期間の除排雪や夏期間の雑草処理など大変な状況

が見てとれます。政策空き家として入居者が退去

された後であってもさまざまな要因で解体できな
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い公営住宅にあっては、防犯の意味においても環

境美化の面においても適切な環境整備が必要であ

ると考えます。理事者の見解をお聞きいたします。

最後に、大項目３、スポーツ振興に対する取り

組みについてお聞きいたします。小項目１、スポ

ーツ環境の整備計画についてお聞きいたします。

冬季スポーツの拠点化を初め、名寄市においては

既にさまざまな取り組みがスタートし、着実な成

果に結びついてきていると捉えています。しかし、

市内全般を見渡したときには、果たして市民が望

むスポーツ環境の整備がなされているのかと疑問

視する声も聞こえてきます。そこで、スポーツセ

ンターやトレーニングセンター、プールなど各種

スポーツ施設の整備計画についてお聞きいたしま

す。

次に、小項目２、名寄版ジュニア強化選手育成

プログラムの構築についてお聞きいたします。昨

年のスポーツ・合宿推進課の創設、阿部雅司氏、

豊田太郎氏の着任、スポーツコミッション構想、

民間団体の合宿及び大会運営計画など、動き始め

た取り組み内容をさらに線でつなぐことによって、

名寄版ジュニア強化選手育成プログラムの構築は

夢ではないと考えます。種目の枠を取り外した基

礎体力向上プログラム、モチベーションの醸成と

人格形成にもつながるコミュニケーション能力開

発プログラム、身体育成につながる栄養とトレー

ニングプログラムなど、中長期的に計画的に選手

育成を展望した名寄版ジュニア強化選手育成プロ

グラムの構築について見解をお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で３点にわたり

御質問いただきました。大項目の１につきまして

は私のほうから、大項目の２につきましては建設

水道部長から、大項目の３につきましては教育部

長のほうからそれぞれ答弁をさせていただきます

ので、よろしくお願い申し上げます。

初めに、大項目の１、名寄市農業、農村の振興

について、小項目の１、農業の担い手支援につい

て申し上げます。本市の農業につきましては、冷

涼な気候や昼夜の寒暖差などの特性を生かし、智

恵文地区では主に畑作を主体とし、名寄地区では

水稲を主体とし、風連地区では水稲と畑作を組み

合わせた経営形態を主体とし、それぞれ米やアス

パラガス、スイートコーンなどの野菜やバレイシ

ョ、てん菜などの畑作物、トマト、花卉などの施

設園芸作物など多種多様な農産物が生産をされ、

名寄市の農業の一つの特徴と言えます。こうした

現状を踏まえ、市で策定しております農業経営基

盤強化促進基本構想におきましては、個別経営で

１５種類、組織経営で４種類の営農類型を設け、

位置づけをしているところでございます。

一方、これからの農業におきましては、農家戸

数の減少や高齢化による全体的な労働力の減少が

懸念をされてございます。第２次となります名寄

市農業・農村振興計画における農家戸数の推計で

は、７５歳までを就農年齢の目安として現状のま

ま推移すると仮定した場合、１０年後には現在よ

りも１５０戸程度減少していくと推計がされ、お

のずと１戸当たりの経営規模が拡大するとともに、

農産物の生産におきましては機械による作付体系

が確立をされています土地利用型作物への移行が

想定されるところでございます。

こうした状況を踏まえまして、これからの本市

が目指す農業の姿といたしましては、土地利用型

の作物とあわせまして、既に集出荷体制が確立し、

産地化されておりますアスパラガスなどの収益性

の高い農産物とを両立していくことで持続可能な

農業が構築されていくものと考えているところで

ございます。また、そのためには作付に必要な労

働力の確保に向け、作業受委託による分業化、農

業用機械や農作業の共同化など集落や地域内にお

いて労働力を相互に補う生産体制の確立が求めら

れてございます。これらの実現のためにも地域の

担い手となる農業者を確保することが重要な課題
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となっており、担い手農業者の育成に向けまして

は国の事業を活用したコスト低減や規模拡大等に

向けた事業支援、新規参入による就農者への支援

に取り組むとともに、青年農業者を対象とした新

たな栽培技術の獲得や経営感覚を補う取り組み、

同世代の農業者との連携を図るため、青年活動組

織への支援に取り組んでおります。これらの取り

組みの成果といたしましては、平成２４年から２

８年の５カ年で年当たり平均で９名の方が就農さ

れ、そのうち３名についてはＵターンでの就農と

なっていることや、さらには農林業センサスによ

りますと年齢別の農業従事者数のうち４０歳未満

の占める割合が平成２２年では１７４人、１１％

に対しまして２７年では２２１人、１５％と増加

をしておりますことから、農業者数全体は減少し

ているものの、青年層の就農は一定数確保されて

いる状況となってございます。

また、農外から新規参入される就農者支援とい

たしましては、今年度から関係機関と連携をした

支援チームを組織し、巡回指導に当たっておりま

して、早期の経営安定を通じ地域農業の担い手と

して育成を図ってまいりたいと考えてございます。

今後とも担い手の育成確保につきましては、農家

後継者、新規参入者それぞれに向けた有効な対策

について引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、小項目の２、青年、女性農業者に対する

支援について申し上げます。農業経営や社会活動

に参画し、御活躍されている女性農業者がふえる

一方で、依然として男性が中心となる機会が多い

ことも否めない状況であると認識をしております。

この状況を踏まえまして、今年度農村女性が主体

的に企画する研修会等の開催や道内外への視察、

研修会参加の促進など個々のスキルアップやグル

ープ活動の活性化などを目的に農村女性活動支援

事業を創設いたしました。経営、栽培、加工及び

販売などの農業の知識や技術の習得、経営に関す

るもののほか、働き方や農村環境を生かした経営

の多角化など、農村生活をより豊かにするための

学びや交流会など女性目線での多様な取り扱いに

御活用をいただければという期待をしているとこ

ろでございます。

なお、今年度からスタートした事業でございま

すので、今後ＪＡ女性部や加工グループなどに積

極的にＰＲをし、相談などにも応じてまいりたい

と考えているところであります。

また、農業青年への配偶者対策についてであり

ますが、市、農業委員会、ＪＡ道北なよろなど農

業関係団体１０団体で構成をします名寄市農業後

継者対策協議会を設置し、取り組みを進めている

ところでございます。具体的には、夏季、冬季の

年２回婚活事業が実施されておりまして、平成２

４年度までは美深町との共催により地元での農業

体験を中心に実施がされ、平成２５年度からは冬

季事業を下川町と共催によりまして旭川などへ出

向く事業を実施しているところでございます。ま

た、平成２７年度からの夏季の事業につきまして

は、道北なよろ農協青年部が主体となり、実行委

員会体制で開催がされておりまして、参加女性が

農業後継者のパートナーや婚活事業で成婚されま

したカップルの方々と対話する場を設けるなど、

より農村生活や農業などを身近に感じ、理解を深

めていただくための工夫もなされているところで

あります。平成１１年度からスタートした婚活事

業で成婚者数につきましては、平成２８年度まで

の１８年間で１４組となっておりまして、平成２

７年度１組、昨年度は２組が成立をしてございま

す。また、昨年は名寄商工会議所が中心となり、

婚活応援事業、リングリングパーティーが開催を

されまして、名寄市農業後継者対策協議会やＪＡ

道北なよろ青年部が協力団体として携わり、多様

な業種の方々の出会いの場が設けられたところで

あります。農業経営の安定と継続には、後継者の

配偶者対策は重要な課題であると認識しておりま

すので、より多くの後継者が定着できるよう今後

とも関係団体と連携をし、支援体制の充実を図っ



－35－

てまいります。

次に、小項目の３、６次産業化の推進について

申し上げます。本市におきましては、昭和６３年

に生産者数名が製造、販売許可を取得をし、もち

の加工販売を始めたのが６次産業化の代表的な事

例となってございます。また、数年前からは新規

就農者によるトマトジュースの製造、販売などの

ほか、名寄市では初となるブドウ栽培からのワイ

ン販売も注目を集めているところであります。こ

れまで生産者や加工グループによる加工品も数多

くつくられ、市内の店舗などでの販売やイベント

において出店など行っておりますが、市外への販

路拡大までは至っていない状況もございます。労

働力が不足していることもあり、本業である農業

との両立は難しく、また商品化や流通などには一

定のノウハウが必要であることなども要因である

と認識をしているところでございます。本市とい

たしましては、意欲的に６次産業化を目指す生産

者に対しまして国などの補助メニューなどの情報

発信や６次産業化をサポートしてくれる機関、専

門アドバイザーなどの紹介など、生産者とのつな

ぎ役として今後とも支援を行ってまいりたいと考

えております。

また、農商工連携におきましては、名寄市の農

産物を使用した商品も販売されてございます。こ

ちらのほうにつきましては、生産者と商工業者が

それぞれの有する経営資源を持ち寄り、新商品な

どの開発等に取り組む事業でありますので、町内

での情報共有を図り、マッチングなどの協力にも

努めてまいります。加工品を通じて名寄の農産物

のおいしさを知っていただき、さらに消費者との

交流が生まれることで生産意欲や生きがいにもつ

ながっているとのお声もお聞きしておりますので、

農産物の加工処理施設の活用も含めまして、まず

は試作、研究に取り組んでいただけるようきっか

けづくりも支援してまいりたいと考えてございま

す。

また、農業・農村振興条例では農畜産物加工場

やファームレストランの設置に必要な施設、備品

並びにＰＲ等に要する経費の一部について補助を、

農商工連携では中小企業振興条例におきまして食

料品製造業等立地推進事業や販路拡大事業等の補

助制度もございますので、あわせて活用について

情報提供を行ってまいりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、大項

目２、環境整備についての考え方と取り組みにつ

いて、小項目１、ＪＲ名寄駅周辺の環境整備につ

いて申し上げます。

名寄駅は１９０３年、明治３６年９月に開業し、

当時は旭川方面から延びる天塩線、現在の宗谷本

線の終着駅として栄え、現在も名寄市の中心、地

域の顔としての役割を果たすなど人や物資の輸送

のみならず、道北有数の中心都市としての役割を

担っております。名寄駅周辺の敷地は、北海道所

有物件ではございますが、その維持管理につきま

しては本市に委託をされ、再委託により周辺の草

刈りや敷地内の清掃、自転車の整理、プランター

による花苗の提供及び管理など地元市民や市外か

らのお客様を気持ちよくお迎えできるよう努めて

いるところであり、今後におきましてもおもてな

しの気持ちで環境整備に対応してまいります。

また、駅前広場を中心とした名寄駅周辺の活用

策につきましては、名寄駅前歓迎広告塔を初めと

した歓迎の気持ちをあらわす方策を講じるととも

に、地域の方々や商店街、関係機関と相談し、知

恵を絞りながら、相互の連携や役割分担のもと、

そのにぎわいづくりの手法を調査研究してまいり

ますし、名寄の魅力を発信する基地として名寄駅

の需要は高いと感じておりますので、その玄関口

としての役割を果たすべく、道路維持や環境整備

に努めてまいります。

続いて、小項目２、ＪＲ風連駅周辺の環境整備

について申し上げます。まず、本市が管理してお

りますＪＲ風連駅駅舎内のさわやかホールの現状
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ですが、ホール内部の壁の上部については本年の

４月に市内業者の社会貢献事業により塗装してい

ただいたものの、議員御指摘のとおり壁の下部や

展示台（小上がり）については老朽化による損傷

や落書きが目立つ状況となっていることから、今

後ホール環境の整備については検討してまいりま

す。

また、駅前の駐輪、駐車に対する表示等の整備

については、ＪＲ所有地であることから、今後と

もＪＲと相談してまいりたいと考えております。

小項目の３、公営住宅周辺の環境整備について

お答えいたします。公営住宅の環境整備につきま

しては、入居者の保管義務として住戸周りや菜園、

物置など住戸ごとに環境維持を実施いただき、団

地内の共同施設につきましても入居者間の共同管

理意識をもって環境整備に御協力をいただいてお

ります。質問にございます政策空き家及び一般空

き家につきまして、市では時期に応じた維持管理

を委託して実施しております。夏場の草刈りは、

草の繁茂状況を確認し、順次発注していますが、

実施時期により時間差が生じてしまうため、目に

つく場合もあることは事実です。また、冬期間の

除雪についても降雪状況を把握し、現地確認の上、

平家の政策空き家及び一般空き家の屋根雪除雪と

空き家隣が入居中の住宅であれば戸口に影響を及

ぼさないように除雪を適宜実施しております。ど

ちらの業務も名寄地区、風連地区とも請負業者が

限られており、公営住宅のみの受注だけではない

ため、他の施設や民間からの受注により時期が集

中し、業務遅滞となることもありますが、必要な

時期による維持管理業務を実施していることにつ

いて御了承ください。市営住宅は、民間賃貸住宅

とは異なり、低廉な家賃で住宅を提供し、入居者

による自主管理が基本となります。市営住宅入居

者に限定した対応は市民との公平性を欠くことと

なるため、困難であることを御理解いただきたい

と思います。

また、団地整備や政策空き家の解体等は名寄市

公営住宅等長寿命化計画に基づき計画的に進めて

おります。特に建てかえ事業を行っている団地や

老朽化した団地では、一時的に政策空き家の割合

が多くなる場合がありますが、事業中の団地では

地域住宅交付金を活用し、政策空き家を順次解体

し、交付金対象外の老朽化団地でも入居者が退去

後は必要に応じて予算を確保の上解体しながら、

良好な環境維持に努めているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

スポーツ振興に対する取り組みについてお答えい

たします。

初めに、小項目１、スポーツ環境の整備計画に

ついてですが、本市の主なスポーツ施設は名寄地

区で２２施設、風連地区で９施設、合計で３１施

設を設置し、このほか学校開放事業では閉校した

学校施設も合わせて両地区で１４の学校施設を活

用して生涯スポーツから競技スポーツまで幅広く

対応できる施設を有しております。スポーツ施設

の課題としては、スポーツセンターや北体育館な

ど各種施設の老朽化が進んでいること、また時代

の変化とともに市民のニーズに応えられない施設

もありますが、本市といたしましては市民の健康

づくり、競技力の向上のためにはスポーツ施設の

整備も重要であると認識しているところでありま

す。しかしながら、施設の改修には多額の費用を

要するため、財源確保が必要であり、市全体の公

共施設の整備計画とのバランスもあることから、

各スポーツ施設の老朽化や設備更新の状況、利用

状況などを考慮し、優先順位を見きわめながら施

設整備をしてまいりますので、御理解をお願いい

たします。

次に、小項目２、名寄版ジュニア強化選手育成

プログラムの構築についてお答えいたします。総

合戦略の冬季スポーツの拠点化事業では、健康な

市民が暮らすまち、アスリートが集まるまちをテ

ーマに掲げ、拠点化事業の中心的役割を果たすな
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よろスポーツ合宿誘致推進協議会を組織し、各種

事業に取り組んでいるところであります。今年度

拠点化事業のジュニア選手の育成にかかわる事業

では、阿部特別参与のアドバイスをいただきなが

ら、競技力向上に欠かせないコーチング、医療、

科学サポート等の構築に取りかかっているところ

であります。今後は、各競技団体や部活動の指導

に携わる皆様の御意見もいただきながら、各競技

のジュニア選手に共通する運動能力、体力の底上

げといった基礎づくりからスポーツに関する知識

を高める各種講習会の実施など、地域が一体とな

ってジュニア選手を育成できる環境づくりに取り

組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、時間の許す限り再質問させてい

ただきます。

まず、名寄市の農業、農村振興についてであり

ますが、先ほども具体的な数字についても振興さ

れている状況についてお聞かせいただきました。

重なる部分もあろうかと思いますが、名寄市には

新規就農者等に関する条例というものがあります

が、これは平成１８年に施行されている条例であ

ります。この条例の範疇において助成もしくは補

助金等を受けられて新規就農に至られました方の

数をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま新規就農に

かかわる再質問をいただきました。この間の新規

就農の状況についてまずお知らせをさせていただ

きたいと思いますが、平成２４年から平成２８年

までの間に５組、６人の方が新規に就農いただい

たという状況にありますし、この平成２９年には

地域おこし協力隊から新たに就農いただいた２件、

５名の方が新規就農をいただいたという形になっ

てございます。このうち新規就農に係る条例の支

援策を受けた方という御質問でありましたが、平

成２２年、２３年につきまして１件、お二方が助

成受けてございますし、また２７年、２８年につ

きましてはそれぞれ２件の方がこの制度の助成を

受け、新規就農に至ったという、そういう経過に

あるということで御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今お伝えいただきま

した方は、男性、女性分けて考えますといかがで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

た新規就農の助成を受けた方については、御夫妻

で新規就農された方というふうになっておりまし

て、それぞれ奥さんのほうがその対象になってい

るということであります。合わせますと、人数に

すると３名になりますが、女性は３名が助成を受

けているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） その３名は、数とし

ては多いという認識でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まず、私どもが第一

に考えなければいけないのは、農業が持続的に発

展をするためには担い手を確保しなければいけな

い。その中の一つの方策が新規就農ということで

ありますので、まずは女性、男性にかかわらず一

人でも多くの方が新たに新規に参入いただけると

いうのがまず第一義的な目標だというふうに思っ

ています。ただ、農業についてはお一方ではなか

なか継続するのは難しいということもありますの

で、先ほど申し上げたのは御夫妻で研修を受け、

そして就農いただいたということでありますので、

こういった形で研修を受け、就農をしていただく

形は私どもとしても一つの望むスタイルなのかな

というふうに思っています。そういった意味では、

多いか少ないかと言われると担い手の確保につい

ては現状ではまだ不足しているという認識であり

ますので、男性、女性にかかわらず不足している
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というものはあるかと思いますけれども、形とす

るとこういう御夫妻の形で就農いただけるのは望

ましい形ではないかなと、そのように考えてござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） おっしゃるとおりだ

と思います。４０歳未満の方の就農率がさほど落

ちていないという先ほどの御答弁を伺いましたの

で、少し安心しているところではあるのですけれ

ども、やはり小項目２のところにもかかわってき

ますが、女性の農業にかかわる担うところの役割

については非常に大きな期待をしている者の一人

でありますので、御夫妻で就農ということももち

ろん営農スタイルとしては一番望ましい形である

と思います。家族でということも大事だと思いま

すけれども、全国的に見ましたときに農業に対し

て夢を抱かれる女性の方もふえてきている中にあ

りまして、女性が名寄市に入ってこられて、その

後結婚、出産と家族を設けられてという、そんな

ことも考えるときには、やはり女性に対しての支

援というのは大変重要になってきていると思いま

す。先ほどから申し上げましたように、３６万円

の予算も本年度つけられているところから、この

３６万円の使い方について、まだまだ２９年度３

カ月、スタートしたばかりのところですので、こ

れからということではあると思いますが、啓発等

も含めてどのような進め方、もう一歩踏み込んだ

ところで考えていらっしゃいますでしょうか。お

聞きします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たように、ことしがスタートの年でございます。

本来であれば４月時点で、予算が計上された時点

で要綱等の整備がされ、速やかに啓発をするとい

うのが必要だというふうに思っておりますので、

そういった意味ではまだ十分な啓発ができていな

いということで、ここについては早急に手だてを

しなければいけないという認識であるところであ

りますが、周知という意味で広く周知するという

ところもありますので、こういうところについて

は広報ですとか、あるいはホームページなどを使

って広く周知をしてまいりたいと思っていますし、

場合によっては農協など関係機関もありますし、

普及センターを含めてありますので、そういった

機関の情報媒体も使いながら宣伝をしてまいりた

いと考えていますが、もう一つはやはり直接的に

情報提供することが必要だというふうに思ってい

ますので、ここについては既に活動している女性

グループなんかもありますし、農協あるいは普及

センターも含めて、我々も当然でありますけれど

も、直接的に女性グループとかかわる部分もあり

ますので、そういった機会も活用しながら、さま

ざまな機会に積極的に情報提供していきたいとい

う、そのように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 広く啓発をするとと

もに、直接的にというお話でしたので、ぜひそこ

を進めていただきたいと思いますけれども、女性

の方がお一人で主体的にということになりますと、

やはり大きなエネルギーを要します。家族のこと

も考える、自分の将来も考える、その中でなおか

つ主体的に手を挙げるという女性の方になってい

ただきたいわけですので、できましたら広く、そ

してピンポイントでというところを一歩進める形

で、例えばモデル地区等のお考えについてはいか

がでしょうか。米作地帯、それから畑作、酪農と

モデルになっていただけるようなところをつくっ

ていく中で、多くということではありません。ど

なたでも事業を活用していただかなければいけな

いので、それで予算を使い切るということにはな

らないと思いますが、こんな形がとれるのだよと

いうことを具体的に示していただくということに

ついてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） この取り組みについ

ては、法人またはグループの取り組みとなります
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ので、地区的にモデルというのは難しいのかと思

っておりますが、ただこの事業を活用してどうい

うモデルが想定されるのかということについては、

これは市内の先駆的な取り組みをしているグルー

プ、あるいは他の地区でも先駆的な取り組みをし

ているところがありますので、そういったモデル

ケース的なものについては周知ができるというふ

うに思っております。ぜひそういったことも含め

て周知をしたいと思いますし、もう一つは議員が

言われるように女性が主体的にということであり

ますので、当然家族の理解というのが必要になる

と思いますので、先ほど申し上げました広く周知

するという部分では家族の支援もいただけるとい

う思いも込めて広く周知をさせていただきたいと

思いますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 家族支援ということ

については、本当にいい言葉をいただいたなとい

うふうに思っています。そこから考えますと、遠

くに出ていって研修を受けるということも重要だ

と思いますが、やはりその研修が１回で終わると

いうことではなく継続されること、そしてそのコ

ミュニティーが家族も含んで一定程度何年間が続

いていくことでの成果ということが大事かなとい

うふうに思っています。そんなことを考えました

ときに、名寄市の中には農業振興センターがあり

ます。あそこも土壌改良ですとか、いろいろな圃

場の改良ですとか取り組まれていますけれども、

研修としても営農にかかわる全てのことを網羅し

ての振興センターという捉え方ができるのかなと

いうふうに思っていますが、振興センターを有効

に活用される計画についてはございませんでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 事業に取り組む方が

どのようなスタイルを、モデルを想定するかによ

って、我々も協力の仕方が変わるのかなと思って

います。決して農業サイドだけということではな

くて、目指すところで私どもが持っている組織の

中で研修ができるところがあれば、庁内横断的に

連携をしながら支援をしてまいりたいと思ってい

ますので、これは取り組み者と十分御相談をさせ

ていただきながら、我々の人的な部分あるいは持

っている情報あるいは知恵なんかもあるかもしれ

ませんし、機関なんかもありますので、ぜひ横断

的に支援する体制をとっていきたいというふうに

考えております。御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 農業振興センターに

ついては、ぜひ今まで以上にそこに人が集う形で、

本市の農業振興につながっていきますように考え

ていただきたいというふうに思っています。そこ

で集まる人たちが結局は目的を同じくするところ

で意気投合して、実際婚活につながっていくとい

うようなことも考えられるのかなというふうに思

っています。女性だけが集まるところに特化した

ことではなく、振興センターの取り組みの中でい

ろんな人が活動ともにするということについても

御配慮いただければありがたいなというふうには

考えています。

婚活そのものにつきましては、配偶者対策につ

きましては美深町ですとか下川町との合同でとい

うこともありましたので、このことについて民間

の団体の活動も報告いただきましたので、ぜひ進

めていただきたいというふうに思っていますが、

やはり若い方たちの配偶者対策ということだけに

特化するのではなく、若い人たちのコミュニティ

ーの醸成ということに重きを置いて進めていただ

くことで、農業関係者だけではなく、例えばスポ

ーツを媒体としたような取り組みの中で深まる人

間性というのもあると思いますので、その旨も含

んだ名寄市の進め方をしていただきたいなという

ふうに思っています。これについては、御答弁は

結構です。

６次産業化については、販路の確保が農家の方

にとっては大きなハードルになっているのかなと
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いうふうに思います。やはりつくるところから実

際販売するところまでなかなかたくさんのハード

ルがありますので、販路の確保にかかわっての支

援といいますか、情報提供については、これは営

業戦略ともかかわるかもしれませんが、何か具体

的な支援策がありましたらお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 販路ということであ

ります。なかなか私どもも個別に具体に販路を確

保しているわけでありませんので、そういった提

供については非常に難しいものがあるかもしれま

せんが、これは国、道あるいは関係の団体のほう

でいわゆる製造者と、そしてバイヤー等を結びつ

けるマッチングの機会なんかを設けていただく機

会が年に何回かございますので、そういった機会

を情報提供などさせていただき、場合によっては

そこへ出展というか、参加するための費用などに

ついても御支援をさせていただきながらこの間も

進めてきておりますので、そういった情報提供を

さらにさせていただき、マッチングができる機会

を提供してまいりたいと、そのように考えてござ

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 農業、農村の振興に

ついては、一朝一夕に解決されるものではありま

せんので、私の中でも引き続きテーマにして協議

させていただきたいと思っていますが、本日のと

ころはこれで一区切りつけさせていただきまして、

大項目２のほうに移らせていただきます。

環境の整備についてでありますが、今ＪＲ名寄

駅前、かなり整備されてきたなというふうに思っ

ていますのは、６月の始めのころは本当に雑草が

生い茂っているような状況で花も少なかったので

すが、季節とともに民間の方たちの協力も得なが

らということだと思います。花も植えられ、少し

環境も整えられてきたなというふうに思っていま

す。１つ気になりますのは、先ほどの部長の御答

弁の中にもありましたけれども、やはりにぎわい

創出、おもてなしの心が伝わるような空間という

ことについてであります。食堂の前にベンチ等を

置かれているのですが、それは余り利用されてい

る方も少なく、日陰になるところも少なくという

ような状況にあります。その部分につきまして管

理者が違うのかもしれませんが、名寄市としても

う少しあの空間を外から来られた方が名寄市の顔

として居心地のいい空間として捉えていただける

ような方策についてのお考えはいかがでしょうか。

お聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 御指摘いただき

まして、名寄駅前の設備といいますか、多くの皆

さんのお力添えで、議員のお話によると清掃等も

行き届いて大変爽やかな感じでは印象を受ける。

また、北海道のこの時期でございますので、恐ら

く駅を利用されている方や駅前を通行などされる

方も含めて、すがすがしい気持ちを受けていただ

けていると思っております。先ほどの答弁の中で

させていただきましたように、基本的に沿線の施

設等々については道の施設を私どもが維持管理を

任されているというところで、ああいう炎天下の

中でのベンチですから、長時間あそこでくつろぐ

というのは気候的にも基本的には難しい面という

のはあるかもしれませんけれども、私どもも業務

の合間を通じて駅周辺通ったときにも御利用いた

だいているお姿も見る機会もございまして、私ど

もは常に衛生的に清掃を含めてきれいに整えさせ

ていただいて、また御意見としてはそういった形

でさらに利用しやすいものということについては、

北海道のほうにも御意見としてお話をさせていた

だきながらよりよい環境をつくっていきたいなと

いうふうに考えてございますので、その旨御理解

いただければというふうに思っているところでご

ざいますので、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひお願いしたいと

思います。私も子供たちを連れて多くの大会で多
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くのＪＲ、それから私鉄も駅を利用させていただ

いておりますけれども、やはりおり立った瞬間そ

のまちの空気というのはわかります。そして、冬

季スポーツの拠点化ということでおもてなしのと

いうところも随分耳にしているところでございま

すので、広告塔も含めて早期の対応をお願いして

おきたいと思います。

ＪＲ風連駅のほうにつきましては、やはり本当

に壁の落書きは恥ずかしいです。ぜひとも早急に

対応していただきたいと思いますし、実はさわや

かホールのほうにたばこの灰皿が設置されている

のです。においもかなりついています。そこは喫

煙される方たちのスペースという認識なのかもし

れませんけれども、それにつきましても換気扇等

の設置はされておりません。その点についてどの

ように考えていらっしゃるのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 風連のあそこのホー

ルは、うちの財政のほうの担当ということであり

ますので、私のほうから答弁をさせていただきま

すが、あそこの風連駅につきましては御承知のと

おりあの駅全体がＪＲあるいは名寄市ということ

でありません。大体半分ぐらいずつが、先ほど言

いましたさわやかホールのほうが市の所管で、あ

と北側の部分についてがＪＲの所管ということに

なっているということで、今言われているさわや

かホールのほうに灰皿が置いてあると。換気扇も

ないというようなことでお話がありまして、現状

あそこ一つの駅の中でドアを、ちょうど真ん中に

ドアがあって、先ほど議員が言われたようにある

意味では喫煙所というようなくくりの中で一つの

一体の施設がなっているのかなというふうに思っ

ていまして、駅自体がＪＲと市で管理していると

いうことになるかというふうに思いますので、Ｊ

Ｒのほうにもどういう対応をしていけばいいか少

し御相談をしたいなというふうに思っています。

言われるのは、現状のものを喫煙所ということで

あれば換気扇をというようなことだというふうに

思いますけれども、少しあそこになぜ喫煙所とい

うか、灰皿があるのかということも含めて、改め

てＪＲのほうとその辺の経過も確認をさせていた

だきながら、駅にああいった喫煙所が必要なのか

というようなことも含めて御相談をさせていただ

いて、現状あそこの場所に必要だということであ

れば換気扇なりなんなりというような対応は考え

ていきたいというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひよろしくお願い

します。

公営住宅のほうの環境整備についてですが、本

当に人のいなくなった公営住宅、名寄市の中で結

構目につきます。そこの人が入居されていたとし

ましても、１人２人の中ではやはり入居者の中で

の共同管理というのが大変厳しい状況になってい

ます。そういう地域の声はたくさん届けられてお

りますし、実際議会の報告会の中でも発言を耳に

してきています。その点に関しまして、担当課は

決められた予算の中で決められた仕事に対してや

っていてくださるということは十分わかっている

のですけれども、それ以上に地域の中での需要が

あるということです。対応してほしいという声が

あるということです。それにつきましては、これ

につきましては理事者としての市長のお考えをお

聞きしたいと思っているところです。この後、順

次進めていかれるであろう使われなくなった公営

住宅の解体、それは順次ということですが、その

順次を待ちきれない地域の声に対して市長はどの

ようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど部長からも答弁さ

せていただきましたが、公営住宅の長寿命化ある

いは計画に基づいて今設置あるいは解体を進めて

いるというところでございます。地域住民の、あ

るいは住んでいらっしゃる方が今どのような厳し

い状況で管理されているかというようなこと、そ
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れと外から見てどの程度危険なのかということを

改めてしっかりと確認をさせていただくことをさ

せていただきたいと思いますが、いずれにしても

公営住宅にしても社会資本整備総合交付金の全体

の事業の中での予算組みになっていると。当然道

路だとか橋梁だとか、こちらのほうも待ったなし

の住民の皆様からの要望が強いところでもござい

ますので、この辺との全体のバランスを見きわめ

ながらの予算配分にはなっていくことになると思

います。いずれにしても、しっかりと要望を改め

て受けとめさせていただきながら、危険な状況で

あるということを回避しなければならないので、

例えば壊す以外のことでもできることがあるのか

ないのか、そんなことも含めてしっかり検討して

まいりたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 市長の御答弁の中の

全体の予算の中でということについては、少なか

らず理解はいたします。その危険な状況について

十分確認をしてということでありましたので、そ

の点につきましては本当にお願いしたいと思いま

す。やはりなかなかその声を上げたくても上げら

れない人たちが実際住まわれているということに

ついてお伝えしておきたいと思いますので、ぜひ

その部分についてお進めいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

それでは、大項目３のスポーツ振興に対する取

り組みでありますが、本当にいろんなことが動き

出していて、子供たちのスポーツにかかわるたく

ましい姿もよく目にする名寄市になりました。そ

こについては大変うれしいなというふうに思って

おりますが、先ほども申し上げましたように市内

のスポーツ施設を見回したときに、余り大きく変

わっていないばかりか、老朽化がどんどん年々進

んでいるという状況にあります。例えばスポーツ

センターにしましてもＢ＆Ｇのプールにしまして

もそうなのですが、トイレの使い方もなかなか利

用しにくい状況にあります。プールの中には、一

般の市民の方、私の年代の方たちも含めて、外で

運動するときに膝や体に支障が出るので、水の中

でリハビリも兼ねて運動をするという方たちがい

らっしゃいます。ところが、トイレは水洗ですけ

れども、和式なのです。これについては、やはり

親切ではないなというふうに思っております。大

きくスポーツセンターを改築するですとか新しく

トレーニングセンターを建設するということにつ

いてできないのであれば、今利用されている市民、

本当に幼児から高齢の方までが使っていく中でき

ちっと使いやすいようなできる対応をしていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、スポーツ施設の老朽化について私たちも

認識していますし、生涯スポーツの振興を進める

に当たってやっぱりスポーツ施設の改修というの

は大変重要だというふうに思ってございますけれ

ども、先ほど答弁したとおり財源確保も含めて厳

しい状況というのは御理解をいただきたいという

ふうに思っています。今特にトイレの洋式化の部

分のお話がありましたけれども、これ生活スタイ

ルの変化も含めて、私たちも重要視しています。

特に学校施設の部分でも洋式化の質問をいただき

ながら、洋式化率を高める、そういった取り組み

を進めてきているところであります。そちらを優

先しているという状況はあります。スポーツセン

ターにおきましても、先日の予算委員会の中でも

たしか質問で出たかというふうに思います。それ

を受けて建築の担当とともにスポーツセンターの

水回りの状況も含めてそういった部分での点検、

確認をしてきて、今後どのように進めていくかと

いうのをちょっと今検討を始めているところであ

ります。議員の御指摘につきましては、私ども十

分理解をしているところでありますけれども、財

源確保を含めてどういうふうにやっていくかとい

うのも研究を重ねながら、市民の皆様が快適に利

用できる施設を目指して進めていきたいというふ
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うに思っています。ちょっといつまでという期限

については明確には申し上げませんけれども、そ

れについては担当としてもしっかり検討を進めて

いきたいと考えていますので、御理解をお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 検討中ということで

すので、ぜひ進めていただきたいと思いますが、

スポーツセンター車椅子の対応トイレ、それから

オストメイト対応のトイレもないと思っています。

あわせて検討をお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） トイレも含めた、そ

ういった長寿命化を含めた改修を行うということ

であれば、障害者なり子供たち、そういったいろ

んな方が利用できる配慮というのは必要だという

ふうに思っていますので、具体的になったときに

は当然考慮しながら対応してまいりたいと思いま

すし、指定管理を受けている管理者とも利用者の

どういったニーズも含めて、聞いている部分も参

考にしながら対応を図ってまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） トイレの話について

は、ぜひともそこのところをきちっとした対応の

中でできるだけ早く対応をお願いしたいというふ

うに思っています。

それから、同じく施設のことについてなのです

けれども、数年前からプールの稼働化について、

１年間プールで活動をしたいという声は届いてき

ていました。でも、なかなか冬の厳しい名寄市に

おいて、それは新しくプールをつくるということ、

それから運営にかかわる予算等考えましても、私

が考えただけでも大変なことだなということにつ

いては認識いたしますけれども、せめてプールが

稼働している期間、この期間においては使いたい

方たちが安心して活動できるプール環境をつくっ

ていただきたいと思います。具体的には、幾ら夏

であっても寒い日があります、北海道は。それに

ついての水温、気温、それから更衣室の環境、シ

ャワーの状況等、やはり一つ一つ細かいのですけ

れども、きちっともう一度見直していただいて、

市の設置しているプール、そして少ないですけれ

ども、利用者は利用料をお支払いしている、その

プールにおいての環境整備についてはぜひお願い

したいと思っています。いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） プールの施設につい

ての御指摘ありましたとおり、特にことし５月の

末から６月の上旬にかけて寒い日が続いて、ビニ

ールシートでのプールですから、日中日が照れば

暖まりますけれども、日没になったり、気温が下

がりますと当然コンクリートを含めて冷えていま

すので、すぐ室温も含めて下がってしまうという

状況はどうもならないという状況になろうかとい

うふうに思っています。今の施設の状況からいき

ますと、言われたように室内の温度を保つような

状況というのもかなり難しい状況もありますので、

その辺については天候が夏場でも寒い時期ありま

すけれども、利用者にできるだけ快適に利用でき

るように採暖室や通路等、そういったストーブ等

で対応できるものについてはできる限り対応させ

ていただいているところであります。そういった

意味では、利用者に御不便をかけている状況であ

りますけれども、施設を改修してやるという状況

についてはありませんので、その辺の御理解をい

ただきながら、利用者の利便性も含めて意見等も

伺って、対応できるものについては今後も対応し

ていきながら進めてまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひよろしくお願い

します。

そして、ジュニア強化選手育成プログラムです

が、子供たちは長くスポーツにかかわらせたい、
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大人になってもスポーツにかかわっていてもらい

たい、そう思いますとモチベーションの維持とい

うのがとても大きな課題になります。学校関係者

との連携についてはどのようになっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 子供たちが生涯を通

じてスポーツに親しむということにつきましては、

やっぱり幼児期含めて子供たちがスポーツに魅力

を感じたり、取り組みたい、そういった意識をど

のようにつくり上げていくか、そういうきっかけ

をどのように子供たちに与えるということが大変

重要だというふうに思っています。そういったこ

とによってやりたいスポーツを汗を流してやって

みたいという楽しみを得たところで競技スポーツ

に進んでいったり、いろんなところに進んでいく

かというふうに思っています。学校におきまして

も体力状況調査等ありますので、それに向けた子

供たちの体力向上を含めて進めていますし、阿部

雅司特別参与も昨年来て以降学校にも入りながら、

ある面で道徳の時間にも入りながら、スポーツの

楽しさなんかも子供たちにお話をしたり、そうい

った子供たちがスポーツに魅力を感じるきっかけ

づくりも進めながら、そして生涯にわたってやっ

ぱり健康も含めてスポーツというのは大変重要だ

ということも意識づけを含めながら、学校の場面、

場面に応じてそういった話もしてもらうような取

り組みも学校のほうにお願いをしながら取り組み

を進めているところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

開業医誘致助成制度創設について外２件を、東

川孝義議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告に従いまして、３件、９項目

について順次質問をしてまいります。

最初に、開業医誘致助成制度の創設についてお

伺いをいたします。名寄市内の１次診療を担う開

業医は、ここ数年で高齢化並びに廃業によりこと

しの３月末には１０軒あった開業医が７軒になっ

ております。一方、名寄市立総合病院は、地域地

方センター病院、災害拠点病院として、また救命

救急センターの指定を受け、医療環境については

２次医療から３次医療へと医療の高度化、広域化

と変わり、上川北部地域のみならず道北地域のセ

ンター病院として高度急性期医療を担う病院にな

ってきております。また、医療環境が変化をして

いく中で継続して安定した医療を提供していくた

めに、平成２８年度から新名寄市病院事業改革プ

ランが進められております。その中で地域包括ケ

アシステムの構築に向けては、日常医療を担うか

かりつけ医の地域の医療機関への後方支援として

の役割や在宅医療、介護での生活に支障が出た場

合、速やかな診療、処置が行えるように地域の医

療機関との情報を密にするとともに、万が一に備

え、後方支援、病床を確保する取り組みを行って

いくとされております。その推進に向けては、１

次医療、いわゆるかかりつけ医の重要性が高まっ

ていると言えます。

そこで、小項目の１番目、かかりつけ医の現状

と名寄開業医師会の要望についてお伺いをいたし

ます。開業医は、近くにいるどんな病気でも診て

くれる、いつでも診てくれる、病状を説明してく

れる、必要なときにふさわしい医師、病院を紹介

してくれるという日常の診療に加えて、休日当番

医、学校医、産業医、上川北部医師会附属看護学

校の講師、介護認定審査委員会委員など地域医療

を担っていただいております。その現状を踏まえ

た中で、名寄開業医師会での要望に対して開業医

誘致助成制度の推進に向けての考え方についてお

伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、誘致助成制度創設に向

けての具体的対応についてお伺いをいたします。

名寄開業医師会からの誘致助成制度創設に向けて

の要望に対して、先般の議員協議会において名寄

市保健医療福祉推進協議会で協議が開始されたと



－45－

平成２９年６月２１日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

の説明を受けましたが、具体的な審議内容につい

てお伺いをいたします。

また、誘致制度創設に向けては庁内の各部局間

にまたがる項目があると思いますが、具体的な取

り組み、スケジュールとあわせてお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の３番目、制度化への取り組みと

誘致活動についてお伺いをいたします。開業医誘

致制度は、道内はもとより道外でも取り組みが進

められており、制度の制定はもちろん重要であり

ますが、これと並行して誘致活動への取り組みが

重要であると思いますが、窓口の対応並びに情報

の発信などの考え方についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、森林事業の施策振興に

ついてお伺いいたします。当市の森林事業は、名

寄市森林整備計画に基づき実施されており、平成

２９年度の名寄市農林施策を含めてお伺いをいた

します。

小項目の１番目、森林整備の現状と課題につい

てお伺いをいたします。名寄市全体の森林面積と

その中で管理を行っている人工林と天然林の面積

と比率について伺います。

また、森林事業の推進に向けては、北海道及び

国の補助金のウエートが大きいと聞いております

が、市有林のほかに民有林、いわゆる私林の事業

推進の現状についてもお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、適齢伐期と皆伐、間伐

の取り組みについてお伺いをいたします。森林整

備計画を進める上では、適切な造林、保育及び間

伐などが重要であり、森林は植える、育てる、使

う、そしてまた植えるといういわゆる循環型の産

業であると思います。そこで、市有林の適齢伐期

と皆伐、間伐の取り組みについてお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の３番目、市有林の維持管理と造

林事業でありますが、間伐、皆伐事業で発生する

立木売り払い単価は収益に影響すると思いますが、

売り払い単価の推移と市有林の造林事業の現状に

ついてお伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、コンパクトシティー実

現に向けた取り組みについてお伺いをいたします。

小項目の１番目、名寄市都市計画マスタープラン

の推進でありますが、平成１８年の合併時に新名

寄市総合計画が策定され、新しい総合計画、いわ

ゆる総合計画第１次にあわせて都市計画プランが

策定をされました。策定後１０年が経過いたしま

したが、主な事業の推進状況についてお伺いをい

たします。

また、都市計画の持つ長期的な視野の必要性に

鑑み、計画の期間はおおむね２０年と設定し、１

０年ごとに見直すこととなっておりますが、各事

業の進捗経過を踏まえた見直しはどのように進め

られるのかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、名寄市総合計画第２次

での取り組みについてお伺いをいたします。第２

次総合計画の都市環境の整備において、都市計画

マスタープランの高度版である立地適正化計画に

基づく持続可能なコンパクトシティーについてど

のような構想を描いているのかお伺いをいたしま

す。

また、今後のまちづくりにおいては、コンパク

トシティーの推進が不可欠であり、その具現化に

向けては核となる公共施設や住環境の整備が必要

であると思います。当市の社会資本総合整備計画

と名寄地区都市再生整備計画の進捗を含めた中で

考え方をお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、官民一体となった検討

の場設置についてお伺いをいたします。今後少子

高齢化及び人口減少は一層進み、地域経済の縮小

傾向も顕著になってくると考えられます。こうし

た状況下で当市の抱える財政課題も多く、民間の

活力を含めた中で公有地を活用した官民連携事業

が有効だと思いますが、官民との検討の場、設置

についての考え方についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。
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〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 東川議員からは、

大項目３点にわたって御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は経済部長から、大

項目３の小項目１と２は建設水道部長から、小項

目３は企画担当参事監から答弁させていただきま

すので、よろしくお願いします。

大項目１の開業医誘致助成制度創設について、

初めに小項目１のかかりつけ医の現状と医師会の

要望について申し上げます。近年の名寄市を取り

巻く医療環境につきましては、名寄市立総合病院

が２次医療から３次医療へと医療の高度化、広域

化へと変遷し、道北地域のセンター病院として高

度急性期医療を担う病院へと変化している一方で、

診療所などの開業医は市民のかかりつけ医として

地域住民の健康管理を担っていただいております

が、この間平成２５年８月と本年３月に相次いで

内科を標榜する開業医が閉院されたことにより、

一部の開業医や中核病院に患者が集中し、当該医

療機関の医師への負担が増大している状況にあり

ます。また、人口減少を抱える当地域におきまし

ても地域医療構想により病床再編が求められてお

り、地域包括ケアシステム構築を進めていくため

にもかかりつけ医の役割の重要性がますます高ま

ってくるものと考えております。さらに、開業医

は診療のほかにも学校医や産業医、当市や各種関

係団体の委員や役員等も担っていただいておりま

すが、開業医師会では世代交代が進まず、新たに

若い医師が開業しない限りは毎年確実に高齢化が

進んでいく状況となっております。このように当

市における開業医は、地域医療活動を行い、地域

住民の健康維持に大きな役割を担うとともに、少

ない人数の中で多くの業務を分担していただいて

おります。このような状況を踏まえ、名寄開業医

師会会員総意として新たに開業医を確保すること

が急務であるため、名寄市内に診療所を開設する

開業医に対して、先進自治体の助成制度を参考と

して開業費用の一部助成の制度化及び名寄市の実

情に合った助成制度とすることなどを求める要望

書の提出を受けたところであります。

次に、小項目２の誘致助成制度創設に向けての

具体的対応について申し上げます。当市といたし

ましては、かかりつけ医は地域医療推進のために

最も重要な役割を果たす存在であり、危機的な状

況を重く受けとめておりまして、早急に助成制度

の創設に向けた対応に取り組む必要があることか

ら、先日助成制度創設に関係する庁内関係部局の

管理職を構成メンバーとする庁内検討会議を設置

して制度設計に関する市としての基本的考え方を

協議してまいりました。また、専門的知見をいた

だくために、名寄市保健医療福祉推進協議会の保

健医療・高齢者合同部会において第７期高齢者保

健医療福祉計画などの策定審議とあわせて開業医

誘致助成制度についても御審議をいただいており

ます。合同部会での審議については、５月に第１

回合同部会を開催し、事務局から市内の開業医を

取り巻く現状と課題等について説明し、情報共有

を図り、第２回合同部会において助成制度の骨子

となる基本的考え方をお示しして、委員からは助

成対象及び助成条件並びに診療科目などについて

の御意見をいただいたところであります。今後に

つきましては、第３回目の合同部会を７月中旬を

目途に開催し、合同部会としての審議内容を取り

まとめ、名寄市保健医療福祉推進協議会に報告す

る予定としております。

次に、小項目３の制度化への取り組みと誘致活

動について申し上げます。名寄市保健医療福祉推

進協議会での御意見を踏まえ、さらには道内外の

先進自治体における助成制度を勘案しながら、名

寄市として早急に取り組むべき課題と将来を見据

えた課題に対応する助成制度となるよう制度設計

を進めてまいりたいと考えております。また、誘

致活動につきましては、健康福祉部を中心に誘致

担当の窓口となり、庁内関係部局が連携して開業

医誘致に向けた情報発信に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。
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〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、森林事業の施策振興について、小項目の１、

森林整備の現状と課題について、小項目の２、適

齢伐期と皆伐、間伐について、小項目の３、維持

管理、造林事業につきましては、それぞれ関連で

ございますので、一括して申し上げさせていただ

きたいと思います。

本市の森林面積につきましては、３万 ４５５

ヘクタールであり、本市の総面積５万 ５２０ヘ

クタールに占める割合につきましては６ ５％と

なってございます。そのうち市有林の面積は ４

８８ヘクタールで、森林面積全体の ４％となっ

ておりまして、人工林が ５２６ヘクタールで６

３％、天然林は８７７ヘクタールで３ ２％、

植林がされていない未立木地については８５ヘク

タールで ４％となってございます。

森林の整備につきましては、市有林及び私林な

どの整備方針となります名寄市森林整備計画を定

め、人工林を対象に取り組みを進めているところ

でございます。具体的には、この計画に基づき森

林所有者ごとの森林経営計画を策定することによ

り、国の公共補助事業の対象となりますので、本

事業を活用し、主に植林された人工林の育成や更

新に取り組んでございます。育成といたしまして

は、木を間引くことによりさらなる成長を促す間

伐や枝払い、植林後の保育を目的とした下刈りな

どを行ってございます。また、更新といたしまし

ては伐採の適齢期を迎えた森林を伐採する皆伐を

実施しておりますが、皆伐実施後には２年以内の

植林が義務づけとなってございます。年間の平均

施業量につきましては、市有林で植林５ヘクター

ル、間伐５０ヘクタール、下刈り２５ヘクタール、

枝打ち５ヘクタールなどを実施しております。私

林では、植林８０ヘクタール、間伐２００ヘクタ

ール、下刈り１８０ヘクタール、枝打ち２ヘクタ

ールなどを実施してございます。また、伐採適齢

期を迎えた森林の皆伐につきましては、公共補助

事業の対象外となりますが、市有林で５ヘクター

ル、私林で８０ヘクタールを実施してございます。

なお、私林に対する支援策といたしましては、

公共補助事業以外にも北海道の施策であります未

来につなぐ森づくり推進事業があり、植林に対す

る上乗せ補助が行われてございます。また、市に

おきましても人工林の間伐に対する支援として民

有林人工造林地除間伐事業を、また若年林の野ネ

ズミ被害を防止するための支援として野そ駆除事

業など単独事業を講じているところでございます。

これら国、道、市の支援を通じまして森林管理を

進め、森林所有者の負担軽減や山離れの抑制、公

益的機能の保全に努めているところであります。

森林の伐採時期につきましては、先ほど申し上

げました名寄市森林整備計画におきまして樹種ご

とに標準的な指標として標準伐期を定めるととも

に、木材生産機能の維持増進と施業の推進を図る

ため、適齢伐採時期を設定してございます。後段

に申し上げました適齢伐採時期につきましては、

木材資源の効率的な利用や環境を考慮しまして伐

採時期の長期化を図るとともに、生産目標に応じ

た林齢での伐採を推進するために設定をするもの

でありまして、カラマツで５０年、トドマツで６

０年を目安として設定をしてございます。

なお、平成２９年度に適齢伐採時期を迎える市

有林につきましては、カラマツで２７ヘクタール、

トドマツで７３ヘクタール、合わせて１００ヘク

タールとなってございます。

また、間伐につきましても同じく名寄市森林整

備計画で目安を定めておりまして、カラマツにつ

きましては植林後２０年目に初回の間伐を行い、

その後８年ごとに計３回、トドマツにつきまして

は２４年目に初回の間伐を行いまして、その後９

年ごとに同じく計３回を目標として実施すること

としてございます。市有林の維持管理につきまし

ては、これら造林事業のほかに風などによる倒木

や野ネズミ被害の巡視、造林事業予定地の調査、

林道並びに作業道の草刈り、補修などを実施して

いるところでございます。
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次に、近年の立木売り払い単価の推移について

でありますが、合併後の平成１８年度から２５年

度までの平均単価１立米当たり ６００円と平成

２６年度から２８年度までの平均単価立米当たり

０００円でございますが、これを比較しますと

約２５％の増となってございます。この増額の理

由といたしましては、施業場所により林齢や森林

の状況あるいは材質などが異なるため変動するこ

とに加えまして、売り払い契約先が活用できない

材を優位な価格で販売する努力をしていただいて

ございますので、その影響も強いというふうに感

じてございます。今後も市民の財産であります市

有林の生産機能を高めるため、間伐事業などの森

林施業推進を図り、あわせて価格動向にも十分注

意を払ってまいりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 続きまして、大

項目の３、コンパクトシティー実現に向けた取り

組みについての小項目１、名寄市都市計画マスタ

ープランの推進についてお答えします。

都市計画マスタープランとは、都市計画区域に

おいて市民と行政が一体となってまちづくりを進

めていくための基本的な方針で、当市では平成１

８年３月の合併に伴い策定して、おおむね２０年

後である平成３８年を目標期間として設定してお

おむね１０年ごとに見直すこととしています。本

市の都市計画の基本理念の一つはコンパクトなま

ちづくりですが、この１０年間の取り組みとして

ＪＲ名寄駅横地区の駅前交流プラザよろーな整備

による交通の結節点及び地域交流機能の強化、市

民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール整備による文

化交流機能の強化、風連駅前地区の市街地再開発

事業による生活基盤の中心地区の活性化など、全

体構想の実現は大枠で進捗が図られてきていると

考えております。中間見直しについては、現在国

の施策で進められている都市計画マスタープラン

の高度化版である立地適正化計画制度の検討とあ

わせて見直しも進める予定としております。

続きまして、小項目２、第２次名寄市総合計画

での取り組みについてお答えします。現在我が国

の人口減少社会、少子高齢化、財政状況の悪化、

地域コミュニティーの衰退などの課題に対して、

国はネットワーク型コンパクトシティーというま

ちづくりの方向性を示しております。これは、さ

まざまな施設がまとまって立地し、市民が自家用

車に過度に頼ることなく、徒歩や自転車や公共交

通により医療、福祉施設や商業施設等にアクセス

できて、行政コストの削減を図りながら持続可能

で集約型のまちを実現するイメージです。国は、

具体的にこのまちづくりを進めるために平成２６

年度に法律を改正して、都市計画マスタープラン

の高度化版である立地適正化計画の策定を自治体

に求めております。この立地適正化計画は、一定

の人口密度を維持する居住誘導区域や都市機能を

誘導してサービスの効率的提供を図る都市機能誘

導区域を設定するなどコンパクトなまちづくりを

より具体的に推進する制度であり、施設整備には

新たな交付金制度も創設がされております。国交

省の発表では、４月３０日現在道内では１３自治

体が策定の取り組みを進めている状況となってい

ます。

新たに作成された第２次名寄市総合計画の中の

都市環境の整備でもこの立地適正化計画制度につ

いて検討することとしています。また、平成２６

年度には、国の研究に協力する形で名寄市の都市

構造を研究した際には、既に市内には駅前地区、

大学周辺、浅江島地区、智恵文地区、風連駅前な

ど地域コミュニティーがネットワーク化されてお

り、他の自治体と比べてコンパクトシティー化が

図られているとの分析もされております。今後コ

ンパクトシティー化や居住誘導をより進めるため

には、公共施設の集約、複合化、中心市街地の魅

力ある活性化を図ることで快適で魅力ある地域に

自然と人が集まることが必要であり、国が提示し

ているキーワードの一つ、緩やかな集約と名寄市
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の都市構造に合致した形でのコンパクトシティー

化を目指して都市計画マスタープランの見直し、

立地適正化計画の検討など総合計画に沿って取り

組んでまいります。

また、当市の社会資本総合整備計画及び名寄地

区都市再生整備計画については、国交省が創設し

た地域の歴史、文化、特性を生かすまちづくりの

交付金制度を活用して、中心街の空洞化対策や町

中のにぎわいづくりの課題解決を目指し、平成２

２年度から２７年度までの６年間実施した事業で

す。具体的には、さきに説明をさせていただきま

した事業も含めて、駅前交流プラザよろーなや市

民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール、大通街路灯

整備、商店街アーケード改修、コミュニティバス

運行などを実施してまいりました。これらの事業

の実施によって都市機能の強化、公共交通機関の

充実によるアクセスしやすい利便性の高いまちづ

くり、快適で魅力あるまちづくりなど計画の目標

が一定程度実現したものと考えております。

以上、私からの答弁とします。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 続きまして、私からは

小項目の３番、官民一体となった検討の場設置に

つきまして申し上げます。

前段まで答弁がありましたとおり、コンパクト

シティー実現のためのさまざまな計画、施策や手

法について検討がなされているところでありまし

て、官民連携ということにつきましても公共施設

等検討ワーキンググループなどで検討をしてきた

ところでございます。場の設置という観点から申

し上げますと、現時点ではこれを具体的に事業化、

施策化している段階ではないことから、差し当た

って個別に新しい会議体を立ち上げるという形で

はなく、総合計画等の策定推進などを含めた各種

機会を捉えまして適切な情報共有、官民の意見交

換といったことに努めてまいるということを考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） それぞれ答弁をいただ

きましてありがとうございました。改めて答弁を

いただいた中で何点かお伺いをしたいと思います。

ちょっと順番が前後するかもしれません。御了解

をいただきたいと思います。

最初に、森林事業の施策振興について何点かお

聞きをしたいというふうに思います。先ほど適齢

伐期ということで、カラマツが５０年、トドマツ

が６０年で今伐採を推進をしているということで

御答弁をいただきました。それで、２９年度末で

カラマツが２７ヘクタール、トドマツが７３ヘク

タール、合計１００ヘクタールあるというふうに、

適齢伐期を迎えた面積が１００ヘクタールという

御説明を聞きました。市有林の植林が年間５ヘク

タールということは、原則皆伐も年間５ヘクター

ルなのかなというふうに理解をするのですが、今

後１０年ぐらいを見た中でカラマツ、トドマツ、

先ほど人工林が ５２６ヘクタール、冒頭ありま

したけれども、適齢伐期はだんだんふえていくの

ではないかなという気がしますけれども、どのよ

うに推移をしていって、その対応についてはどの

ように進めていかれるのかお聞きをしたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今後の伐期を迎えた

森林の進め方ということの御質問をいただきまし

た。議員が言われますように、平成２９年度現在

で適齢伐期を迎えた森林が１００ヘクタールある

ということであります。さらには、現在も総合計

画の第２次推進しているところでありますが、こ

の最終年度となります平成３８年度までにはさら

に伐期を迎えるのがありますので、カラマツが７

８ヘクタール、トドマツで２３７ヘクタール、合

わせて３１５ヘクタールがこの伐期を迎えること

となります。これまで同様に年間５ヘクタール程

度の皆伐をしていくと、平成３８年度には２６５

ヘクタール程度が伐採をせずに残ってしまうとい
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う形になります。先ほどの答弁の中でも説明させ

ていただいたように、皆伐については公共補助が

ないということでありますので、この間は植林に

は補助がありましたので、その面積に合わせて年

間５ヘクタール程度を植林、伐採ということで進

めてまいりましたけれども、今申し上げたように

かなりの面積が残るというふうになりますので、

ここについては次年度以降になりますが、年間の

造林事業の立木の売払収入がございますので、こ

の範囲内で皆伐あるいは植林の面積をふやしてま

いりたいというふうに考えております。現在５ヘ

クタールということでありますけれども、その収

入を財源と充てて年間１０ヘクタールから２０ヘ

クタール程度面積をふやしていきたいというふう

に考えております。先ほどから一つの目安として

平成３８年度、総合計画の最終年度を申し上げて

おりますが、それまでには適齢伐期を迎えた森林

面積を１５０ヘクタールで抑えたいというふうに

考えております。

なお、この１５０ヘクタールの中には林地の崩

壊ですとか災害防止などの公益的機能もあります

ので、実質的には皆伐できないところもあります

ので、実際の面積は１５０ヘクタールよりも少な

いということになりますが、この範囲で推移をさ

せていきたい、そのように考えてございます。御

理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 現在の人工林、適齢伐

期を迎えた樹木がそれぞれこのままでいくとかな

りふえるのですけれども、立木の売り払い、これ

の推移によってふやしていかれるというふうなこ

とで、最終目標が１５０ヘクタールを目安にされ

ているという説明を聞きました。そこで、ちょっ

と初歩的なことで申しわけないのですけれども、

今皆伐とか、あるいは間伐というふうなことで御

説明を受けたのですけれども、改めてその内容、

どういうふうな目的でされるのかというふうなこ

とと今の間伐の実績、どういうふうにされている

のかお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 森林施業の目的と申

しますか、皆伐と間伐についてでありますが、ま

ず皆伐についてであります。これは、適期を迎え

たところの木を全て切り出すという作業になりま

すけれども、森林の機能については市有財産とい

う一面もありますが、公益的機能という部分があ

ります。この公益的機能を発揮するためには、森

林が適切に管理をされなければいけないというこ

とがありまして、例えば伐期を過ぎていきますと

暴風雨の被害を受けやすく、倒れやすいというこ

とでもありますし、あるいは大雨によって土砂が

流出する災害なども起きやすくなりますので、こ

れを防ぐ意味では先ほど申しました５０年、６０

年等を一つの目安として皆伐をし、新たに植林を

していくという、そういうサイクルで管理をして

いくのが望ましいということから、皆伐をさせて

いただくということであります。

もう一点、間伐をする理由ということでありま

すが、これは当初植えたときからそのまま木が成

長していきますと、木と木の間が十分保てない部

分もありますし、あるいは木の下のほうには材と

すると余計な枝や何かもつきますので、森林の質

の向上を図るという意味で余分な木を間引く作業

あるいは枝払いをするなどしていくという、そう

いった管理をさせていただいているところであり

ます。

最後に、間伐の実績についてということであり

ますけれども、ここにつきましては森林経営計画

に基づいて間伐を進める必要があるということで

ありますけれども、これは補助事業の採択要件の

一つになっているということでありまして、この

要件を満たすためには平成２５年から２９年度ま

での５カ年間で市有林であれば２５０ヘクタール、

私林でいきますと ０００ヘクタールを実施する

というのがこの事業に乗る基準の一つであります

ので、２８年度までの実績で市有林で１９０ヘク
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タール、私林で７６０ヘクタール実施済みとなっ

ておりますので、最終年となります２９年で残り

の面積を実施していきたいと、そのように考えて

いるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ありがとうございまし

た。間伐の実績についても２５年度から２９年度

ということで、このままでいくとほぼ当初の計画

どおり進んで、市有林、民有林とも計画どおり進

められていくのかなというふうに思います。特に

先ほど立木の売り払い単価の推移についてお聞き

をいたしました。今後皆伐をふやしていくという

中では、立木の売り払い単価の実績というのも非

常に大事になってくるのかなと。先ほど答弁の中

では有利な販売をしながら対応されているという

ことなので、ぜひ進めていっていただきたいなと

いうふうに思います。先ほど答弁にもありました

けれども、やっぱり森林の果たす役割というのは

水源の涵養だとか快適な生活環境、いろんな形の

要素を持っていると思います。特に最近多くなっ

ています集中豪雨あるいは地球温暖化の原因の一

つの二酸化炭素の吸収だとかいう面では、非常に

森林の果たす役割は重要だというふうに思ってお

ります。今後も森林整備計画に基づいた適切な維

持管理をお願いを申し上げまして、次の御質問に

移らせていただきたいというふうに思います。

次に、コンパクトシティー実現に向けた取り組

みについて何点かお聞きをしたいというふうに思

います。コンパクトシティーの都市計画マスター

プランですけれども、これは市民と行政が一体に

なって進めていくための基本的な方針、いわゆる

概念的な考えのもとで一定の方向性が示されたと

いうふうに理解をしております。２０１７年５月

段階で、ちょっと自分も調べたのですけれども、

道内では都市計画を有する９９市町のうち当市を

含めて９１市町が策定をされているという状況に

あります。先ほど答弁の中で４月１３日現在新た

に１３自治体が立地適正化計画で進めていかれる

というふうな答弁もいただきました。そこで、平

成２２年度から２７年度までに実施された都市再

生整備計画の成果と評価に基づく今後の課題につ

いての考え方についてお伺いをしたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 御質問再度いた

だきました。先ほど答弁をさせていただきました

けれども、２２年から２７年、６年間にわたりま

す都市再生整備計画、一定程度の施設整備を初め

実現がされてきたものというふうに考えていると

ころでございますけれども、しかしそれで全てが

よしということではございませんですし、御指摘

のようにこれからの課題というのももちろんある

ということは十分認識をしているところでござい

ます。もちろん先ほど繰り返しになりますけれど

も、都市の機能はやっぱり強化され、アクセスし

やすい利便性の高いまちづくり、快適で魅力ある

まちづくりなどの目標を一定程度の定量化をしま

して、実は２７年度の事業計画の終了時点で事後

の評価作業を実施をさせていただきました。指標

といたしまして交通量、市民文化センターＥＮ―

ＲＡＹホールの利用者数、市街地中心部の満足な

ど、基本的には目標数値等々は達成をしておりま

すけれども、あわせまして今後のまちづくりの方

向性についても市民の皆様のアンケートを実施を

しているところでございます。このアンケートで

は、これからの名寄市で必要と思うまちづくりに

ついてと選択制の質問で回答をいただきましたと

ころ、市内中心部の老朽化した商業施設の整備が

一番多い必要だという回答となってございます。

この結果は、当初計画してございました３・６地

区の再開発事業が未実施になったことや中心街の

にぎわいと活力の創出を求める市民の皆様の意識

などが読み取れる結果と分析をしているところで

ございます。今後これらの結果も十分まちづくり

の検討の材料となるものというふうに考えてござ

いますので、その旨御理解いただければというふ
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うに思ってございます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 今市内中心街の老朽化

した設備、３・６街ができなかったという一面も

あったというふうなことで答弁をいただきました。

先ほどもちょっと答弁の中で御説明があったかと

思うのですけれども、そのことを踏まえてなので

すけれども、平成２７年９月に第４次社会資本整

備重点計画、これが閣議決定をされて、対象期間

が平成２７年度から平成３２年度までの５年間と

いうふうになっております。名寄市は、平成２７

年度に策定をした名寄市公共施設等総合管理計画、

これを平成３２年度までに一定の個別の計画を推

進をしていくというふうな説明を受けております。

そこで、先ほど中心街の空洞化対策というふうな

ものも答弁の中にありましたけれども、公共施設

等総合管理計画の推進と第４次社会資本整備重点

計画に合わせた取り組みの考え方についての御意

見をお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員からござ

いましたように、当市多くの公共施設の大規模改

修だとか建てかえなど、今後更新期を迎えるとい

うことから、お話しのとおり２７年度に名寄市公

共施設等総合管理計画を策定をしているところで

ございます。この計画は、御承知のように中長期

的な視点から平成４７年度までの２０年間を計画

期間としてございまして、公共施設の総延べ床面

積１３％削減を目標値に掲げております。一方、

お話ございました国交省が策定しております第４

次社会資本整備重点計画とは、平成２７年度から

平成３２年度を計画期間とする基本戦略でござい

まして、日本が直面する課題でございますインフ

ラの老朽化、地震や気象、災害への国土強靱化、

人口減少、激化する国際競争などに対して社会資

本のストックの効果、最大の効果を目指すために

集約、再編を含めた既存の施設の有効活用、戦略

的メンテナンスの徹底などが基本方針とされてご

ざいます。今後は、名寄市におきます公共施設等

総合管理計画に基づき個別の施設計画を平成３２

年度までに作成することになってございますが、

国の方針でございます社会資本の戦略的維持管理、

更新や選択と集中等々を参考としながら、策定に

向けて準備を進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございますので、御理解いただければと思い

ます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 先ほどお話にもありま

したコンパクトシティー実現という中では、都市

計画のマスタープラン、高度版であります適正化

計画に基づく居住環境区域あるいは都市機能流動

化という中では、特に中心街の空洞化というふう

な部分も非常に今後の取り組みの中では重要な課

題でないのかなというふうに考えております。個

別計画、今後進めていく中では、先ほどもちょっ

とお話をさせていただきましたけれども、公共施

設等総合管理計画は４７年度から２０年間とはい

いながら、やはり１３％削減をしていくという考

えのもとでは、まちの中のコミュニティーをどう

していくかという形の中では核となる公共施設、

この住環境の整備が非常に重要ではないのかなと

いうふうに考えます。そんな中では、今後進めて

いく上ではその辺の根拠を明確にされて、行政が

主導していくことはもちろんですけれども、やっ

ぱり財政面を考慮すると民間の活力も導入をした

中で進めていくことをお願いを申し上げまして、

時間がありませんので、次の質問に移らせていた

だきたいというふうに思います。

次に、冒頭質問させていただきましたかかりつ

け医の現状と開業医師会の要望について再度質問

をさせていただきたいというふうに思います。実

は、先ほど今の取り組みについて御答弁をいただ

きましたけれども、今回の質問に先立って私先進

地である稚内市に現状についてお聞きをしてまい
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りました。その内容ですけれども、若干お話をさ

せていただきますと、稚内は実は平成１７年に取

り組みを開始をして、平成１８年度からこの誘致

制度をスタートさせたと。もともと取り組みをス

タートさせたというのは、名寄市も同じような状

況なのですけれども、開業医の閉院あるいは高齢

化というふうなことと稚内市立病院の勤務医の減

少というようなことでスタートをさせたというふ

うなことであります。平成１８年当時１１軒開業

医があったのが平成２８年３月末では７軒、その

うち実際に誘致制度を利用して開業されたのが３

軒ということで、この制度がなければ平成１７年

に１１軒あった開業医は実際には４軒しか残らな

かったというふうな、非常に冒頭ショッキングな

説明を受けました。

そこで、先ほど開業医の取り組みについて御答

弁をいただきましたけれども、当然新規の開業医

誘致はもちろんなのですけれども、既存の開業医

の方、この辺の方との取り組み、どういうふうに

されていくのか、考えがあればお伺いをしたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

現在既存の開業の先生におかれましては、この

地域の地域住民に対しまして診療、予防、健診を

初め、保健医療の分野におきましてもさまざまな

社会貢献活動を少ない人数の中で分担していただ

いておりまして、大変御負担をおかけしているも

のと認識をさせていただいております。このため

新たな開業医を確保することが喫緊な課題でござ

いまして、先ほど申し上げましたが、ここ数年の

名寄市の開業医の閉院の状況を考えますと、また

名寄開業医師会からの御要望におきましても開業

医を確保することが急務であると。また、名寄市

内に新たに診療所を開設する開業医の方に対して

助成制度の創設を求められております。現在の開

業医の先生が安定的に医療活動を継続していただ

くことも地域医療体制の確保、安定につながるも

の、重要なことと考えておりますが、現在は新た

に診療所を開設していただける開業医に対する助

成制度の創設が緊急的、優先的に取り組む必要が

あると考えておりますので、既存の開業医の先生

に対する助成制度、また支援の方策につきまして

は現在名寄市中小企業振興条例、この補助の対象

の業種の中で病院、診療所等は除外されておりま

すが、この部分については先進自治体の条例等も

参考とさせていただきながら、別途庁内関係部局

と協議しながら研究を進めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 喫緊の課題として開業

医誘致制度を制定をしていくというのは十分理解

をいたしますけれども、やはり既存の開業医の方

もさらに継続して病院を運営をしていただくとい

う形の中では、その辺の中小企業振興条例に再度

組み込んでいただくように要望したいというふう

に思います。

先ほど答弁の中で２５年８月、２９年３月、内

科が閉院をしたということで、これは私も心得て

いるところなのですけれども、誘致の中でこれも

稚内でお聞きをしたときに診療科を決めるという

のは非常に最初論議が焦点になったと。特に特定

をしないでというふうなことで現在進められてい

るということで、今後のことを考えると先ほど既

存の制度を利用して開業されたのが３軒というこ

とで、ことしさらに２軒、内科、耳鼻咽喉科と。

入ってきたのも整形外科、小児科、内科、内科、

耳鼻咽喉科と非常に診療科がばらばらなのですけ

れども、１０年前に決めたことなのだけれども、

正直言って診療科は特定をしなかったと。このこ

とがかえって今になってよかったのかなというふ

うなお話も伺いました。そのことも踏まえてなの

ですけれども、現在そのことについてどういうふ

うな状況でお話をされているのか、わかる範囲で

お答えをいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。
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〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 合同部会の開催

するに当たりまして市の基本的な考え方をまずお

示しをさせていただきましたが、その何点かにつ

きまして申し上げますと、市内に居住してしっか

りとこの地域に根差した予防、診療など地域医療

に取り組んでいただきたいということ、もう一点

は市内の開業医の先生や市立総合病院との連携を

とっていただきたい、それから学校医、産業医を

初めとした社会貢献にも参加をしていただきたい、

これらを含めましてただいま合同部会で審議をい

ただいておりますが、この地域に現在早急に必要

な診療科目、またその数等についてもその中で御

論議をいただきたいということでございます。

今御紹介のありました稚内市の場合につきまし

ては、一定程度この制度によりまして開業医が誘

致できたということで、現在ではいよいよ診療科

を絞る検討に入られたというようなことも伺って

おりますので、診療科を特定して公募するという

ことは制度的にもなかなか難しい面があるのかと

は存じますが、その辺も含めまして現在御審議を

いただいております合同部会の中で、この地域に

必要な地域医療、開業医につきまして診療科目も

含めまして御検討をいただきたいというふうに考

えておりますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ぜひ将来的なことも含

めてよろしくお願いをしたいというふうに思いま

す。

先ほど制度の取り組み後の誘致活動というふう

なことで、健康福祉部が中心になって窓口対応を

進めていかれるというふうなことで答弁をいただ

きました。実際にこの制度をつくって誘致をする

というのがエネルギーが要るし、大変なことだと

いうふうなお話も伺いましたし、実際いろんな活

動も、開業セミナーに行くだとか、医療機関のい

ろんな、この辺の窓口の対応というのがずっと系

統的に進めていくというのが非常に重要だという

ふうなお話も伺っております。今制度をつくると

いうことが優先をされておりますけれども、非常

にある面では並行して進めていくというのも重要

なのかなというふうに考えております。先ほどち

ょっと健康福祉部中心ということでありましたけ

れども、その制度制定後の情報の発信だとかとい

うようなことも含めて現在検討されている内容が

ありましたら、お聞かせをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員から御紹

介がありましたが、当市におきましては健康福祉

部を中心に誘致の窓口となりまして、庁内関係部

局と連携をさせていただきながら、開業医の誘致

に向けた情報発信を進めてまいりたいと考えてお

ります。

また、現在考えております周知の方法につきま

しては、名寄開業医師会や市立総合病院、また医

科大学などとの連携、公益財団が進めております

ドクターバンクの活用など、助成制度の情報発信

や開業に関する情報収集に努めるとともに、名寄

市のホームページへの掲載や道内外の医療関係冊

子への広報、パンフレットの作成などによりまし

て広く助成制度の周知に努めてまいりたいと考え

ております。道内では、医療経営コンサルタント

という方も多数いらっしゃるということでござい

まして、このような助成制度が確立された場合に

はその情報がかなり素早く経営コンサルタントの

方に伝わるというような情報も得ておりますので、

そういった情報が伝わるようなことも含めまして、

先ほど申し上げたような情報発信に今後とも努め

てまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議
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を開きます。

市道、排水路等の整備について外２件を、佐久

間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、議長より

御指名いただきましたので、通告順に従い大項目

３点について質問いたします。

大項目１の市道、排水路等の整備について。議

会報告会でも道路に関する修繕要望が数多く出さ

れました。同時に、私のもとにも何件か市民の方

たちからの要望が届いておりますので、お尋ねさ

せていただきます。

まず、小項目（１）、春先の道路の路面清掃状

況について。市道の路面清掃は、ロードスイーパ

ー等により適宜実施されていると思いますが、実

施方法はどのようになっているか、その実施回数、

市内部の住宅密集地や郊外部など道路によっても

違うと思いますし、またやらないところもあると

思うのですが、現状についてお知らせください。

次に、小項目（２）、立ち木による見通し不良

道路の改善について。市道において民有地内に植

えられた樹木の枝などが道路にはみ出し、見通し

を妨げている箇所が散見されます。冬期間などは、

特に除雪車に当たる危険性も多く、作業にも支障

を来すことから、これまで講じてきた手だてと改

善策についてお伺いいたします。

小項目（３）、排水路の整備について。国道２

３９号線名寄―下川間に沿ってつくられている排

水路、緑丘、高見区が集中して雨が降ったときに

東側、山側からの雨水も流れ込み、一部であふれ

る状態があり、市民からの相談がありました。担

当課のほうでスピード感を持って対応していただ

いたことから問題の箇所は改善されているわけで

すが、緑丘、高見区側の排水路にたまった雨水が

国道２３９号線を横断する流路についてお知らせ

ください。

大項目２、地域振興事業について、小項目

（１）、弥生公園の整備に関してお尋ねします。

名寄市の一般公園として弥生公園は位置づけられ、

かつては桜の名所として２００本を超す桜が植え

られ、多くの花見客でにぎわいを見せておりまし

た。しかし、近年は手入れが行き届いているとは

言える状態ではなく、地域振興、にぎわいづくり

の観点から再整備していく必要があると思います。

①のトイレの整備について。遠足や自然観察会

などでの児童の利用もあり、現在のトイレではと

ても入って用を足せるようなものではなく、速や

かな整備が必要と思うのですが、そのあたりの認

識と考え方をお聞かせください。

②の照明の増設について。弥生公園入り口の桜

の名所看板から公園内の駐車スペースまでの距離

が長く、上り坂の途中、途中に照明設備の増設が

必要であると地域の方から御意見をいただいてお

ります。防犯上の観点からも、照明設備の増設に

ついて考え方をお聞かせください。

③、シラカバ、雑木等の間伐と草刈りなどの実

施について。弥生公園は、かつて整備した遊歩道

も草で埋まり、桜の木もシラカバ、雑木等に負け

ていることから、間伐も含めての整備について考

え方をお伺いいたします。

小項目（２）、弥生共同墓地の転回広場の拡幅

等について。弥生共同墓地の転回広場、駐車スペ

ースは、地域の方から２メートルほどは広げてく

れたと聞いておりますし、私も現地も見ておりま

すが、バスが入っても回れるように北側にあと１

５メートルほど土砂を押して拡幅してほしいとの

要望があります。考え方をお聞かせください。

小項目（３）、地域資源を生かし、広げ結ぶこ

とによる活性化施策をについてですが、地域資源、

自然環境を生かしてまちを活性化させ、あるいは

埋もれている資源を掘り起こす。光を当て、磨き

をかけることによって再び魅力ある観光スポット

とすることができるのではないでしょうか。弥生

地区には、ブドウを栽培し、ワインづくりで頑張

っておられる方がいる。また、深名線跡地に駅舎

を復元して全国の鉄道ファンを初めとして名寄市

をアピールし、発信されている方がいる。しかし
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ながら、残念ながら点から線へ、線から面へとい

うことからするならば、まだ点の状態であると感

じております。先ほど触れました公園等々を一つ

一つ整備することによって広がりを見せますし、

新たな展開を生むことができると考えますが、い

かがでしょうか。

大項目３、豪雨等による防災対策に関して、小

項目（１）、１７線遊水地工事の進行状況と期待

される効果についてお伺いいたします。かつては、

雪は降ってもその他の自然災害はめったにないと

思っていた本市も、温暖化による気象変動のせい

か、豪雨等によって近年は油断できない状況にな

っております。そこで、現在豊栄川の改修工事の

一環として北海道が発注者となり１７線と１８線

間の豊栄川沿いで進められている遊水地工事の進

行状況と期待される効果についてお知らせくださ

い。

また、小項目（２）、これまでに増水した中小

河川の治水対策について、平成に入って２年に１

度ほどの周期で起きている豪雨等による災害につ

いて、豊栄川では河道の拡幅、床下げ工事も行わ

れ、遊水地の整備も進んでいるところですが、特

にこれまでに増水したその他の中小河川、無名川、

真狩川などで講じられた被災箇所の対策工法、強

化工法と今後考えられている治水対策についてお

伺いして、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 佐久間議員から

は、大項目１、市道、排水路等の整備についてを

初め大項目として３点にわたりまして御質問をい

ただいております。大項目１、市道、排水路等の

整備について及び大項目２、地域振興事業につい

ての小項目１の弥生公園の整備に関しては私から、

小項目２、弥生共同墓地の転回広場の拡幅等につ

いては市民部長、小項目３、地域資源を生かし、

広げ結ぶことによる活性化施策をは営業戦略室長

からとなります。また、大項目３、豪雨による防

災対策に関しても私からとなりますので、よろし

くお願い申し上げます。

それでは、大項目１、市道、排水路等の整備に

ついて、小項目１、春先の道路の路面清掃状況に

ついて申し上げます。市道の春の路面清掃につい

ては、主に冬期間における冬道のスリップ防止と

して散布した砂を回収するために市の保有するス

イーパー車と散水車を併用し、直営で作業を行っ

ております。散布による砂の清掃を目的に、期間

としましては３月下旬から４月上旬の雪解けとと

もに作業を開始し、５月中旬を作業完了予定とし

ております。名寄地区、風連地区ともに市街地幹

線道路を中心に年１回を基本とし、実施しており

ますが、清掃後の路面状況により再度清掃する場

合があることや冬期間砂散布を行った郊外道路に

おいても同じように実施しております。また、パ

トロールもしくは市民の方からの情報提供により

まして清掃が必要と確認されれば、適宜対応して

いる現状でございます。

続きまして、小項目２、立ち木による見通し不

良道路の改善についてを申し上げます。道路上の

道路沿いに立ち木の枝が見通しを妨げている状況

は、交通安全の観点からも事故につながるおそれ

があり、危険なため適宜対応をしてきております。

立ち木が道路敷地内にあり、市の所有物と判断で

きる場合には、直営もしくは民間業者に委託し、

剪定もしくは伐採等の対応を行い、見通し不良を

改善させます。また、立ち木が道路敷地内に隣接

する民有地内であれば、土地の所有者の所有物と

なることから、所有者に対して枝払い等を依頼す

ることとしております。日常のパトロールを初め、

市民や除雪作業の受託業者からの情報提供をもと

に適宜対応している現状でございます。

次に、大項目１、小項目３、排水路の整備につ

いてでございますが、国道２３９号の東からの雨

水については国道２３９号を横断する流路が３系

統あり、いずれも北海道が管理する豊栄川につな

がっております。１つ目には、平成２６年度に整

備した市道１７線の歩道下に整備した雨水管を流



－57－

平成２９年６月２１日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

れ、現在造成中の遊水地へとつながる系統、２つ

目は旧名寄農業高校の敷地の中央付近を横断し、

名寄公園パークゴルフ場を通り白樺団地を経由し

た後、ＪＲ宗谷本線沿いの排水路から豊栄川へと

つながる系統、３つ目は旧名寄農業高校校舎の裏

にある排水路を経由し、名寄公園の池への流入後、

市営球場北側の排水路を通り、市道１６線に埋設

された雨水管を経由し、豊栄川へつながる系統が

ございます。現在は、市道１７線に整備した雨水

管が効果を上げていることから、白樺団地への冠

水被害が軽減されている状況であると認識をして

おります。

続いて、大項目２、地域振興事業について、小

項目１、弥生公園の整備に関してについて３点の

御質問をいただきましたので、順次お答え申し上

げます。弥生公園は、１９９５年、平成７年９月

に廃止されたＪＲ深名線の旧天塩弥生駅のそばに

あり、都市計画公園として認定されている公園で

はないものの、古くから桜の名所として市民を初

め観光に来られた方々にも親しまれてきました。

園内の桜は、自然群生地であり、時期になります

と約２００本の桜が一斉に咲き誇り、多くの来場

者でにぎわいを見せています。園内には、花見用

のウッドデッキやトイレが完備されておりますが、

トイレは水洗ではなく、近年のトイレ事情を考慮

すると使用しづらいという意見があることは認識

しております。しかしながら、園内のトイレは山

の中腹にあり、水道管を布設する上配備すること

になれば大規模な工事となり、現在開設期間と来

場者の状況から早急な整備、設置は難しいと考え

ております。

２点目の照明設備の増設についてでございます

が、議員御指摘のとおり山の中腹にあります駐車

場とトイレの位置にＬＥＤ照明はございますが、

園路途中には設置してございません。園内におけ

る防犯上及び夜間の利用状況、地域における御意

見からも増設については判断しなければなりませ

んが、近隣の防犯灯などの照度との比較などが必

要なことからも、改めて増設についてはその必要

について検証してまいります。

３点目の遊歩道の整備や間伐等の必要について

でございますが、遊歩道については以前地先の方

々により草刈りなどを行い、整備がされていたと

認識をしておりますが、本来市有地、所有ではな

く、園路という扱いでもないため、現在のところ

整備予定はございませんので、御理解いただきた

いと考えております。また、園内のシラカバや雑

木に対しての間伐でございますが、一度に数多く

の木の伐採等を行うことは予算上も厳しいと考え

ているところではありますが、名所である桜の木

を維持していくためには必要なことと考えますの

で、必要に応じて予算の範囲内で可能なものから

対応してまいりますので、御理解いただきますよ

うお願いをいたします。

次に、大項目３、豪雨等による防災対策に対し

て、小項目１、１７線遊水地工事の進行状況と期

待される効果でございますが、１７線遊水地は北

海道主体の豊栄川河川総合合流防災工事により、

河川改修とともに整備されております。平成１３

年度から豊栄川の河川改修が始まり、遊水地につ

いては平成２８年度より本格的に工事が着手され

ており、平成２９年度は遊水地南側の掘削、築堤、

水路の増水を行い、平成３５年度完成の予定とな

っております。現在造成中の１７線遊水地は、整

備済みの下流遊水地よりも大雨時の河川からのあ

ふれた水をためる能力が２倍になることから、川

からあふれる水量を今以上に遊水地にためること

ができ、河川に流れる水量が天塩川と名寄川との

合流付近での豊栄川の流量を大雨時においては今

までよりも大幅に低減することが見込まれており、

豊栄川沿いの住宅地への冠水被害は軽減されると

考えられます。

次に、大項目３、小項目２、これまでに増水し

た中小河川の治水対策についてでございますが、

昨今の名寄市における大雨被害についてはゲリラ

豪雨とも呼ばれるように短時間に数十ミリメート
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ルの降雨状況が続くことで発生しています。短時

間で一気に降った雨は、道路排水や農業排水へ雨

水が集まり、市の管理している普通河川や国や道

河川に流入し、後は全ての雨水が天塩川へ流入す

ることとなります。最近の豪雨による増水で越流

した河川に真狩川がございます。この真狩川は、

市の管理する普通河川でございますが、平成２３

年度に堆積した土砂の底ざらいを行い、平成２４

年度には越流水防止のために河川管理用道路のか

さ上げと鋼矢板設置工事を行っております。また、

２８年度には管理用道路に大型土のうの設置、崩

れた河岸部には布団かごを設置し、被害の拡大防

止に努めてまいりました。市が管理する普通河川

の治水対策につきましては、未改修河川での被害

を軽減するための国の補助制度がないことから、

多額の事業費や河川用地取得などの課題もあるた

め、今後も引き続き維持補修費により徐々にでは

ありますが、課題解消に向け取り組んでまいりた

いと考えております。また、国や道河川において

未改修河川の改修や床ざらい、流木の伐採などの

要望を行ってまいりたいと考えてございますので、

御理解願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２の小項目２、弥生共同墓地の転回広場の拡幅等

について答弁をさせていただきます。

御質問いただきました弥生共同墓地につきまし

ては、明治に設置をされ、主に弥生地区に居住を

されていた方の墓地として使用されてございます。

現在の使用状況についてですが、５３区画が使用

されており、ここ数年では新規の建立はなく、区

画の返還が１件となってございます。御質問いた

だきました転回場所の拡幅の対応につきましては、

平成２５年に車両が１台から２台程度しかとめる

ことができない、お墓の業者がトラックで来たと

きに切り返しがてきない等状況に苦慮をしている

ため、駐車帯の拡幅をしてほしいとの地域からの

要望をいただきまして、駐車場確保に向け隣接地

の地権者や地域の代表者を交えた中で要望内容や

現地の地形等も考慮をしながら工事内容の協議を

行ってまいりました。工事の実施につきましては、

拡幅の際に借用することになる隣接地が補助事業

による間伐した地帯となっていることから、伐採

が可能となる平成２７年度に予算化をし、整備工

事を行ってまいりました。この工事の実施により

まして当初要望をされておりましたトラックの転

回や６台程度の駐車が可能な整備を行ってきたと

ころでございます。現況の中での御利用をお願い

したいと考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２の小項目３、地域資源を生かし、広げ結ぶこ

とによる活性化施策をについて申し上げます。

弥生地区につきましては、佐久間議員から御質

問がありましたように新たに事業を始める動きも

含め、新たな地域資源として整備される動きが見

られています。これまでは、公園施設も含め地域

資源に位置づけられている施設等についてはそれ

ぞれ個別に季節的な内容を中心に独自に情報発信

が行われてきておりました。本市の観光パンフレ

ットの中においては、名寄市の観光スポットとし

て一部紹介もしておりますが、弥生地区に限定し

た地域資源の情報発信については実施した経過は

ありませんでした。今後は、さきに申し上げたよ

うな地域の中での新たな動きとＪＲ深名線跡など

既存の地域資源のキーワードを上手に絡めながら、

地域の活性化、さらには新たなコミュニティーの

醸成につながっていけるような仕掛けづくりが必

要と考えております。弥生地区に限らず、自然景

観や既存地域資源を生かした地域の活性化を図る

ため、情報発信の手法やパンフレットの構成など

効果的な取り組みについて観光関係団体と協議を

行いながら進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは、それぞれ

御回答いただきましたので、順に質問させていた

だきます。

まず、春先の道路の路面清掃状況についてなの

ですが、郊外地の通行頻度の高い道路の路肩には

砂利などがたまりやすくなっておりますし、また

住宅と道路が近接している特に交通量の多い道路

についても季節によって、春とか秋とか路面清掃

が必要ではないかというふうに考えております。

先ほど道路パトロールなどによって必要性を確認

した上でやっているということだったのですが、

ロードスイーパーによる清掃回数を限定した春だ

とか秋だとか、そういうところについてやっては

どうかと。この辺について考え方をお答えいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から御指

摘、郊外地におけるスイーパー車との出動等につ

いて、より以上にということでの御質問でござい

ます。先ほどの答弁で市街地幹線地を中心に年１

回程度と。ほかは必要に応じてという形のことで

の答弁をさせていただいてございます。繰り返し

になりますけれども、幹線道路同様郊外地におい

ても冬期間のスリップの事故の防止のための砂散

布を行った箇所については当然必要な場合が出て

きますが、基本的にはスイーパー車を動かす、ま

たは人の作業員の手によるものといった作業内容

にございます。郊外地域の道路につきましては、

主に農業関係だとか、例えば工事の車両だとか、

そういった車両も多く通行されまして、場合によ

っては砂利や泥なども飛散する場合もございまし

て、そういったものについては御承知のとおりに

原因者が片づけるのが基本といったようなことで

ございます。しかし、そういったことも含めて、

またそれぞれの郊外の地域のそういった状況も踏

まえながら、さらに清掃等が必要であれば当然対

応させていただきたいというふうに考えてござい

ます。市街地のように年１回とか２回とかという

ような形での清掃回数をふやすことは、なかなか

これは困難なことではございますけれども、繰り

返しになりますけれども、私どものパトロールや

地先の方々などの情報提供をいただきますれば、

さらに清掃等必要という確認をし、必要なものと

判断できれば当然適時対応するものと考えていま

すので、何分御理解いただければというふうに思

うところでございます。よろしくお願い申し上げ

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 基本的な考え方につ

いてはわかりました。

それで、近年の道路なのですけれども、特に除

雪においてアスファルトが見えるほど除雪される

ために凍上すると。そして、凍上によって傷んだ

アスファルトがかけらになって路肩にこれまた堆

積するということもありまして、それで住宅と道

路が近接している箇所などの折々のチェックも飛

散防止の観点から必要なことと考えておりますの

で、御回答いただきました情報提供で必要と確認

されれば適宜対応するということでございますの

で、そこら辺も踏まえてよろしくお願いしたいと

思います。

次なのですが、立ち木に関してなのですけれど

も、障害となる対象物の処理法は民地においては

所有者の責任において処置すべきものと私も考え

ているわけですが、例えばそういう問い合わせだ

とか来て役所のほうで動いたときに、所有者と合

意形成を図れないという場合はどのように対応さ

れてきたのかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員に御質問い

ただきました私ども市道を初め、道、国でそれぞ

れの公道に例えば民間の方が所有している土地か

ら立木の枝などが大きく伸びて交通の支障なり除

雪作業だとか、そういった心配がなるケースとい

うのは当然あるものだというふうに認識をしてご
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ざいます。そういったケースが発生した場合でご

ざいますけれども、土地の所有者、当然確認をさ

せていただきまして、名寄市内にお住まいの方な

のか、または道内にお住まいとか、場合によって

は本市にお住まいの方だとか、さまざまな所有者

の御事情というのがあろうかというふうに思って

ございます。当然私ども御連絡をとらせていただ

き、基本的には今議員もおっしゃられたようにあ

くまでも個人なり民間のお持ちのものはそれぞれ

の責任において対応いただくというのがこれはル

ールということになっているわけでございますけ

れども、先ほど申し上げたように地元にいらっし

ゃらないだとか、地元にいらしても高いところの

作業はなかなか正直手が回らないだとか、個別、

個別の御相談、そういうやりとりをせていただく

中で、場合によりましては支障木の枝払い程度で

あれば私どもで支障木の枝払いなどはさせていた

だくなどのケースもございますけれども、繰り返

しになりますけれども、あくまでも基本的には民

間の方々の責任において行われるものでございま

すけれども、そういった話し合いの中で高所で作

業ができない、高齢でちょっとそういったことは

できないといった、そういった御相談については

丁寧に対応し、安全確保に努めさせていただいて

いるというふうに御理解いただければというふう

に思ってございますので、よろしくお願い申し上

げます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 回答についてはわか

りました。所有者の了承をとることが一番だと私

も思っております。

快適な市民の生活環境を守るためには、担当部

署ではある意味言いづらいことも言わなければな

らないし、嫌なことも言わなければいけないこと

もあると思います。それで、民法の２３３条の１

項で、林地の竹木の枝、境界線を越えるときとい

う定めがあったり、道路法３０条で定める建築限

界条文で車道は ５メートル、歩道は ５メート

ルの空間を定めていることだとか、それと平成２

６年に法律の第１２７号で制定されました空家等

対策の推進に関する特別措置法ということで、特

定空き家等の推進に関する特別措置をこれは指導、

勧告、命令、代執行の措置などが改めて法で定め

られていること、いわゆる所有者も守らなければ

ならない法律について、これについてやっぱり機

会あるごとに市民に、あるいは市外転居者、民有

地所有者、ここに対する周知だとか啓発、これも

一つの対策になると思いますので、この辺は御検

討をお願いして、（３）、排水路の整備について、

移りたいというふうに思います。

それで、先ほどの国道２３９号線を横断する流

路は３系統とのお答えをいただきました。それで、

再質問なのですが、緑丘の排水路から豊栄川に向

かって流れる排水路の導水管及び開渠等の状態は

どのようになっているかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） とりわけ今御質

問あった中で１７線の市道の排水路の関係でちょ

っと申し上げさせていただきたいと思います。

御承知かと思いますが、コンクリートトラフ及

びコンクリート管によって整備をさせていただい

てございます。私どもの定期的な道路パトロール

によりまして問題ないことをしっかりと確認をし

ながらきているわけでございますし、先ほどそれ

以外の農業高校の前後に係るものの未整備箇所も

正直ございます。これもあわせましてパトロール

によりましてしっかり状況を確認をさせて、把握

をさせていただきまして、そういった流れ含めて

ふぐあいなどがあるなと、そういったおそれがあ

る場合、その都度維持補修の中でしっかり対応し

て良好な状況を保ってまいりたいというふうに考

えてございますので、その旨御理解いただければ

と思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。



－61－

平成２９年６月２１日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

後ほど関連する項目がありますので、次に移り

たいと思うのですが、弥生公園の整備に関するト

イレの整備について早急な整備、設置は難しいと

先ほどお答えいただきました。つまり時間は少し

かかるけれども、実施するのだよと、実施してい

きたいのだよと、そういう意味合いかなと、前向

きなお答えかなというふうに私自身は捉えたいと

いうふうに思っております。

それで、衛生的なトイレがやっぱり必要だと思

うのです。特に水間室長からも先ほどお答えもい

ただいたのですが、市の観光パンフレットにもこ

れは場所、弥生公園ということで掲載されており

ますし、案内されております桜の名所という、こ

ういうことなんかも市で出している公園でありま

すし、現在の状況だと公園を利用したイベントな

ど地域の人も考えづらいのではないかと。トイレ

もないのではなということになってしまうのでは

ないかというふうに思っておりますし、それから

ある意味で町中であればほかに借りるということ

もできるのでしょうが、弥生公園は近くにそうし

た建物、施設なんかもないから、それもできない

と。それで、衛生的なトイレもなくて、例えば市

の観光パンフレット見てせっかく来ていただいた

方に、これはおもてなしはできないのではないか

というふうに思っております。私は、固定式がい

いと思うのですけれども、時間がかかるようであ

れば、例えば仮設レンタルトイレを桜のシーズン

中に配備したり、あるいはイベントをやりたいと、

企画したいというときには配備することも含めて

検討する考えはないかどうか。

それとまた、水道管を布設すると大規模工事に

なるという御回答がありました。しかし、近年特

にかなり前からだと思うのですが、貯水タンクな

んかの活用で手洗い程度のできる衛生的な環境は

十分つくれるのではないかと。ちなみに、私貯水

タンクというものを調べてみましたら、１００リ

ッター入る貯水タンクで１個１万円程度というこ

とで、このあたりについてもう一度再答弁をお願

いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら改めて弥生公園のトイレについてということで

再質問をいただきました。議員からもお話、私か

らも答弁させていただきましたけれども、通常の

水洗トイレ機能といいますか、これについて整備

する場合にはかなり大がかりな工事といいますか、

整備が必要になるということで、現実的にはやっ

ぱりかなり難しいものだというふうに認識をして

いるところでございます。昨今のトイレ事情から

いえば、当然今議員がお話あったようにどうして

も水との関係が出てまいります。そういう貯水タ

ンクがよろしいのか、どういった形のものがこう

いう郊外の自然公園といいますか、そういったも

のにちょうどいい形でのトイレというのがほかに

もそういった事例などもあるのかどうなのか、少

し研究していく必要があるかなというふうに正直

思ってございます。

また、桜の名所でございますから、とりわけ５

月の中旬ぐらいには市内外から多くの方々が桜の

季節に桜を観賞しに行かれることと思います。し

かし、その中でどれだけの時間、公園等への滞在

時間だとか、それ以外の例えば地元町内会だとか、

市内の団体などがお花見だとか、桜観賞する機会

だとか、どの程度の利用状況等々も含めてあるの

か、私自身まだ承知をしてございませんので、そ

ういったこともあわせて郊外における公園のあり

方、郊外公園におけるトイレの必要性等々につい

て研究してまいりたいというふうに思っておりま

すので、この点では御理解いただければというふ

うに思うところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 研究、検討いただけ

るということですから、ぜひよろしくお願いした

いと思います。

それで次に、照明の増設についてです。これは、
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照度の比較、検証、必要性について検証の上とい

う御回答だったと思うのですが、特に照明のない

上り坂の距離がいわゆる幹線道路のところから入

っていくときに駐車場までの区間がかなり長いの

です。そしてまた、一本道でもあったり、一定の

照度を保たないと車が脱輪してしまうと、そうい

うおそれなんかもあることなどの観点からも、ぜ

ひ照明のところについては御検討いただきたいと

いうふうに私は思っております。

それと次に、シラカバ、雑木等の間伐について

お答えいただきました。予算の関係もあるので、

可能なものから対応したいということであります

から、ぜひ年次ごとの計画で再整備していただき、

そして桜のシーズンには市民が胸を張ってお客さ

んを案内できるような、地域の方が誇りを持てる

ような名所に復活させていただきたいと思います。

次に移りたいと思いますが、弥生共同墓地の転

回広場の拡幅の関係で先ほどお答えいただきまし

た。それで、平成２７年に拡幅整備したばかりで

難しいと、結論はそういうことでありまして、ち

ょっと残念だったなと思ったのですが、しかしそ

のときにもう少し広く広げていれば私またこうい

う質問をしなくてよかったのかなと思うのですが、

状況が変わったということでありまして、それで

再質問ということでは、地元の人に聞いた話によ

りますと弥生共同墓地から弥生公園に抜ける道が

あると。過去にあった。その道がササや雑木で塞

がって、共同墓地は現在袋路状道路になっている

ということなのです。それで、私都市計画法の趣

旨から考えたときには、袋路状道路を解消するに

は現在塞がっている林道なのかもしれませんが、

その道の草刈りあるいは雑木等の伐採などによっ

て開通させる必要があるのではなかろうかという

ふうに思ったのですが、この辺について再答弁を

お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員からお話ご

ざいました過去に弥生共同墓地から弥生公園に抜

ける道路があったといったお尋ねで、それが今通

行不能といったような状態なので、再度整備等々

できないのかといったような趣旨でお話お聞きし

ておりました。皆さん御承知のように、道道の西

風連名寄線というのがございまして、そこから砂

利道になりますが、共同墓地まで約３００メート

ル程度の坂道になりますけれども、これは市道に

なりますが、それを上っていただくと先ほど市民

部長からお話ございましたとおり一定程度車の台

数を駐車できるスペースを既に設けさせていただ

いてございます。そして、弥生共同墓地にそれぞ

れの墓石等々がございまして、実は私も今回何度

となく共同墓地に足を運ばさせていただきまして、

その共同墓地の敷地から弥生公園へ抜ける道が確

認できるかどうか、ちょっと行かせていただきま

した。お話しのとおり、その道を探すことが正直

ちょっとできなかったような状況でございます。

そしてまた、土地の所有者等々の問題もございま

すので、市の所有地なのかどうなのかということ

も含めて所有者の確認をさせていただきましたら、

共同墓地の敷地と弥生公園との間のスペースにつ

きましては個人、民間の方がお持ちの土地という

ことになってございまして、恐らく過去、昔の時

代の中では民間の方々がきっとお持ちの方も含め

て御理解いただいて、通り抜ける道路等がつくら

れていたのかもしれませんけれども、今現在そう

いった状況になっている中で、新たにといいます

か、再度そこを道を切り開くというのは民間の土

地だということも含め大変課題等も多いかなとい

うふうに考えてございます。共同墓地へのお参り

など、そういった利用をされる方々には、道道か

らの市道、そして駐車場６台分ほどの確保という

ことは私ども地域の皆さんにも御理解いただきな

がら整備をさせていただいたというふうに理解し

てございますので、弥生共同墓地から弥生公園へ

抜ける道路の整備等については先ほど言った事情

があるといったことで御理解賜ればというふうに

思ってございます。
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以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 民有地ということで

はちょっと難しいと思うのですけれども、そうす

ると幹線から実は墓地まで実測したわけでないで

すが、地図上はかってみますとざっと４００メー

トルあるわけです、下から上まで。そうすると、

この土地は都市計画法で言う都市計画区域という

わけではないと。外れているというような状態で

ありますけれども、この墓地そのものが袋路状道

路の延長線上にあり、かつ一本道だということで、

かなり上から上がっていく車と墓地から下がった

車と間で交差もできないという状態にあるわけで

す。そうすると、弥生共同墓地が本市の管理する

施設であることを考えますと、都市計画法による

開発許可の道路基準、これによりますと３５メー

ターに１個ずつ、これは転回広場を設けなければ

ならないということなのですけれども、ここまで

はいかなくても線引きで都市計画区域内に入れな

かった、おさまらなかったということはあっても、

やっぱりここに近づけるように法律の趣旨に基づ

いて車同士が交差できる箇所を１カ所ぐらいは間

につくってみてはいかがかというふうに思うので

すけれども、その辺について御検討いただきたい

のですけれども、今回答いただけますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 当然共同墓地で

ございますので、それに向かう道路というのは大

変、特にお墓参りの時期など含めてそれぞれゆか

りのある方がおいでになるところだというふうに

思ってございます。ただ、先ほど申し上げました

ように市道の左右も民地の部分などもございます。

私も先ほど申し上げましたように、先般この場所

を確認に行きまして、ちょうど民地のほうに、恐

らく通る道に、要するに墓地に向かいまして右手

のほうに正式な道路ではございませんけれども、

入り込むところ、そして上部のほうでも左の面に

車がやや入れるスペース等々もございまして、十

分に余裕があってすれ違う車が通れるならばこれ

にこしたことはないのでしょうけれども、現状で

は墓地に向かいます市道の部分でも左右民間の土

地などもございまして、季節によりましてはこう

いうお墓参りなど路面整正などは必要なことで当

然だというふうに思ってございますけれども、道

路の拡張なり交差するスペース確保等については

現状の中で対応していただくしかないというふう

に考えているところでございますので、決してお

参りに、いらっしゃる方々の安全面などもこれは

十分考えていかなければならぬ課題だというふう

に思っておりますけれども、現状については御理

解いただければと思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 時間がなくなりまし

たので、ちょっと急ぎます。先ほどいただきまし

た地域資源の関係については、先ほど御答弁あっ

たように情報発信等々も含めてぜひやっていただ

きたいと。やっぱり地域の起業家を応援する、そ

ういう観点に立って、地域に点在する芽を摘んで

しまうか、あるいは着目して育てていくかという

ことで、行政の手の届くところの環境整備、これ

をしっかり進めていっていただきたいという趣旨

で先ほどお話しさせていただきました。

それで、豪雨等による防災の関係ですが、豪雨

等による防災対策の遊水地の関係ですけれども、

平成３５年度を予定して豊栄川沿いの住宅地への

冠水被害は軽減するということで、完成楽しみに

しているところなのですが、そこで再質問なので

すが、遊水地まで引き込む排水路における定期的

な点検、堆積土砂等の除去や季節による開渠部の

草刈りなどの管理についてどの程度実施されてい

るかについてお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 適宜時期に応じ

て道路パトロール等とあわせて確認をしながらの

草刈り等々の作業については、必要なものは対応
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してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） お答えわかりました。

排水路が詰まることによる水路の遮断と申しまし

ょうか、先ほど緑丘の関係だとか、やっぱり行き

場を失った雨水があふれて畑などの冠水すること

もあることから、豪雨を視野に入れ、これまで以

上の水路の確保だとか点検の強化、さらには未整

備箇所の改修が求められているというふうに思い

ますから、そのあたりは担当部署のほうでも適宜

やっているのだということでありますから、十分

心得られていられると思いますので、よろしくお

願いして、次の中小河川の治水対策についてお伺

いいたします。

それで、普通河川の改修では、通常は国の補助

金が交付されないということで、それで真狩川に

ついてお話ありました、先ほど。現在は市管理の

普通河川なのですが、かつて国営かんがい排水整

備、この事業で整備されておりまして、過去に同

じく国営事業で河川改修された経緯があるという

ふうに聞いております。国の事業として河道の断

面拡大、こういう再整備を本市でも過去に求めて

きた経過もあるのではないかというふうに思うの

です。それで、豊栄川の改修工事も普通河川です

けれども、北海道主体工事として遊水地の整備が

進んでおり、これらは名寄市が粘り強い要望、こ

れを続けてきたことによって効果があらわれた、

功を奏した結果だというふうに思うのですが、真

狩川河道の断面拡大に対する国への要請は断念し

たのかどうなのか、今後も考えるのか、この辺に

ついてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から真狩

川の過去の経過も含めて触れていただきながら、

現状どうなのだと、どういう考えなのだというこ

とでの御質問いただいてございます。そういう意

味では、ちょっと繰り返しになるかもしれません

けれども、過去の経緯で申し上げますと、真狩川、

お話ございましたとおり旧風連町の時代になるか

と思うのですけれども、当初国の農業排水の整備

としましてコンクリートブロックの護岸を含めて

過去に整備がされてきております。当然国の立場

で申し上げれば、この時点で一定程度の整備がさ

れたものといったような認識であるというふうに

承知をしてございます。また、北海道の道河川へ

の格上げについても、これまでも河川の再整備も

含めてぜひいかがということでの協議などを重ね

させていただいておりますけれども、先ほど申し

上げました農業排水での国の整備の経過があるも

のですから、話が一歩二歩前にということがなか

なか進まないという現状でございまして、決して

私ども諦めたということではございませんが、真

狩川の河川を抜本的に改修していくようになりま

すと相当大がかりな事業費等々も必要ということ

になってございますので、ここについては十分、

とりわけ平成２２年度の大雨ぐらいからだったと

思いますけれども、真狩川の流域の、そして市街

地に係るまで大雨による被害等々もありましたし、

平成２６年、そして昨年も含めて大変厳しい現状

というのは恐らく当時ではなかなか予想だにでき

なかった部分もあるのかもしれませんので、こう

いった実態など引き続き訴えながら協議をできれ

ばというふうに考えてまいりたいというふうに考

えています。ただ、先ほどの私答弁させていただ

きましたけれども、これまでも市単独といたしま

して真狩川については土砂のさらいや管理用道路

のかさ上げや鋼矢板による治水の強化対策を行っ

てきて一定程度の成果を上げてきているというふ

うに思っておりますけれども、決してこれについ

てはまだまだ十分というところではないというふ

うに認識はしてございますので、これからも関係

機関と協議重ねてまいりたいというふうに考えて

ございますので、御理解いただければというふう

に思うところでございます。よろしくお願いいた

します。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。引き

続き国、道を含めてしっかり要望しながら、市独

自でも対策を立てていただきたい。

最後になるのですけれども、限られた資源の制

約のもとでは豪雨等による防災対策を優先する箇

所の合理的な選定を行うことが必要だというふう

に思っていますし、それから減災ということを言

われておりますが、豪雨時の浸水リスクに関する

市民理解の推進とともに、それから災害からのリ

スクを軽減する要警戒箇所の強靱化対策が必要だ

と思いますが、本市の考え方についてお伺いいた

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員からは、

これまでの経過も含めて要警戒する箇所としてリ

ストアップをして、先んじて手を打つといいます

か、そういった対策が必要でないのかという御指

摘、提起だというふうに感じております。確かに

豪雨については、浸水の箇所を要警戒箇所といた

しまして、当然優先順位といいますか、対策が必

要なところについてはこれまでもと言ったらちょ

っと誤解を招くかもしれませんが、できる限りの

対応は私どもとしては取り組んでいきたいという

つもりで行ってきたつもりでございます。これま

でも先ほど申し上げました徳田地区や、先ほどの

風連地区での真狩川の対応なども含めて行ってき

ていますけれども、減災効果があるであろう警戒

の箇所の床ざらい、河川の中の立木の伐採などな

ど当然必要なものだというふうに認識をしており

ます。ただ、例えば昨年をちょっと思い出してい

ただきたいのですけれども、昨年の８月、風連地

区の日進地区において大変大雨の中での被害がご

ざいました。しかしながら、しかしながらと言う

と大変失礼な言い方になるかもしれませんけれど

も、ほかの地域では幸いにして大きな被害等は少

なかったなど、昨今の天候の状況によって名寄市

内、名寄地区、風連地区、智恵文地区問わずどこ

でどういった形でなるのか、これは予想だにしな

い現状があるのだろうというふうに思っておりま

して、当然排水や河川の抜本的な対策というのは

必要ではございますけれども、先ほど申し上げま

した事業費の課題だとか、場合によっては用地取

得などの課題などもございますので、そうそう一

足飛びに進みませんけれども、できる限りの知恵

を尽くしながらそういった要警戒箇所と言われる

ところの心配を少しでも取り除けるようには努力

してまいりたいというふうに考えてございますの

で、何分御理解いただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時０２分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

加藤市政の執行に関して外３件を、大石健二議

員。

〇１２番（大石健二議員） これより通告に従い

４件、８項目について質問を行います。

最初に、ふるさと納税に関してお聞きをいたし

ます。名寄市のふるさと納税がスタートしてから

本年で９年目を迎え、２９年度予算では前年比２

００％の ０００万円が計上されています。しか

しながら、国は本年度当初に返礼品の調達価格を

寄附額の３割以下まで抑制するよう要請を行って

まいりました。これを受けて自治体では、制度の

見直し機運が高まっている一方、制度の健全発展

を呼びかける自治体連合が設立されるなど混迷の

度合いを深めています。名寄市のふるさと納税寄

附金制度に対する考え方と取り組みについてお聞

かせ願います。

次に、広域観光振興から、松浦武四郎生誕２０

０年と北海道命名にかかわる天塩川流域の観光振

興について質問いたします。明年２０１８年は、
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幕末の探険家、松浦武四郎の生誕２００年、没後

１３０年、６回目の北海道調査から１６０年、北

海道と命名されてから１５０年目を迎える大きな

節目の年となります。道を初め流域自治体等でス

クラムを組んで企画を進めている松浦武四郎の遺

徳と偉業をたたえる計画事業について御答弁をお

願いいたします。

同じく観光振興から、要望に沿った観光財産の

積極的な情報開示についてお聞きをいたします。

このほど総合計画第２次の策定スタートに伴う改

定版の観光振興計画が発行されました。前計画で

は、アジア諸国の国策によるビザ発給要件の緩和、

タックスフリーの拡充施策などによる訪日外国人

の激増まで予想できず、計画範疇外となっていま

した。改定版では、こうした訪日外国人や急増傾

向にある個人旅行者を初め、流行語にもなった爆

買いによる消費動向にもスポットが当てられてい

ます。名寄が未知の地である訪日外国人、個人旅

行者などを対象に再訪を促す丁寧でわかりやすい

情報開示について御答弁をお願いいたします。

次に、天塩川水系の洪水浸水対策についてお聞

きをいたします。近年猛威を振るう台風による豪

雨や大雨で、河川の越水や堤防決壊により道内外

各地で甚大な被害が相次いだことはまだ記憶に新

しいところです。これを受けて国は、昨秋 ００

０年に１度発生する確率で作成した想定最大規模

の降雨による洪水浸水がもたらす浸水継続時間、

家屋倒壊想定区域図を公表いたしました。これに

よると、天塩川と名寄川が合流する名寄市におい

てもこれまで洪水防御の基本とされていた１００

年に１度発生する確率で作成された年超過確率１

００分の１による被害想定をはるかにしのぎ、現

行の防災対策の見直しも余儀なくされるものとな

っています。この年超過確率 ０００分の１に基

づく天塩川水系の想定防災対策について御答弁を

お願いいたします。

次に、進行する長寿社会に対応した施策から、

介護職員の育成、養成の現状と課題、そして今後

の抜本的対策について御答弁をお願いいたします。

昨年３月の第１回定例会で指摘をさせていただい

た特養施設の介護職員の欠員による定員を満たす

ことのできなかった入所者の受け入れについては、

７月末には一部施設で再開の見通しが立ったとい

うことでございます。しかしながら、慢性的な介

護職員のなり手、担い手不足は、限られた人材の

やりくりなどで急場をしのぐ対症療法的な対応で

は絶えず人材不足の再発の可能性を解消するまで

は至っていないのが現状です。抜本的な施策や政

策による持続可能な介護職員の育成、養成につい

て御答弁をお願いをいたします。

次に、市民の声から、エアゾール缶等の投棄前

の事前処理についてお聞きをいたします。使用済

みのカセットボンベやスプレー缶は、市が発行し

ているごみ分別ガイドブックによると火災の原因

になるので、いずれも穴をあけるなどしてガスを

抜いてから捨ててくださいと記載されています。

しかし、環境省は缶の穴あけ作業による事故や火

災が発生していることを受けて、市民が穴あけし

ないようにすることが望ましいという旨の通知を

全国の自治体に行っているところでございます。

超高齢社会を迎えている名寄市の高齢者家庭など

からは、穴をあける作業は事故につながる危険性

が高くて大変だと指摘する声もあり、ボンベやエ

アゾール缶の投棄前の処理について現状と今後の

取り組みについて御答弁をお願いをいたします。

次に、大型店の元旦営業についてお聞きをいた

します。国や道を初め一部企業では、働き方改革

が進められています。これは、長時間労働や休日

返上勤務、サービス残業などを効率的な仕事に割

り振り、休日の取得向上を目指す労働環境の改善

が狙いですが、名寄市で大型店が足並みをそろえ

て元旦営業を始めてからことしでちょうど１０年

目に当たります。元日営業は、実施する当該企業

に働く労働者のみならず、関係する企業や周辺の

自営業者にも営業、操業を余儀なくさせるなどそ

の影響も大きく、また従業員の家族がそろって正
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月を過ごすという日本のよき習慣も損なわれてい

るというお声がございます。１０年を節目に市内

の就業構造の礎となっている卸、小売業の元旦休

業の推進役を務め、名寄市版働き方改革を推し進

める考え方について御答弁をお願いをいたします。

最後になりますが、隣国から発射される飛翔体

の脅威についてお聞きをいたします。昨年２月に

隣国から発射された中距離弾道ミサイルは、これ

までに２０発余りを数えています。年が改まった

ことし２月には、潜水艦発射弾道を地上配備型に

改良した新しい中距離弾道ミサイルを発射したの

に続き、３月には中距離弾道ミサイルスカッドＥ

Ｒ４発を同時に発射いたしました。その後も３月

から６月にかけて６回にわたり９発発射されるな

ど、市民の皆さんの中からは万が一の事態を憂慮

する声が上がっています。この万が一の飛翔体飛

来と落下時に対する市民の不安解消及び国の全国

瞬時警報システムＪアラートの情報伝達による緊

急避難の考え方について御答弁をお願いをいたし

ます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま大石議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１の小項目１及び大項目２並びに大

項目４の小項目３については私から、大項目１の

小項目２及び大項目４の小項目２については営業

戦略室長から、大項目３についてはこども・高齢

者支援室長から、大項目４の小項目１については

市民部長からそれぞれ答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

初めに、大項目１、加藤市政の執行に関して、

小項目１のふるさと納税への取り組みからについ

て申し上げます。ふるさと応援基金につきまして

は、本年度から新たに専用サイトからの直接申し

込みと支払い手続、リピーター対策、使途目的や

３万円以上一律の上限枠の見直し行うなど、特産

品による市のＰＲや自主財源を確保する観点から、

新たな取り組みを進めているところです。寄附金

額につきましては、昨年度は ００１万 ０００

円でありましたが、本年度は専用サイトを利用し

た寄附者が多くなったことから、６月１３日現在

で ２１０万 ０００円となっており、昨年のこ

の時期と比較しましても倍増となっております。

ふるさと納税制度は、ふるさとを応援したい、ふ

るさとに貢献したいという寄附者の思いを具現化

するため、平成２０年度に制度化されました。し

かしながら、近年は自治体間の競争が激化し、高

額商品などを返礼品とする自治体が増加したこと

から、総務省は本年４月１日付で返礼品の価格を

寄附額の３割以下に抑制すること、資産性の高い

高額商品を返礼品としないことなどが明記された

通知を出しました。また、ふるさと納税の健全な

発展を目指す自治体連合が設立されるなど、ふる

さと納税制度を見直す動きが出てきております。

当市の返礼品は、農産物が中心となっており、毎

年度記念品贈呈業務の委託先と記念品の選定につ

いても協議を行っておりますので、今後も総務省

通達に沿った価格の設定や新たな返礼品の発掘な

どに努めてまいりたいと考えております。

続きまして、大項目２、 ０００年に１度の天

塩川水系の氾濫から、小項目１、想定外の豪雨に

よる洪水浸水対策、避難対策についての現今の課

題分析と今後の対応、対策についてお答え申し上

げます。全国的な水害では、平成２０年、愛知県

岡崎市、平成２４年、大阪府寝屋川市で時間雨量

１００ミリを超える豪雨による大規模な内水被害

が発生するなど、全国的に降雨量の増加傾向にあ

り、またゲリラ豪雨による水害が頻発する状況と

なり、平成２７年の水防法の改正が行われました。

また、平成２７年の関東・東北豪雨では線状降水

帯による茨城県常総市などにおける大河川の氾濫

による大きな水害被害が発生したところです。

これらを踏まえ、昨年１０月３１日、国は北海

道における浸水想定の基礎である昭和５６年に石

狩地方に大きな被害をもたらした５６水害の降雨、
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１００分の１確率で起きるとされる浸水想定から

０００分の１確率で実現象として起こり得るも

のとして、最大規模の降雨による浸水想定を新た

に公表したところです。想定最大規模の降雨によ

る浸水想定は、北海道におけるこれまでの想定の

基礎、５６水害の降雨と比較すると天塩川でこれ

までの雨量２２４ミリに対して ５倍の３４３ミ

リ、名寄川で雨量２４４ミリに対し ７倍の４２

４ミリとして設定されたところです。 ０００年

に１度程度の確率とされていますが、昨年の８月

の台風１０号では南富良野町の浸水被害があった

空知川上流における総雨量は５００ミリを超える

ものであり、名寄市の想定最大規模の降雨を超え

た雨量が既に上川管内において記録されている状

況があります。また、想定最大規模の降雨による

浸水想定のほか、氾濫流や浸水継続時間について

もあわせて公表されたところです。これまでの浸

水想定と想定最大規模の降雨による浸水想定の違

いでは、名寄市内において浸水区域が広がってい

るほか、浸水の深い地区の拡大が確認できる内容

になっています。これらを踏まえた今後の対応、

対策の課題に対して平成２８年から始まった水防

災意識社会再構築ビジョンにおいて５年間の取り

組みを進めていくことになります。

また、先月１９日公布の水防法の一部改正につ

いて施行が６月１９日に予定されていることから、

法の一部改正の趣旨である逃げおくれゼロを目指

す取り組みのほか、社会基盤の早期復旧等を目標

に避難対策を推進することが求められております。

これを踏まえ、本年７月１９日に実施予定の名寄

市防災訓練ＦＩＧ―ａなよろ、課題を見つける避

難訓練では、浸水の深い地区を対象に避難訓練を

複数年継続して実施することとして、避難に関す

る課題を確認するほか、想定最大規模の降雨によ

る認識及び新たな浸水想定の理解を深めようとい

う新たな試みを行うものであります。

浸水想定の周知では、国土交通省旭川開発建設

部がホームページから公表を実施しているところ

ですが、本市は水防法第１５条に基づくその他必

要な措置として、本訓練での水深想定の周知を図

り、天塩川流域では先行して課題に取り組む準備

を行っているところであります。これまで洪水を

想定した広範囲の避難訓練につきましては各地に

おいてほとんど実施されていないと聞いており、

今後天塩川上流を主眼に避難対策の一つの形を示

すことができるよう関係機関とともに準備を進め

ているところであります。

次に、大項目４、市民の声から、小項目３、隣

国の脅威からの頻繁な飛翔体発射に伴う不安につ

いて申し上げます。国からの情報及びマスコミ報

道では、本年６月８日、隣国からのミサイル発射

の情報を含め、ことしに入ってミサイル発射に関

する情報は１０回目となりました。ミサイル発射

等の国民の保護に関する情報は、世界的なテロの

情報を含めて名寄市民だけではなく、国民全体を

不安にさせる事態になっています。万が一事態が

発生した場合は、各個人個人がみずから身を守る

ために必要な情報が大変重要になります。武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律第８条に基づく国から配信される警報等の

情報については、テレビから確認できるほか、ス

マートフォンや携帯電話の緊急速報メールを利用

した緊急情報を受信するための周知、啓発を市の

ホームページで行うほか、市広報７月号において

弾道ミサイルの落下時の行動に関する注意事項等

について掲載することを予定しております。

また、市庁舎にはＪアラート及びエムネットが

配備されており、国からの情報、警報を受信する

ことが可能になっています。市では、ミサイル発

射に関する情報を頻繁に住民に提供することによ

り、住民の不安を過剰にあおらないように国の指

示に基づき適時適切な対応を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目１の小項目２、広域観光振興から、①、松浦武
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四郎生誕と北海道命名にかかわる天塩川流域の観

光振興について申し上げます。

北海道の命名者である松浦武四郎が平成３０年

に生誕２００年を迎えます。松浦武四郎は、６度

にわたる北海道探索の中で、天塩川流域も踏査し、

その足跡をしるした案内板などが本市を含めた天

塩川流域各地に現在も残されております。天塩川

周辺地域の連携事業として、周辺１１自治体から

構成され、本市が事務局を担っておりますテッシ

・オ・ペッ賑わい創出協議会では、これまで松浦

武四郎に関するさまざまな事業を実施しており、

今年度においては平成３０年度の北海道命名１５

０年に係る記念事業の開催に向けて連携事業及び

準備作業を行う予定でおります。

まず、連携事業につきましては、天塩川周辺１

１市町村による松浦武四郎展の巡回展示、８月に

は松浦武四郎フォーラムの開催、また例年開催し

ている天塩川フォーラムの開催、武四郎まつりへ

の参加など生誕２００年へ向けた準備の年と位置

づけ、地域住民の皆様にも松浦武四郎を知るきっ

かけづくりをしてまいります。記念事業に向けた

準備作業としては、記念式典の開催、武四郎生誕

の地である三重県松阪市へのツアー、武四郎にか

かわる絵本の制作などのさまざまなアイデアが現

在出されていることから、構成自治体の担当者、

教育関係者、地域おこし協力隊、関係団体などに

よるワーキンググループを設置させていただき、

記念事業の詳細について協議してまいります。

なお、本協議会が実施する予定の記念事業につ

きましては、北海道みらい事業への登録を予定し

ております。

また、構成の各自治体や団体において木碑の整

備やカヌーのスペシャル大会などの記念事業も企

画しており、本協議会ではそれらの事業と連携し、

地域全体で事業を推進し、地域の歴史、魅力の再

認識、交流人口の拡大につながるような取り組み

となるよう検討してまいりたいと思います。

次に、小項目２の②の要望に沿う観光財産の積

極的な情報開示について申し上げます。本市の観

光につきましては、平成２３年度に名寄市観光振

興計画を策定し、具体的な戦略事業を定め、翌年

度からさまざまな取り組みを実施してきました。

本計画の初年度である平成２４年度の訪日外国人

数は、全国で８３６万人とその数は諸外国に比べ

少なく、本計画においても外国人観光客に対する

事業は具体的な取り組みとしてではなく検討すべ

き事業として掲載されておりました。しかしなが

ら、格安航空券の路線拡大、航空運賃の低下、ビ

ザ発給要件の緩和、消費税免税制度の拡充などに

より急激に訪日外国人数が増加し、平成２８年度

には ４０３万人となり、２０２０年には ００

０万人を目標としております。

そのような状況の中、昨年度新たに名寄市総合

計画第２次が策定されるに当たり、名寄市観光振

興計画については上位計画を補完する具体的な施

策として時代の変化に対応するべく、戦略事業の

内容について一部見直しを行い、計画の目標値に

ついても外国人宿泊延べ数を加えさせていただき

ました。本市を訪れている外国人宿泊延べ数は、

平成２６年度の１６３泊に対し平成２８年度は４

１７泊と約 ５倍と増加しており、平成３３年度

には ６３５泊を目標としております。これまで

インバウンドにかかわる取り組みとして、平成２

７年度に英語、中国語として簡体字の観光パンフ

レットの整備を行い、訪日外国人が多く訪れる旭

川空港やＪＲ札幌駅内の観光案内所などへ設置し

ております。また、情報提供として、なよろ観光

まちづくり協会のホームページでは、英語、中国

語、韓国語などに対応した見る、遊ぶ、買う、泊

まる、イベントなど情報提供を行っております。

しかしながら、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備、施設への

案内表記、多言語表記が不十分であったり、訳語

の不統一など課題となる点も多くあります。今後

は、民間事業者、観光関係組織、住民と連携、協

働した地域ぐるみで課題を解決していき、外国人

観光客にとってわかりやすい地域となるような取
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り組みを進めてまいりたいと考えております。

次に、大項目４の小項目２、大型店の元旦営業

から、現況の課題と今後の対応について申し上げ

ます。本市においても大型店、小売店舗やコンビ

ニエンスストアを初めとする小売業、飲食業、娯

楽施設などのサービス業では元旦に営業する店舗

がございますが、市民のライフスタイルの変化か

らそのニーズに応える形での現在の状況であると

認識しております。そうした形態が抱える課題と

して、人材確保が困難な中、長時間労働等労働者

への負担の増加やそれに伴った営業効率の低下、

また若い労働者の確保の障害となるなど、労働者、

使用者ともに大きな負担を受けながらの状況であ

ると考えております。都市部の大手百貨店でも不

況時代に始めた元旦営業を見直し、初売りなどを

３日とするなど以前の営業に戻す店舗も出てきて

おり、こうした動きは人材確保や営業効率を高め

る観点で全国的に広がりつつあると考えておりま

す。特に人材確保という観点では、労働人口が減

少していく中で、元旦営業に限らず長時間労働の

是正は大きなキーワードとなってくるとも考えて

おります。本市として元旦休業を積極的に推進す

ることは困難と考えておりますが、企業の取り組

みや労働市場を注視しながら、こうした問題に対

し商工団体等と意見交換を行うなど、これからの

働き方について考えてまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私の

ほうから大項目３、名寄市の医療、福祉等施策に

関して、小項目１、進行する長寿化社会に対応し

た施策から、①として介護職員の育成、養成の現

状課題と今後の抜本的対策についてをお答えいた

します。

名寄市が設置し、名寄市社会福祉事業団が運営

を行う２つの特別養護老人ホームにおいて、職員

の不足から定員を充足できない状態が続いており、

議会、市民の皆様には大変な御心配と御不便をお

かけしておりましたが、清峰園において一定の職

員確保が可能になったことから、７月から閉鎖中

の入所定員１０名のユニットの運用を開始し、今

後ユニットに職員を配置していくとともに、入所

されておられます利用者の居室変更を行った後、

新規の利用者をお受けし、７月２４日には満床と

する予定で、現在待機されている方々の確認、調

整を行っているところです。入所予定者のうち、

在宅でお待ちの方が７名で、それ以外は病院や他

の高齢者施設にいらっしゃる方となっております。

次に、事業団で実施しておりますさまざまな取

り組みについてですが、持続可能な介護職員の育

成、養成ではこの間市内の中高生の職業体験の受

け入れを積極的に行い、介護職員から施設の説明

はもとより介護に携わる中で得られる喜びや充実

感、達成感などを伝えることにより、将来介護職

員を目指してもらえるきっかけづりに努めている

ところです。あわせて将来の介護職員の定着に向

けた取り組みとして、介護職員による出身学校へ

の介護職場の状況報告会の学校事業に協力し、職

員の派遣を実施しております。また、介護福祉士

養成校の受け入れも毎年行っており、当施設で実

習を行った学生が就職につながった職員もおり、

今後も継続して受け入れに努め、当施設を選択し

てもらえる取り組みを行うこととしております。

今年度は、７月２日に予定されておりますふれ

あい広場２０１７において、かねてより両施設に

おいて取り組んでおります看取りについての発表

を特別養護老人ホームのブースを設けて行ってい

く予定としております。来場された皆さんに施設

での取り組みを知っていただくとともに、関心を

持っていただくことで将来の職員確保の一つにな

ればと考えているところです。

次に、現在就業中の介護職員に対する定着の取

り組みでは、昨年度より新規採用職員研修を法人

全体で実施するとともに、新規採用者にケアのス

キルの進捗状況を本人と上司がお互いで確認し、
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必要に応じて指導していくケアポイントチェック

シートを今年度より実施し、新人がつまずいて悩

んでいないかの確認を始めております。また、新

人職員以外にも職員面接を実施しておりましたが、

今年度より全ての特別養護老人ホームで実施して

いくこととなっております。

介護職員確保の取り組みでは、事業団のホーム

ページを通じた情報提供や高校生を対象としたハ

ローワーク主催の企業説明会への参加による法人

のＰＲなどを実施しているほか、大学、専門学校、

高校への訪問等による各学校の就職担当者との連

携やハローワーク、新聞広告等の活用を通じて臨

時職員募集を行ってきております。無資格の方の

雇用を図る取り組みとして、これまで準職員につ

いては介護職員初任者研修の資格取得者という条

件のもとで募集をしておりましたが、無資格の方

についても応募が可能となるよう改め、介護の仕

事に意欲のある方が積極的に応募していただける

よう取り組んでいるほか、ハローワークに登録し

ている方でハローワーク名寄管轄内に居住してい

る方に対してダイレクトメールで新たに事業団で

の募集内容について通知を行っていただくなど、

人材確保に努めております。

今年度の取り組みといたしまして、名寄駐屯地

内にあります援護センターの御協力のもと、定年

退官や任期制退官により退職される自衛官の方々

に対して事業団の介護職員募集の求人票を紹介し

ていただくよう依頼しているほか、職員募集に当

たり従来とは異なる媒体による広告掲載を通じて

より広く情報周知を行い、人材確保を図ることを

目的として、旭川市内と近郊自治体に配布される

フリーペーパー２紙、合わせて発行部数約３６万

部にカラーの求人広告を掲載するなどこれまで行

っていなかった新たな取り組みも実施しており、

今後も引き続き介護職の担い手不足解消に努めて

いくこととしております。

最後に、名寄市内介護保険事業所の介護職員不

足対策として、平成２９年１月から開始しました

介護職員初任者研修受講費用等助成事業の状況に

つきましては、本年３月に上川北部地域人材開発

センターにおいて開催されました介護職員初任者

研修を受講された方のうち７人が事業の対象者と

なり、市内の介護保険事業所に介護職員として勤

務されることとなりました。また、資格保持者に

対する就職支度金助成につきましては、今年度に

入り４名の方から申請を受け付け、就職支度金の

支給をしております。これらの助成制度は、介護

職員確保緊急対策事業として３年間の時限つきと

なっておりますが、制度の周知を図り、できる限

り多くの介護職員の確保につなげてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目４

の小項目１、エアゾール缶等の投棄からについて

答弁をさせていただきます。

名寄市における家庭から排出されるカセットボ

ンベやスプレー缶等の排出時のルールにつきまし

ては、使い終わった後中身を全て出し切った上で、

缶に穴をあけてガスを抜き、埋め立てごみとして

出していただいております。市民への周知につき

ましては、ごみ分別ガイドブックでお知らせをし

ているほか、産業まつり会場に出展をし、その際

ごみ減量化に向けた周知活動としてスプレー缶用

のガス抜き器の無料配布などに取り組んでおりま

す。御指摘をいただきましたスプレー缶等に穴を

あける作業につきましては、高齢者にとっては危

険な作業とされておりまして、道内においても平

成２６年、平成２７年に穴あけ作業に起因する死

亡火災の発生が相次いだことがきっかけで、穴あ

け不要に切りかえる自治体がありました。平成２

７年度当時の調査結果では、穴あけ不要としてい

る自治体は全道３５市中１０市でありましたが、

本年の調査では１１市が穴あけ不要に切りかわっ

おりまして、都合２１市となっているのが現状で

ございます。

今後の考え方といたしましては、スプレー缶等
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の穴あけ不要の排出に向けた収集処理体制を整備

をすることで、１つには家庭からの排出、収集運

搬、最終処分場埋立処理、それぞれの場面におい

て火災発生等の危険防止につながります。また、

一方では、穴あけ不要に切りかえることで新たに

人件費など処理経費が増額になることが見込まれ

ます。さらには、名寄市内淵一般廃棄物最終処分

場は来年４月に広域化をされ、名寄地区衛生施設

事務組合が管理運営をすることになりますが、さ

まざまな要素を含めて穴あけ不要で収集をした場

合、収集後の穴あけ処理の体制を整える必要性に

ついても構成市町村とスプレー缶等の取り扱いに

ついて課題提起をした中で、広域での協議を進め

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

市民の声から、そちらのほうへお聞きをしてまい

りたいと思います。

ただいま三島部長のほうからエアゾール缶の投

棄前の処理についての御答弁をいただきました。

それによると、結論でいきますとなかなか難しい

段階にはあるのだけれども、今後広域での取り組

みの中で穴あけ不要の缶の回収で取り組んでいき

たいというようなニュアンスでお話をされたかな

というふうにお聞きをいたしました。ただ、現実

は超高齢社会で、たしか名寄市は３ １％の高齢

化率ですけれども、そういった中で高齢者あるい

は女性の方が堅牢にできているガスボンベを穴あ

ける作業を拝見していますと大変難儀をしている

と。足で挟んだり、膝で挟んだりして、そこにく

ぎを金づちで打ち込むというめっぽう荒っぽい穴

あけ方をしているなという現実を見ております。

何としてもそうした事故につながるような穴あけ

作業ではなしに、もっと簡易に穴あけができるよ

うな工具なり、そういったものがあるのであれば

ぜひ周知方を徹底して、いずれ穴あけ不要の回収

に結びつくまでそうした啓蒙、啓発活動が必要だ

ろうと思いますが、この点についてお聞きをした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 名寄市におきまして、

先ほど御答弁申し上げたのですが、２６年、２７

年、それぞれ札幌市内のほうで火災、死亡事故が

あったということで、対応を検討した経過がござ

いまして、その際に２８年３月開催の名寄市廃棄

物減量等推進審議会、この中で火災の事例があっ

たということで協議をさせていただいた経過がご

ざいます。その中では、穴あけなしで収集した場

合、収集体制の変更ですとか、収集後穴あけ処理

をするのに経費がかかってくるということで、市

民の皆様にこれまで同様御協力をお願いしながら

ということで御意見いただいて、現状維持という

ような結論が出た経過がございますが、ただ議員

から今御指摘をいただいたのですけれども、やは

り危険であるという部分はかなり大きいと思いま

すので、１つには収集車両、先ほども申し上げた

のですが、収集車両は例えば年に何回か火災があ

ったりもしております。あと、過去に最終処分場

における火災も発生している事実もございますの

で、それらの要素をさまざま含めまして、収集方

法を変更することが可能なのかどうかということ

で、経費の問題も含めて３０年４月には広域の処

分場に移行するということもありますので、広域

の中でその方向で検討したいというふうに考えて

おります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、大型店の

ほうもちょっとお聞きをしてまいりたいと思いま

す。

先ほど水間室長のほうからお話がございました。

ただ、水間室長のほうで押さえている実態と私ど

ものほうで押さえている実態でちょっとずれがあ

ろうかなと思うのですが、１０年を迎えた大型店
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というのはかつてのバブル期の成長期にあったよ

うなときの売れ売れどんどんではなくて、今お正

月の元旦で売れるものは福袋の交換とせいぜいお

正月用品のお酒、お刺身、そういったものしか売

れないのだと。つまり元旦というのは通常の日曜

日よりも売り上げが立たないというところなのだ

そうです、正直言うと。そういった中でよそ様が

やっているから、私どもの店で先陣を切ってなか

なか元旦休業というようにはいかないと、競合店

の兼ね合いということもあって。だから、一度ど

こかで立て行司を立てていただいて、先ほど申し

上げたような働き方改革という名のもとに従業員

の福利厚生、あるいは関連する業者さん、卸業者

さん、あるいは周辺の自営業者の皆さん、そうい

った中で話し合いを持って、名寄市においては元

旦営業を改め、元旦休業ということで従業員なり

周辺企業の皆さんの福利厚生に役立てていくこと

も弾みとしては十分あり得るので、ぜひお声を立

てていただければと。これは、某大型店からのお

話があるのですけれども、ぜひ行司役を立ててい

ただいて、何とか元旦休業に向けてのお声を発し

ていただきたいと思います。再度お聞きをしたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した元旦休業の関係なのですけれども、先ほども

答弁させていただきましたけれども、元旦の営業

している事業所はさまざまな事業所があります。

今回いろいろ大石議員から御提案いただいた部分

につきましては、私どもも全体の市の実態も含め

て、ちょっと情報不足という捉え方も、情報がき

ちっと得られていない部分もありますので、これ

らの部分については行政が主というよりは地域の

関係団体も含めて全体で考えるべき課題だと認識

しておりますので、今回御提案いただいた部分に

ついては関係団体と協議する場のときに御検討さ

せていただきたいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、隣国の脅

威につきましてお話を申し上げたいのですが、い

ろいろお聞きもしたいのですが、ただ結論でちょ

っと申し上げていきたいなと思うのですが、昨年

から２０発ぐらいミサイルが発射されていると。

一部は排他的経済水域まで落ちている。すぐこち

ら側、国土のほうはもう領海に入ってくるという

ような配置になっていますけれども、名寄はたま

たま非核平和都市宣言をやっているということが

ございます。これはるる書いてあるのですけれど

も、市民の皆さんもさきの大戦で大変な思いをし

たというような方々の中から、一時期は大国と大

国の空母が北の国まで接近をしてかなり緊張感が

高まっていたなんていうところもあって、非常に

肝を冷やしたと。その割には、意外と今回の行政

報告を拝見しても特段非核平和都市宣言に向けて

の名寄市として抗議声明のようなニュアンスを含

んだ文言がないなというようなお話もございまし

たので、非核平和都市宣言を行っている名寄市と

して、この北の脅威に対する記述があってもいい

のではないかという市民からの声に応えて今回質

問させていただいたのですが、この点については

いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 非核平和都市宣言を

している名寄市として、行政報告なりの記述がな

いということでございますが、なかなか道内を見

ましてもそれぞれの自治体で行政報告の中で取り

上げているという自治体はないのかなというふう

に思ってございます。私どもとしましては、先ほ

ども少し言いましたが、余り過剰に反応するとい

うことについては逆に市民の皆さんに不安感を与

えるのかなというふうに思ってございます。全国

的に見れば、自治体の中で今回のミサイル問題で

都道府県なりと共同でいろいろ避難行動とかやっ

ている自治体もあるやに聞いてございますが、そ

のこと自体が本当に市民の皆さんの安心、安全と
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いうものを確保できているのかというところにつ

いては、実際に議会の中でも少し問題として取り

上げられているというような、避難訓練をやった

自治体の中の議会でも本当に市民の安全、安心と

いうところで行動だったのかなというようなこと

もございます。必ずしも今回の問題を捉えて非核

宣言都市ということについて私どもとして今後取

り組まないということでは決してございませんの

で、もう少し近隣あるいは全国的な状況も見させ

ていただいて、取り組みを進めてまいりたいとい

うふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ありがとうございま

す。

続いて、介護職員の育成、養成の現状と今後の

対策について再質問を行いたいと思います。先ほ

ど廣嶋室長からるるお話を聞いて、いろいろ人材

募集をやっているのだと、活動もやっているのだ

という、本当に頭が下がるなというふうに思って

聞いておりました。これだけ危機感を持ってやっ

ている自治体というのはそうそうないだろうと。

全国的に介護職員が不足叫ばれているのですけれ

ども、危機感を持って取り組んでいる自治体とい

うのは意外と多いようで少ないのかななんていう

ふうに私自身いろんな文献見たりしていて、危機

感が希薄だなというところがありました。ただ、

名寄市の取り組みは、それが現実として功を奏し

ているかどうかは別ですよ。別なのですけれども、

取り組みとして行動としてあらわれているのは十

分承知をいたしました。

その中でちょっと一、二点お聞きをしてまいり

たいなと思うのですが、この管内には剣淵町と今

具体的な自治体名出してしまいましたけれども、

町立高校があるのです。福祉系の高校が、生活福

祉系という、学部ではないのでしょうけれども、

あるのです。そこに入っていくのと、もう一つ、

同じく公立で栗山町にも専門学校がある。調べて

みたら、この２つは学費あるいはそういったもの

も含めて極めて低額に抑えられていると。いずれ

も公立だということもあるのでしょう。そこに名

寄市でやっている介護人材確保緊急対策事業ある

いは高校生を対象にした名寄市高校生資格取得支

援事業と。いろいろあるのですけれども、こうい

ったものをちょっと条件が厳しいなというところ

もあるので、もちろん金額的にも低いというのも

ありますけれども、何とか中学生は剣淵町で、生

活の進学を許す状況にないというような御家庭の

お子様たちを対象に返還義務のないような奨学金、

それを３年なり４年なり貸与して、卒業していた

だいた暁には名寄市のそうした特養施設にお勤め

いただく。あるいは、栗山町にしても極めて安価

に抑えられているものがありますから、名寄市に

ある制度のほうを拡充をして、なかなか名寄市内

に通う高校生だけとか名寄市内の高校だけという

ような条件がありますので、こういった条件を見

直していただいた上で２０２５年、今の団塊の世

代が７５歳以上を迎えるというとんでもない数字

になってきますので、そうした事態に備えた介護

人材の育成、養成がここは避けて通れない待った

なしの問題だろうと思いますので、ぜひともくど

くは申しませんけれども、関係部署と十分に協議

の上で、何とか生活実態から進学、就学が困難だ

という生徒さんや学童の皆さんに門戸を開いて、

説明会でも何でもいいのです。ぜひ就学をしてい

ただいて、将来の介護人材として役立っていただ

くという考えはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員のほうから再質問いただいた件でございますけ

れども、実は今回この関係で、昨年事業団のほう

で道内の介護福祉士の養成施設のほうに、施設の

修学資金の貸し付けの関係どうなっているかとい

うことで訪問して調査をしたということで、その

結果では一応３１の社会福祉法人と３つの自治体
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で修学資金の基金の貸し付けを行っていたという

ようなことが把握できたということで、この３つ

の自治体につきましても一町村一施設というよう

な規模の状況だというふうにお聞きしております。

名寄市設置の介護保険施設、今現在指定管理制度

によりまして名寄市社会福祉事業団に運営のほう

を委託しておりますけれども、この事業団につき

ましては市として全額出資しているということと、

また名寄市だけで、名寄市設置のみの施設への助

成というのはなかなか難しいのかなというふうに

思っております。議員のほうからありましたとお

り、就学の援助ということでは今後市全体として

も検討していかなければならないということだと

思いますけれども、特に今年度、ことしの５月に

市内の介護保険の事業所に呼びかけまして、情報

共有ですとか横の連携を図る目的で名寄市介護サ

ービス事業者連絡協議会を立ち上げまして、これ

からそれぞれ各市内の事業所ともいろんな課題に

ついて調査研究をしていくという状況になってお

りまして、その中で今議員おっしゃられた分も含

めて調査、議論を進めていきたいというふうに考

えておりますので、またそれも含めて今後研究し

ていくという形しか今お答えできませんけれども、

進めていきたいなというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） わかりました。何と

か行動を起こしていただければと思います。

あと、介護職員の人材というのは育成、養成と

も時間も費用もかかるだろうと思うのですけれど

も、名寄市における潜在介護福祉士という実態は

捉えていないというふうにはお聞きはしているの

ですけれども、捉えていないで終わらせるのでは

なくて、福祉の分野では唯一の国家資格ですから、

こういった優位な資格をお持ちの方を把握できな

いで済ませることなく、何とか実態を把握するこ

とで施設の新人の教育のときに手すきになった代

替職員として、あるいは緊急時のヘルプとしてお

願いをする、そういう人材確保の道を探るために

も、こういう潜在介護福祉士の調査をやるべきだ

ろうと私は思うのですが、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員おっしゃられました潜在介護福祉士の関係でご

ざいますけれども、今回社会福祉法の改正により

ましてことしの４月から介護福祉士の資格を持っ

ている方がやめられたときに、福祉人材センター

ということで、これ道の社会福祉協議会が設置を

しておりますけれども、そこに届け出することが

努力義務というふうになりまして、そちらに届け

出登録することで介護にかかわる情報ですとか研

修、それからスキル向上等のサポートですとか就

業場所への紹介というようなこともされ出したと

いうことで聞いております。北海道でもそういっ

た事業で潜在的介護職員等活用推進事業というこ

とも行っておりまして、それも含めて当然もう取

り組みを進めているところでございます。

事業団内におきましては、潜在介護福祉士とい

うことではないのですけれども、御家庭の事情で

一度退職した方を短時間のパートとして本人の希

望に応じて働いていただいている方が法人全体で

３名いらっしゃっておりまして、定年退職後にも

法人からお声がけをしているということで、さら

に再雇用で現在２名の方が勤務されております。

今後パート勤務している方につきましては、家庭

の事情が許せば常勤として働いていただくという

ような方法もありますので、こういったことも含

めて細かな対応をしていくということを事業団の

ほうからお聞きしておりますので、そういうこと

も含めた取り組みを進めていきたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 最後になろうかと思

いますが、松浦武四郎で１点だけお聞きをしたい

と思います。



－76－

平成２９年６月２１日（水曜日）第２回６月定例会・第２号

ちょうど１年前に同じような質問をしているの

ですけれども、そのとき水間室長のほうから松浦

武四郎の生涯をドラマ化したいと。これは多分加

藤市長の思いをそのまま口にしたのだなというふ

うに記憶をしているのですが、そのとき大変上か

ら目線で物を申し上げたなと思うのですけれども、

加藤市長の思いはいいと。思いはいいのだけれど

も、担当部署として同じように異口同音にドラマ

化したいではなくて、ではドラマ化するためには

どうしたらいいのだろうかというのを考えるのが

担当部署ではないですかというようにお聞きをし

たような記憶が私にはございます。その間１年が

経過し、さらにメモリアルイヤーを迎える来年ま

でもう一年ありますから、松浦武四郎の生涯をド

ラマ化するという点についてはどのような取り組

みになっているか、経過だけお教えください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 松浦武四郎の生

涯をあらわしたドラマにつきましては、三重県の

松阪市と三重県も含めてＮＨＫとか、いろんなと

ころにお願い、要請活動はさせていただいており

ます。また、私どものほうもＮＨＫに限らず民放

の放送会社のほうにもお願いというか、要請をし

ているということで、まだ現状としてはそういっ

たことの方向で動くという回答はいただいていな

いのですけれども、要請はしております。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

認知症対策について外１件を、川口京二議員。

〇４番（川口京二議員） 議長の御指名をいただ

きましたので、さきの通告に従い大項目で２点質

問をいたします。

大項目１点目は、認知症対策について質問をい

たします。我が国における認知症の方の数は、２

０１２年で約４６２万人、６５歳以上高齢者の約

７人に１人と推定されています。正常と認知症と

の中間の状態の軽度認知障がいと推計される４０

０万人と合わせると６５歳以上高齢者の４人に１

人が認知症あるいはその予備群とも言われていま

す。認知症は、２０２５年には約７００万人、６

５歳以上の高齢者の約５人に１人に達することが

見込まれています。今や認知症は誰でもがかかわ

る可能性のある身近な病気です。小項目１点目は、

名寄市の認知症の方の現状と今後の推移をどのよ

うに想定しているのか伺います。

また、若年性認知症の方は全国で約４万人いる

と言われています。就労や生活費、子供の教育費

等の経済的な問題が大きく、介護者が配偶者の場

合が多く、時に本人や配偶者の親族と重なって複

数介護になる等の特徴があり、居場所づくりや就

労や社会参加支援等のさまざまな分野における支

援が必要と思います。小項目２点目は、名寄市に

おける若年性認知症の方の現状と支援施策につい

て伺います。

２０１２年には、認知症５カ年計画、オレンジ

プランが公表されました。また、２０１７年には

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年、平成

３７年を見据えて認知症の方の意思が尊重され、

できる限り住みなれた地域のよい環境で自分らし

く暮らし続けることができる社会の実現を目指し、

新たに認知症施策推進総合戦略、認知症高齢者等

にやさしい地域づくりに向けて、新オレンジプラ

ンが関係１１府省庁と共同で策定されました。小

項目３点目は、その中から３点質問いたします。

新オレンジプランでは、認知症サポーターの人

数が２９年度末全国で８００万人と目標値が示さ

れていましたが、既に当初目標を超える８８０万

人に到達しており、先週末、６月１７日に ２０

０万人に目標を修正いたしました。１点目は、名

寄市のサポーターの現状とサポーターを養成する
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ための養成講座の現状について伺います。

医療、介護の専門職が家族の相談等により認知

症が疑われる方や認知症の方及びその家族を訪問

し、必要な医療や介護の導入、調整や家族支援な

どの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立支

援のサポートを行う認知症初期集中支援チームを

２０１８年度から設置するよう示されていますが、

２点目はその進捗状況を伺います。

認知症の方やその家族、地域住民、介護や福祉

などの専門家などが気軽に集い、情報交換や相談、

認知症の予防や症状の改善を目指した活動のでき

る場として、認知症カフェを２０１８年度から全

ての市町村で地域の実情において実施することと

示されていますが、３点目はその計画について伺

います。

小項目４点目は、認知症介護施設について伺い

ます。名寄市には、特別養護老人ホームやグルー

プホーム、介護老人保健施設等がありますが、施

設整備の状況を伺います。

また、８５歳以上になると４０％以上が認知症

になると言われています。現在名寄市の８５歳以

上の方は ５００名ぐらいいらっしゃるので、４

００名ぐらいは認知症でもおかしくないと思いま

す。今後超高齢化社会が進む中、今まで以上の認

知症を支援する施設への入居が望まれると思いま

すが、今後の施設整備の方針を伺います。

大項目２点目は、街路樹の整備について伺いま

す。街路樹には、景観向上、生活環境保全、大気

浄化、交通騒音低減等、生活環境保全、自然環境

保全、地球温暖化緩和、緑陰形成、交通安全、遮

光、視線誘導等自然環境保全、防災等の機能を有

し、これらの課題に応えていく上で重要な手段と

考えます。名寄市には、さまざまな樹種やさまざ

まな箇所に植樹をされていますが、小項目１点目

は名寄市における街路樹の経緯と現状について伺

います。

また、さまざまな樹種が植栽されていますが、

小項目２点目は樹種選定の基準について伺います。

小項目３点目は、道路緑化の基本的考え方につ

いて伺います。

４点目は、整備の状況と今後の計画について伺

います。

街路樹には、さまざまな効果があるとともに相

反してさまざまな問題点もあります。５点目は、

現状の問題点と課題について伺います。

以上、壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） ただ

いま川口議員から大項目２点にわたり御質問がご

ざいました。大項目１は私から、大項目２は建設

水道部長からそれぞれ答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、大項目１、認知症対策について、小

項目１、認知症の現状と今後の推移についてお答

えいたします。現在名寄市において実際に認知症

の診断を受けている患者数は把握できませんが、

認知症の診断の有無にかかわらず、認知症度合い

の目安として認知症自立度があり、要介護、要支

援認定を受けている人の認知症自立度で把握して

いる状況について申し上げます。平成２９年５月

末の要介護、要支援認定者が ６６０人、そのう

ち認知症の自立度がⅡ以上の人数は９４９人でし

た。平成２９年５月末の６５歳以上の人口が ８

２４人ですので、そのうち認知症自立度がⅡ以上

の人の割合はおよそ１１％で、昨年の５月末もほ

ぼ同じ割合となっております。このことから推計

すると、国立社会保障・人口問題研究所による地

域別将来推計人口で８年後の２０２５年の名寄市

の６５歳以上の人口が ６６９人と推計されてお

りますので、認知症自立度Ⅱ以上の人の人数は９

６０人程度になるのではないかと考えております。

次に、小項目２、若年性認知症の現状と支援施

策についてお答えいたします。名寄市における若

年性認知症の現状ということでございますが、現

在要介護認定を受けている方の中で２名程度おり、
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市内の介護施設等に入所されております。市とし

て若年性認知症に特化した支援策はございません

が、相談等があった場合には通常の認知症の方に

対する支援と同様の支援を行ってまいります。

次に、小項目３、認知症施策推進総合戦略、新

オレンジプランからということで、１番目の認知

症サポーターの現状と養成講座についてお答えい

たします。名寄市では、平成２０年度からキャラ

バン・メイトを養成し、各地区民生委員児童委員

や受講を希望する企業、団体に対し認知症サポー

ター養成講座を実施してまいりました。平成２５

年度までの６年間での養成講座開催累計回数は２

０回、キャラバン・メイトを含めた認知症サポー

ターの人数は４５７人でしたが、認知症地域支援

推進等の事業を開始しました平成２６年度から認

知症サポーター養成講座を強化し、地域包括支援

センターにキャラバン・メイトを７人増員、また

北星信用金庫のキャラバン・メイトにも御協力を

いただきまして、事業を実施してまいりました。

平成２６年から２８年度の３年間で開催回数５０

回、新たに ０５６人の方に認知症サポーターに

なっていただくことができ、この結果、累計で開

催回数７０回、認知症サポーター数は ５１３人

に達することができました。認知症サポーター養

成講座は、名寄郵便局、名寄警察署、金融機関、

町内会、市立大学、西小学校５年生、調剤薬局、

医薬品卸売業者、市職員研修などで開催してまい

りました。

次に、認知症初期集中支援チームの進捗状況に

ついてでございますが、名寄市では認知症初期集

中支援チームを配置する認知症初期集中支援推進

事業を平成３０年４月から開始することとしてお

り、今年度初期集中支援チーム員に認知症サポー

ト医を専門医として１名、チーム員として名寄市

立総合病院作業療法士１名、地域包括支援センタ

ー保健師１名を候補者として選出いたしました。

さらに、専門医を除くチーム員２名がことし７月

に開催されます国立研究開発法人国立長寿医療研

究センターが実施する認知症初期集中チーム員研

修を受講することになっておりまして、来年４月

から事業を開始できるよう体制の整備を図ってま

いります。事業の内容につきましては、国で示さ

れている地域支援事業実施要綱に基づきまして事

業を実施していく予定となっております。

続きまして、認知症カフェの計画についてでご

ざいます。名寄市では、認知症総合支援事業の一

つして認知症の人とその家族、地域住民として認

知症サポーターの会会員が、また専門職として認

知症専門の介護事業所と地域包括支援センター社

会福祉士と保健師が集い、認知症の人を支えるつ

ながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の

軽減等を図ることを目的に今年度認知症カフェを

開催します。これまで認知症を理解する研修や認

知症対応型の施設見学などの活動を行うなど、認

知症サポーターの会を４回開催し、さまざまなグ

ループ討議の中で認知症カフェの検討を重ねてき

ました。その中で認知症サポーターの会の会員が

予想以上の人数の方に認知症カフェのウエーター

やウエートレスなどでお手伝いいただけるとのこ

とでしたので、今月、６月２５日日曜日と来月、

７月９日日曜日に模擬認知症カフェを開催するこ

ととなりました。その後は、月１回認知症カフェ

を開催していく予定となっております。

次に、小項目４、認知症介護施設について、施

設整備の状況についてをお答えいたします。市内

には、特別養護老人ホームが２カ所、介護老人保

健施設が１カ所、認知症グループホームについて

は３カ所整備されており、入所定員は６カ所合わ

せまして３３４人となっております。また、介護

つきのケアハウスや有料老人ホームなども含めま

すと４６１人分の入所、居住系の施設が整備され

ております。今年度までを計画期間としておりま

す名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画におきましては、認知症高齢者の増加

が見込まれるため、定員１８人の認知症グループ

ホームの新設を計画し、平成２７年度末には市内
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業者への公募を開始いたしましたが、応募がない

状況のため、平成２８年度には市外の社会福祉法

人にまで対象拡大し、公募を続けました。しかし

ながら、参入業者があらわれず、現在のところ認

知症グループホームの新設に至っていない状況に

なっています。

次に、今後の施設整備の方針についてでござい

ますが、先ほど述べましたとおり認知症高齢者の

増加に対し、第６期高齢者保健医療福祉計画・介

護保険事業計画で計画しておりました認知症グル

ープホームの新設に至っていない現状から、次期

第７期計画におきましても認知症高齢者に対する

施策のより一層の充実が求められているものと考

えており、認知症対策の施設整備のみならず、住

みなれた地域で自分らしく暮らしていくための施

策について計画に登載していく必要性があると考

えております。

第７期計画につきましては、先日市長から名寄

市保健医療福祉推進協議会へ諮問を行い、同協議

会の専門部会であります保健医療部会と高齢者部

会の合同部会におきまして策定に係る議論を開始

したところです。今後現行の第６期計画の進捗状

況や市民アンケートの結果などの考察を行い、第

７期に必要なサービス等について検討していく状

況でありますので、認知症高齢者数の推移等を見

ながらニーズに対応できる計画策定に向けて議論

を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、街路樹の整備について、小項目１、経緯と

現状についてから５、問題点と課題についてまで

を関連がございますので、一括して申し上げます。

初めに、大項目２、小項目１、経緯と現状につ

いてでございますが、街路樹の整備は緑に潤いの

ある生活環境の向上を目的として市街地の幹線道

路において主に街路事業等の道路事業とあわせて

整備を進めてまいりました。昭和４０年代から街

路整備を行う際に植樹をしていることからも、経

過年数によっては老木となっている樹木もあり、

剪定や枝払いなどの維持管理の必要性を認識して

いるところであり、適宜対応している現状でござ

います。

次に、大項目２、小項目２、選定の基準につい

てでございますが、道路事業と一体として整備を

することから、道路空間の規模や地域特性、気象

条件、樹種の持つ生育特性、立地条件や維持管理

及び特色あるまちづくりを考慮した樹種であり、

樹齢の小さなものを大きく育てることを基本に計

画することとなっています。北海道に適応する樹

木の中から親しみやすく、季節感を感じる樹種と

いうことで、北海道において比較的多く街路樹と

して植えられ、花や実がなる様子や紅葉を楽しめ

るナナカマドやトチノキ、ハルニレ、ニセアカシ

ア、ドイツトウヒ等を植樹してまいりました。ま

た、街路整備とともに植樹をする際には地先の町

内会の方々の御意見を伺いながら樹種の選定をさ

せていただいております。

次に、大項目２、小項目３、道路緑化の基本的

な考え方についてでございますが、道路緑化には

視線誘導や遮光、車歩道の分離といった交通の安

全確保のみならず、騒音の緩和や大気の浄化を初

めとした環境保全、町並みの景観向上や快適性の

向上などさまざまな機能があり、通行する人や車

にも安らぎと潤いを与えるものと考えております

が、近年は落ち葉処理や除排雪事業の問題など、

市民から多くの課題が寄せられていることから、

さまざまな視点を持って総体的に調査検証する必

要がございます。今後におきましては、本市の緑

化事業を検討する中で事象や課題を明らかにし、

必要に応じて適宜関係各位に相談の上対応してま

いります。

次に、大項目２、小項目４、整備の状況と今後

の計画についてでございますが、平成２９年度現

在市道２５路線に中高木約 ０００本、モンタナ

ハイマツ等の低木約 ０００本を整備してまいり
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ました。最近の街路樹の整備状況については、平

成１９年度に大学前の北７丁目通でイチョウの木

を３６本、平成２１年度に東小学校に隣接する東

４条通でモンタナハイマツを６２本整備しており

ます。今後につきましては、近々において道路整

備計画とあわせた街路樹整備はありませんが、幹

線道路整備計画等にあわせて植樹を検討してまい

りますので、御理解いただきますようお願いいた

します。

大項目２、街路樹の整備についての小項目５、

問題と課題についてを申し上げます。街路樹は、

景観上の観点から市民に憩いと安らぎを与え、私

たちをなごませてくれるものである一方、現状街

路樹の整備後は長いもので４０年以上経過してい

る状態であり、寿命を迎える時期に差しかかって

いる樹木もございます。街路樹整備後は、景観や

自然環境の保全、生活環境の安定など効果も見ら

れ、市民からも好評を得ていたところでございま

すが、現在においては枯れた後の植えかえの検討

が必要なこと、秋には葉っぱが落ち道路清掃が必

要になること、樹木の清掃に地先の方などに実施

していただいておりますが、高齢化によりその実

施が難しくなってきていること、広範囲にわたり

剪定を定期的に実施しなければならないことなど

さまざまな課題が上げられているところです。今

後におきましては、安らぎを与えてくれる樹木の

維持管理や整備、一方でその対応方針についての

庁内議論や地先の方との調整、町内会との相談な

ど検討課題として考えられますので、関係各位に

御意見を伺いながら、本市全体として街路樹の整

備方針を調査研究してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 認知症対策について何

点か伺います。

新オレンジプランでは、認知症サポーター数が

全国で６００万人から８００万人に引き上げをさ

れ、さらに ２００万人に引き上げがされました

が、名寄市としての目標数はありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

現在名寄市では、２０２５年に向けましてこの

地域の実情に合いました地域包括ケアシステムの

構築を段階的に取り組みを進めている状況でござ

いますが、今般地域包括ケアシステム強化法にも

認知症に関する施策の総合的な推進についての取

り組みが求められております。名寄市では、２０

２５年までの認知症サポーター数の目標を人口の

約１割と考えております。したがいまして、目標

数は ８００人となり、現在 ５１３人でありま

すので、目標数まであと ３００人となります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） サポーターの人数をふ

やす取り組みとして、今後どのような取り組みを

お考えですか。私は、自衛隊にお願いしてはと思

っています。６５歳以上の高齢者の５人に１人が

認知症になると言われている今、既に他人事では

なくなってきています。市民全員が認知症の知識

を持ってほしいと願っています。自衛官は、なか

なか受講する機会がなく、であれば出向いていっ

て講座を開催できないものかと思っています。実

現すればサポーターがふえることになり、市や市

民にとっても安心感が生まれますし、市民と自衛

隊の関係が日本一と言われている名寄市ですが、

さらに信頼が増すものと思いますが、いかがでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言だと思いま

す。議員も自衛隊のＯＢとしての要職にもつかれ

ているということもありますし、議員のほうから

も、あるいは私の立場からもそうしたことが可能

なのかどうか、ぜひ働きかけというか、お話をし

てみたいと思いますので、どうぞお力添えよろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。
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〇４番（川口京二議員） 市長から前向きな答弁

をいただきました。ありがとうございます。ぜひ

実現に向けて私も努力をしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

私も数年前に養成講座を受講しましたが、活用

する場がなくて大分忘れてしまいました。復習を

兼ねて学習をする場やより上級な講座などを開催

する計画はありませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員から再質問ありました認知症サポーターの養成

講座の復習ですとか、それから上級講座の開催計

画ということで御質問いただきました。認知症サ

ポーター養成講座の復習につきましては、現在行

っております講座を複数繰り返して講座を受講し

ていただくことも可能でございますので、希望さ

れる場合につきましては先ほど言いましたとおり

毎年実施しております市民向けの講座等申し込み

いただいたり、参加いただければというふうに考

えております。

それから、上級講座としまして、今年度認知症

サポーターの会会員を対象に認知症サポータース

テップアップ講座というのも計画しております。

このステップアップ講座につきましては、今まで

開催したことがないということで、初めての開催

ということで、もう既に実施している市町村がご

ざいますけれども、そちらのほうの実施方法をお

聞きして状況を把握した上で名寄市での講座内容

を検討していく予定というふうになっております。

今年度の実施を踏まえまして、来年度以降のステ

ップアップ講座の実施をさらに検討してまいりた

いというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 誰もが認知症で生きる

可能性があり、誰もが介護者としてかかわる可能

性があり、身近な病気であることを社会全体とし

て理解する必要があると思います。認知症への理

解を深めるための普及や啓発はどのように行われ

ていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 認知

症への理解を深めるための普及ですとか啓発につ

いてはということでの御質問をいただきました。

これまでも議員から御質問いただきました認知症

サポーター養成講座を初め、町内会ですとか老人

クラブにおきまして開催をしております介護予防

教室においては、地域包括支援センターの保健師

が認知症に関する講話などを実施しまして、認知

症の理解や認知症の人への対応方法の普及や啓発

を行っているところでございます。またさらに、

毎年年１回市民向けに介護予防講演会や認知症講

演会を開催しております。さらに、昨年度認知症

に関する連載を北海道新聞に寄稿されておりまし

た公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央

病院の伊古田俊夫名誉院長を講師にお招きしまし

て、認知症に関する御講演をいただいたところで

ございますけれども、市民ら１５５名の方にお聞

きいただいたということでございます。認知症に

関する講演会については、例年参加者数がふえて

おりまして、市民の認知症に対する関心が非常に

高くなっているというふうに受けとめております。

ことしも引き続き認知症に関する講演会の開催で

すとか、介護予防教室などでの認知症の理解を広

く普及する活動を行ってまいりたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 高齢化の進展に伴って

認知症の方がふえていくことが見込まれる中、認

知症の方の介護者への支援を行うことが認知症の

方の生活の質の改善にもつながるとの観点に立っ

て、介護者の精神的、身体的負担を軽減する観点

からの支援や介護者の生活と介護の両立を支援す
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る取り組みが必要だと思いますが、認知症介護者

への支援についてどのようにお考えか伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 認知

症介護者への支援についてでございますけれども、

認知症の方本人だけではなくて、要介護認定者を

支える介護者への支援としまして、市では家族介

護者交流事業、それから家族介護用品支給事業な

どを実施しております。家族介護者交流事業につ

きましては、名寄市社会福祉協議会への委託事業

でございまして、在宅介護者の集いということで

継続してきておりまして、昨年の秋からは西條名

寄店の１階にオープンしましたここほっと、これ

を会場にいたしまして、１回当たり７日間、春夏

秋冬ということで季節ごとに年４回開催すること

としております。在宅で家族を介護している方の

リフレッシュや参加者同士の交流などを図る場と

して、軽い運動を行ったり、それから介護に関す

る日ごろの疑問ですとか悩みを相談する介護相談

会を開催をしたりということで、いろんなメニュ

ーを用意しまして、介護者の都合や関心があると

きに参加できるような形で事業を進めております。

それから、家族介護用品支給事業につきまして

は、要介護４と５の認定をお持ちの高齢者を在宅

で介護されている方に対して一定の所得要件はご

ざいますが、紙おむつなどの介護用品を月額 ０

００円を限度として支給する事業で、平成２８年

度では延べ１４人の方が支給対象となっておりま

す。

また、直接的な支援ではございませんが、認知

症高齢者見守り事業としまして、名寄市地域見守

りネットワーク事業も展開しておりまして、認知

症になっても地域の方々や事業者の見守りと安心

して暮らしていける地域づくりを目指していきた

いというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 警察庁の２５年度のデ

ータでは、認知症による徘回等が理由で行方不明

になった方は１万 ２０８人に上り、そのうち９

８％に当たる１万 ０５８人は所在確認がとれた

一方で、残り２％が行方不明者です。そして、そ

れらの中で死亡事例となってしまったのは２４年

次で５０人増となる４７９人だったそうです。認

知症関連での行方不明者数は３年連続で１万人を

超え、またその２％が行方不明のままになってし

まっているという事実が明らかとなりました。名

寄市の行方不明者の状況等はどうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 認知

症関連の行方不明者の状況についてでございます

けれども、名寄市においては警察から市に通報が

ありまして捜索を行ったケースが昨年度で４件と

なっております。４件の行方不明高齢者の年齢に

つきましては７７歳から９１歳の方で、要介護認

定を受けている方が３名、それから申請をされて

いない方が１名ということになっております。捜

索後の状況が今どうなっているかということでご

ざいますが、行方不明になった翌日に他市で保護

されまして今現在入院中の方が１名、残念ながら

亡くなられて発見された方が２名、ことしの１月

に通報がありまして捜索しましたが、いまだに見

つかっていない方が１名となっております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 名寄市徘徊高齢者ＳＯ

Ｓネットワークが平成２０年に設置されてさまざ

まな事業が行われているところですが、現状をお

知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 名寄

市徘徊高齢者ＳＯＳネットワークにつきましては、

徘回のおそれのある高齢者を把握しまして事前登
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録を行い、また地域の関係機関と緊急連絡体制及

び支援体制の整備を行うことで徘回が発生したと

きに地域の協力を得ながら徘回高齢者の安全と家

族への支援を行うことを目的に平成２０年８月に

要綱を定めまして、行方不明者の捜索を初め協力

事業者の拡大などを進めてきております。先ほど

答弁させていただきました行方不明高齢者の捜索

に当たりましては、警察からの通報があり次第Ｓ

ＯＳネットワーク要綱に基づく捜索本部を立ち上

げまして、高齢者支援課が中心となり、関係事業

者へ情報提供及び捜索協力依頼、それから家族や

関係機関との調整を行うとともに、実際に市内を

巡回し、不明者の捜索を行っております。

ことしの６月１４日現在徘回の可能性があると

いうことでネットワークに事前登録されている方

は５６名いらっしゃいまして、捜索に関する協力

機関につきましては公共機関、それから医療機関、

介護保険事業者初めとして交通機関や金融機関、

コンビニエンスストアなど多岐にわたっておりま

して、地域で認知症を支える体制が整ってきてい

るものと感じております。今後におきましても事

前登録者及び協力事業者の拡大を含めた徘徊高齢

者ＳＯＳネットワーク事業の拡充に努めてまいり

たいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 医療機関や介護サービ

ス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支

援や認知症の方やその家族を支援する相談業務等

を行う認知症地域支援推進員と認知症の方とその

家族が地域の中での本来の生活を営むために認知

症の方と家族及び地域、医療、介護の人々が目標

を共有し、それを達成するための連携の仕組みで

ある認知症ケアパスの状況をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 認知

症地域支援推進員と、それから認知症ケアパスの

状況についてということで御質問いただきました。

名寄市では、平成２６年度に認知症地域支援推進

員を１名配置しまして、平成２７年度に２名増員、

いずれも地域包括支援センターの職員が兼務をし

ておりまして、合計３名体制になりました。こと

しの４月の人事異動によりまして１人減りまして

２名になりましたが、増員に向けまして北海道が

主催する認知症地域支援推進員研修がございまし

て、それに該当する研修に今後１名が受講するこ

とになっておりまして、今後も３名体制を維持し

ていきたいというふうに考えております。

この認知症地域支援推進員が主に担当しまして、

市内の医療機関や介護サービス事業者、それから

地域との連携や検討を踏まえまして名寄市として

の認知症ケアパスを作成してまいります。現在作

業に取りかかり始めておりまして、今年度中には

完成する予定となってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 認知症の方が詐欺など

の消費者被害に遭う可能性が高いと思いますが、

消費者被害予防についてはどのようにお考えでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 認知

症の方の詐欺などの消費者被害予防についてでご

ざいますけれども、名寄市では高齢者の権利擁護

事業ということで、この事業の一環として消費者

被害の防止と必要時には専門機関を紹介する業務

を行っております。消費生活センターから消費者

被害の注意喚起の情報提供をいただきまして、市

内居宅介護支援事業者などへサービス利用者宅を

訪問する際に注意喚起をしていただくように情報

提供を行ってきております。また、これまでも名

寄警察署から特殊詐欺防止に関する周知の協力を

行ったり、またことしの４月には風連地区に住む

要支援認定者等のお宅を訪問する際に高齢者を狙
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った詐欺事件の注意喚起用チラシを配布すること

に協力したりということで、関係機関とも連携を

してきているところでございます。今後も高齢者

の消費者被害を防止できるように事業を継続して

いきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） いろいろ伺いました。

今後ますますふえるであろう認知症です。誰もが

かかわる可能性が高いわけであり、認知症対策は

喫緊の課題だと思っています。認知症の方だけで

はなく、その家族等も安心して暮らしていけるま

ちづくりにさらに取り組んでいただくことをお願

いして、次に移ります。

街路樹の整備について伺います。市内を回って

いますと、街灯のすぐ横に街路樹を植えていると

ころが何カ所があります。街路樹のために街灯の

効果が半減しているのではないかと思いますが、

どのように考えますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） ただいま議員か

ら御指摘ございました街路樹が街灯の明かりを遮

るといった事象などもあるかと存じます。もちろ

ん安全面だとか、街路灯の効果を薄らげるという

ことでございますので、当然街路樹の剪定を直ち

に行うべきものだというふうに考えてございます。

私どもの道路パトロールだとか、該当される地先

にお住まいの方々などから情報をいただく、また

お知らせをいただくなどすれば、直ちにといいま

すか、業務の委託により剪定作業だとか、ケース

では私ども建設水道部の直営の班などがしっかり

と剪定するなどして御心配のない形に取り組んで

まいりたいというふうに思ってございますので、

お知らせもしくは御理解等々よろしくお願いをし

たいと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 以前大通の街路樹が風

により倒木した事例がありました。公園などでも

台風等により倒木したこともありました。樹木は

樹齢３０年以上経過すると中が空洞になったり、

根が腐ったりすることもあるそうですが、安全の

ために台風シーズンの前に点検を行ったほうがよ

いのではないかと思っていますが、倒木のための

点検はどのように行っていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 倒木を予防する

ための点検というのはなかなか難しい面というの

は正直あるかなというふうに思っておりますけれ

ども、日常的な街路樹のパトロール業務等は委託

をしてございまして、日々街路樹の様子等々につ

いては点検をしてございます。お話ございました

ように、倒木のおそれだとか枯れ木となっている

のではないかといった情報につきましては、点検

は週１回程度結果等々が私どもに入るような形の

流れをつくってございまして、もしそういった状

況の中でこれはもう明らかに危険な状況にあるな

といったような判断などがある場合につきまして

は伐採などの対応をしていきたいというふうに思

ってございますので、このような対応でございま

すということで御理解いただければというふうに

存じます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 昨年リンゼイ通の街路

樹に蜂の巣がある箇所がありました。害虫駆除は

どのように行っていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 街路樹にござい

ます蜂の巣駆除でございますけれども、適時私ど

も都市整備課において対応させていただいてござ

います。害虫駆除については、その対応が恐らく

農薬を、薬をまくだとかといったこともあるかと

思いますので、なかなか市内中心部といいますか、

市街地においてはちょっと心配が伴うため、そう

いった薬を散布しての形の対応はしてございませ
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んが、お話ございましたように蜂の巣だとか、例

えばカラスの巣が街路樹にできた場合だとか、そ

ういったケースも考えられますので、都市整備課

のパトロールなどで発見した場合につきましては

速やかに対応させていただきたいというふうに思

っておりまして、またこれも繰り返しになります

けれども、地先の方々だとか通行される市民の方

々などがそういった箇所を発見、お気づきいただ

きましたら、私ども御連絡いただければ直ちに対

応してその安全の確保に努めたいというふうに思

っているところでございますので、よろしくお願

いします。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 秋になると落ち葉拾い

をその周辺の人がボランティアで行っていますが、

高齢の方が大変多いと感じています。今後ますま

す高齢化していく中で大変なのではないかと思い

ますが、何かさらなる対策はありませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員からのお

話のとおり、本当に市民の皆様の御協力によりま

して、落ち葉のボランティア活動によりまして収

集を行っていただいてございます。大変感謝して

いるところでございます。お話しのとおり、地域

の皆様の高齢化によりまして正直なかなか難しく

なってきたぞといったお話、それぞれの町内会の

皆様からもいただいているところでございます。

ただ、私ども行政で全てを網羅し、対応すること

というのは正直難しいところもあるかというふう

に思っておりまして、車道につきましては私ども

で行いながら、歩道については清掃に係るスイー

パー車などが当然歩道の対応などができませんの

で、これについてはこれまでも地先の方に実施を

いただいておりまして、ボランティア袋に収集い

ただきまして、本市で回収をさせていただいてお

りますという現状でございます。当然私どもと市

民の皆様とのお互いの役割のもとでこういった形

で取り組めてきて、本当に市民の皆様のボランテ

ィアの力添えをいただいているところでございま

すが、今後ともこのことがこういった形でボラン

ティアを活用させていただきながら実施できるも

のなのか、調査研究してまいりたいというふうに

考えているところでございます。なかなか難しい

課題だなというふうに正直思っておりますけれど

も、その旨私どもしっかり承ってまいりたいとい

うふうに考えてございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 木を伐採した後、根だ

けが残っていたり、何も植えられていないところ

もあります。植樹をしないのでしょうか。また、

木が枯れているところもありますし、草花が植え

られているところもあります。統一感がないと思

いますし、本来の街路樹の役割と必要性が余り感

じられない気がしていますが、どのように考えま

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） お話しのとおり、

また先ほど私からも答弁させていただきましたけ

れども、街路樹設置した当初は道路の景観上も含

めて本当に必要なものであったというふうに思っ

ていたところでございます。ただ、長い時間が経

過をいたしまして、市民の皆様もそれぞれ多くの

お考えがございまして、よく伐採後の植樹が必要

ではないというふうにお考えの方もおりますし、

逆に必要ではないかという方々のお考えなどもご

ざいます。現在の対応状況といたしましては、確

かに統一感という観点ではなかなか一体的ではな

いという認識はございますけれども、樹木の状況

等々改めて地先の方々、町内会の方々の御意見、

御理解をいただきながら御相談をさせていただい

て、それぞれの街路樹の対応をさせていただきた

いというふうに考えています。

御承知のように、抜根につきましては樹木のほ

うが大きくなりますと、植樹桝より大きく根が張
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りめぐらされているわけでございまして、これを

抜根するということになりますと舗装を剥がしま

して掘り上げる作業が必要となりまして、大変歩

道なり車道なりを傷めてしまうことになります。

大変大々的な道路工事が必要になることも考えら

れますので、なかなか抜根作業が困難であるとい

うことの現状でなっているということにつきまし

ても、これもあわせて御理解いただければという

ふうに考えてございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 剪定の基準は３年から

５年だそうですが、それは年数の基準であって、

現在も木の高さが電線をはるかに超えて一体化し

ているようなところもありますし、道路標識が見

づらい箇所もあります。そういう箇所は剪定をし

ないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員御指摘の道

路標識、これは大変見づらい形になっているなど

の状況につきましては、先ほどの繰り返しになり

ますけれども、私どもの道路パトロールなどで発

見、確認などをさせていただき、適時剪定などを

させていただけるよう努めております。また、お

話しのとおり電線に係るようなケース、場所等に

ついても私どもというよりもこれ安全面の観点か

ら当然北海道電力さんだとかＮＴＴさんに対しま

してしっかりとお願いをしまして、剪定作業をし

ていただいているところでございます。これも先

ほど申し上げた同様に気になる箇所または道路標

識に係るなど等ございましたら、情報、お知らせ

等々でいただければ適時対応できると思いますし、

また路線ごとに先ほども議員からもありましたと

おり３年から４年に１度の周期ということでござ

いますけれども、これもあわせまして御理解いた

だければというふうに思うところでございます。

よろしくお願いいたします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 市民の皆さんは、毎年

景観を楽しみにしていると思います。剪定の基本

は、樹木本来の特性を生かし、均斉のとれた樹形

や美しい樹幹をつくることであり、できる限り自

然の樹形を生かして仕立てることだと思います。

景観を維持しながら剪定をするということが重要

だと思いますので、毎年剪定をする考えはないの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員御指摘の毎

年剪定作業というお話でございますけれども、先

ほども申し上げましたようになかなか一度に全て

の路線を対象にというのは正直ちょっと難しい面

もございまして、樹種にもよりますけれども、３

年から４年程度の周期で路線ごとの樹木の剪定を

実施してございます。一度に実施できればそれは

よろしいのでございますけれども、予算の関係、

またパトロールなどをしっかりと実施しながら、

その中での最大の効果を図ってまいりたいという

ふうに考えてございます。例年秋ごろに剪定作業

かからさせていただいてございますので、先ほど

申し上げました周期等々を含めて御理解を賜れば

と思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 北海道に合った新しい

樹種とか移動式街路樹とかの研究をしている機関

もございますが、名寄市もそのような研究をする

考えはありませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今現在の樹種も

北海道に、先ほど申し上げたかもしれませんが、

適したものだというふうに考えています。新しい

樹種については、正直これがいい、あれがいいと

いうような形での具体的な検討等は実はしてござ

いません。さまざまなお考えや研究機関等々もご

ざいますので、そういったところでの御意見や情
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報などを伺いながら今後の参考とさせていただき

たいというふうに考えているところでございます

ので、よろしくお願いを申し上げます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 植樹して３０年から４

０年経過した樹木も多いと思います。町並みも変

わり、時代も変わり、街路樹に対するニーズも考

え方も変化していると思います。今後の都市計画

や既存の街路樹の状況などを踏まえ、重点路線な

どを示して重点的に実施するなど計画を見直して

はどうでしょう。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 重点的な路線と

いうお考え、御提案いただいてございます。都市

計画のお話もございまして、本日の午前中の議論

の中にもあったのですが、私どものまちづくりの

方針を示す都市計画マスタープランの中で幹線道

路の植樹帯や都市公園、公共施設の緑地を結び、

生活環境の向上を目指すとしてございます。あわ

せまして、第２次の名寄市総合計画の中では植樹

は落ち葉処理や除雪作業の先ほど申し上げたよう

な課題もございまして、植栽の可否だとか樹種の

剪定など大変意見が分かれているというのが現実

でございますので、こういった現状と課題を分析

をしてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。まちづくりのキーワードといたし

まして、御承知のようにコンパクトなシティー化

だとか、集中と選択といったようなキーワードな

ども重要視されていることから、御提案ございま

した重点路線、絞り込んだというふうな意味だと

いうふうに思いますが、重点路線整備の考え方も

しっかりと参考とさせていただきたいというふう

に考えているところでございますので、御理解賜

りたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 植樹も道路沿いだとい

ろいろな弊害がございますが、川沿いに植樹をし

てはどうかと思っています。例えば天塩川の曙橋

から大橋まで両側に桜の木を植えてはどうでしょ

う。何年か後には桜の名所になるのではないかと

思っていますが、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員から桜の木

のお話をいただきました。川沿いの並木は、もち

ろん堤防とのかかわりというのがございまして、

当然堤防の強化だとか、良好な水辺の環境の形成

につながる、河川沿いというのはそういう憩いの

場、潤いの場になっているものだと。安らぎの場

としての提供をしていかなければならぬものだと

いうふうに考えております。ただ、御承知のよう

に多くの河川、天塩川もそうでございますけれど

も、河川管理、国の管理下という部分もございま

す。桜の木も含めて、そういった御意見がござい

ますということも含めてしっかりとこういったこ

とについて意見などをお伝えしながら研究してま

いりたいというふうに考えてございますので、現

時点では御理解賜ればというふうに思ってござい

ます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇４番（川口京二議員） 毎年同じような剪定を

し、同じような落ち葉対策をし、数本の木が切ら

れ、根だけが残り、樹木が減っていく。このまま

でいいのかと思います。将来的なことも考え、今

が見直す時期だと思いますので、ぜひお考えいた

だいて、質問は終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川口京二議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） ここであらかじめ会議

時間を延長させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 冬季スポーツ拠点化事

業の推進について外３件を、佐々木寿議員。
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〇１６番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名と発言を許されましたので、さきの通告順

に従いまして、質問してまいります。

まず、第１点目は、冬季スポーツ拠点化事業の

推進について、ジュニアオリンピックの評価と今

後の取り組みについて伺います。行政報告のとお

り、ことしから将来のオリンピック選手育成を目

的としたジュニアオリンピックのスキーノルディ

ック種目が３月１０日から１３日の間当市で開催

されました。この大会は、全国から中高生のトッ

プ選手４４３名が一堂に会し、競い合い、選手は

もとより競技役員、市民ボランティア、応援する

市民で近年にない大会となりました。当市での開

催は数年継続されると伺っておりますが、今大会

においてはコース整備と大会運営に高い評価を得

たと市長報告がありました。大会終了に当たって

受け入れ態勢、サービス等の面ではどのように評

価されているのか、またその他の課題もあったの

ではと思われますが、今後の大会開催に向けてど

のような取り組みをされるのか伺います。

２点目は、生活安全確保の推進について、初め

に通学路の安全確保の取り組みについて伺います。

学校は、子供たちの健やかな成長と自己実現を目

指して学習活動を行うところであり、その基盤と

して安全で安心な環境が確保されている必要があ

ります。しかしながら、小学校において不審者が

侵入して教職員に危害を加える事件や通学路にお

ける登校中の児童の列に車両が突入し、死亡、重

軽傷を負う事故、さらに登下校中に児童が殺害さ

れるという事件が発生するなど、近年通学路にお

ける事件が大きな問題となっています。このよう

な事件の発生を防止し、子供を犯罪の被害から守

るためには、学校や地域の実情等に応じた学校の

安全管理体制の整備、施設設備の整備、教職員の

一層の危機管理意識の向上とあわせて子供の安全

を地域全体で見守る体制の整備と実践的な安全教

育の充実が必要になっております。通学路の安全

の確保に万全を期す必要があるため、通学路の交

通安全の確保の徹底について文部科学省の初等中

等教育局健康教育・食育課長により平成２８年１

１月２８日に各都道府県の教育関係部署に通知さ

れました。当市は、これまでも通学路交通安全プ

ログラムに基づき学校、教育委員会、道路管理者

及び北海道警察が連携して通学路の安全確保に向

けた取り組みを進めてきたわけでありますが、通

学路の安全確保のため、改めて検証し、対策を講

じるべきと考えますが、見解を伺います。

次に、学生の悪質バイト被害防止対策について

伺います。過度に厳しいノルマを課せられたり、

クレーム対応や新人育成などの責任が重い仕事を

任せられたり、テストの前の休暇が認められなか

ったり、今学生たちを悩ませるブラックバイトの

存在が注目を集めています。政府は、入学したば

かりの学生の多くがアルバイト探しを始めるこの

時期に悪質な事業者によるブラックバイトの被害

を未然に防ぐ取り組みを今年度は大学や高校での

労働教育の充実など新たな施策も行われています

が、大学がある当市としてどのような取り組みを

展開しているのか伺います。

３点目は、地域包括ケアシステムの構築につい

て、第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事

業計画の事業評価と今後の構想について伺います。

地域包括ケアシステムは、少子高齢化に対応する

ため、国が進める政策の柱と言われています。介

護保険制度は定着しており、サービスの提供基盤

は急速に整備され、利用者数が大幅にふえていま

す。一方、認知症高齢者、ひとり暮らし高齢者の

増加による介護ニーズへの対応や高齢者が可能な

限り住みなれた地域でさまざまなサービスを切れ

目なく利用できるよう介護、予防、医療、生活支

援、住まいの５つのサービスを一体的に提供して

いくという地域包括ケアシステムの構築が必要と

され、終結のない地道な取り組みとなっています。

当市としても高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画で取り組むべき課題を抽出し、国の介護

保険制度改革の趣旨を踏まえて住みなれた地域で
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暮らし続けるための仕組みづくりなどに関する施

策を位置づけてまいりました。第６期の最終年度

に当たり、これまでの地域の医療、介護サービス

資源の把握と周知、認知症初期支援チームの設置、

地域ケアの推進会議、高齢者の社会参加等の事業

評価と６期課題を踏まえて今後の構想を伺います。

４点目に、観光事業推進について、インバウン

ド事業の進捗状況について伺います。観光振興計

画では、基本的戦略目標を交流人口の増加による

経済効果の拡大と定め、名（ひと）が寄ってみた

いまち名寄を目指しています。日本を訪れる外国

人観光客は年々増加しており、昨年は ４００万

人で、６年前の４倍に増加しております。特に中

国や台湾、香港、韓国などアジアから８５％を占

めており、北海道では直航便があるタイ、ビザ発

給の条件緩和でマレーシアから観光客も多いと言

われております。また、今月１７日から旭川―台

湾間のチャーター便が運航を始めました。このよ

うな環境の中で、札幌、小樽、登別、函館が大半

を占める中で地方に目を向けた広域観光周遊ルー

トが北海道の観光魅力をさらに増幅させると言わ

れております。このような中で、昨年６月に札幌

から旭川、名寄、稚内にかけての広域観光周遊ル

ートとして日本のてっぺん。きた北海道ルート。

が当初観光庁から認定を受けました。同じくして

名寄、美深、下川の３市町村、北・北海道インバ

ウンド促進協議会が設立されました。そこで、当

市のインバウンド事業の進捗はどのようになって

いるのか伺います。特に交流人口の増加に取り組

むためには、受け入れ態勢の整備、さらには観光

ホスピタリティーの向上は欠かせません。現状と

今後の推進について伺います。

以上でこの場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま佐々木議員

からは、大項目で４点にわたり御質問をいただき

ました。大項目１及び大項目２のうち小項目１に

ついては私から、大項目２の小項目２については

大学事務局長から、大項目３についてはこども・

高齢者支援室長から、大項目４については営業戦

略室長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

初めに、大項目１、冬季スポーツ拠点化事業の

推進について、小項目１のジュニアオリンピック

の評価と今後の取り組みについてお答えいたしま

す。本年３月１０日から４日間の日程で開催しま

したＪＯＣジュニアオリンピックカップ全日本ジ

ュニアスキー選手権大会は、全国から４４０名を

超える選手の参加をいただき、晴天の中全競技無

事に終了することができました。開催に当たり、

名寄スキー連盟、陸上自衛隊名寄駐屯地を初め多

くの企業、団体、市民の皆様の多大なる御協力と

御支援をいただきましたことに改めて感謝を申し

上げるところであります。

さて、本大会は冬季スポーツの拠点化事業とし

て、地域の冬季スポーツの振興や交流人口の拡大

など大きな成果をもたらすことができました。具

体的には、３月の融雪期にもかかわらず、関係者

の御尽力ですばらしい競技環境を整えられたこと、

雪質、雪の量ともに世界に誇れる自然環境を提供

することができたところであります。また、大会

に参加した選手、監督、コーチからは、競技運営

に対する評価は高く、また市民の表彰式の開催、

特産品の大福や豚汁のおもてなしなど大変喜ばれ、

次年度の継続開催に手応えを感じたところであり

ます。

一方、大会ではクロスカントリーコースや市民

の応援など幾つか課題も見つかっております。特

に課題となるのは、宿泊の受け入れについてであ

ります。多くの関係者から宿泊料金が高かったこ

と、空き部屋があるにもかかわらず希望する宿泊

場所に泊まれなかったことなどの御指摘を多数い

ただいております。大会の性質上、宿泊が長期に

及ぶことから、利用者の負担が少しでも軽減でき

るよう宿泊予約の方法などについて地元関係団体

と協議しながら見直しを図るとともに、次回開催
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に向けて大会誘致活動を進めながらスキー連盟を

初めとする関係する皆様との連携を図り、各種課

題を整理し、受け入れ態勢を整えていきたいと考

えております。

次に、大項目２、生活安全の確保の推進につい

て、小項目１、通学路の安全確保の取り組みにつ

いてお答えいたします。最初に、本市での通学路

における交通安全対策についてでありますが、ハ

ード面においては平成２４年度に各学校から安全

確保の要望のあった危険箇所について警察や関係

する道路管理者、地域の方々と合同で点検を行っ

てきております。主な点検項目は、信号機や横断

歩道の設置、歩道の整備や標識の設置などで現地

での交通量の確認や改善への方策などについて協

議してきたところであります。要望のあった整備

につきましては、そのほとんどが一定の予算を必

要とする工事となっており、即時に対応すること

が難しく、継続して関係機関に要望していく案件

とされました。あわせて毎年度各学校から通学路

の安全対策として名寄市ＰＴＡ連合会を通して市

に対し要望が出され、各関係部署から関係機関へ

の働きかけがなされているところであります。し

かし、関係機関の厳しい財政事情のもとではなか

なか要望どおりの整備は進みませんが、引き続き

通学路の安全確保のための取り組みを進めていき

たいと考えております。

また、ソフト面では、各学校では教職員による

街頭指導が行われたり、ＰＴＡや安全安心会議、

地域の方々の通学路上での見守りなども実施して

いただいております。さらには、市といたしまし

ても女性交通安全教育指導員を複数校に配置して

おります。教育委員会としましては、今後も通学

時の児童生徒の交通安全対策については学校と家

庭、地域、関係機関と協力しながら進めることと

あわせて、学校においては児童生徒に対してみず

からの交通ルールを遵守する指導はもちろんのこ

と、危険箇所における注意すべきポイントなどに

ついて安全安心マップ等の確認をしながら、共通

理解を図るなどの取り組みが進められるよう支援

してまいりたいと考えております。

なお、議員からもありましたとおり、全国各地

で登下校時に事件、事故が発生し、児童生徒のと

うとい命が奪われております。この地域において

も近年車中からの声かけや盗撮などの不審者事案

が増加している状況にあることから、登下校時の

交通安全対策とあわせて児童生徒の見守りを行い

ながら、不審者による犯罪の抑止力にもつなげ、

児童生徒が安全に安心して学校に通うことができ

る環境を整えてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目２点目の生活安全確保の推進についてのう

ちの小項目２点目、学生の悪質バイト被害防止の

対策について申し上げます。

厚生労働省は、平成２７年８月から９月に行っ

た大学生等に対するアルバイトに関する意識等調

査の結果を踏まえ、学生アルバイトの多い業界団

体に対し、労働関係法令の遵守など自主的な点検

の実施を要請するなど、学生アルバイトの労働条

件の確保に向けた取り組みを進めており、本年度

からはこれから就職する大学生、高校生等を対象

とした労働条件セミナーを全国で開催するなど若

者の使い捨てが疑われる企業への対策強化の取り

組みを進めております。

本学では、学生のアルバイトによる修学、健康

への支障並びにトラブルや犯罪被害を未然に防止

するため、教育的に好ましくないもの、人体に有

害なもの、危険を伴うもの、法令に違反する業務

を制限業種とするなどのアルバイトに関するルー

ルを定め、その基準を満たす求人のみ掲示で学生

に情報提供しております。あわせて厚生労働省に

よる労働条件相談ほっとラインのポスターやトラ

ブルを未然に防ぐための法令等を掲示しています。

また、入学時に行う新入生ガイダンス、２年次以

降毎年実施する在学生ガイダンスでは、アルバイ
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トを含めた学生生活にかかわる指導や万が一トラ

ブルが生じた際の対応を指導しており、今後も必

要に応じて関係機関の指導、協力を仰ぎながら被

害防止に努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

ら大項目３、地域包括ケアシステムの構築につい

て、小項目１、第６期高齢者保健医療福祉計画・

介護保険事業計画の事業評価と今後の構想につい

てお答えいたします。

地域の医療、介護サービス資源の把握と周知に

つきましては、市町村が地域包括ケアシステムを

構築していくための事業の一つとして在宅医療・

介護連携推進事業があります。この事業は、８つ

の事業で構成されておりまして、その中に地域の

医療、介護の資源の把握があります。地域の医療

機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、こ

れまでに自治体等が把握している情報とあわせて

リストまたはマップを作成、作成したリスト等は

地域の医療、介護関係者間の連携に活用すること

となっております。あわせて各サービスを利用し

ようとする高齢者の相談時にこのリスト等を使用

して医療や介護サービス、福祉サービスを紹介し、

役立ててもらうようにすることも目標として作成

するものです。名寄市におきましては、上川北部

医師会、歯科医師会、薬剤師会に御協力をいただ

き、これまで作成しておりました介護・福祉ガイ

ドブックに医療の情報として市内の医療機関、歯

科医療機関、薬局の情報と在宅訪問を受けられる

情報も追加し、医療・介護・福祉ガイドブックを

平成２９年３月に作成いたしました。本ガイドブ

ックに掲載させていただきました各関係機関に必

要部数を配付、また市役所の高齢者に関する相談

窓口に設置し、相談受け付け時に使用、窓口に見

えられた方へ配付し、周知を行っております。今

後ガイドブックに掲載しております関係機関の情

報や制度に変更があった場合については随時更新

してまいります。

次に、認知症初期集中支援チームの設置に関す

る進捗状況でございますが、名寄市では名寄市初

期集中支援チームを配置する認知症初期集中支援

推進事業を平成３０年４月から開催することとし

ております。本年度は、その準備としまして初期

集中支援チーム員に認知症サポート医を専門医と

して１名、チーム員として名寄市立総合病院作業

療法士１名、地域包括支援センター保健師１名を

候補者としたところです。開始に向けては、専門

医を除くチーム員２名が７月に開催されます国立

研究開発法人国立長寿医療研究センターが実施す

る認知症初期集中支援チーム員研修を受講するこ

とになっており、来年４月から事業開始できるよ

う体制の整備を図ってまいります。事業の内容に

つきましては、国で示されている地域支援事業実

施要綱に基づき事業を実施していく予定です。

次に、地域ケア推進会議についてでございます

が、平成２７年度に立ち上げました生活支援体制

整備事業での協議体、名寄市生活支援等サービス

ネットワーク会議におきまして認知症高齢者の個

別事例から、また日々の高齢者の暮らしの実態か

ら名寄市に必要な生活支援サービスについて検討

を行っていただきました。平成２８年度は、生活

支援ネット会議におけるサービスの検討を整理し、

市がサービス等を制度化していくため地域包括ケ

アシステム構築に精通されております講師を招聘

し、生活支援ネット会議において地域ケア推進会

議を開催いたしました。毎年１回地域ケア推進会

議を開催していく予定となっております。

次に、高齢者の社会参加についてでございます

が、第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事

業計画におきましては、高齢者施策の基本的方針

として高齢者の積極的な社会参加を掲げ、施策と

しましては高齢者の生きがい対策事業として老人

クラブ、高齢者の生きがいと健康づくり、生涯学

習、社会参加による生きがい支援の４点を登載し
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ております。その中でも高齢者の生きがいと健康

づくり事業におきましては、市直営で週１回の健

康づくり体操教室を開催しており、各回平均５０

名ほどの参加がある教室となっております。生き

がいと社会参加の促進を目的とした生きがい講座

につきましても、手びねり陶芸、手芸、アートフ

ラワー、シニアコーラスの４講座を開講し、年間

で延べ ４４１人が参加する創作等の場となって

おります。また、今年度からは介護保険の地域支

援事業の財源を活用しました住民主体の通いの場

に対する支援を開始することとしており、高齢者

の閉じこもり防止や介護予防に資する活動のさら

なる拡充を図ってまいります。次期第７期計画に

おきましても、高齢者の社会参加につきましては

地域包括ケアシステムの重要な要素の一つであり

ますので、今後の策定部会における議論を踏まえ

ながら策定を進めてまいります。

最後に、次期７期計画の策定に係る進捗状況で

ございますが、４月２７日、名寄市保健医療福祉

推進協議会において市長から協議会へ諮問を行い、

５月１６日に第１回保健医療・高齢者合同部会を

開催し、協議を進めておりまして、今後介護予防、

日常生活圏域ニーズ調査などのアンケート調査や

住民懇談会の実施など総合的な検討を行ってまい

りますが、介護保険事業計画策定上のガイドライ

ンの役割を果たしております国の基本指針が７月

以降に示されることから、基本指針で定められる

事項を踏まえ、介護保険事業の円滑な実施の確保

と地域包括ケアシステムの着実な構築に向け策定

作業を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目４、観光事業推進について、小項目１、インバ

ウンド事業の進捗状況について申し上げます。

本市のインバウンド事業につきましては、昨年

度見直し作業を行った名寄市観光振興計画におい

て新たな戦略事業としてインバウンド受け入れ態

勢の整備を追加するとともに、計画の目標値とし

て全国的に増加傾向にある外国人宿泊延べ数を加

えさせていただきました。インバウンドに対する

取り組みは、当計画において重点施策と位置づけ

ており、さらには名寄市まち・ひと・しごと創生

総合戦略においても海外観光客の拡大を目標とし

ております。インバウンドにかかわる公式の統計

数値としては、外国人宿泊延べ数が定められてお

り、本市での外国人宿泊延べ数につきましては平

成２６年度の１６３泊に対し平成２８年度は４１

７泊と約 ５倍と増加しております。

昨年６月に観光庁から認定された広域観光周遊

ルート、日本のてっぺん。きた北海道ルート。で

は、外国人観光客が集中する道央圏から本市を含

む稚内までの道北圏へ向かう周遊ルートを設定し、

食、自然、スノーアクティビティーをキーワード

とし、海外個人旅行客をターゲットとするきた北

海道型ＦＩＴ周遊観光モデルの形成を目指して５

年間にわたり広域的な連携によってさまざまな事

業に取り組むこととしております。また、昨年６

月に３市町で設立した北・北海道インバウンド促

進協議会では、台湾をターゲットとして教育旅行

の受け入れなどのインバウンド事業に３市町が連

携して取り組むこととし、昨年の１０月と１２月

に各１校を受け入れ、１０月の国立員林高級中学

の受け入れにおいては名寄産業高校に加え、美深

高校でも授業などを通じた交流が行われました。

今年度においても国際性豊かな人材の育成や交流

人口の拡大を図るため、教育旅行の誘致活動や受

け入れについて３市町で協力して取り組むべく、

協議していくこととしております。

これまでの本市に係るインバウンドに対する取

り組みについては、平成２７年度に英語、中国語

として繁体字、簡体字の観光パンフレットを作成

するとともに、市内事業所へはコミュニケーショ

ンツールとしてシーン別の指さし会話集を配布し、

多言語対応可能な受け入れ態勢の整備を行ってき

ております。また、近隣９市町村で構成されます
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道北観光連盟及び天塩川流域ミュージアムパーク

ウェイでは自転車、カヌー、バス、ＪＲなど移動

と景観を観光に結びつけたきた北海道エコ・モビ

リティ事業に取り組んでおります。今後は、広域

観光周遊ルートの事業を推進するとともに、受け

入れ態勢の課題となっている施設の案内表示や外

国人観光案内所の設置へ向け民間事業者と協力し

ながら外国人観光客に対するホスピタリティーの

向上によって本市を訪れた観光客が満足していた

だく取り組みを進めることによって、リピーター

につながっていくなど交流人口の拡大を目指して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） それぞれ御答弁を

いただきましたので、何点か質問をしてまいりた

いと思います。

まず初めに、ジュニアオリンピックの評価と今

後の取り組みについて伺いたいと思いますが、こ

れは営戦と関係ある部分とか総務とか関係ある部

分もあると思いますが、答弁できる範囲でお答え

を願えればと思います。まず最初に、ある程度名

寄で先ほど御答弁にもありましたけれども、市民

の関心度というのはちょっと低いのかなというふ

うに考えているのですけれども、例えば大会のた

めに歓迎のための開会式とか、あるいは看板とか

のぼりとか、いろいろとこうやってつくっている

わけなのですけれども、本当にこれが市民の意識

の醸成になっているのかなというふうに感じてい

るのですけれども、これはやはり高めるためにさ

らにどういうふうにするのかということが今後の

課題になるのではないのかなというふうに思って

います。実は、こういう大会があるのに市民が関

心を持たないとこの大会が盛り上がらないし、選

手も盛り上がらないし、知名度も低くなるし、や

っぱりそういう観点からもしっかりとした取り組

みが必要だと思いますけれども、まず市民の関心

度、理解度の確保のために何かこれから考えるべ

きことがあればお答え願いたいなというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今回ジュニアオリン

ピックカップの大会に向けて、今ありましたよう

に看板とかのぼり等市内にもあちこちに掲示等を

いたしました。これは、市民への周知もあります

けれども、選手を迎えるに当たってやっぱり選手

がこの町中に入ったときに、特に車で来る方が多

いということでありますから、国道沿いに看板を

見て歓迎をされている、そういったことも含めて

掲示をしているという状況であります。市民の応

援等については、議員からありましたように少な

かった状況にあるのは事実であります。ただ、多

くのスキー連盟を初めとする役員であったり、議

員の皆さんも応援に来ていただきましたけれども、

そういった方も来ていただいたのも事実でありま

す。

市民のそういった応援なりスポーツに対する関

心を高めていくのにどうするかということであり

ますけれども、昨年秋にウインタースポーツコン

ソーシアム事業で市内のローラースキー競技会を

実施しております。これは、市街地ということも

ありまして、多くの市民ボランティアや企業や団

体の方の協力を得ながら競技会を実施をしていま

す。そういった面では、今までは大会の役員運営

だけでどこか健康の森だったり、ジャンプ台だっ

たり、実施をしていましたけれども、やっぱりそ

ういったことにおいていろんな方がかかわって、

目にする、そういった機会を与えることができた

というふうに考えているところであります。そう

いった面では、もし次期も開催することになった

場合においてはそういった企業や団体でのボラン

ティアなり市民ボランティアも含めて多くの方に

かかわれるような仕組みづくりがやっぱり重要だ

と思っています。そういったことで応援する意識

も高まっていくというふうに思っています。私も

実際クロスカントリーのコースで山の中にちょっ
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と入って坂道あたりで選手を応援すると、応援さ

れると選手もやっぱり頑張って走る。その姿を見

て感動するという、そういった状況もありますの

で、そういったことに触れる機会を多く与えるこ

とを進めていきたいと思います。それは、すぐす

ぐには集まるような状況にならないかというふう

に思いますけれども、いろんなイベントや事業を

通じながら、市民に理解をいただきながら関心を

持ってもらう。これまで言っていますように、ス

ポーツをするだけでなくて、見る、観戦する、応

援する、そして支える、そういった仕組みづくり

をしっかり行いながらスポーツ拠点化事業を進め

てまいりたいというふうに考えておりますので、

今後とも多くの方の働きかけも含めてよろしくお

願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 確かに今御答弁を

いただきましたように、何か大会にかかわってい

ただく。今回は、私も競技役員として参加させて

いただきましたけれども、市の職員の方も大変多

くの方が参加していただきました。まちの中のほ

うでもやっぱりいろんなところのかかわり合った

ところは、来年度は確かに成果があらわれて、応

援に来る人も多くなるのかなというふうに思いま

すけれども、何かそういうところをしっかりと大

事にしながら、来年に向けて進めていただければ

なというふうに思っております。

それと、先ほど将来の冬季スポーツ拠点化を進

めるために、何点か質問したいと思うのですが、

さまざまな取り組みが必要であるということはも

うこれから将来にわたって大変大切なことだと思

っております。そこで、やはり国内外のアスリー

トが名寄に来てやるトレーニング施設、あるいは

合宿施設、あるいは交流するようなところの行わ

れる施設、こういうようなところのすみ分けとい

うのはちゃんとなされているのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 合宿については、国

内外からアスリートが来て、平成２８年度も多く

の合宿者が入ってきました。数字的には ０２０

名ということでカウントして、大幅に伸びている

状況にあります。そういったアスリートたちを迎

えるに当たっての施設の関係でいきますと、冬季

スポーツ、ジャンプ台だったり、クロカン、スキ

ー場、カーリング、そういった設備についてはほ

かとは比べても負けることのないしっかりした充

実した施設が整っているかというふうに思います。

ただ、夏のスポーツについてはやっぱりほかの地

域と比べるとどうしても劣る部分がありますけれ

ども、この間も言われていますようになかなかそ

うかといって整備する状況にないという状況にあ

りますので、今ある施設整備を合宿者に理解をし

てもらいながら有効に活用するような体制をつく

っていきたいというふうに思っています。特に野

外スポーツにおいては、例えば雨天のときに体育

センター、フォレストだったり、学校の開放事業

での体育館だったり、そういったトレーニング施

設を提供できるような体制づくりであったり進め

ながら、合宿者が来て、施設整備がちょっと劣る

部分はあってもそういったソフトの面での充実を

図りながら対応を進めていきたいというふうに思

っていますし、合宿者の了解もありますけれども、

地元の少年団との交流も含めてやっていただける

場合においては積極的に取り組みを進めていって、

地域のジュニアなどの競技力の向上にもつなげて

まいりたいというふうにも考えているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 先ほどの答弁によ

りますと、施設あたりも老朽化が進んで、市民の

ニーズに応えられない施設もあるということで、

予算の関係上優先順位もあるのだということを先

ほど他の議員の質問にはお答えありましたけれど

も、やはり名寄でも例えばアスリートたちもリラ

ックスできる北国博物館とか、あるいは天文台と

か、いろんな施設があるのですけれども、そうい
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うところをしっかりとすみ分けして、ちゃんとそ

ういうような場にも行ってもらえるような、そう

いうものがあってもいいのかなというふうに思っ

ているのですけれども、その辺を考えながら名寄

にあるそういう施設をしっかりと有効活用してい

ただきたいなというふうに思っております。

それと、先ほど夏季のローラースキーのことが

ありましたけれども、夏季のトレーニングできる、

例えば筋力を鍛える。ローラースキーをやるのも、

前は健康の森があったのですけれども、今は何か

余りやっていないのか、あるいは設備が悪いのか

どうかわかりませんけれども、夏季のトレーニン

グできる施設の考え方について伺いたいと思いま

すけれども、できる範囲で。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 夏季にトレーニング

できる、夏場のトレーニングでよろしいですよね。

クロカンの選手方も夏場に合宿に入る、そういっ

た方のトレーニング含めてという御質問だという

ふうに思います。議員からありましたように、名

寄市のトレーニング、筋力トレーニングについて

はスポーツセンターと体育センター・ピヤシリフ

ォレストのほうにありますけれども、機器の更新

も昨年も一部ランニングマシン等の更新はします

けれども、そういった機器の更新についても要望

に応えられていない状況もありますし、トレーニ

ングをする方がふえてきて、狭隘といいますか、

そういうトレーニング室が狭い状況もあります。

特にフォレストのほうでは、なかなかトレーニン

グ機器の更新ができない状況であって、来た合宿

者にとって本当に有効なトレーニングになってい

るかちょっと疑問はありますけれども、ただある

トレーニング器具を合宿者に理解をいただきなが

ら有効に活用していただくことと先ほど言いまし

たけれども、クロカン、ジャンプの選手も全く違

うバレーボールをやったり、そういったリラック

スするためにも、そのために体育館の利用をした

りとか、筋力トレーニングではなくて違うスポー

ツにも取り組む、そういったことも要望として出

ている部分がありますので、できるだけ今ある施

設の中で合宿者の要望に応えていくような取り組

みを進めていきたいというふうに考えていますし、

そのほかにもいろんな要望等出されていますので、

改善できるものについては随時対応していますの

で、合宿の方から選ばれる地域となるように今後

も頑張っていきたいというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ジュニアオリンピ

ックの関係だけではなくて、将来のそういう冬季

のスポーツ関係を含めますと、やっぱり今回のジ

ュニアでもクロスのほうからも大分要望出させて

いただいたのですけれども、財政の関係もあると

思いますけれども、前向きに先ほどの夏季のロー

ラースキーの部分とか、いろいろとしっかりと着

実に進めていただきたいということを求めておき

たいと思います。

それと、スポーツ拠点化事業と合宿というのは

やっぱり表裏一体だと思っておりまして、これが

先ほど答弁でもありましたけれども、本市の特徴

を生かした冬季スポーツ合宿誘致に関しては企業

とか各関係団体とか行政が一体となって進めなけ

ればいかぬというふうに、進めていくのだという

ふうにお答えをいただいたと思っていますが、こ

れで先般山崎議員からも冬季スポーツ拠点化プロ

ジェクトの事業についての質問があったと思いま

すけれども、その中で進め方として２８年度はな

よろスポーツ合宿誘致推進協議会あるいは総合コ

ーディネーターの阿部さんを迎えてやっていくと

いうのですか。阿部さんが入ったことによって冬

季スポーツあるいは夏季のスポーツ、かなり向上

したと思うのですが、特にどの部分で向上された

と評価されておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 昨年の４月から阿部

雅司特別参与が名寄市職員として配置されまして、

一番メダリストとしての阿部雅司氏の情報発信と
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いいますか、影響力といいますか、名寄に来たと

いうことで全国内外から、国外からもやっぱり名

寄市、阿部雅司という部分では情報発信できたと

いう、それによって多くの方々に合宿の先として

注目を浴びている状況もあるかと思います。一方

では、地元でも多くの講演会等を実施しておりま

すし、学校の道徳の時間に入ったり、体育の授業

でちょっとサポートに入ったりしています。その

中では、金メダリストの話というのは子供にとっ

てすごく興味を引くというか、やっぱり目の輝き

も違う。そういった面では、子供に本当に夢と希

望を与える、そういった存在が身近にいるという

ことで大変学校に、子供たちにとってもいい環境

になっているかなというふうに思っているところ

です。今もいろんな役員等も担っておりますこと

から、名寄市のスポーツにおける取り組み状況等

も全国的に発信をできているという状況もありま

すので、そういった優位性をいただきながら、そ

して阿部雅司さんの指導力を生かしながら、ジュ

ニア育成も含めた中での名寄市のスポーツの拠点

化事業をさらに推進をしてまいりたいというふう

に考えております。先ほど言いました合宿の ０

２０人という数字でありますけれども、大幅に増

加している大きな要因の一つとしては、やっぱり

阿部雅司特別参与の情報発信なり誘致活動という

のがあったというふうに考えているところであり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 阿部氏におかれま

しては、これからも御努力をいただいて、本当に

連携して子供たちに夢と希望を与えるような取り

組みをやっていただきたいなというふうに思いま

す。

それで、プロジェクトの中で２９年度はスポー

ツコミッションのコンセプト、あるいは事業化の

検討を進めるということですけれども、これは３

０年度に形成するとされていますけれども、構成

団体の理解とか支援共同体制、連携共同体制の進

捗状況というのはどのようになっておりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 計画の中でスポーツ

コミッションを設立しながら、さらに冬季スポー

ツの拠点化事業を推進していくこととしていると

ころであります。その前身として、先ほど議員か

らもありましたとおり平成２８年度中に組織の前

身となる合宿組織を立ち上げるということで、２

月３日になよろスポーツ合宿誘致推進協議会を設

立しております。これは、民間の企業や団体の方

々が入りながら設営をしているわけであります。

この協議会の中では、合宿受け入れ組織運営事業、

大会セミナー開催事業、合宿誘致受け入れ事業を

行いながら取り組みを進めています。その担って

もらう役員の方々がそれぞれの事業に専門委員と

いうふうに張りついていただきながら、普通の組

織であれば市役所が事務局で、事務局が全部企画

も含めてやるわけですけれども、そうではなくて

そういう民間委員の方々が主体的に担って取り組

みを進めていくという形の中で今作業を進めてい

るところであります。これが将来的には、スポー

ツコミッションできたときにはここでやっている

事業がそのままスポーツコミッションで取り組む

事業になっていくかというふうに思っています。

その前身、そういう面では委員の皆様に主体的に

取り組みを進めていってもらっているところであ

ります。委員につきましてもこれから必要に応じ

て随時補強をしながら、この組織がしっかり運営

を含めて自走できるような、みずから企画しなが

ら運営できるような組織として成長していきたい

というふうに思っています。

一方、スポーツコミッションにつきましては、

これは自走可能な組織ということで、収益事業で

あったり、あるいは法人などもつくりながら設立

していかなければならぬということで、大変大き

な課題が実はあります。そんな簡単に組織を立ち

上げられるようなものではないのですが、ただ、

今やっている先ほど言いました協議会をしっかり
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運営をしながら、それをスポーツコミッションに

引き継いでいく取り組みをやっています。一方で、

スポーツコミッション、そういった課題いろいろ

ありますけれども、その課題の解決に向けて今年

度作業を進めながら、スポーツコミッションの設

立に向けても準備作業を進めていきたいというふ

うに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ぜひスポーツコミ

ッションについては課題を解決して、しっかりと

形成して受け入れ態勢を構築していただきたいと

思います。

それでは次に、生活安全の確保の推進について

の通学路の安全確保について伺いたいと思います

けれども、御答弁ではいろいろと毎年要望あるい

はＰＴＡで行う要望等があったということで、財

政の関係で取り組みを進めていくということなの

でございますけれども、今年度というか、今年度

から豊西と南小の統廃合が行われたわけなのです

けれども、通学区域の変更等もなったと思います。

道路環境の変化、あるいはこうやって犯罪及び交

通事故の発生の意見聴取とかなされたものでしょ

うか。あるいは、警察署長にそういうふうなこと

は、犯罪防止とか交通事故防止の観点から意見を

聞いておられますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 豊西小学校が南小学

校と西小学校に統合なされた部分についての通学

路の変更につきましては、閉校前からそれぞれの

学校だったり安心会議、地域町内会の方といろい

ろ意見交換を行いながら、警察署に対しての横断

歩道の設置等も要望して、２カ所を豊栄通に設置

をするなど安全対策を含めて実施をしていますし、

４月以降もやっぱり通学路が変更になるというこ

とで、学校や保護者、地域の方々の協力を得なが

ら子供たちの安全確保に努めているところであり

ます。

一方、不審者の情報ということでありましたけ

れども、各小学校では安心会議というのが形成を

されて、それぞれ不審者であったり、通学、登下

校時の交通安全であったり、いろんな子供たちの

安心、安全な環境をつくるための話し合いが持た

れています。それを統括する意味で市民部のほう

で開催をしています安心安全円卓会議というのが、

毎年６月ぐらいに開催をして、これについては各

学校の安心安全会議の役員の方、さらには警察、

児童センター、学校教育課などなど児童にかかわ

る関係者の皆さんが集まって道路上の安全、不審

者対策、防犯も含めて子供たちが通学にかかわら

ず、安心して地域で遊んだりできる、そういった

環境づくりのために意見交換を行いながら改善す

る点、警察に要望する点、行政側に要望する点、

いろんな意見交換を行って改善に努めている、そ

ういった会議も行いながら取り組みを進めている

ところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 御答弁いただきま

したけれども、やはりそういうような部分ではも

う一回検査する必要があるのではないのかなとい

うふうに思います。１年に１回はもう一度しっか

りと検査する、あるいは不定期に検査するという

ことは非常に大事なことだと思っておりますし、

通学路で車道と歩道との、名寄はないのかもしれ

ませんけれども、区別がないところは、ある自治

体ではグリーンベルトをつけてしっかりと歩道と

車道を明示できるような取り組みをやっていると

か、あるいは前にもほかの議員の方も防犯灯とか

照明灯の設置も問われてきたわけですけれども、

やっぱり適切な配置ができるようなことも交通、

通学路にしっかりと取り組んでいただきたいなと

いうふうに思います。それとまた、名寄もそうで

すけれども、子ども１１０番の家とかの実態もし

っかりと本当に動いているのか、やっぱり実効性

があるのかという部分も含めて通学路の再点検を

お願いしたいと思っております。これについては、

もう一度基本的な計画から含めて検討をしていた
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だきたいなというふうに思っています。

いずれにしましても、通学路における安全の確

保や、あるいは情報の共有というのは非常に大事

だと思うのですけれども、例えば子供たちの安全

教育についてもやっぱり子供たちがしっかりと危

険を予測して、そして危険を回避するような能力

を養成するような安全教育が必要だと思うのです

けれども、そういう教育はどういうふうな教育方

法になっているのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、子供たちが危険を予測し、回避する能

力を養うことは大変重要なことであります。そう

いった面では、交通安全教室や防犯教室など取り

組みを進めているところであります。本市での各

学校においては、危機管理マニュアルを作成しな

がら修正、改善を図り、教職員の危機管理意識を

高め、検証を行ったり、具体的な場面を想定した

訓練を実施したりしております。とりわけ防災教

育では、児童生徒が自然災害等の危険に際してみ

ずからの命を守り抜くために災害に対する正しい

知識を習得させるとともに、主体的に行動する態

度を育成することが重要だというふうに考えてお

ります。このため各学校においては、例えば理科

では地震の原因、社会では自然災害の防止、保健

体育ではけがの手当てについて指導し、児童生徒

に防災教育の基礎となる知識を習得させていると

ころであります。学校行事では、火災や地震を想

定した避難訓練を年に１回から３回程度実施し、

児童生徒に安全かつ迅速に行動できる態度や能力

を育成しているところであります。そのほか台風

や吹雪などの自然災害に対しては、安全な行動の

仕方について適時学校で学級での指導を行ったり、

実施をしているところであります。そういった面

では、実践的な指導も行いながら、子供たちが自

分たちでそういった危険を予測し、回避するよう

な、そういった能力を身につけるような取り組み

についても学校で実践をしているところでありま

すので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） いずれにいたしま

しても、情報の共有というのは非常に大事だと思

いますが、学校の担当する、あるいは該当する学

校だけではなくて、その他の学校区もパンフレッ

トとか、あるいはインターネットとかファクスと

かを通じてやっぱり児童の安全確保に努めていた

だくことを求めておきたいと思います。

時間がなくなりましたので、学生のアルバイト、

悪質バイトについては、これは学生の相談室があ

ると思うのですけれども、その辺をしっかりと周

知をさせることとやっぱりチェックリスト等を配

布すべきだなと。先ほどの御答弁でやっぱり国で

やっているキャンペーンとか、あるいは電話相談

窓口とか、しっかりと周知をさせていただきたい

というふうに思います。

それから、包括ケアシステムにつきましては、

先ほど社会参加のことで御答弁をいただきました。

やはりこれは、生きがいあるいは健康づくりの活

動をすることによって介護予防にもつながるとい

うことですから、その辺を少し重視しながら、そ

ういう取り組みあるいは強化をしっかりとバック

アップしていただきたいというふうに思っていま

すし、今後とも本当に着実な、一挙にできるもの

ではないので、包括システムの構築を進めていく

ことを強く求めたいと思います。

それから、観光事業につきましては、国際関係

で一番の問題になるのはやはり言語だと思います

ので、その言語あるいは外国人のそういう生活風

習というのは大分違ってあるので、そういう部分

をしっかりとこれからもやることによって受け入

れ態勢が少し進むのかなというふうに思っていま

す。それからまた、外国人ツアーというのはバス

ツアーなのだと思いますけれども、これから個人

の外国人が来るとやっぱりスマホとか何かの利用

が、こうなってくるのではないかと思いますけれ

ども、それはこれからの事業だと思いますけれど
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も、その辺も考えながら進めていただきたいとい

うふうに思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ５時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 野 田 三樹也

署名議員 大 石 健 二
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平成２９年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年６月２２日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１６名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

１番 浜 田 康 子 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員、６番、奥村英俊議員から欠席の届け

出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 川 村 幸 栄 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

災害時における対応について外２件を、高野美

枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） おはようございます。

議長から御指名をいただきましたので、通告順に

従い質問いたします。

名寄名産アスパラの収穫、そしておいしい農産

物の苗植えや種まきが一段落し、喜びの中での地

域の運動会、美しい青空のもと、緑の青葉がまぶ

しい中での季節の山菜とり、そして３８回を迎え

た白樺まつりもすがすがしい木立の中で開催され

ました。待ちに待ったこの地域の豊かさと美しさ

を改めて満喫しているところでございます。こん

なこの地域にも温暖化の影響でしょうか、これか

らの季節、昨今は大型の台風が北海道にも容赦な

く上陸するようになりました。昨年もこれまで予

想しない被害を受けたところでございます。

そこで、大項目１、災害、特に今回はこれから

心配される台風、風、雨、河川の氾濫などに対す

る対応について質問いたします。名寄は、災害の

少ないまちと言っておられる方も多いように感じ

ますが、これまでの災害時における対応の課題に

ついてお聞かせください。

また、ことし３月２４日、一部修正されました

名寄地域防災計画の主な改正点と市民周知につい

てお聞かせください。

あわせて、市としての今後の取り組みについて

お伺いいたします。名寄市北部は、名寄の地名で

もございます天塩川と名寄川が合流する地域でも

あります。この間のゲリラ豪雨等、バケツの水を

ひっくり返したどころではない激しい雨や風にど

う取り組んでいかれるのか、７月から８月に予定

されている ０００年に１度の洪水災害訓練の取

り組みについてもお知らせください。

近年の災害に対応するため、町内会などでも自

主防災組織を立ち上げていますが、市民の防災意

識の高揚についてお知らせください。

先月、５月３１日に開催されましたチャレンジ

デーでは、朝のラジオ体操から夕方の綱引き大会

までたくさんの方がスポーツに参加しました。特

に綱引き大会は、年々活気みなぎる大会となり、

勝つために綱を引く楽しみから見る楽しみにもな

ってきております。人口２万 ０００人の６４％、

実に１万 １９３名が参加し、何らかの運動に親

しむ。非常にすばらしい機会であると考えます。

このチャレンジデー、ことし２４回を数え、盛大

に終了したわけでございますが、大項目２、市民

の健康づくりについて、市民皆スポーツのさらな

る発展と推進について質問いたします。せっかく

のチャンスであるチャレンジデー参加者のスポー

ツや運動に対する関心を継続し、健康づくりにさ

らに取り組んでいただくために、どのような取り

組みをなさってきたのかお聞きいたします。

また、市民が健康であるための取り組みについ

てお聞きいたします。これまでも市民の健康づく

りについてはいろいろな取り組みをしているとこ

ろでございますが、その成果についてどのように

評価なさっているのか質問いたします。

次に、大項目３、名寄市の観光について、ひま
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わり観光の今後の方向性について質問いたします。

昨年夏に立派な名寄市の観光パンフレットができ

上がり、早速皆様に差し上げているところでござ

います。ひまわり、シバザクラ、稲穂、ピヤシリ

スキー場などが掲載されていますが、その中で今

回はひまわりについて質問いたします。近年は、

ひまわりにもいっときのような盛り上がりに欠け

るように思われます。市民の方にお聞きいたしま

してももう過去の出来事のようにおっしゃる方も

多く、改めてどうしてひまわりなのか質問いたし

ます。

先日、６月１０日、雨の中かっぱを着て約１０

０名の方が健康の森でひまわりの種まきをしてい

ました。ひまわりを名寄市の観光の目玉にするな

らば、もう少し市民やボランティア団体と濃密で

継続性のある関係が必要だと考えます。市民やボ

ランティア団体などを活用した観光地づくりにつ

いて質問いたします。

近年ＪＲ宗谷本線の存続について再三取り上げ

られ、深刻な問題になっております。宗谷本線沿

線自治体やＪＲと連携した観光の推進について質

問いたします。

最後に、市民が誇ることのできる観光地である

ためにどのように考えておられるのか質問をいた

し、この場からの発言といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、大項目で３点にわたり

御質問いただきました。大項目１については私か

ら、大項目２については教育部長から、大項目３

については営業戦略室長からそれぞれ答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、災害時における対応につい

て、小項目１、これまでの災害時における対応の

課題についてお答えいたします。昨年は、８月に

台風７号、１１号、９号の３つの台風による影響

のため災害対応を実施いたしました。台風１１号

では、水防活動における職員及び消防団によるパ

トロールを実施するとともに、風連日進地区等で

は土のう積み対応を行ったほか、指定緊急避難場

所の開設を初め必要な物資の搬入等を行ったとこ

ろです。また、台風９号では名寄川の避難判断水

位超過に伴う住民の避難対策が必要になり、準備

を行ったところです。８月２２日深夜から午前９

時過ぎまで、各指定避難場所に職員を事前に待機

させ、避難場所の円滑な開設のための準備を整え

るため、１００人近い職員を動員したところです。

幸いにも河川の増水がおさまり事なきを得ました

が、台風９号での避難支援対策を行ったことによ

り、避難支援の一つの形として避難場所の開設の

ための待機、開設の手順について構築されたもの

と認識しているところであります。住民の主体的

な避難が確実に行われてこそ初めて避難が達成で

きたことになります。今後特に浸水が深い地区に

ついては、自主防災組織の設立や避難能力の向上、

充実を求めていかなければならないと考えており

ます。

次に、小項目２、名寄市地域防災計画の主な改

正点と市民周知につきましては、平成２８年台風

１０号で被災した岩手県岩泉町の高齢者施設での

痛ましい被害から、避難情報の名称が変更されま

した。避難準備が避難準備・高齢者等避難開始に、

また避難指示が避難指示（緊急）に変更になった

ほか、平成２７年水防法の一部改正による想定最

大規模の降雨による浸水想定、熊本地震及び南富

良野町への被災家屋認定調査のために職員を派遣

したことによる事務の要領について規定し、名寄

市での地震、水害による被災家屋認定調査に備え

るための規定及び自治体スクラム支援会議による

災害時における支援、受援計画策定に伴う文言の

整理等の修正事項について、平成２９年３月２４

日の名寄市防災会議で確認、決定がされたところ

です。

改正点につきましての周知につきましては、市

のホームページのほか、地元新聞紙への情報提供、

出前トークの活用等により行ってまいります。
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次に、小項目３、市としての今後の取り組みに

ついてですが、現在国による水防災意識社会再構

築ビジョンによる向こう５年間の取り組みを推進

することとしております。取り組みの一例といた

しましては、平成２８年３月にタイムラインの作

成を行ったほか、ことしは昨年道北地方に影響が

あった３つの台風の事例を踏まえ、平成２９年３

月にタイムラインの見直しを行うなど、取り組み

を強化しているところです。

また、名寄市防災訓練では、本年７月１９日の

課題を見つける避難訓練、８月２日の確実な避難

のための防災セミナーの２つの訓練等を実施し、

防災意識の高揚、避難能力の向上及び確率 ００

０分の１において実現象で起こり得るとされる想

定最大規模の降雨による浸水想定について認識す

ることを狙いに訓練を行うこととしており、旭川

地方気象台及び北海道開発局、名寄河川事務所等

の協力を得て、今後数年間継続的に実施していく

ことを予定をしております。

次に、小項目４、市民の防災意識の高揚につい

て申し上げます。名寄市は、災害が少ないまちと

して市民の認識が定着していますが、市民の防災

意識は決して低くはないと認識しています。ここ

数年の全国的な自然災害が激化する中、関東・東

北豪雨による茨城県常総市の被害、平成２８年台

風１０号での南富良野町での２カ所の堤防決壊に

よる被害を目の当たりにして住民の防災意識も高

まっていると捉えております。市では、自主防災

組織の設立支援を行うほか、防災のキーマンとな

る北海道地域防災マスター及び防災士等の有資格

者の人材を育成するための支援拡大のほか、出前

トークを実施する中で防災に対する理解を深めて

いただく取り組みを継続しており、２年間で自主

防災組織が５つ設立されるなど着実にその成果が

見えてきているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

市民の健康づくりについてお答えをいたします。

初めに、小項目１の市民皆スポーツのさらなる

啓蒙と推進についてでありますが、国では第２期

スポーツ基本計画を策定し、スポーツで人生を変

えることをテーマに国民がスポーツで楽しく健康

で活力ある人生が送られるよう取り組みを推進す

ることとしております。本市においても生涯スポ

ーツの振興の観点から、市民の健康づくりのため

に各種事業を取り組んでいるところであります。

チャレンジデー２０１７は、本市で最大の市民

参加型スポーツイベントとして５月３１日に開催

され、１万 １９３人の市民が参加し、学校、職

場、町内会の皆様が一緒になって一日スポーツを

楽しんでおられました。また、本市の第２次総合

計画では、生涯スポーツの推進を図り、ライフス

テージに応じたスポーツの場を提供することとし

ており、阿部特別参与の指導のもと行われている

市街地でのノルディックウオーキングやランニン

グ教室などは、市民の皆様の目に触れる場所で実

施することでスポーツによる健康づくりをＰＲす

る効果も狙っているところであります。今後もス

ポーツフェスティバルの開催などによる市民参加

型のスポーツイベントの推進や健康福祉部と連携

した健康マイレージの推進など、市民が気軽に取

り組むことができるスポーツの機会を広く提供し

ながら、スポーツによる健康づくりをさらに推進

してまいりたいと考えているところであります。

次に、小項目２の市民が健康であるための取り

組みについてですが、冬季スポーツの拠点化事業

ではスポーツになれ親しんだ健康な市民が暮らす

まちを目指して、スポーツによる健康づくりを推

進しております。本年２月には、町内会、企業、

名寄市立大学、コミュニティケア教育研究センタ

ー、教育委員会が連携し、スポーツによる健康づ

くりと地域コミュニティーの活性化を目指して、

東風連真冬の大運動会を開催いたしました。また、

今年度から子育てサークルが中心となった実行委

員会と名寄市体育協会、行政が連携し、子育て支
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援と子供たちの体力向上の２つの効果を狙ったち

びっこ水泳教室の開催や風連スポーツクラブ「ポ

ポ」と行政が連携したノルディックウオーク、ラ

ンニング教室の開催など、子供から高齢者まで幅

広い世代に対してスポーツと健康づくりの機会を

提供しているところであります。今後も地域連携

の強みを生かしながら、市民が職場、学校、家庭

などさまざまな場面でスポーツによる健康づくり

が習慣化されるようさらなる取り組みを推進して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目３、名寄市の観光について申し上げます。

初めに、小項目１、ひまわり観光の今後の方向

性について申し上げます。名寄市におけるひまわ

り観光の歴史は、昭和６３年に民間団体の試験栽

培から始まりました。そのひまわり畑が口コミで

広がったこともあり、ひまわりの開花時に本市を

訪れる方が増加し、平成５年からは智恵文地区の

生産者の皆さんによる約１０ヘクタールの大規模

ひまわり畑が設置され、毎年多くの観光客が夏の

時期に本市を訪れました。しかし、智恵文地区は

優良の種芋原産地であることから、多くの観光客

の出入りによるジャガイモシストセンチュウの発

生について北海道から懸念されたこともあり、平

成１９年度から智恵文地区における大規模ひまわ

り畑を中止することとなりました。しかし、同年

に道立サンピラーパークがオープンしたことから、

同公園内の約３ヘクタールの畑と智恵文地区のＭ

ＯＡ農場に観光用ひまわり畑を設置し、現在に至

っております。

平成２２年に本市のひまわり畑が映画「星守る

犬」のメーンロケ地に選定され、本市での映画撮

影がされる中で、多くの市民が映画を通してさま

ざまなかかわりが持てたことから、市民参加型の

観光地づくりに取り組む必要性を実感することが

できました。翌年６月に同映画が全国上映される

ことから、多くの市民が参加するロケ地観光事業

としてサンピラーパーク内での観光案内所の設置、

各家庭でひまわりを咲かせるための種の配布、全

国の知人に向けての映画ポストカードの配布、各

施設でのひまわりプランターの設置など、本市を

訪れる観光客に対するホスピタリティーの向上へ

の取り組みが始まった年でもあります。この年の

夏の観光入り込み客数は、映画上映効果もあり、

１カ月弱で２万 ０００人を超えました。しかし、

現在は天候不順による生育不良や倒伏、また映画

効果も薄れたなどの原因により、平成２８年度は

１万 ９０２名となっております。

市民参加型観光地づくりを目指して実施してお

りますひまわりの種の配布は、昨年度は１９２名、

１４５袋を配布しており、今年度は配布場所を

追加したこともあり、２６０名、 ５２２袋と昨

年度を上回る実績でありました。さらには、平成

２４年度から取り組んでおりますひまわりの播種、

プランター製作、草取りによるひまわりボランテ

ィアにつきましては昨年度は延べ１８５名であり

ましたが、今年度も６月１０日に開催された播種

作業におきましては雨天にもかかわらず約１００

名の参加がありました。今後も関係機関と連携し、

多くの市民、団体がかかわりを持っていただける

よう取り組んでまいります。

また、ひまわりは中小企業による地域産業資源

を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく

名寄市の地域産業資源として北海道より指定を受

けており、本市における貴重な観光産業資源であ

ると認識しております。今年度は、同じく地域産

業資源として指定を受けている名寄の星と組み合

わせた星とひまわりのコラボレーションをした事

業を実施する計画であり、新たな取り組みとして

ひまわりの新たな魅力の構築、情報発信に取り組

んでまいります。

続いて、小項目２、市民やボランティア団体等

を活用した観光地づくりについて申し上げます。

市民参加型観光地づくりにつきましては、平成２
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３年度より映画ロケ地観光及び平成２４年度から

ひまわり観光と連動したひまわりボランティア事

業を開始し、前述のとおり多くの市民の方に御参

加いただいております。本市における市民ボラン

ティアによる観光ガイドにつきましては、ＮＰＯ

法人なよろ観光まちづくり協会が実施しておりま

す観光ボランティア事業において観光ボランティ

アに登録している方に協力をお願いし、ひまわり

観光案内ガイドや各種イベントにおいてガイドを

行っていただいております。また、観光協会では

観光ボランティアの育成を目的とした事業として

新たに観光ボランティアに興味のある市民を対象

として名寄市の歴史、文化、自然、食などの各観

光資源にかかわる講座や施設見学を行っておりま

す。昨年度よりこれまで２回の講座、セミナーを

１回実施し、延べ７１名の方に御参加いただいて

おり、このような観光ガイドの育成とともに観光

ガイドが活躍できるシステムづくりについて関係

機関と連携しながら構築してまいります。

次に、小項目３、宗谷本線沿線自治体やＪＲと

連携した観光の推進について申し上げます。道北

地域におけるＪＲ宗谷本線沿線地域は、その景観

や食などにおいて各地域に魅力ある資源があり、

これらを組み合わせることにより観光客にとって

来訪の動機づけとなる多数の観光資源の提供が可

能であると考えております。このような魅力ある

観光資源を踏まえ、昨年度観光庁においてきた北

海道広域観光周遊ルートが認定され、そのモデル

コースの中にも宗谷本線を主な移動手段として活

用し、食、体験、イベントのコンテンツを組み合

わせたスノーアクティビティーと日本一の食をめ

ぐる列車の旅が設定されております。今後北海道

運輸局、北海道観光振興機構を中心とした広域観

光周遊ルート推進協議会がさまざまな事業につい

て実施されていくことから、本市といたしまして

も本事業と連携した観光事業について取り組んで

まいります。

また、近年道内各地、さらには上川北部におい

ても取り組みがされておりますサイクルツーリズ

ムにおきましても、全てを自転車で移動するので

はなく、一部の区間はＪＲ宗谷本線を活用するこ

とが重要と考えております。昨年度実施したモニ

ターツアーにおいて、参加者からは宗谷本線沿線

は変化のある地形、風景と道路に並行する線路は

非常に魅力的であると高い評価を受けており、今

後道北観光連盟などの広域観光事業や広域観光周

遊ルート事業とも連携するとともに、道北地域に

おける各観光アイテム、ストーリーなどの磨き上

げを図り、魅力ある観光地づくりに取り組んでま

いります。

次に、小項目４、市民が誇ることのできる観光

地であるためにについてを申し上げます。昨年度

見直し作業を行いました名寄市観光振興計画の基

本理念におきましても、本市にある既存資源の魅

力を市民に自覚してもらい、改めて本市が魅力あ

るまちであるという自覚と誇りを持ってもらうこ

とが市民による積極的な名寄市の魅力発信を可能

にし、結果多くの人が本市を訪れ、観光振興、地

域経済の活性化につながると記載しております。

本市の魅力を市民に自覚してもらうためには、市

民みずからがその魅力を知り、体験し、かかわる

ことが最も重要であり、市内各団体から組織され

ております名寄市観光交流振興協議会において市

民を対象としたモニターツアーを実施し、市民み

ずからがモニターとなり既存資源の検証を行って

おります。ひまわり観光においても、市民ボラン

ティアによりみずから種をまき育てたひまわりに

よって観光客をお迎えする誇りとホスピタリティ

ーを醸成することを目的に実施しております。今

後におきましても市民が本市のさまざまな地域の

魅力を感じてもらうために既存資源に接する機会

を提供するとともに、さまざまな取り組みに市民

みずから積極的にかかわっていただける場を提供

するため観光協会及び関係団体と連携し、推進し

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 詳しい説明をいただ

きましたので、幾つか再質問をさせていただきま

す。

まず最初に、答弁の中にもございましたが、平

成２８年１０月、台風で岩手県岩泉町の高齢施設

が痛ましい事故で本当に悲しい思いをしたのは記

憶に新しいところでございますが、公共施設の要

配慮者利用施設等の災害時避難訓練について高齢

者施設、保育所、病院、学校などが考えられると

思いますが、その点についてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうから御

質問あった公共施設の要配慮者の利用施設等の災

害時の避難訓練ということで御質問いただきまし

て、この内容につきましては議員からお話があっ

たとおり、今月の１９日に施行となりました水防

法の改正の中に避難訓練がうたわれているという

ことで、追加をされた項目となっています。これ

につきましては、浸水が想定をされる要配慮者の

利用施設、議員のほうからございましたけれども、

それぞれの施設において避難訓練の実施を含んだ

避難計画、避難確保にかかわる計画をつくるとい

うことが今回の法改正で義務づけされたというこ

とでございますので、それぞれの公共施設の中で

避難訓練については施設によって避難の方法も違

うでしょうし、１階、２階がある施設もあります

から、避難方法等を含めてそれぞれの施設におい

て今後計画が策定をされるということになるとい

うふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 公共施設については、

１９日に制度が変わったということでございます

が、これまでも慎重に検討し、計画されて、一人

の犠牲者も出さない覚悟で進んできたのだという

ふうに思っておりますけれども、また訓練や周知

についてしっかりと取り組んでいっていただきた

いというふうに考えております。

とりわけ国の河川、道も河川もございますので、

連携して今後数年間継続的に訓練を実施するとい

うことでございますが、昨年大雨の中で行われた

訓練、近隣市町村も巻き込んだ訓練がございまし

たけれども、ことしもあのような訓練で、向こう

５年間ぐらいそういう訓練が続くということでご

ざいましょうか。質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 昨年のような訓練と

いいますか、ことしについては７月１９日にこれ

は町内会、少し選定をしながら実施をするという

ことでございまして、これについては今後何町内

会か選びながら年次で実施をしていくという内容

になっております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 失礼いたしました。

案内をいただいておりまして、そのような内容に

なっております。

国とか道と連携した訓練については、今後予定

されているのかどうかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 現在のところ特に国

とか道ということでなくて、先ほど申し上げまし

たように市としてこの地域の大雨を中心にしなが

ら、特に浸水が予想される町内会を中心に訓練を

やっていきたいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次に、市民の方が心

配なさるのは市庁舎は災害対策本部になり得るの

かということでございますが、この点につきまし

てはどのように考えているのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 防災の拠点としてな

り得るのかということで、特に大雨についてなの

ですけれども、現状先ほど申し上げましたように

少し浸水の基準も変わったということで、現在の

名寄庁舎ではこれまで予想しているよりも、例え
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ば１階の部分の浸水がさらに深くなったというこ

とでございまして、これまでの東北の大震災の被

害、被災に遭った自治体の庁舎の事例などを参考

にしながら、また北海道の情報システムあるいは

豊栄川の監視装置ですとか、国からの発信をされ

るＪアラート及び国土交通省の情報など確認をで

きる情報提供システムなどを多く名寄庁舎のほう

は機械を備えているということでございますので、

こういった機器に対する備えも含めて現在の対策

本部の設置を行う場合に多方面にかかわる事項を

検討しながら、今後対策本部の設置について検討

してまいりたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） そのことにつきまし

ては、洪水だけでなくて地震とか、そういうこと

も災害としてあり得るわけでございますけれども、

その点についてはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 地震の部分につきま

しては、先ほど議員のほうからもございましたよ

うに、市民の皆さんも比較的地震の少ない地域だ

という認識も持っていらっしゃるのかなというふ

うに思ってございます。先ほど言いましたように、

東北の地震から既に経過をしておりまして、特に

この庁舎にかかわっては耐震性も含めて実は一定

の判断がされているという状況にございます。た

だ、防災の拠点ということで言えば、地震に関し

て言えば地震が発生した際には庁舎自体が一定の

危険を伴うというようなこともございまして、総

合計画全体の中でこの庁舎のあり方も含めて今検

討をするというふうになろうかというふうに思っ

てございますので、その点につきましては今後検

討しなければならないというふうに思ってござい

ますが、いずれにしましても先ほども言いました

ように地震あるいは大雨等の浸水も含めて市民の

皆さんの安全、安心をどう取りまとめる拠点とし

て庁舎、これ名寄庁舎なのか、風連庁舎なのか、

あるいは違った形での対策を別の箇所でとるのか、

そのことも含めて総体的な今後のあり方について

検討しなければならないというふうに思っている

ところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 理事者の副市長、市

長についてはどのようにお考えになっているのか

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 庁舎については、非常

に古い建物ということもありまして、災害の本部

としてどういうような形になるのか、ケース・バ

イ・ケースといいますか、いろんな事象において

考えなければならないというふうに思っておりま

す。地震につきましては、先ほど中村部長のほう

の答弁等でありまして、非常に建物としては古い

ものですから、万が一のときも考えなければなら

ないのですが、そうするとほかの施設に移すとい

うことになりますけれども、ではどの施設が耐震

も含めて、あるいは施設の機能も含めて一番よろ

しいのかということは今検討している最中でもあ

りますし、同じように水害につきましても今回浸

水域が変わりました。その情報の状況によりまし

て、当初から名寄庁舎で持つのか、あるいは別の

ところに持ったほうがいいのか、さらにはここで

持つとしたら今入っているシステムあるいは自家

発電装置も含めてどういうふうに対応していくの

がいいのか、特に近年の大雨の災害の状況を見ま

すとこれは早急に解決しなければならない課題だ

と思っておりますので、７月１９日の避難訓練も

ございますけれども、できるだけこの夏の状況に

合わせていろんなパターンを想定しながら計画つ

くっていきたいなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次に、防災組織をつ

くれない地域の対応について質問いたします。

もう既にでき上がって計画や訓練に取り組んで
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いる組織も５月２８日現在１９組織に、３カ所が

進行中ということだというふうに報道されており

ますが、危険地域でありながらいまだ何も進んで

いない地域もあるのかと思います。そのような地

域についてどのように考えておられるのか質問い

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 自主防災組織がまだ

立ち上がっていない町内会についてどういうふう

にということで御質問だというふうに思いますけ

れども、あくまでも自主防災組織ということでご

ざいますので、自主的な町内会の中での合意です

とか、町内会独自のやり方等々いろいろあるのだ

というふうに思ってございます。行政としてそれ

ぞれの組織に対して町内会の中でこういう自主防

災組織をぜひ立ち上げてほしいということで、一

定程度の組織にかかわる標準的な避難計画のひな

形ですとか、あるいは避難計画のチラシの標準版

みたいなのも用意をして利用をいただきながら、

あるいは出前トークなどもさせていただきながら、

これまで全体で１９の組織の立ち上がりというこ

とになってございます。まだまだ設置ができない

町内会への対応ということで御質問いただいてお

りますけれども、なかなか難しいという、町内会

からは規約の作成が難しいですとか、いろいろ理

由をお聞きをしているところでございますけれど

も、これまでの行政としてできるだけ各町内会に

自主防災組織をつくり上げてほしいということを

継続をして、また指導をしていきたいというふう

に考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 継続して指導してい

ただくよう要望いたします。これから大雨、台風、

ゲリラ豪雨等の災害に備えてしっかりと対応して

いただき、特に庁舎等市民が安心して暮らせるこ

とを重ねて要望いたしまして、次の質問に入らせ

ていただきます。

市民の健康づくりについてでございますが、先

ほど答弁の中にございましたが、東風連小学校が

閉校になりましたことを受け、冬期間、夏期の地

域の方の運動とコミュニティーづくりに取り組ん

でいらっしゃるところでございますが、その効果

と閉校した他校、豊西小学校、日進小学校につい

てはどのように考えておられるのか質問いたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） この間小学校の統合

等で閉校した学校、その地域の活性化も含めた取

り組みということで今回東風連地区で真冬の大運

動会を実施してきました。これは、今名寄市、う

ちらが進めている冬季スポーツの拠点化事業の中

で、先ほども申し上げましたけれども、スポーツ

になれ親しんだ健康な市民が暮らすまち、こうい

ったことも掲げながらスポーツの振興を推進して

いるわけであります。それと、地域が学校がなく

なってやっぱり運動会、学校の行事にあわせて地

域も一緒に行事に参加しながら地域の活性化をし

ていたという、そういった取り組みがなくなると

いうことで地域も疲弊をする部分があるというこ

とで、そういうのが相まって東風連地区の皆さん

と協力していただきながら活性化と健康づくりと

いうことで実施をさせていただいているところで

あります。これにつきましては、効果的に多くの

方が参加して、継続して今年度も取り組むように

しているところでありますけれども、地域それぞ

れが地域の交流も含めて大変な効果を上げている

ということでありますので、こういった活動がほ

かに広まっていくような、そういったことにつな

がっていけばというふうに思っているところであ

ります。

風連日進地区については、地域性もありますの

で、以前から地域での活動を含めて取り組みをさ

れております。また、豊西小学校につきましては、

市街地区ということがありまして、それぞれの町

内会、校区というよりも町内会単位での取り組み
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というふうになっているのかなというふうに思っ

て、閉校して、その後のそういった活動は地域性

の状況もあって同じ東風連のような取り組みがで

きているところ、そうでないところというのがあ

るかなというふうに思っていますけれども、いず

れにいたしましても長い歴史の中で培ってきた小

学校を中心としたそういった地域の地域づくり、

そこを大切にしながら、継続できるものはしてい

きたいというふうに思っています。それが私が進

めている健康づくり、そういった行政の施策とも

相まって進めていくことを地域の方も御協力いた

だきながら今後も取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり学校がなくな

ることによって地域の方が非常に寂しいと。学芸

会が、運動会が楽しみだったという声もお聞きし

ているところでございますので、地域性もござい

ますので、今後とも活発に運動すること、コミュ

ニティーをつくっていくことに努力していただき

たいと思います。

スポーツの拠点づくりということで、今名寄市

は第２次総合計画にも織り込んでおりますけれど

も、やはり拠点化とともに市民皆スポーツという

ことでございますので、市民ができるだけ参加す

る、また応援する、支える、そういうことも必要

なことだというふうに考えますが、そのことにつ

いてどういうふうにお考えか質問いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 市民皆スポーツ、健

康づくりを含めてという御質問でありますけれど

も、名寄市でなり団体で取り組んでいる事業等も

紹介をさせていただきたいというふうに思います

けれども、スポーツによる健康づくりの取り組み

につきましては私たち行政だけではなく、体育協

会、風連ではスポーツクラブ「ポポ」でも積極的

に取り組んでいただいているところであります。

体育協会では、アクアビクスやヨガなど長期、短

期の教室を１４教室開催しながら、延べ ８８５

人が参加しております。スポーツクラブ「ポポ」

では、スイミングスクールやヒップホップダンス

など２７教室開催し、延べ １１６人の方が参加

して、各団体においてもスポーツによる健康づく

りを目的とした事業を開催していただいていると

ころであります。教育委員会といたしましても、

スポーツによる健康づくりとしてノルディックウ

オーキング教室の開催や民間企業が取り組むラン

ニング教室のサポートなど取り組んできていると

ころでありますけれども、さらにそういった企業

なり団体の取り組みのサポート、支援に対しても

充実したいというふうに考えていますし、先ほど

ちょっと申し上げました東風連の真冬の大運動会

につきましては今度は夏の部分も開催をしていき

たいというふうに考えているところであります。

さらには、先日議員の皆さんにも審判員としてお

手伝いをいただいて開催しましたボッチャ交流会

のようなユニバーサルスポーツにも開催する皆さ

んと連携しながらさらに取り組みを進めていきた

いというふうに思っています。

一昔前に比べればスポーツをする機会は多くな

っているというふうに感じますけれども、スポー

ツをする人、しない人の二極化が進んでいるとい

うふうにも思います。そういった意味では、今後

においてはスポーツをする機会をふやすだけでは

なく、もう一歩踏み込んでどうすればスポーツで

健康づくりに取り組む人たちをふやしていけるか、

各団体、企業などとも連携をしながら、各種事業

に取り組んでまいりたいというふうに、そのこと

が名寄市全体の健康づくり、元気なまちづくりに

つながっていくかと思いますので、そういった取

り組みを推進してまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひ元気なまちづく

りのために頑張っていただきたいと思います。

来年のチャレンジデーが楽しみになるような１
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年間の企画や計画は、スポーツや運動を楽しむき

っかけになり得るものだと思います。心の健康は

体の健康からとよく言われます。市民一人一人が

スポーツや運動を通して健康に楽しく毎日を送る

ことができ、自分の健康状態を自覚し、個々人に

合った運動を取り入れることがこれからふえ続け

る高齢者にも大切であると考えます。チャレンジ

デーの盛り上がりを契機とし、運動やスポーツの

動機づけ、またこのことを継続し、この機会に体

力づくりに挑戦する市民が増加する仕掛けをスポ

ーツの拠点づくりとともに推進していただくこと

を確認し、要望して、次の名寄市の観光について

質問いたします。

市民ボランティア団体などを活用した観光づく

りについては説明していただきましたけれども、

ひまわりが咲いている時期にボランティアの方が

そこにいて説明をするということなのかどうかと

いうことがちょっとわからなかったことと前年度

ボランティアで参加した方は次年度参加するとか、

そういう仕掛けにはなっていないのかどうか質問

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 観光ボランティ

アの御協力いただいている部分については、先ほ

ど御答弁させていただきましたひまわりの開花時

期にひまわり畑のところに観光案内所を設置させ

ていただいていますので、そこに観光ボランティ

アの方に御協力いただいて、ガイドとして協力し

ていただいているのと、あと雪質日本一フェステ

ィバルのときに国際雪像コンクールがございまし

て、多くの外国人の方がお見えになりますので、

その言語対応も含めてのボランティアということ

の御協力もいただいております。観光ボランティ

アにつきましては、あくまでも協力ということな

のですけれども、毎年継続して御協力いただきた

いということでお願いしているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり一度協力して

いただいた方にまた次年度も来ていただく、そし

てまたもう一人友達を連れてくる、家族を連れて

くる、自分の植えた種を見に来る、親を連れてく

る、友達を連れてくる、おじいちゃん、おばあち

ゃんを連れてくる、そのことが拡大につながると

思うのですけれども、そのことについてはどのよ

うにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ひまわりボラン

ティアにつきましては、この前６月１０日のとき

に播種作業をさせていただきましたけれども、今

後も草の除草というか、草取りとか、いろんな関

係につきましてあと２回程度行う予定しておりま

す。観光、今回のひまわりボランティアの方に常

々お願いしているのが今スマホとかでフェイスブ

ック等で情報を拡散してほしいということで、自

分たちが植えたひまわりを見てほしいということ

で、皆様方に情報の拡散をお願いしていただきま

して、その自分たちの行った部分と、あと名寄市

の宣伝も含めて御協力いただいて、多くの人に知

っていただきたいということで協力いただいてい

るところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 若者からいろんな世

代に発信するというのは本当に必要なことだと思

います。

どうも見ていると、営業戦略の職員の方が一生

懸命種を植えたり、草刈りをしている。それは、

もう本当にいいことなのですけれども、もうそろ

そろ市民ボランティアとか、そういう方たちに任

せる時期に来ているのではないかというふうに考

えますが、その点どのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ひまわりの栽培

の管理につきましては、見た目は営業戦略という

ことで思われているかもしれませんけれども、私

どものほうはいろんな団体から構成されています
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名寄市観光交流振興協議会で行っているというこ

とで、その一つの一団体の構成として営業戦略が

携わらせていただいているということですので、

観光協会も含めてボランティアということで、そ

の協議会の中で栽培管理を行っているということ

でございますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 改めて観光協会との

関係なのですけれども、なかなか見えてこない。

よろーなも何かぱっとした感じがないですよね。

何か寂しいというか、言葉は悪いですけれども、

もっと華やかなひまわりを売り込むのだという姿

勢がちょっと足りないように思いますけれども、

その点どのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御指摘いただ

いた部分については、厳粛に受けとめさせていた

だいて、私どもも観光協会とさまざまな場面で協

議する、検討する場がございますので、その部分

については率直な御意見ということで承りたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 観光計画の中に日本

一のひまわり畑、ひまわりを目指すというふうに

書いておられますけれども、日本一というのは何

を意味するのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 日本一といいま

すと、面積が日本一、一つのひまわり畑が日本一

といろんなキーワードがございます。皆様方が思

っていらっしゃるのは、今市内の全体のひまわり

畑の面積を含めますと日本一の栽培面積でござい

ますけれども、多分市民の皆さん方の日本一とい

うのは一つのひまわり畑の大きさが大規模という

ようなイメージの日本一なのかなと思っています。

私どものほうもそういったことの市民のそういっ

たイメージも含めて実現可能な部分を可能かどう

かを含めて今現在検討させていただいているとい

うことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） おっしゃるように、

面積、大きさ、種類、広さ、いろいろあると思う

のですけれども、ここには漠然と日本一と書かれ

ているわけで、何を日本一というのかがいまいち

わからなかったところです。

けさの新聞にも北竜町のことが載っておりまし

たけれども、いろいろと取り組みをなさっており

まして、先ほども天文台と連携して進めるという

ことでございますが、市民がやはり納得できてい

るのかと。市民合意ができているのか、市民は本

当に名寄の目玉はひまわりなのだというふうに思

っているのかどうか、そこのところの確認をした

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私どももさまざ

まな機会で市民の方とお話しする機会があったと

きに名寄の一番のポイントは何ですかということ

で常に私御質問をさせていただいていますけれど

も、その中で御質問させていただいたらひまわり

という方も当然多いのですけれども、雪質だとか、

モチ米だとか、アスパラとか、星とか、いろんな

アイテムを言っていただく地域であるということ

は、逆に多くの資源があるということで、それを

活用するという面もあるのですけれども、一点集

中のＰＲという部分についてはなかなか弱いとい

う部分もあると思います。私どものほうは、それ

らの多くの資源があるということで、季節、季節

ごとの重要なアイテムということの位置づけの中

で、夏の目玉ということで、観光アイテムという

ことでひまわりということで位置づけさせており

ますけれども、先ほどもお話しさせていただきま

したけれども、市民の種の配布とか、ボランティ

アの方も昨年度よりは多くなっておりますけれど

も、まだまだ私どものほうとしては多くなったの

で、満足しているわけでございませんので、この

部分については継続的に取り組みさせていただい
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て、市民の方々がもっともっとひまわりに対して

自信と誇りを持ってもらうような取り組みを取り

組んでまいりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に名寄はすばら

しくおいしい食べ物もたくさんありますし、シバ

ザクラだとか、本当に望湖台の緑に輝く葉っぱが

美しいと、この間杉並区の方々がいらしたときに

皆さん本当にもうすばらしいことですねというふ

うにお褒めの言葉をいただいたところです。本当

にたくさんいいところがあるのですけれども、そ

れがばらばらになっていて一つのものになってい

ない。いいところいっぱいあるけれども、目玉も

ないし、ひまわりも夏だけでなくて、やっぱり夏

の時期に全員が黄色いＴシャツを着るとか、ポロ

シャツを着るとか、ここにバッジをつけるとか、

名寄市全体で取り組んでいく。そして、市民の方

も黄色いものを着ようとか、家の前には必ずひま

わりを植えようとか、そういう盛り上がり方とい

うのですか、みんながうちのまちはひまわりだよ

ね、モチ米だよね、シバザクラだよねと、そうい

うふうに思えるような、そこが営業戦略の仕事で

はないかと思うのですけれども、いかがお考えで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今高野議員から

斬新なアイデアも含めて御提言いただきましたの

で、その部分については先ほど言いました観光交

流振興協議会でいろんな組織の方々と協議する場

がございますので、貴重な御提言ということで今

後検討させていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） これ死ぬまでに行き

たい日本の絶景ということで、市長も何度かお話

の中に出てきた本でございます。これも日本の絶

景パレットということで、行ってみたいところで

名寄市が掲載されておりまして、ひまわり油のた

めにつくっているのだということをこの本の中で

は書いているところでございますけれども、その

点ひまわり油のことについては今どういうふうに

なっているかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） ひまわり油につ

きましては、現在もひまわり生産組合の方々が中

心となってひまわり油用のひまわりを生産し、ひ

まわり油を生産しております。一方で、私どもの

ほうもひまわり生産組合が栽培しておりますひま

わり畑を一つのひまわり畑の見る場所ということ

で位置づけさせていただいている部分の御協力を

得ながら、そういった部分も観光アイテムという

ことで活用させていただいているところでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） この続きにつきまし

ては、また次回させていただきます。

以上、本日は３点について質問させていただき

ました。いずれにいたしましても、職員と市民が

一体となって健康で災害など安全対策に留意し、

このまちの発展のためにそれぞれの立場で一体と

なって協力する。点と点をつなげて線にして面に

する。そのことが今問われ、そのことが経済の活

性化や市民の雇用や経済的保障、将来を担う、こ

の地域で子孫が暮らし続けていくことができる、

そのことのつながるのだと考えます。私は、何に

も増して人づくりは大切であると。人が人を呼び、

人のつながりが名寄の発展につながるのだと考え

ています。市長は、この間お客様的発想を強調な

さっていました。市長の任期も折り返しを過ぎ、

あと１年数カ月を残すところとなりました。この

間のその成果についてお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） たくさんの貴重な御提言

をいただきましてありがとうございます。何をお

話ししたらいいか、ちょっとわかりませんが、そ

れぞれの市民がこの地で少しでも自分らしく活躍

できる市政を目指してこれまでも全力で取り組ん
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できたつもりでございます。この４月から総合計

画も新しい向こう１０年の計画がスタートをし、

さらにこの人口減少社会の中でいかに人が少なく

なってもより活力のあるまちづくりを進めていけ

るのか、そして先ほどから高野議員がおっしゃら

れたとおり、人が少なくなっても、だからこそ横

のつながりをしっかりと持って地域が一体となっ

て前に進んでいくことがより大事な時代になって

いっていると思います。それぞれのテーマにおい

てそうした貴重な御示唆、御提言もいただきまし

たので、しっかりと検討できるものは前に進めて

いきたいというふうに思います。引き続きどうぞ

御指導よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

地域の医療を担う開業医確保対策について外３

件を、塩田昌彦議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問をして

まいります。

大項目の１、地域の医療を担う開業医確保対策

についてお伺いをいたします。名寄市の地域医療

の体制について、市立病院及び医療機関との役割

分担及び市民にとって最も身近で安心して受診で

きるかかりつけ医に求めるものなど、市立総合病

院と医療機関、開業医との連携についてお聞きを

いたします。

また、近年次々と閉院し、かかりつけ医が減少

する中、医師不足が地域に及ぼす影響など、現状

認識についてお知らせください。

なお、かかりつけ医確保のため開業医誘致に向

けた制度の創設について準備が進められていると

思いますが、専門的知見をいただくため、名寄市

保健医療福祉推進協議会の保健医療・高齢者合同

部会に諮問していると思いますが、部会の構成メ

ンバーと議論経過や審議内容、また委員からの御

意見などについてお知らせを願いたいと存じます。

次に、大項目の２、名寄市公設地方卸売市場、

競り場施設の今後の対応についてお聞きをいたし

ます。名寄市公設地方卸売市場については、平成

２５年９月から休止の状態が続き、市場としての

機能が果たせないことから、名寄市公設地方卸売

市場条例を廃止、市場が担ってきた役割の継続を

新たに進めております。競り場跡地の今後の対応

については、平成２７年第２回定例会の答弁で老

朽施設の安全対策や市場施設周辺が名寄市の都市

計画上の用途区域として準工業地域に指定されて

いるため、周辺地域と一体的な土地利用の視点を

視野に検討し、平成２７年度内に考え方をまとめ

るとしておりましたが、検討結果がどのようにま

とまったのかをお知らせ願います。

次に、大項目の３、地域コミュニティーの醸成

とまちづくりについてお聞きをいたします。小項

目の１、市民活動における市職員の積極的参画へ

の対応について。名寄市総合計画第２次では、人

づくり、暮らしづくり、元気づくりの３つの基本

理念とし、市民と行政が連携し、力を合わせなが

らまちづくりを進めていくとしております。市民

と行政との協働まちづくりに向け、市職員が文化、

スポーツの活動や町内会活動、各種諸団体での活

動など多岐にわたり積極的に参加されております。

市として地域の諸活動に携わる職員の処遇につい

ての考えをお知らせ願いたいと存じます。

小項目の２、借り上げバスの利用実績と有効活

用についてお聞きをいたします。現在研修などを

目的に借り上げバスを利用する際は、名寄市福祉

及び社会教育関係団体活動推進補助金交付要綱に

基づき、各関係部署に申請をし、許可を得て利用

しております。借り上げバスを利用できる団体は、

要綱の第２条第１号から第６号に規定をされた団

体とされております。現在の規定では、町内会で

の各種事業活動に資する目的で利用するには該当

しておりません。これからのまちづくりにおいて、

町内会活動は地域コミュニティーの醸成を図る意

味からも最も重要な役割を担っていると考えます。

町内会では、お年寄りから子供まで一体となって
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諸事業の活動を展開しており、なかなか単独での

企画もできない状況にありますことから、借り上

げバス利用の枠を町内会活動にも拡大することが

できないものか、また利用の基準において柔軟性

を持たせるなど、有効活用の検討をお願いしたい

と思いますが、お考えをお知らせください。

最後に、大項目の４、名寄市立大学が実施をい

たしました保育者に関するアンケート調査結果に

ついてお知らせください。今回の調査は、内閣府

の補助金を活用し、名寄市立大学を活用した地域

ケア力向上プロジェクトの一環として、道北地域

に勤務する保育士、幼稚園教諭を対象に実施をさ

れましたが、この結果を踏まえ、名寄市立大学と

しての役割や教育研究、地域貢献に向けた対応な

どどのように進められるのか、また今回は道北地

域の調査を対象としたものであり、対象範囲が広

く、市内の近隣実態とは少し相違しているかもし

れません。そこで、市内や近隣で働く保育士、幼

稚園教諭及び施設の設置者など実態把握をどのよ

うにされたのか、対応状況を含めお知らせ願いた

いと存じます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 塩田議員からは、

大項目４点にわたって御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は営業戦略室長から、

大項目３は総務部長から、大項目４は大学事務局

長から答弁させていただきますので、よろしくお

願いいたします。

大項目１の地域の医療を担う開業医確保対策に

ついて申し上げます。名寄市の地域医療の体制に

つきましては、名寄市立総合病院が地域地方セン

ター病院、災害拠点病院として道北地域の基幹病

院としての役割を果たしており、平成２７年８月

には救命救急センターの指定を受け、一般診療か

ら高度特殊医療、急性期医療から慢性期医療、１

次救急から３次救急まで全ての医療を担っている

状況にあり、特に小児科、周産期医療体制を確保

していることは近隣の他の市町村と比較すると医

療提供体制については優位性を確保しているもの

と考えております。一方、市民にとって最も身近

で安心して受診することができるかかりつけ医と

しての開業医がこの４年の間に３つの診療所が閉

院されたことにより、一部の開業医や中核病院に

患者が集中しており、当該医療機関の医師への負

担が増大している状況にあります。

また、２次医療圏を基本とした地域医療構想に

より、各医療機関において病床の機能分化、連携

が進むこととなり、病診連携の必要性が一層高ま

ることが想定されております。さらには、２０２

５年を目途とした地域包括ケアシステムの構築を

推進していくためには、これまでの病院完結型医

療から地域完結型医療への転換を進めていく必要

があり、在宅医療を担うかかりつけ医の重要性は

今後ますます高まってくるものと考えております。

また、開業医は診療のほかにも健康診断や予防接

種を初めとした予防医療、学校医、産業医、休日

当番医、当市や各種関係団体の委員や役員等、ま

た准看護学院の講師も担っていただいております

が、開業医師会では世代交代が進まず、新たに若

い医師が開業しない限りは毎年確実に高齢化が進

んでいく状況となっております。

このように開業医は地域医療活動を行い、地域

住民の健康維持に大きな役割を担うとともに、少

ない人数の中で多くの業務を分担していただいて

おり、名寄開業医師会会員の総意として新たに開

業医を確保することが急務であることから、名寄

市内に診療所を開設する開業医に対して先進自治

体の助成制度を参考として開業費用の一部助成の

制度化及び名寄市の実情に合った助成制度とする

ことなどを求める要望書の提出を受けたところで

あります。当市といたしましては、かかりつけ医

は地域医療体制構築のために最も重要な役割を果

たす存在であり、危機的な状況を重く受けとめて

おりまして、早急に助成制度の創設に向けた対応
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に取り組む必要があることから、開業医師会との

意見交換を初め、市役所内に助成制度創設に関係

する財政課を初め企画課、営業戦略課、市立総合

病院事務部及び健康福祉部の庁内関係部局の管理

職を構成メンバーとする庁内検討会議を設置して、

制度設計に関する市としての基本的考え方を協議

してまいりました。また、さまざまな立場の市民

の皆様の御意見や専門的立場からの御意見をいた

だくために、名寄市の保健医療福祉施策の推進に

関して協議を行い、市長に御報告をいただく諮問

機関であります名寄市保健医療福祉推進協議会の

保健医療・高齢者合同部会において第７期高齢者

保健医療福祉計画などの策定審議とあわせて開業

医誘致助成制度についても御審議をいただいてお

ります。

保健医療・高齢者合同部会につきましては、名

寄市市立大学、名寄保健所、上川北部医師会、名

寄商工会議所及び名寄市社会福祉協議会などの関

係機関や一般公募により委嘱された委員合わせて

１２名で構成されております。合同部会での審議

につきましては、５月に第１回目の合同部会を開

催し、事務局から市内の開業医を取り巻く現状と

課題等について説明し、合同部会として情報共有

を図り、かかりつけ医としての開業医誘致が必要

であることに対して共通の認識をいただき、第２

回合同部会において事務局から助成制度の骨子と

なる基本的な考え方と庁内検討会議で出された意

見をお示しをいたしました。委員からの主な意見

としては、一つには誘致する医師への家族を含め

たさまざまなバックアップが必要、一つには看護

師など医療スタッフ確保の支援が必要、一つには

既存のビル内や商業モールでの開業もあること、

一つには制度をつくった後の周知が重要、一つに

は医科大学との連携や通勤医への対応などについ

てさまざまな貴重な御意見をいただきました。今

後につきましては、第３回目の合同部会を７月中

旬を目途に開催し、合同部会としての審議内容を

取りまとめ、名寄市保健医療福祉推進協議会に報

告する予定としております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、名寄市公設地方卸売市場施設の今後の対応

について、小項目１、遊休施設の有効活用につい

て、具体的施策について申し上げます。

本市が所有する本来の機能を失い、今後の方向

性が出されていない遊休施設については、名寄市

公共施設等総合管理計画の中で対応方針を決定し

ていくこととして庁内で確認されております。御

質問にありました旧名寄市公設地方卸売市場施設

につきましては、名寄市公共施設等ワーキンググ

ループでの議論を踏まえ、庁内の関係部局と連携

し、施設の利活用について協議を行い、市民意見

等の募集を経て庁議にて方針を決定することとし

ております。今後は、担当課を中心として利活用

に係る検討会議を実施し、名寄市公共施設等総合

管理計画の推進を行う中で方向性について検討し

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

地域コミュニティーの醸成とまちづくりについて

の小項目１の市民活動における市職員の積極的参

画への対応について申し上げます。

まず、市民活動における市職員の積極的な参画

については、名寄市自治基本条例や第２次総合計

画にも記載されているとおり、市民と協働のまち

づくりを進めていく上で市職員の積極的な参加が

必要と考えております。このため、庁内の会議の

際には理事者などからさまざまな市民活動への参

加の必要性について伝えているほか、新規採用職

員などの若手職員に対しては総合計画に関する研

修などの機会を通じてまちづくりへの参加の意識

醸成に努めているところであります。

一方では、地方公務員法第３５条に職員はその

勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂
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行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責

を有する職務にのみ従事しなければならないと規

定されておりますので、おのずと市民活動への参

加は勤務時間外の時間帯になります。まちづくり

の根底であります市民活動につきましては、市職

員の参加が不可欠なものや各種事務的な部分を市

職員が担っていることも多くあります。現在国な

どでは働き方改革を推進していることから、本市

でもより多くの職員が市民活動に参加する時間が

確保できるよう昨年度に策定した特定事業主行動

計画の推進を図ることで地域の諸活動に参画しや

すい環境の整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目２、借り上げバス利用実態と有効

活用について申し上げます。借り上げバスの利用

に当たっては、平成２１年度から福祉及び社会教

育関係団体活動推進補助金として福祉及び社会教

育関係団体が研修等を目的とした移送に市が指定

した委託業者から車両を借り入れた場合において、

老人クラブであればその費用の１０分の９を、老

人クラブ以外の対象団体にあってはその２分の１

を補助しております。お尋ねの平成２８年度の利

用状況ですが、老人クラブの利用は１０件、老人

クラブ以外の福祉関係団体の利用は３０件、社会

福祉関係団体の利用は２４件となっており、それ

ぞれほぼ例年どおりの利用状況となっております。

借り上げバス制度を有効活用し、地域コミュニ

ティーを推進するため、町内会活動への利用を拡

大してはとの御質問ですが、本市では町内会の主

体的な活動を促進し、地域コミュニティーを推進

するための財政支援として町内会自治活動交付金

を交付しているところです。町内会においては、

この交付金を有効活用いただき、自主財源も含め

てそれぞれの工夫によりさまざまな町内活動が実

施されているところです。また、学校区を基本に

組織されている地域連絡協議会においても複数町

内会で実施する活動に対し交付することができる

地域連絡協議会等活動交付金が活用され、子供か

らお年寄りまでかかわることのできる多世代交流

事業などが実践されていることからも、今後にお

いても交付金などの活用により町内会の主体的な

コミュニティー活動を推進いただきたいと考えて

いるところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目４点目の名寄市立大学が実施した保育者に

関するアンケート調査結果について申し上げます。

御案内のとおり、名寄市立大学では地方創生推

進交付金事業の採択を受け、平成２８年度から３

年間名寄市立大学を活用した地域のケア力向上プ

ロジェクト事業に取り組んでおります。当該事業

は、圏域はもとより全国的に不足している保育士

等の専門職の育成を図り、安全、安心な地域社会、

子育て、定住環境の充実に資することを目的とし

ており、平成２８年度は上川、宗谷、留萌の３振

興局管内全ての保育士、幼稚園教諭を対象に就業

実態や就業意識、労働条件など大きく３区分、３

９項目の多岐にわたる項目でアンケート調査を実

施いたしました。調査結果については、道北地域

の保育者の就業実態と就業意識に関するアンケー

ト調査結果報告書として冊子にまとめ、先般議員

各位にお配りしたところであります。

お尋ねのアンケート結果を踏まえた本学として

の２つの講習会実施の検討状況についてでありま

すが、まず幼稚園教諭の免許状更新講習について

は、幼稚園教諭の免許所有者８６２人に名寄市で

の当該講習の受講を尋ねたところ、受講希望の回

答が１８２人、２ １％ありました。さらに、市

内の認定こども園や幼稚園からも本市での実施に

ついて強い要望があることを踏まえ、本学として

社会保育学科を中心に開催に向けて検討を進めて

おります。ただし、当該講習を開催するに当たり

手続面や事業終了後も継続実施するための制度設

計などに一定の時間を必要とすることから、実施

時期については本年度の遅い時期、または場合に
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よっては新年度にずれ込むことも想定されますの

で、御理解をお願いいたします。

次に、保育士または幼稚園教諭のいずれかの資

格のみを所有している方を対象とした所有をして

いない資格取得のための講習会について申し上げ

ます。認定こども園に勤務する保育教諭は、両方

の資格を有することが必要で、平成２７年４月１

日から平成３２年３月３１日までの５年間、少な

い学習負担で所有していない資格の取得ができる

よう特例の制度が設けられております。アンケー

ト結果では、名寄市での受講希望が１２件ありま

したが、名寄市内の認定こども園や幼稚園など５

つの園に問い合わせをしたところ、受講希望者は

なく、特例制度が創設されてから既に２年が経過

している中で必要とする方は既に受講を終了して

いるものと思われ、現状での当該講習のニーズは

ほとんどないものと判断し、講習会の開催は見送

る方向で検討しております。今後も本学が専門職

養成を使命とする地域の市立大学として人材の育

成確保のため、さまざまな取り組みを進めてまい

りますので、御理解、御協力をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁あり

がとうございます。まず先に、開業医確保に関す

る部分として再質問をさせていただきます。昨日

の東川議員、同僚でありますけれども、多くのこ

の制度創設含めたかかりつけ医の必要性について

質問をしておりますので、私のほうからは極力重

複を避けた形で再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。

まず、今お答えの中では病診連携、そしてかか

りつけ医の重要性、これは地域包括ケアシステム

の構築ということで将来的に構築をしていかなけ

ればならない。そのためには、かかりつけ医が重

要であるというふうな認識をしてくださっている

というふうなこと、それから地域の医療の実情を

見たときに、新たな開業医の確保が急がれるとい

うふうな御認識を答弁でいただいたというふうに

認識をしてございます。昨年の１２月の市政執行

に関する要望ということで、当会派のほうで要望

をさせていただいたこと、それから本年３月の第

１回定例会で東代表から代表質問のときにもこの

関係については質問をさせていただき、市長のほ

うからも前向きな御答弁をいただいたというふう

に認識してございまして、その後の流れといいま

しょうか、すごくスピード感があって、開業医の

誘致制度の創設について動きが始まったのだなと

いうふうに思ってございます。大変ありがたいこ

とだというふうに認識をしてございます。

そんな中、先ほどの中では保健医療・高齢者合

同部会、これ１２名ということで、各さまざまな

市民の代表、立場から、それから専門的立場、そ

して今回は一般公募もした中で１２名の委員が選

出をされて協議をなされているという、もう既に

２回のこの審議がされているというふうなことで

ございますけれども、この２回の審議の中でも先

ほどいろいろと委員さんのほうから要望といいま

しょうか、委員さんから要望というふうなことで

あったというふうにお聞きをしてございますけれ

ども、この辺の部分、今後どのように、審議会も

２回ではなくて、また７月に開催をするというこ

とで、スピード感を持った形の中で恐らく進めら

れるのだというふうに思いますけれども、この審

議の中でそれら市民に理解をいただきながら、こ

の制度を創設をしていくというようなことになる

と思いますけれども、答申をいただいた以降を含

めてどのような形の中で創設に向けて進められる

のか、スケジュール的なことも含めてお話をいた

だければというふうに思いますので、よろしくお

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

今後の合同部会での審議の内容、それとスケジ

ュールということについてのお答えをさせていた

だきたいと思います。第２回目の合同部会でいた
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だきましたさまざまな、先ほど申し上げましたが、

貴重な御意見、御提言を踏まえながら、論点整理

を行わせていただき、次回の合同部会におきまし

ては名寄市として早急に取り組むべき課題として、

現状確認できるデータを活用しながら、市内の医

療機関への受診動向調査の分析なども行わせてい

ただき、この地域の実情を踏まえた中で必要な診

療科目、そして診療所の活動についても御審議を

いただきたいというふうに考えています。さらに

は、今ございました将来を見据えた課題といたし

まして、第７期の介護保険事業計画策定もお願い

しているところでございますが、この審議の中で

この地域の実情に合った地域包括ケアシステムを

構築していくために、重要な位置を占める切れ目

のない在宅介護と介護サービスの提供体制の確保

という観点からも必要な取り組みについて御審議

をいただくこととしております。

先ほども申し上げましたが、今後第３回目の合

同部会を７月中旬を目途に開催をいたしまして、

合同部会としての助成制度の骨子案を取りまとめ

ていただきまして、その後合同部会長が名寄市保

健医療福祉推進協議会に報告をいただき、さらに

同推進協議会においても御審議をいただき、開業

医の誘致助成制度に対する骨子案を御決定いただ

き、その後市長へ答申をいただくというような予

定としております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） まずは、第３回予定

している部分についてはもう既にどういうふうな

形で審議を進めていくのかというようなことをお

話をいただきました。先ほどもお話をしましたけ

れども、この制度ができたからといって開業医が

名寄にすぐ来るというようなことではないと思い

ますので、スピード感を持ってこういう創設につ

いてしっかり議論をいただいて、市民理解をいた

だく中で設立をして、そしてやはり今市民の健康

を守るという立場からかかりつけ医というのは重

要な役割を担っているわけですから、何とかスピ

ード感を持ってお願いをしたいと思います。要望

して終わります。

それから、次、市場の競り場の有効活用という

ふうなことで、先ほど公共施設の総合管理計画、

この中のワーキンググループで話を進めていくの

だというふうにお答えをいただいたのかなという

ふうに思いますが、まず１つ確認をしたいのは、

平成２７年度中にこの方向性をしっかりまとめる

のだというふうに議会の中で御答弁いただきまし

た。その部分について何かまだできていないのか

なという認識なのですけれども、できていなかっ

たとすればどういうふうな審議経過があって、ど

ういうふうな理由があってそういうふうに至らな

かったのか、その辺についてお知らせ願いたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 旧公設卸売市場

の競り場の施設につきましては、塩田議員のほう

から平成２７年ですか、御質問いただいた部分に

つきまして、担当につきましては私どものほうの

営業戦略課が管理させていただいているというこ

とで、まずは私どものほうの内部のほうでも検討

させていただきました。施設の建物自体は、議員

も御承知のように４０年以上経過しているという

ことと毎年毎年いろんな箇所が破損をしていると

いうことで、応急的な修繕をしないといけないと

いうこと、また耐震的な耐震構造の補強もしない

といけないということで、根拠の部分で施設の有

効利用という部分についてはなかなか厳しいだろ

うということの内部のほうの検討させていただい

ておりました。一方、私どものほうの営業戦略課

の担当といたしまして、企業立地のほうも担当さ

せていただいております。毎年いろいろ多くの市

外からの企業の方で問い合わせが来たときに、一

番ネックとなるのが名寄で進出したときにどこの

一定の土地があるのかという問い合わせが多数ご

ざいます。その中で当然のことながら企業誘致と
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いうことですので、都市計画法で定められた一定

の地域でないと建設できないということになりま

すと、一定の地域というと準工業地域とか、そう

いったところの地域になると思います。その中で

民間の所有の土地もたくさんございますけれども、

市所有の土地ということになると一定量で準工業

地域となると競り場の市場の施設のところの土地

のところが一定の面積があるということで、それ

らの部分を有効活用していただいて、企業誘致が

来ていただくことによって相乗効果といいますか、

雇用も創出できるということも含めての部分で何

か企業立地の部分に活用できないかということで

営業戦略課のほうでも考えておりました。一定の

具体的なオファーも実はありました。その中でい

ろいろ協議させていただいたのですけれども、最

終的には企業立地まで至らなかったというのが現

状でありました。そういったことも含めて、いつ

までも遊休施設として利用、そのまま置いておく

ということができない部分がありますので、その

部分については公共施設の管理計画に基づいてワ

ーキンググループで今後検討していくというよう

な今までの流れになっております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） その協議経過といい

ましょうか、その辺の部分、ちょっと合点がいか

ないところもあるのですけれども、まずは老朽化

している。もう本当築４０年経過していますから

古いということもあるし、耐震の部分については

されていない施設でありますから、難しいのだろ

うなというふうに思いますけれども、そのことに

ついてはもう既にわかり切っている話であって、

それをどのように、どういうふうにして活用する

のかという具体的な部分はもっと話し合われるべ

きではなかったのかなと。まず、古いからもう耐

震が云々だからだめですよというのであれば、当

然のごとく壊すしかないというふうに思いますけ

れども、実際私がこの質問も今回させてもらった

のは、議会報告会の中でこの競り場跡地のことも

含めて他の遊休施設、この施設についてこのまま

でいいのかというようなことです。内容について

は、やはり健康を考えたときに夏季スポーツをし

ている団体が冬季はなかなか厳しい状況にあると。

したがって、広い施設を何かの形で、例えば床を

はつって土を入れかえて、そして使うだとかいう

ふうなことも含めて、そういうふうな形で有効活

用できないのかというような御意見でありました。

私も質問の中では、２７年のときにそのような形

で質問をさせていただいたのですけれども、何か

先送りされていて、どうなのかと。そして、管理

計画の中のワーキンググループの中で話をします

よという部分であるとすれば、なかなか厳しくな

っていくのかなと。きのうの質問でもありました

けれども、当然１３％削減をしていくというよう

なことの施設の中の一つというふうな形になりま

すから、そこら辺は庁内でしっかりした議論をさ

れて、市民に理解をいただくような形の結論にな

るのかなというふうに思いますけれども、この部

分についてはこの施設ばかりではなくて他の公共

の遊休施設も含めた中で統合して１つあく。あい

たところをどうするかというような議論になって

くると思うのですけれども、その辺含めてしっか

りとした有効活用といいましょうか、事後活用の

部分についてしっかり議論をしていただき、市民

に説明をしていただきたいというふうに思います。

結論まだ出ていませんから、そのことについて今

ここで議論をしても仕方ないことですから、そこ

ら辺も含めて今後しっかりした議論をお願いをし

たいと思います。

次に移ります。地域コミュニティーのまちづく

りの関係についてですけれども、確かに市民活動

における市職員のボランティアといいましょうか、

いろんな部分で参画をしていただいています。先

ほどお話しいただいた地公法３５条の規定に基づ

くこととすれば、やはり業務の専念というふうな

ことになろうかと思いますし、しっかり業務はし
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ていただかなければならないと。当然のごとくそ

れは当たり前だと思います。その業務に支障のあ

るような形でいろんな活動をしていくというのは

難しいのかなというふうには確かに思いますけれ

ども、今現実に多くの職員が活動をしてくれてい

ます。私この質問をしようと思ったのは、３月の

第１定のときに各種事業における広報活動のあり

方というふうな中で、市として職員が任意団体の

事務局を担うなど、今後も市民の活動に積極的に

参加してほしいというふうな御答弁をいただきま

した。しかしながら、公務に専念するべき環境を

損ねる結果となってしまったというふうなことも

含めて、おわびの答弁になったわけであります。

私としては、さきに公務というふうなことに関し

て言えば確かに公務をしない中でそっちのほうに

専念をするというふうなことについては、これは

もうあってはならないことだと思いますけれども、

やはり今職員が一生懸命このまちづくりのため、

そして地域のコミュニティーを守っていくために

いろんな文化、スポーツ、それから任意団体、諸

団体の中で活動し、事務局も担っているというふ

うなことでありますから、これは市としても先ほ

ども答弁をいただいた積極的に参加をしてくださ

いというふうなことでありますけれども、何かこ

の３月の議会の答弁の後漏れ聞こえるところでい

うと、なかなか厳しくなったというような感じに

受けとめている方もいらっしゃいます。やはり市

民の方は、市の職員が一生懸命いろんな場面で活

動してくれる、活躍してくれている、これはすご

くいいことだということでお褒めをいただいてい

る部分でありますから、そこら辺の部分について

行政としてこの辺について再度どういうお考えな

のか、もう一度お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど地公法も含め

てちょっとお話をさせていただきましたが、いず

れにいたしましても勤務時間中においては、これ

は基本的に職務に専念をするということでござい

ますので、答弁の中でも触れましたけれども、土

日あるいは勤務終了後に地域の市民として、さら

には行政の中で地域の皆さんと一体的にまちづく

りを進めていくという考え方に立ってぜひ活躍を

いただきたいというふうに思っていますし、議員

のほうから職員が地域の中で一生懸命やっている

ということについて評価をいただいているという

ようなお話もありましたので、今後何回も言いま

すけれども、やはり法律の中での一定の縛りとい

うのは当然あるわけで、それを度外視してという

ことには決してなりませんけれども、ぜひ積極的

に町内会活動を初め各スポーツ団体も含めて協力

できる部分については協力をするようなことで今

後もお話をさせていただきたいというふうに思っ

ていますが、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） わかりました。難し

いところは難しいというふうに思います。ただ、

先ほどの答弁の中にも市長も含めてこのことにつ

いては理解をしてくださっているというふうに私

認識をいたしましたので、そういうことで今後と

もよろしくお願いをしたいというふうに思います。

それでは、次、借り上げバスの利用実態の部分

について、今後といいましょうか、利用方法も含

めてちょっとお聞きをしたいというふうに思いま

す。この借り上げバスに関する部分としては、平

成２１年４月以前、ちょっと認識が違っているか

もしれませんが、当時は福祉バスというふうな形

で市にバスを所有し、そして運転手を抱えて、そ

していろんな活動を社協に委託したのかもしれま

せんが、そういうふうな形で進めていたと。いろ

んな時代の変化もあり、２１年４月に新たな形で

今の現状、現在みたいな形で進められているとい

うふうなことだと認識をしているのですけれども、

その中でちょっと驚いたのは、実績をいただいた

中で老人クラブといいますか、老人関係で年間１

０件というふうなことであります。各町内会には

老人クラブが必ずありますし、現状そういうとこ
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ろでいろんな活動をしています。当時は、２１年

前ですけれども、多くの方たちが御利用されてい

たのではないかなというふうに思っていますけれ

ども、随分減ったなというふうな認識が私にはあ

るのですけれども、このことについてはどういう

認識かお知らせいただきたいと思います。多いの

か、少ないのかという、そういう部分かもしれま

せんが。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 当時福祉バスと

いう形で老人クラブの皆様には無料で御利用いた

だいたという経緯もございます。その後受益者負

担ということで、１割の利用料をいただくという

形で今事業を進めさせていただいております。昨

今は、例えば近隣のホテル、旅館等に旅行に行か

れる場合、その施設から送迎のバスが出るという

ような状況もございまして、そちらを利用される

方もいらっしゃると。福祉バスについては、結局

どこかに集まっていただいて、そして目的地まで

という使い方が多いのですけれども、そういった

業者のバスの場合は使い勝手がよく、かなりいろ

いろなところでとまったりもできるというような

状況もあるということで、そのような部分もあり

まして、利用が以前よりは少し減っているという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） わかりました。そう

いう背景があって今の現状があるというふうなこ

とでありますけれども、先ほども御答弁をいただ

いた中で、やはりこの地域コミュニティーを守る

ために市としては補助金、交付金というふうな形

で活動に使ってくださいというふうな形でお配り

をするという話ですか、ないでしょうけれども、

それを実際に町内会としては町内会の会員の方か

ら会費を徴収したり、それから廃品回収なり、い

ろんな事業を展開をして、少ない中でも利益を出

して、そしてそれをこの活動の資金にしていると

いうふうなことで進めているのですけれども、前

段でお話をさせていただきましたけれども、実際

今お年寄りだけで何かをする、子供だけで何かを

する、大きな組織でできるところもあるのでしょ

うけれども、なかなかそうではないところも多く

あるわけです。そういうところでどちらかが企画

をして、そして総体で事業を実施をするというと

きに、例えば基準でお年寄りでなければだめです

よとか、子供でなければだめですよというふうな

ことになるとなかなか利用も厳しくなるのかなと

いうふうなことも含めて、今の町内会活動の中で

皆さんいろいろ御苦労されていることも含めてこ

ういう例えば制度というよりも枠といいましょう

か、利用できる枠を拡大はできないものなのかと

いうところで私も思いまして質問させていただき

ましたし、それから実際には庁内横断的にこの利

用にかかわる部分の有効利用といいましょうか、

有効活用といいましょうか、そこのところもしっ

かり検討していただきたいなというふうに思って

います。今すぐ結論は出るのであればいいのでし

ょうけれども、なかなか出ないと思いますけれど

も、それらについて使い勝手のいい形のものにし

ていくためにも協議をしていただきたいなという

ふうに思いますけれども、その辺について御答弁

をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今町内会においては、

いろいろと独自の取り組みをされているというふ

うに思っています。議員のほうからあったように、

今町内会においては子供がだんだん少なくなって

きているという状況もあるのだろうというふうに

思っていまして、いろんな行事やる上においては

町内会の年齢構成ですとか、子供の人数あるいは

お年寄りの人数あるいは町内会、日中どういう勤

務体系なのか、そんなことでいろいろと町内の活

動というのは出てくるのかなと思っていまして、

バス利用においても従前と違って、例えば子供が

少ない場合は隣の町内会あるいは地域の連絡協議

会の中で実施を多世代の交流の中でやっていこう
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というような考え方にもなっているのかなという

ふうに思っています。そういった場合については

対象になってくるのかなというふうには思ってい

るところでございますので、有効活用については

私ども総務だけではなくて健康福祉部なり教育部

なり担当のほうもありますので、今後予算編成な

りに向けてそれぞれ担当のほうで改めて現行の制

度なりについては検討がされるのだというふうに

思っているところでございますので、ぜひ御理解

いただきたいと思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 済みません。全庁的

にこの問題点を提起をしながら協議をし、使い勝

手のいいものにというふうな形にすることを希望

いたしまして終わります。

続いて、最後になりますけれども、大学の関係

であります。大学の調査、３年ということで、こ

としはまだ１年目の、恐らくいろんなポイント、

ポイントでアンケート調査をされるのだなという

ふうに思いますが、今回の部分につきましては調

査結果が出たので、私も何回となく保育教諭の片

面資格、それと幼稚園教諭といいましょうか、実

際に教育法が変わりましたから、学校教育法です

か、変わって１０年という部分で、資格が更新を

しなければならないという、そういうふうな状況

が生まれて、特に名寄市立大学の場合においては

幼稚園教諭資格を持って卒業されるというふうな

こともありますから、そういう意味でいうと開か

れた大学運営をしていくためにもやはり必要なこ

とでないかなというふうに思っています。先ほど

の答弁では、なるべく今年度中と。次年度にかか

るかもしれないけれども、やはり協議を推し進め

なければならないので、簡単にできる部分ではな

いと思いますけれども、その辺については少しで

も早い結論を出していただきたいなというふうに

思っていますけれども、そこの中で大学、教育職

員の免許の関係でありますけれども、これについ

ては名寄市立大学が行うと。免許更新時講習を行

うということになると思うのですけれども、その

部分についてはどういう資格といいましょうか、

学校として、例えばやるよといった学校ですぐで

きるものではなくて、答弁や何かいろいろいただ

いていますけれども、やはり当然文科省に申請を

し、そして認定を受けて、認定校というふうな形

で進めなければならないというふうに思いますけ

れども、それと今大学の先生方が旭川、札幌や何

かにも出向いてその講義をしていらっしゃるとい

うふうにたしか御答弁はいただいていましたけれ

ども、名寄はどんなふうになるのか、どんなふう

な形で考えているのかお聞かせ願いたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今塩田議

員から御質問がありました件は、免許の更新時講

習につきましては協会といいますか、団体が文部

科学省の委託を受けまして、そのような団体がご

ざいます。そこのほうと社会保育学科の教員を中

心に協議をしておりまして、例えば共催になるの

か、あるいは委託を受けてやるのか、その辺は今

協議中ですので、いずれにしても当市、本学で開

催できるように準備を進めているところでござい

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） どういう形になるか

わかりませんが、実際に名寄に通って、名寄大学

を目指してこられる生徒さん方にもここの学校は

こういうふうにしているのだよというふうなこと

を認知をしてもらう必要があると思いますから、

その辺についてはしっかり協議をしていただきた

いというふうに思いますし、ちょっと気がかりな

ところとしては旭川の大学の公立化ですか、もど

うなっているかわかりませんが、一時新聞等でも

あって、そうなった場合やはり近くで公立化にな

るということは名寄にとっては脅威であるという

ふうに私は認識をしています。そんなことも含め
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ていち早くこのことに取り組んでいる学校なのだ

ということをしっかり示していくことは、これは

もう大学運営にとって大事なことだというふうに

思っておりますので、その辺も含めてどのように

お考えになるのかお知らせを願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 旭川の動

きはちょっと別にいたしましても、いずれにいた

しましても名寄市立大学がこの地域あるいは道北

で今後も発展し続けるためには、やっぱり魅力あ

る学生教育あるいは地域貢献含めて学生に来てい

ただくということがまず一番大事です。それには、

就職率ですとか、就職の問題ですとか、地域に入

ってですとか、いろんなことが含まれます。この

事業につきましても国の採択を受けまして、いわ

ゆる目指す学生、あるいは資格を取って、それか

ら実際に現場で働いている人がまた名寄大学で受

けられるといういろんな効果があると思いますの

で、これらを含めましてさまざまな取り組みを続

けていくことで今後も名寄市立大学が生き残って

いけるような取り組みを教職員一体となって進め

てまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 学内でしっかりした

議論をしていただいて、本当にいい大学というイ

メージをしっかり持っていただけるような取り組

みを行ってもらいたいと思います。

以上をもって終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

交通安全対策について外２件を、野田三樹也議

員。

〇３番（野田三樹也議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問させて

いただきます。

初めに、大項目１の交通安全対策について２点

質問いたします。１点目に、高齢者の交通安全に

ついてです。近年高齢者の交通事故が多発してお

り、全国的にも問題視されておりますが、本市と

しても高齢者における交通事故を減らし、なくし

ていくためにも高齢者に対してどのような交通安

全対策の取り組みを行っているのかお知らせくだ

さい。

２点目に、自転車の運転マナーについてです。

現在自転車の運転マナーについても全国で問題視

されており、自転車に乗りながら耳にイヤホンを

して音楽を聞いたり、携帯電話を操作することに

より周囲の安全確認ができず事故を起こしたり、

巻き込まれる状況が多発しておりますが、本市と

しての市民に向けた自転車の運転マナーについて

どのような取り組みを行っているのかお知らせく

ださい。

次に、大項目２の公園の維持管理について２点

質問いたします。１点目に、遊具の老朽化につい

てです。公園の遊具は、雨や風にさらされ、老朽

化の原因につながってくると思いますが、現在の

公園に設置してある遊具の老朽化の現状と今後の

対応についてお知らせください。

２点目に、公園の草刈りについてです。毎年春

から秋にかけ草が伸びてくる時期であり、草の伸

びぐあいに応じて草刈り業務が必要になってくる

と考えておりますが、年間通してどの程度の回数

を目安に草刈り業務を実施しているのかお知らせ

ください。

次に、大項目３の名寄市営球場の運営について

３点質問いたします。１点目に、市営球場の現状

と今後の対応についてです。以前に市民から市営

球場はかなりの築年数がたっているが、老朽化に

ついて大丈夫なのかとお話を聞かせていただきま

したが、市営球場の現状と今後の対応についてお
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知らせください。

２点目に、市営球場の利用状況についてです。

近年は、野球人口が減少していき、大変寂しいと

ころではありますが、現実に野球をする子供が減

り、野球少年団のチームも合併をし、ぎりぎりの

状態が続いております。市営球場においては毎年

数多くの大会や練習に使われておりますが、利用

状況についてお知らせください。

３点目に、サブ球場の今後についてです。現在

のサブ球場ですが、試合前のウオーミングアップ

に使用したり、時々野球少年団が練習で使われて

おりますが、雨が降った場合には水はけが悪く、

二、三日程度使えなくなる状態になりますが、本

市として今後どのような対応でサブ球場を維持管

理していくのかお知らせください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 野田議員からは、大

項目で３点について質問をいただきました。大項

目１については私から、大項目２については建設

水道部長、大項目３につきましては教育部長から

答弁をさせていただきますので、よろしくお願い

します。

初めに、大項目１、交通安全対策について申し

上げます。小項目１、高齢者の交通安全について

ですが、高齢者につきましては視力や聴力、反射

など身体機能の低下や認知症により状況判断等が

低下をすることにより、車を運転中あるいは歩行

中等さまざまな場面で交通事故になっております。

高齢運転者に多い認知症の対策として、高齢者講

習制度が改正をされ、平成２９年３月１２日に施

行となっております。この制度では、自動車運転

免許証の更新期間が満了となった７０歳以上の高

齢者運転者につきまして、高齢者講習の受講が義

務づけられておりました。７５歳以上の高齢運転

者は、３年ごとの免許更新時に講習予備検査を受

けることとなっております。また、免許有効期間

中の認知機能の現状を把握する制度として、一定

の違反行為をした方は運転に必要な記憶力、判断

力などに関する簡易的な検査として臨時認知機能

検査を受け、その状態により臨時高齢者講習を受

講することになります。また、臨時認知機能検査

の結果、認知症のおそれがあると判定をされた方

は医師の診断が必要となりまして、認知症の場合、

運転免許証の取り消しの対象となってしまいます。

この制度によりまして、高齢運転者の認知症に起

因する交通事故の減少に期待をしているところで

ございます。

高齢者の歩行中の事故状況につきましては、警

察庁出典の資料によりますと、一例として道路を

横断中に交通事故に遭って死亡した人の比率は事

故の人口１０万人当たりの死亡率は６０歳から６

４歳では ３人、８０歳から８４歳では２ ４５

人になりまして、ほぼ７倍にふえてございます。

このうち半分以上に当たる１ ７２人は、高齢者

みずから交通違反をしていたとの結果が出てござ

います。これらのことから、一人一人の高齢者み

ずから運転中や歩行中において交通ルールの遵守

が事故に遭わない、遭わせないために必要である

と考えておりまして、名寄警察署を初め名寄地区

交通安全協会連合会等の協力をいただき、名寄、

風連、智恵文それぞれの交通安全協会が中心とな

った高齢者を対象とした交通安全教室の開催や名

寄市老人クラブ連合会、名寄交通安全協会、名寄

市交通安全運動推進委員会が主催をする高齢者交

通安全宣言大会等を通じ、交通安全意識の高揚を

高め、高齢者の特性を生かした交通安全運動と交

通事故防止に向け取り組んでまいります。

次に、小項目２、自転車の運転マナーについて

ですが、子供から高齢者まで年代を問わず手軽に

利用できる乗り物として親しまれている自転車で

すが、道路交通法上軽車両と位置づけられており

まして、一つには自転車は車道が原則だよと、一

つには車道は左側を通行、一つには歩道は歩行者

優先で車道寄りを走行、一つには安全ルールを守
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る、一つには子供はヘルメットを着用といった自

転車安全利用五則を守らなくてはなりません。さ

らに、平成２７年６月１日に改正道路交通法施行

に伴い、自転車運転中の信号無視、酒酔い運転等

の危険なルール違反を繰り返すと自転車運転者講

習を受けなければならなくなりました。議員御指

摘のとおり、周囲の音が聞きづらくなるヘッドホ

ン等を使用しながらの運転も大きく安全を損なう

もので、規制の対象行為となっております。市と

しましては、自転車利用者一人一人の安全運転の

意識向上を図るため、市の広報紙、チラシの配布

等のほか、新入学時期には市内小学校を対象に自

転車教室を実施し、年間を通じ女性交通安全指導

員による登下校時の街頭指導などを実施をしてき

ております。今後につきましてもこうした活動を

中心に自転車の運転マナー向上に取り組んでまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 大項目２、公園

の維持管理について、小項目１、遊具の老朽化に

ついて及び小項目２、公園の草刈りについてを申

し上げます。

初めに、小項目１、遊具の老朽化についてでご

ざいますが、現在本市が管理をしている都市公園

は総合公園３カ所、近隣公園３カ所、街区公園２

４カ所の合計３０カ所でございます。そのうち供

用開始から３０年以上経過する公園が７０％、今

後１０年後には９０％に達し、公園施設の老朽化

が著しいことから、快適で安全な公園利用の確保

が難しい現状を踏まえまして、平成２２年度に名

寄市公園長寿命化修繕計画を策定しました。その

計画に沿った２４の公園について平成２３年度か

ら平成３２年度までの１０カ年で公園施設の遊具

等の更新を進めております。平成２８年度までに

は、名寄公園、大学公園、浅江島公園、風連西町

公園、花園公園の更新を既に完了しており、本年

平成２９年度につきましては町内会や地区ごとに

あります街区公園を７公園更新整備をしてまいり

たいと考えております。次年度以降につきまして

も順次計画どおり進捗することができますよう社

会資本総合整備交付金を活用しながら、既存の遊

具の更新整備に努めてまいります。

続きまして、小項目２、公園の草刈りについて

でございますが、先ほど申し上げました本市で管

理している都市公園のうち名寄公園や浅江島公園

などの総合公園及び大学公園や風連西町公園など

の近隣公園、花園公園やしらかば公園の２カ所の

街区公園については民間業者に委託し、維持管理

を実施しており、その委託業務の中で草刈りを実

施しております。回数につきましては、各公園の

面積や状態を勘案した基準で適宜実施していると

ころであり、年間６回以上実施をしております。

また、花園公園としらかば公園を除く街区公園に

ついては、地先の町内会に御依頼申し上げ、年２

回から４回程度の草刈りを実施いただいておりま

す。若干ではありますが、公園面積割や均等割に

よりまして謝礼をお支払いさせていただいており、

相互の役割分担のもと、地先町内会に御理解をい

ただきながら、協働のまちづくりの一翼を担って

いただいております。今後におきましても同様の

考えのもと継続して市民の憩いの場である公園の

潤いある公園空間の確保、維持に御協力をいただ

きながら、環境整備に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

名寄市営球場の運営についてお答えをいたします。

初めに、小項目１の市営球場の現状と今後の対

応についてですが、名寄市営球場は昭和４２年に

開設し、その後昭和５５年と平成７年に２度の大

規模な改修を経て現在の球場として利用されてお

ります。かつては、名寄地区の高校の野球大会が

開催されるなど、この地域の野球の拠点として大

きな役割を果たしてきましたが、現在は安全上の

理由から高校野球に対応できない状況になってお
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ります。これまでの議会でも市営球場の整備にか

かわる質問をいただいてきたところでありますが、

安全性を考慮した改修には多額の改修費がかかる

ことなどにより、市民や団体などからの要望に沿

った整備ができていない状況にあります。今後に

つきましても改修に係る財源確保が必要となりま

すが、市全体の公共施設の整備計画とのバランス

を図りながら、施設整備をしてまいりますので、

御理解をお願いいたします。

次に、小項目２の市営球場の利用状況について

ですが、市営球場の利用につきましては合併以降

のデータで平成１９年の ３５４人をピークに減

少傾向にあり、平成２８年度利用実績は ７４９

人の利用となっています。前年度対比では９６０

人少ない状況となっており、野球少年団の団員数

や市内野球チームの減少など利用人数の減少も大

きな要因となっています。

次に、小項目３のサブ球場の今後についてです

が、サブ球場につきましては昭和５０年に開設し

ており、主に大会時における練習会場として使用

されていますが、平成２８年度の利用状況は ６

８３人で、前年度との比較では７３２人少ない状

況となっております。昨年度は、設備の老朽化に

よりバックネット、ファウルポールを撤去しまし

たが、開設以来大規模な整備は行っていない状況

であり、利用者の皆さんには御不便をおかけして

いるところであります。今後につきましても本球

場と同様に改修に係る財源確保と市全体の公共施

設の整備計画とのバランスを図りながら施設整備

をしてまいりますので、御理解をお願いいたしま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれに御答弁い

ただきましてありがとうございました。それでは、

再質問させていただきます。

まず初めに、交通安全対策についてなのですけ

れども、交通安全対策について、高齢者への対策、

そしてさらには自転車のマナーに関してそれぞれ

答弁いただいたところなのですけれども、また道

路交通法の改正が繰り返されている現状について

もお知らせをいただきましたが、改めて本交通安

全対策のより一層の普及啓発に向けて新たな取り

組みなどが考えがあればお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 交通安全対策につい

て改めて質問をいただきました。交通安全の推進

は、今回質問をいただいた高齢者ばかりではあり

ません。子供たちを初めとして市民一人一人が交

通ルールを守ることが大変重要だと考えておりま

して、そのためには名寄警察署を初めとして地域

町内会、名寄、風連、智恵文、それぞれの交通安

全協会等の関係機関と連携を密にし、年間を通じ

て交通安全運動の取り組みですとか、街頭啓発、

交通安全教室の開催、広報やチラシによる啓発、

出前講座等によりまして交通安全意識の高揚に向

け啓発の活動に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

また、今年度から新たな取り組みといたしまし

て、高齢者の運転免許証返納者に対しまして、と

りわけ高齢者の歩行時の事故防止に着目をしまし

て、反射材等の交通安全グッズを免許返納記念品

として配付をするなどとりわけ夕方、夜間、歩行

中の高齢者の事故防止に役立てていただきたいと

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからもより一層関係機関、団体とも連

携を密にして交通安全の意識がより一層高まるよ

うに取り組みをぜひ続けていただるようにお願い

したいと思います。

次なのですけれども、遊具の老朽化についてで

すが、現時点では全体の約７割の遊具の修繕など

が必要で、さらに１０年後には約９割の修繕など

が必要になってくるとのことでしたけれども、遊
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具の修繕について、特に市民から子供が喜んで遊

べるような新しい遊具を設置してもらいたい、そ

ういったリクエストや意見などは今まであったの

か、改めてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 公園の遊具の関

係でお尋ねをいただいてございます。先ほど申し

上げましたように私どもの管理する公園、大変年

数が経過をしてございます。議員も地域の皆様の

ほうから子供たちの声、保護者の声なども踏まえ

て御質問いただいているものだなというふうに感

じ取っているところでございます。御承知のよう

な公園の状態でございますけれども、それぞれ地

先の町内会さんを通して、よくブランコ、滑り台、

鉄棒、ジャングルジムなど、シーソー含めて大変

遊具の種類というのはさまざま多岐にございます。

それを新しく更新してほしい、また新たなものが

ないのかといった期待の声というのは随時私ども

も頂戴をしているところでございます。子供たち

が元気に私どもの安全で安心な公園の、そしてそ

の遊具で遊んでいただけるということは本当に私

ども維持管理する者にとっては大変うれしいこと

でございます。ただ、他方御承知のとおり遊具に

つきましては、幸いこの地域ではございませんが、

時には全国的なニュースで遊具による痛ましい事

故だとか危険性を伴う課題というのも実は背中合

わせにあるというのが正直なところでございまし

て、新たな遊具という面もありますけれども、そ

の安全性というのが大変大きな課題だというふう

に認識をしてございます。

その遊具の更新ですけれども、先般私自身も今

年度遊具を更新をさせていただく予定をしていま

す公園を少し回らせていただいてみました。その

私自身の感想なのですけれども、大変年数がたっ

たもの、中には先ほど申し上げたような不幸な事

故により危険な遊具として残念ながら関係官庁等

との御指導などもいただきながら、使えない形で

鎖で稼働できないような形にするものなどもあり

まして、私自身やはり一日も早くというのを、一

年でも早くというか、その場にある遊具を老朽化

を新しいものにまずはしっかり取りかえさせてい

ただくということが少しでも安全性を高めるもの

になるのではないかなということを実感をしてい

るところでございます。先ほど国の交付金などを

活用してということで答弁をさせていただきまし

た。国の交付金は、なかなか新しい多様なものに

ついての活用というのは難しいのですけれども、

既存の遊具の更新については大いに活用できると

いった面もございまして、先ほど申し上げさせて

いただきましたように３２年度までには二十数カ

所の公園の遊具は今現状あるものは新しいものに

切りかえさせていただくよう変わらず予算の確保

も含めしっかり対応していきたいというふうに考

えてございますので、今急ぎその更新に重きを置

かざるを得ないということについて改めて御理解

いただければというふうに思っているところでご

ざいます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。近年は、子供たちが公園で遊ぶ姿が減って

きて大変寂しいところではありますけれども、い

つでも子供たちが安全に、そして楽しく遊べるよ

うに遊具の老朽化対策をぜひ進めていただきたい

と思います。

次なのですけれども、公園の草刈りについてで

すけれども、大きい公園については外部の委託業

者に任せているということで、各町内会に設置し

てある公園については各町内会で草刈りをお願い

しているとのことだったのですけれども、町内会

にお願いをするときに草刈り業務の事故も最近結

構ふえてきているのですけれども、事故について

未然に防止してくださいよという感じの防止する

ための注意喚起なども一緒にお願いしているのか、

この点についてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。
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〇建設水道部長（天野信二君） 今議員お話しの

とおり、大変大きな公園面積等のあるものにつき

ましては専門の業者というか、そういったほうに

委託お願いしてございますので、当然安全管理等

々については万全を期していただいているものと

いうふうに承知をしてございます。それぞれの地

域にございます町内会にお願いをして、言ってみ

れば公園愛護の一環としてお力をかしていただく

ということで、その部分でのお願いというか、そ

ういった形でのお願い、御依頼をさせていただい

ているところでございまして、議員御指摘のとお

り草刈り業務の危険性について、特にこの部分注

意してほしいというような形は正直その部分に限

って取り上げてという形での御依頼ではなかった

のですけれども、今回議員の御指摘も改めて再認

識しながら、今後におきましてはやはり各町内会

に事故を受けての安全性を高めるためのしっかり

とした注意喚起させていただき、実際それぞれ地

域の皆さんが作業に当たられるときに十分御留意

いただけるような形で私どももお願いをするよう

な形でしっかりと対応していきたいと思ってござ

いますので、その旨御理解いただければと思いま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。各町内会に草刈りをお願いする以上は、や

はりお願いする側として、これある程度の責任も

あると思うのです。ですから、今後からも事故を

未然に防止するための注意喚起をすることは重要

だと思いますので、ぜひその辺注意喚起のほうも

呼びかけていただくことをよろしくお願いしたい

なと思います。

次に、名寄市営球場の運営についてですけれど

も、以前から市民の方々からも市営球場を再整備

し、せめてプロ野球のイースタンリーグを呼んで

試合をやってもらいたいという話も出てきていま

す。私自身も市営球場でイースタンリーグを呼ぶ

ことによって、そして試合をやっていただいて、

当然市民に観戦していただき、そしてさらに周り

の地域の方々にも名寄の市営球場に来て観戦して

いただくことで本市の活性化にもつながってくる

のではと考えているところなのですけれども、本

市としてこの点についてどのような考えがあるの

か、ちょっとお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま議員からあ

りましたように、プロ野球イースタンリーグの試

合を誘致することは地域の活性化にもつながり、

また子供たちに夢を与えることができるというふ

うにも考えているところであります。これまで高

校野球も含め公式野球の大会開催を望む市民の声

はありましたが、名寄市営球場につきましては球

場と住宅街が隣接していること、またフェンスの

ラバー化による安全対策、駐車スペースの確保な

ど大きな課題があり、これら課題を解決するには

至らず、市民の期待に応えられていない状況にあ

ります。本市では、先ほど述べましたように残念

ながらハード面の課題解決が困難であることから

公式野球の誘致はできませんが、必要な修繕を行

いながら、本年度開催されます全道規模の少年野

球大会を初め対応可能な大会の誘致については野

球連盟を初め関係する皆さんと連携をさせていた

だきながら、対応してまいりたいというふうに考

えておりますので、御理解をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも市営球場についてぜひ再整備を

本当に考える時期ではないのかなと考えておりま

す。例えば隣の士別市では、ことしもそうなので

すけれども、イースタンリーグを呼び、試合を行

っていますので、これから本市としても参考にな

るのではないのかなと私自身思っております。で

すから、調査研究をして市営球場の再整備に取り

組んでいただくことをぜひともお願いしたいなと

思います。
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最後になるのですけれども、今後市営球場につ

いて、これから市民の声も多いところですけれど

も、市民と一体になってつくり上げていく方向性

というのは本市として考えているのか、改めてお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申し上げまし

たが、市営球場の利用は減少している状況にあり、

少年団を初め野球競技人口をふやすことが課題だ

というふうに考えているところであります。子供

の人口が減少しているのに加えて、趣味や塾など

学校以外での時間を過ごす方法が多種多様化して

いる中で、スポーツ系少年団への加入人数は減少

している競技団体がふえている状況にあります。

このような状況を踏まえながら、ジュニア世代の

競技者人口をふやしていくとともに、アスリート

の育成のため幼児期から運動能力を高めるととも

に、スポーツに興味を持つような取り組みも推進

をしているところであります。

また、スポーツ振興におきましては、スポーツ

をする、見る、支えるといった意識を市民に持っ

ていただくことが重要だという話はこの間何度も

させていただいているところでありますけれども、

そのことが野球においては既に確立しているとい

うふうに思っております。少年野球からプロ野球

まで、多くの方が観戦したり、支えたり、かかわ

っているスポーツであるというふうに考えており

ます。市営球場に限らず、市民が気軽に足を運び、

スポーツをしたり、観戦や応援をしたり、大会運

営等のお手伝いをいただくなど施設が有効に利用

され、活性化するような取り組みを推進していき

たいというふうに思っております。本議会でも多

くの施設整備の御意見をいただいているところで

あります。財源確保にも努めながら、必要な改修

修繕に努めて、それぞれの施設が市民が集い、活

性化する、そういった施設になるよう今後も進め

てまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。今後市営球場は、これから本市の地域活性

化に向けて重要な施設だと私も考えておりますの

で、ぜひとも市民と一体になって進めていただく

ことを最後お願いしまして、終わりたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

地域コミュニティーの将来展望について外２件

を、佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

最初に、地域コミュニティーの将来展望につい

てであります。地域社会を支える名寄市の人口は、

１０年前の合併当時は３万 ２１２人でありまし

たが、ことし５月末では２万 ０７１人と１割強

の １４１人という大幅減少となりました。一方、

６５歳以上の高齢化率も２ １％から３１％と上

昇したことから、社会情勢の変化も相まって地域

コミュニティー活動も大きく変貌してきていると

いっても過言ではありません。

そこでまず、お伺いします。合併以降の市内町

内会の加入率、平均と最低の推移をお知らせくだ

さい。

また、近年民間共同住宅の建設がふえているよ

うに推察されますが、平成１８年度以降の民間共

同住宅の建設件数及び戸数、さらには民間共同住

宅入居世帯の地域町内会加入率についてもお伺い

します。

今過疎や少子高齢化などを要因としながら、智

恵文地区では町内会組織の統一化が協議されてい

るように、市街区においても従前のような町内会

活動が行き詰まることを懸念する声がありますが、

改めて今後の市政推進において町内会の役割につ

いての認識をお伺いします。

次に、名寄市立総合病院の将来展望についてで
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あります。同病院の平成２８年度決算概要では、

１人１日当たりの診療収入が入院平均で５万 ９

０９円、外来で１万３２４円となりました。これ

は、過去５年間で最高の数値であり、和泉院長を

中心として経営に努力されている結果は高く評価

されるところです。しかし、行政報告にあったよ

うに特別交付税において救命救急センターの交付

単価が予想以上にふえ、当然ながら従前からの交

付税プラス１億円という歳入ルールに従って病院

会計歳入に加えられたと思いますが、結果的には

９１億 ９２２万 ０００円の病院事業収入に対

し、病院事業費用は９３億 ３２５万 ０００円

となり、差し引き１億 ４０３万 ０００円の純

損失を計上することになりました。昨年１２月の

第４回定例会一般質問の答弁では、４から５億円

の損失を見込まれておりましたので、大きな改善

と受けとめさせていただきますが、改めて行政報

告で述べられた救命救急センターの交付単価増が

どの程度であったのか、加えてこの結果、累積赤

字額は５６億 ８６０万 ０００円に膨れ上がる

ことになりましたが、今後の病院財政及び経営の

見通しについてお伺いします。

一方、病院側では地方公営企業法全部適用の準

備を進め、来年度から新たな経営体制を目指して

諸準備に取り組まれていることと思いますが、こ

の中で来年３月にも選任されるであろう管理者が

現状の財政事情の中で十分力を発揮できる体制が

維持、確立できるか否かについても御見解をお伺

いします。

最後に、名寄市立大学と地域、そして将来展望

についてお伺いします。名寄市立大学では、この

ほど２０１８年度入学案内を作成しました。その

中で佐古学長は昨年発足したコミュニティケア教

育研究センターに触れ、人口減少、少子高齢化が

進む地元の活性化に少しでも貢献できるよう本学

の総合的、専門養成大学の特徴を生かした保健、

医療、福祉、保育、食育の視点から、産学官の連

携を図り、課題解決に向けて取り組んでいますと

記し、同センターの地域貢献でも教職員及び学生

による地域交流や地域活性化の活動を支援し、そ

の成果について積極的な情報発信を行う拠点とし

ていますが、発足から１年が経過し、今後の地域

とのかかわりあるいは地域課題等の取り組み状況

についてお伺いします。

また、名寄市立大学には地域推薦枠に名寄市、

下川町、美深町、音威子府村、士別市、剣淵町の

６市町村を指定した地域枠を設けていますが、こ

の枠は御案内のとおり栄養学科が推薦募集１５人

の枠のうち３人、看護、社会福祉、社会保育の３

学科については同２０人枠のうち各５人、合計１

８人を設定していますが、２９年度においては枠

指定の地域からの入学者が名寄市８人、士別市５

人、美深町１人の１４人にとどまっています。

そこで、お伺いします。２９年度において推薦

枠１８人に対し、入学者が１４人にとどまってい

る理由、さらには推薦地域枠の応募状況、入学者

の推薦、一般の受験状況、これまでの地域枠入学

者の推移、加えて来年に迫った２０１８年問題を

含め学生確保対策の中で推薦の地域枠について検

討された経緯及び今後の推薦地域枠のあり方につ

いての見解をお伺いし、この場からの質問とさせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま佐藤議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１は私から、大項目２については病院

事務部長から、大項目３については大学事務局長

からそれぞれ答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

それでは初めに、大項目１、地域コミュニティ

ーの将来展望について、小項目１の町内会加入率

の現状について申し上げます。町内会全体の加入

率は合併直後の平成１８年度は約８５％、平成２

２年度には約８３％、その後穏やかに加入率は減

少し、現在は約７８％の加入率となっています。

単位町内会ごとの加入率の平均は、平成１８年度
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は約８８％、平成２２年度は約８９％、同じく穏

やかに減少し、現在は約８５％となっています。

また、単位町内会において一番低い加入率につい

ては平成１８年度は約３１％、平成２２年度は約

２８％、現在は約１９％となっており、同じく減

少傾向で推移しているところです。

次に、小項目の２の平成１８年度以降１０年間

の民間共同住宅の建設数はについて申し上げます。

平成１８年度から２８年度までの１１年間に市が

受理した建築確認申請の内容となりますが、この

間に建築された共同住宅は１６７棟 １４６戸と

なっています。

次に、小項目３、民間共同住宅入居世帯の町内

会加入率について申し上げます。町内会の加入率

につきましては、単位町内会ごと及び町内会全体

のデータは把握しておりませんが、民間共同住宅

のみを抽出した加入率については正確な数値を把

握していないのが実態です。実態を把握するため

に単身者や学生向けの民間共同住宅が比較的多い

町内会を抽出し、６地区の単位町内会に対し聞き

取りを行いました。結果としては、民間共同住宅

居住者の加入率は５％から２０％程度と非常に低

い数値となっています。単身世帯が多いことが大

きな要因と言えますが、町内会側から勧誘活動を

行っている場合や民間共同住宅のオーナーによる

一括加入がある場合には率が上がっている状況が

聞き取り内容から推測されているところです。

次に、小項目４の改めて地域町内会の役割とは

について申し上げます。町内会につきましては、

住みよい地域社会を築き協働のまちづりを進める

ための最も重要な基礎的組織であると認識してお

り、これまでも町内会活動を支えるための財政的

支援を行っているほか、懇談会などの開催や町内

会連合会の事務局の役割を通じ、単位町内会及び

町内会連合会との連携を図りながら町内会活動を

推進し、積極的に支援を行ってきています。今後

の地域コミュニティーを考える上では、それぞれ

の町内会の規模や構成、地域性などによって課題

に違いがあることから、地域の実情に合った活動

や組織の形態を推進することが必要です。一定の

規模で活動を維持することが可能な町内会につい

ては、引き続き同様の活動を推進していくことと

なりますが、一方で高齢化や加入世帯数の減少が

進み、活動が成り立たない状況となった場合には、

統合や再編により一定の組織規模を確保すること

が必要になると想定されるとともに、単独の町内

会では規模的に取り組みが困難なケースにおいて

は複数町内会が連携し、互いに補完することで活

動を維持していくことも必要でございます。その

受け皿として、これまで活動を推進してきた地域

連絡協議会が地域課題解決に向けた組織として役

割を果たすことで活動の維持が図られるとともに、

地域連絡協議会が機能することにより、新たな取

り組みへの可能性も生まれてくるものと考えてい

るところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目２、名寄市立総合病院の将来展望につ

いてお答えいたします。

初めに、小項目１、平成２８年度決算の分析に

ついてですが、診療収入単価の伸びにつきまして

は議員御指摘のとおり患者１人１日当たりの単価

として入院で前年比 ４％増の５万 ９０９円、

外来で前年比１０％増の１万３２４円となり、医

業収益全体では前年比 ６％増の８４億 ７１９

万 ０００円となりました。この収益の伸びは、

スタッフ全体の増収に向けての取り組み効果のほ

か、高額な薬剤や診療材料の使用が多かったこと

による請求額の押し上げ効果もあったと分析して

おります。一方の医業費用全体につきましても、

前年比 ６％増の８９億 ４２５万円となったこ

とにより、収支は前年度より改善したものの１億

４０３万 ０００円の純損失を計上したところ

であります。医業費用の増加の主な要因としまし

ては、診療機能の強化に伴い給与費が前年比４％、
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各検査、手術等に使用される診療材料費が前年比

１ ７％、高額薬剤の適用拡大に伴い、薬品費が

前年比 ７％増加したことが挙げられます。

御質問のありました救命救急センターに係る交

付税額につきましては、基準額ベースで１億 ０

５８万 ０００円となり、当初予算より ３６９

万円の増額となっております。また、半年間の稼

働でありました平成２７年度の決算からは約 ２

００万円程度の増加となっております。

次に、小項目の２、今後の病院財政の見通しに

つきましては、昨年度策定いたしました新名寄市

病院事業改革プランにおいて平成３１年度での黒

字化を目標としておりますので、その実現に向け

本プランに基づいた取り組みを進めてまいります。

その一つとして、平成２８年度中に診療科別原価

計算システムの導入を実施いたしました。本シス

テムにより各診療科における収支状況を分析し、

さらなる加算等の取得や適切なＤＰＣコーディン

グを推し進めることにより収益状況の改善に努め

ていくことが可能であると考えております。また、

大きな伸びを見せた診療材料、薬品費につきまし

ても、これまで納入事業者に対し価格面での協議

を実施してまいりましたが、自治体病院のベンチ

マークとともに本システムの分析の結果を取り入

れ、納入価格の圧縮に努めてまいります。あわせ

て地域における医療機関の連携を強化するために、

各分野での地域連携クリティカルパスの構築に向

けた取り組みを進めるとともに、社会福祉士等の

専門医の増員を図っております。これにより地域

の各医療機関の役割分担が明確化されることにな

り、各医療機関で無駄のない医療資源の投入が可

能となることでそれぞれの収益の改善につなげて

いくことが可能であると考えておりますので、今

後も地域連携を通じた医療の質の向上と収益改善

の両立に努めてまいります。これらのほか、組織

機構や人事管理の適正化など総合的に取り組むこ

とで病院全体の収支状況の改善を図ってまいりた

いと考えております。

次に、小項目３、経営形態見直しに伴う財政支

援のあり方についてですが、深刻な赤字の状況が

数年間継続すると必要な投資が抑制されるマイナ

ス効果が発生することは事実であり、病院に求め

られる役割の実現や業務の改善、新たな検査や治

療方法への対応がおくれるなど、医師やスタッフ

のモチベーションの維持という面では懸念はあり

ます。この点については、これまでも病院として

身の丈に合った設備投資とするために、各診療科

や部門とも常に協議しながら調整を図ってきてお

り、一定程度の合意を得た上で対応してきており

ます。今後も同様に努めることでそれぞれの職務

向上意識に配慮し、事業管理者に係る負担を軽減

していきたいと考えております。また、病院の役

割の向上や機能の改善といった面では、状況によ

り多額の投資が必要な課題もありますので、管理

者の意向を酌み取り、改革プランとの整合性をと

りつつ、適切な財政支援について協議していきた

いと考えております。

次に、小項目４、市民の信頼に応えられる病院

像についてですが、市立総合病院としましては北

海道医療計画の中でも救命救急センターを中心と

した急性期医療の提供を求められており、センタ

ー病院としての役割もさらに高まってくるものと

考えております。引き続き高度救急医療体制のよ

り一層の充実を図ってまいりたいと考えておりま

すし、圏域内のプライマリーケアを担う診療所や

病院等と役割を分担し、医師派遣事業やポラリス

ネットワークを活用しながら市内や地域との連携

拡大に取り組んでまいりたいと考えております。

また、医師を初めとする医療スタッフを適切に確

保し、必要な医療機能を整備することで地域住民

が安心して生活できる医療提供体制と持続可能な

病院経営を目指してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３点目の名寄市立大学と地域、そして将来
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展望について申し上げます。

初めに、小項目１の地域とのかかわりについて

から申し上げます。昨年４月に開設し、１年が経

過をいたしましたコミュニティケア教育研究セン

ターでは、地域と協力してさまざまな取り組みを

進めてきております。主なものとして、中心市街

地にぎわい創出企画としての商店街あそびの広場、

子供の可能性を広げる一助としての子どもスポー

ツカレッジ事業、地域コミュニティーや健康を再

認識してもらう東風連真冬の大運動会の企画、さ

らには町内会や各種団体が開催するイベントへの

学生ボランティア派遣など大学が有する人材を地

域社会に還元し、貢献させていただいているとこ

ろであります。中でも学生のボランティア派遣に

ついては、平成２７年度実績で５９件の依頼に対

し４５件、２３８人が参加、また平成２８年度は

６７件の依頼に対し３３件、１５３人が参加して

おります。特に町内会活動やまちおこし関連のイ

ベントなどへの派遣依頼では、資源回収や子ども

会育成会に関する行事など、また民間団体からは

子育てイベントの際の手伝いやてっし・名寄まつ

り、雪質日本一フェスティバルなどの企画運営な

ど、学生が地域と積極的にかかわってきています。

次に、本年度については当センター課題研究等

の地域のケアニーズの把握や研究により得られた

知見を反映させ、昨年度の事業を継続的に取り組

むほか、新たな企画にも取り組んでまいります。

具体的には、商店街あそびの広場、子どもスポー

ツカレッジの継続と地域コミュニティーと健康が

テーマの東風連町内会事業を年２回に拡充するほ

か、新たに子供の居場所づくりをテーマとした子

ども食堂や学習支援の企画、さらには民間企業、

団体と連携した研究や企画を検討しているところ

であります。しかしながら、専門職養成にかかわ

る長期の現場実習や夏休み、冬休みの長期休暇な

ど教員や学生が参加できる時期が限られているこ

となどから、一時的な企画や事業を実施するので

はなく、長期的、計画的な実施に向けたサイクル

の構築が必要であると認識しております。今後も

大学の知的財産を有効活用し、地域課題の解決に

向けて積極的な取り組みを進めてまいりたいと考

えています。

次に、小項目２の入学者地域枠の推移について

と３の今後のあり方にかかわってについては関連

がありますので、一括して答弁をいたします。本

学が推薦入試で設ける地域指定枠１８人に対し、

指定地域である上川北部地域からの本年度の入学

者は１４人でありました。その内訳は、推薦入試

の入学者が１０人、一般入試の入学者は４人とな

っております。平成２９年度の推薦入試の指定地

域からの応募者は１０人、看護学科が４人、栄養

学科、社会福祉学科、社会保育学科は各２人であ

りまして、全員が入学しております。１８人の地

域指定枠に対し、応募者が１０人にとどまった主

な要因としては、昨年度が２６人の応募者に対し

て合格者が１０人と合格率が低かったことの影響

があったものと捉えております。また、一般入試

の受験状況についてでありますが、指定地域から

の受験者は前期入試で１０人、後期入試は３人と

なっており、前期で３人、後期で１人が合格し、

入学をしております。

次に、地域指定枠における推薦入学者の推移を

学科別に申し上げます。栄養学科では、募集枠３

人に対しまして開設年度である平成１８年度は応

募者、入学者とも２人と地域枠を満たしませんで

したが、平成１９年度から平成２２年度までは応

募者が募集枠を上回り、各年度３人が入学してお

ります。また、平成２３年度から平成２８年度ま

では応募者は地域枠と同数またはそれ以上の人数

がありましたが、入学者は１名ないし２名と下回

っております。

次に、看護学科では、募集枠５人に対して開設

年度から昨年度までいずれも応募者は５名以上、

５名から最大で１４名でありました。入学者は平

成２３年度までは５名、５名以上の入学がありま

したが、２４年度以降は２名から５名の間の入学
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となっております。

次に、社会福祉学科では、募集枠５人に対して

平成１９年度から平成２１年度までの３年間は応

募者が６人から７人となっており、入学者も各年

５人が入学をしておりました。また、平成２２年

度以降は応募者が２人から５人の間で、入学者も

１人から４人となっております。

次に、昨年開設いたしました社会保育学科は、

募集枠５人に対して平成２８年度は５人の応募で

入学者が２人、２９年度は２人の応募に対して２

人の入学となっております。開学以降１２回の入

試を実施いたしましたが、全体としては前半は一

定の応募があったものの、後半は平成２８年度を

除き減少していることがうかがえます。

次に、地域指定枠の今後のあり方について申し

上げます。現在文部科学省において大学入学者選

抜改革が進められており、平成３３年度入試、現

在の中学３年生からですけれども、入試制度が大

きく変わります。本学においても学長を院長とす

る入試センター会議で入試制度のあり方について

本年度から検討に着手をしてまいりますので、そ

の中で地域指定枠のあるべき姿についてもしっか

りと議論してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、基礎的考え方あるいは見解に

ついては理解をするものでありますが、さらにち

ょっとお聞きをしておきたいものが。ちょっと順

不同になりますけれども、１と３については関連

する部分もあるので、病院のほうから先に行きた

いと思いますけれども、これは特に今回はここま

ではと思ったのですけれども、一定程度解決を見

たようなので、改めて地域の市民の信頼に応えら

れる病院ということで、今回既に御承知ですが、

院内で発生した２つの事案、精神科病棟、病室内

での暴行事件と、さらには筋弛緩剤の紛失届の誤

り、この２つの事件はある意味で解決は一定程度

図られたと思いますけれども、なぜこういう事件

が発生して、どう対応されたのかというのは病院

側ではどういう分析と対応をとられているのか、

まずお伺いをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 報道で

もございましたとおり、この間院内での事件等が

連続して発生しておりますこと、まずお騒がせを

しておりますし、御心配、御不安をおかけいたし

ましたことにつきましてこの場をおかりしてとい

うことになりますが、おわび申し上げたいという

ふうに考えております。

この間起きましたものにつきましては、１点は

院内での患者さん同士の中での暴行ということが

１件ございました。ちょっと個人的なことにかか

わる部分も含まれておりますので、細部申し上げ

にくい部分はございますが、施設的にいきますと

防犯カメラ等はついてございますが、なかなか目

の届かない領域において看護師が少ない準夜帯の

時間帯で発生したということもございました。ま

た、医師の診断等においても余り予期している状

況ではない中での事件ということがございまして、

なかなか発生を食いとめることに至らなかったと

いう点はあろうかというふうに思います。院内で

の今後の再発防止というところにつきましては、

発生しました病棟、それから医療安全の担当セク

ション等を中心に現在も協議検討を加えていると

ころにございます。

もう一点、筋弛緩剤が盗難に遭ったのではない

かということで、結局警察のほうの多大な御協力

をいただいた中でございましたが、院内での改め

ての詳細の再点検において院内の中で正規に使わ

れていたということが確認をとれたことによって、

警察への届け出が誤届けということになったこの

件につきましては、発生時点で院内で協議を行っ

て確認作業をしていたにもかかわらず、院内での

数量確認が誤差があったということについて、発

見できずに使用されておりました薬剤がこれまで
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全国各地でも悲しい事件に結びついたことのある

薬剤でございましたことから、余りおくれること

なく警察のほうにも相談する必要があると判断を

して処理をして対応してきた部分がございました。

この発生原因につきましては、確認の部分が多少

行き届かない部分が重なったということと発見さ

れた場所が余り通常ではないところと。ほかの場

所での使用のものが発見されたというようなこと

もございまして、なかなか即座に判断に至らなか

ったということでございます。そのほか含めて警

察等の指導もいただきましたし、保健所等の御指

導も現在いただいているところでございます。改

善に向けては、もう数点防犯カメラの設置ですと

か、そういったものは既に増強しておりますし、

保管体制の充実、それから何よりも業務のやりと

りの部分、確認手順の部分につきまして即座に改

めて対応してきているところでございます。何分

にも本当に多くの皆様に御迷惑と御心配をおかけ

いたしましたこと、改めておわび申し上げたいと

思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ２つとももしものこ

とがあったら人命にかかわる事案であります。幸

いに命を失うことはなかったにしろ、特に病院と

いうのは何が一番大切かというとやっぱり信頼が

大切であって、信頼は失うのは一瞬ですけれども、

構築するには長い時間がかかると。そういう意味

では、今部長のほうでもいろいろお話をいただき

ました筋弛緩剤のほうは防犯カメラあるいは確認

手順や何かでいいのですけれども、精神科病棟に

ついては今でも入院患者さんは中にいらっしゃる

わけですので、それがまた協議検討中というのは

少しぬるいのではないかと。早目にやっぱり対応

していかなかったら、失った信頼は早急に確立で

きないと思いますし、また特にこういう薬剤の部

分でいえば業務が多忙化しているのではないかと

いう声も中にはあります。既にやめたいと言って

いる職員もいるみたいでありますけれども、やは

り早急な対応が必要であると思うのですけれども、

部長は今の答弁でよろしいと、十分というふうに

考えていらっしゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） その後

の院内での対応という部分は、多々対応している

ところでございます。先ほどの精神科病棟の部分

につきましても、対応がこれでいいかということ

でございますが、現在協議中というお話もさせて

いただきましたが、それで十分かと、この時点で

遅くないかということでございますが、この該当

されました当事者の皆さん方につきましてはもう

既に各種対応させていただいたところでございま

す。その後現在入院されているほかの患者さん方

につきましては、このようなことがないように看

護体制については既に取り組みを進めているとこ

ろでございます。ただ、設備的に再発といいます

か、何が起こるかわからないというところも含め

た改善、対応策というものについては現在協議を

しているところということでございます。すべか

らくこれでいいのかということではないというふ

うに考えております。繰り返し、繰り返しという

ことになりますが、確認作業、それから担当者が

かわった場合の伝達であったり、今後も改善すべ

き点は多々出てくるだろうというふうに考えてお

ります。そういったことにつきましては、今後も

引き続き取り組んでいくということで考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） いずれにしても、信

頼が一番大事ですので、さらなる努力を私も期待

するところでございます。

それと、病院決算にかかわってでありますけれ

ども、今まで病院決算の質問あるいは質疑の中で

はやはり診療報酬の改定というのは大きな期待を

寄せていたのですけれども、６月９日に内閣府が

経済財政運営と改革の基本方針２０１７、いわゆ
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る骨太方針２０１７というのを発表、公表しまし

た。それに平成３０年度診療報酬、介護報酬改定

についてという文面があって、医療機関の地域連

携強化に向けたこれまでの診療報酬改定内容を検

証するとともに、地域医療構想の実現に資するよ

う病床の機能分化、連携をさらに後押しするため、

患者の状態像に即した適切な医療、介護を提供す

る観点から、報酬水準、算定要件など入院基本料

のあり方や介護医療院の介護報酬、施設基準のあ

り方などについて検討し、介護施設や在宅医療な

どへの転換への対応を進めると。何を言っている

かさっぱりわからないのですけれども、これは何

を意味していると病院側では分析されていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 診療報

酬改定は２年に１回ということでございまして、

今まさに議論が進められているということであり

ます。特に平成３０年度につきましては、医療法

の診療報酬、それから介護報酬の改定、医療計画

と介護保険事業計画、さらに国民健康保険が都道

府県化されるということで、これは業界では惑星

直列というふうに言われている大改革のときを迎

えるということでございます。それに向けて骨太

方針のほうでよく言われますのは、大まかな方向

性と強い指導といいますか、そういったものが含

まれているというふうに理解をしておりますが、

基本的には地域医療構想を１０年後に向けての目

標値と。北海道は目標値と言い切ってはいないの

ですけれども、人口の予測値からするとこれはこ

ういうベッド数になるでしょうというものを示し

たということでありまして、必ずそれにしなさい

と言っているものではないということであります

が、国としてはそうしたものにどんどん近づけて

いくという、どうしても医療費を削減していくた

めにそこに近づけていくのだという強い意思がそ

ちらのほうでは働いているというふうに解釈をし

ております。

いずれにしましても、先ほど申し上げましたが、

地域医療構想の中では例えば市立総合病院は急性

期医療を中心にということになります。今この２

次医療圏で考えますと、回復期のベッド数が足り

ていない状況になると。それは１０年後に向けて

ふやしてくださいと。慢性期の民間医療機関であ

ったり、公的医療機関であったりとの連携という

ものをスムーズにとりなさいと。それをしっかり

やれているところには診療報酬は出します、つけ

ますという基本線で改定を行っていくということ

が示されているものというふうに理解をしている

ところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 松岡参事監、内閣府

の方針でありますけれども、財務省主計局経験者

として今の解釈は当たっているというふうに認知

されますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 骨太の方針の記述と今

後の方針ということで、先ほどありましたとおり

おおよその方向性ということだと思いますけれど

も、この方針に沿って今後予算の概算要求ですと

か、予算編成の間にまた各省議論が行われて骨格

ができて上がっていくということだと思いますの

で、引き続き注視していくということでいいかと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） もうちょっと自信た

っぷりに言っていただけると助かったのです。い

ずれにしても、地域医療計画をしっかり進めてい

くことで効果があるというふうには思いますけれ

ども、どうしてもやっぱり２８年度の決算を見る

と１人当たりの外来、入院の収入は本当に向上さ

せているけれども、これはある意味経営努力でも

ありますけれども、一方これ以上高めるというこ

とになると、場合によっては患者側としては過剰

診療というふうに受けて、そこまですることない

よと受け取りかねないと。そうすると、今の現状

がある意味では手いっぱいと。ところが、今の過
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疎化あるいは人口、高齢化、いろんなことを考え

ると、病院からの病院経営の赤字体質というのは

脱却というのは相当難しい状況になるのではない

か。特に急性期に限ってくればなかなかそういう

状況が高度医療も入ってくると診療高いけれども、

器具も高い、ドクターも用意しなければいけない

という状況になると難しいのではないかと言わざ

るを得ないと思いますが、そこで橋本副市長にお

伺いします。

今まで病院経営については、黄色信号になると

財政支援するのですよということで言ってきまし

た。いつもこの議論をするのですけれども、来年

度公営企業法の全適して本当にうちの市立病院が

地域の住民から信頼を得てこれから運営していく

ためには、赤字体質というのはこれまで続いてい

くと先ほどではないですけれども、やっぱり累積

の額だけがひとり歩きする。そんなに心配するこ

とはないのだというふうに思いますけれども、毎

年赤字は出る、毎年累積はふえていくという状況

はやっぱり好ましい状況ではないですし、病院を

これから運営していく管理者を設定するかと思い

ますけれども、その方あるいは職員の皆さんが意

欲的に業務に尽くされるためには一定程度財政支

援というもの、交付税プラス１億円というのを早

めるなりもう一回再点検するなりの必要性がある

というふうに思いますけれども、副市長はどうい

うふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 名寄市立総合病院は公

立病院でありまして、公営企業会計ということで

あります。二面性があるということを前提に毎回

お話しさせていただいていますけれども、１つは

企業として独立採算する。それから、公共の福祉

も含めて、それからこの地域のセンター病院とい

うことも含めて不採算部門を抱えざるを得ないと

いう、この２つの側面があるということでお話し

させていただいております。この不採算部門につ

きましては、名寄市として、あるいは救急につき

ましては近隣の市町村のほうにもお声がけしなけ

ればならないでしょうけれども、ここの中で支え

ていくことが必ず必要になりまして、特に不採算

部門については交付税で措置されている分、これ

は必ず病院会計のほう繰り出しして、プラス１億

円、そして人材確保ということで従前 ０００万

円ということでやってきております。これから今

お話しのとおり、平成３０年のダブル改定出てき

ます。この行方を見ますと、これから平成３０年

度の予算編成作業においてどれぐらい情報をとれ

るかによりますけれども、場合によりましては平

成３０年度の経営状況を加味しながら、追加の補

正になるのか、あるいはもう一回繰り出しルート

を見直すか、その選択迫られるのではないかなと

いう感覚は持っております。ただ、今お話ししま

したとおり独立採算でできる部分と不採算の部門

とこのバランスがどうなっているかを見きわめる、

この作業が非常に大事になりまして、今それぞれ

の診療科における原価計算システムを導入させて

いただきました。それから、全適ということでよ

りスピード感を持って診療体系を組めるような、

そういうような体制も整えるということでありま

すので、これから２９年、それから３０年の予算

編成の中でできるだけ情報を集めて、ターゲット

としては平成３０年度の中でどういう形になるか、

ここを１つターゲットにして今後進んでいきたい

なと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 私も基本的にはその

ほうがいいと思いますし、黄色信号という認識が

ある意味資金ショートを意味する黄色信号だとち

ょっと病院的には経営の先行きを不安視する声が

出てくるので、やっぱり転ばぬ先のつえで副市長

おっしゃるように３０年を見据えて内部協議一回

されて、病院経営がこれから本当の市民の安心、

安全につながるようにぜひこれからも支えていっ

てあげてほしいという、支えていってあげてほし

いのではないですね。設置者ですから、当然なが
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ら支えていくべきだというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

次に、１番目の地域コミュニティーの関係であ

りますけれども、松岡参事監、済みません、何回

も。名寄市総合計画第２次の市民と行政との協働

によるまちづくりの２、この中でコミュニティー

活動の推進ということを掲げております。その中

で町内会加入率の低下や担い手不足など多くの課

題を抱えていることから、地域コミュニティー活

動の支障となる課題の把握と解消に努め、活動の

活性化を促進する必要があるという課題を浮き彫

りにしていますけれども、その後実は具体策にな

ってくるとほとんど表記はありません。それは、

町内会館をつくるのだと書いてあったり、地域連

絡協議会の活動をするとかは書いてあるのですけ

れども、こういう実態を把握していながら課題を

つくらないと。課題というか、解決策がないとい

うのは、私はちょっと変だと思うのけれども、参

事監はどういうふうにお考えになっていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 佐藤議員が御指摘され

たのがこの総合計画の冊子でいうところの３８ペ

ージからのところにコミュニティー活動というこ

とで現状と課題があって、基本的な方向性があっ

て、実現の方策とあるのですけれども、形式的に

結論から申し上げますと主な計画事業というとこ

ろで地域コミュニティーのあり方の検討というこ

とで、実施計画の概要というのが１６２ページに

ありまして、地域コミュニティーのあり方の検討

ということで町内会、地域連絡協議会など、地域

コミュニティーの活性化に向けた今後のあり方に

検討ということで、こういう書きぶりで課題を受

けているということだと思いますけれども、この

段組みの仕方、もうちょっとすっきりできないか

とか、そういうところは感じているところであり

ますけれども、いずれにせよこういう課題をしっ

かり認識した上で実施計画事業としてコミュニテ

ィーのあり方については検討を進めているという

ことで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そういう課題を受け

とめながら、中村総務部長の見解、それから見識

をお伺いしたいのですが、先ほどの午前中の塩田

議員との借り上げバスのやりとりの中で、部長は

町内会に対して交付金も出しているし、要するに

地域連絡協議会が行事をやるときは補助金、お金

も出しているのだから、その中でやってくれよと

いうようなニュアンスで町内会活動というのを受

けとめていらっしゃるのか、ちょっと聞き取りの

仕方によってここははっきりしたほうがいいと私

は思うので、改めて総務部長の見解をお伺いして

おきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 塩田議員のほうから

借り上げバスの関係ということで御質問いただき

まして、基本的には今の要綱の中で答弁をさせて

いただいたというふうに思っています。町内会に

対する借り上げバスということについて、現状は

規定の中には対象にはなっていないということで

ございまして、市のほうからは町内会のほうに交

付金という形で活動費を支援をしているというこ

とですので、議員先ほどおっしゃられたようにそ

の交付金の中でいろいろ取り組む内容というのは

町内会ごとにもあるでしょうから、その中で借り

上げバスについても必要な部分についてはその中

からぜひ工夫をしながら使っていただきたいとい

う考え方でございます。議員言うとおりなのかな

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それは、借り上げバ

スというか、そういう事業に限ってということで

受けとめさせてもらいますけれども、部長から答

弁をいただきました。この１１年間１６７棟 １

４６戸の民間共同住宅が出ているけれども、町内

会の加入率は５％から２０％。今総務のほうでは、

防災にかかわって高野議員も質問していましたけ
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れども、１９防災委員会を立ち上げたり、あるい

は検討されているのですが、未加入のこういう共

同住宅の住民に対する防災というのはどうしたら

いいというふうに認識をされていますか。避難、

いろんなものがあったとき、防災委員会を立ち上

げても、その防災委員会は町内会員を対象として

やるのです。連絡も、あるいはこういう体制もと

るのですが、要するに加入していない世帯はわか

らない。どんな人がいるかもわからない、個票も

出てこないことに対してどういうふうに対応すれ

ばいいというふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） それぞれの町内会の

中での取り組みが、あるいは自主防災組織の中で

の集合住宅で加入がされていないところの取り組

みということにつきましては、実施をするという

ことができないということであれば行政のほうで

ということになるのかなと思いますが、私ども行

政が今町内会に加入をしていないお宅に対して１

戸１戸の対応というのは基本的になかなか難しい

かなというふうに思ってございますので、改めて

それぞれの町内会あるいは自主防災組織の皆さん

にぜひ組織化、組織をつくっていただく取り組み

なり、あわせて市の防災にかかわっての広報等し

っかりとやっていきたいというふうに考えていま

す。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 部長おっしゃるとお

りなのですけれども、正直町内会で地域防災委員

会を立ち上げると、やっぱり問題なのはそこなの

です。特に私の住んでいる豊栄区町内会は、６棟

一遍でワンボックスでぼんとできてしまったので、

そこの人たちをどうやって、例えば町内会も入ら

ないなら回覧板も回らない、広報は回さなければ

いけないですけれども。そうしたら、連絡網をど

うするのだというのが１つ。もう一つは、うちは

豊栄川が近いですから、そのときに氾濫したとき、

前回みたいに避難勧告出たときに、そこの人たち

にどうやって連携をとるのか、そこにどれだけの

お年寄りがいるのだと実態がわからないときにど

うやって対応しようというのは最大の悩みなので

す。そこで、正直言うといろんなことをではこれ

はどうなのだ、あれはどうなのだということで考

えると、建設水道部長、ちょっとお伺いしますけ

れども、共同住宅を民間が建てる。民間が建てた

とき、道路の補修、例えば下水道、水道、道路引

き込みますよね。その道路の補修というのは、ど

この範囲を業者がやらなければいけないかという

認識でいるのか、まず伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） お話ございまし

たように、通常のアパートといいますか、建築の

ケースとかなり大型で開発行為とあるかもしれま

せんが、通常の建築物といいますか、アパートで

ありましたら、その予定された土地に面する形で

市道なり公道があるかと思いますけれども、通常

の場合はそこの公道の管理といいますか、市道で

あれば私どもにございますし、工事に係る形で車

両の出入りというのは、工事に係って例えばトラ

ックだとか、いろんな建築に係る作業員の出入り

などもふえて交通量は多くなるのは一時期あるか

なというふうに思いますけれども、当然道路交通

法などで通常の走行というか、通常の交通をされ

ていれば、自然にというか、そのことによって一

定程度確かに未改修の道路だとか、そういった面

については利用頻度が高くなればちょっと傷みが

早くなる面があるかもしれませんけれども、その

場合は通常の市道の管理、補修の範疇の中で考え

てよろしいのかというふうに思ってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） なぜこれを言うかと

いうと、結局やっぱりどさっと民間住宅ができた

ときに町内会入るか、入らないかというのは問題

の一つ。もう一つは、道路がこれどうするのよと

いうのは、近所の人たちはその棟ができるときに
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どれだけのトラックが通ってこの道路がどうなっ

ているのかというのはわかるわけです。今そうい

うふうに防じん処理になってくると、トラックが

行き交いするとやっぱり相当破損すると。では、

これ業者が直してくれるのかと。そういうことに

はならないでしょうという、そういう意味で責任

で、ではあの人らは全く地域に貢献しないのとい

うことになってくると、いろんなトラブルが、地

域コミュニティーというのは本当に崩壊していっ

てしまうのです。そういう意味からすると、例え

ばそこは市道だから、では優先的に防じん処理を

して、行政が原状復帰をするかといったら、それ

もできないです。では、もう一つの手は建築確認

申請のときに町内会に加入を呼びかけることはで

きますか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 建築申請の確認

という作業は、このほど改めて申し上げるのでは

なく、御存じのとおりその建物、建築基準法に基

づいてしっかり違反とか、ルールを守っているか

ということを審査する場でございまして、その場

にと言ったらちょっと語弊があるかもしれません

けれども、町内会の加入運動のお話を持ち込むと

いうのは正直私どもの立場でいいますと適さない

のでないかというふうに思っていまして、町内会

の勧誘については当然アパートを建てられる方、

オーナーといいますか、そして入居される方々、

そして地域の町内会の関係者の皆様方を含めて確

認申請の時点と違う場所などで検討されるもので

はないかというふうに思っております。

それと、もう一つ、先ほど市道で確かに傷みが

ひどくなって、交通量ということでなります。私

どもも通常いつも市道の道路パトロールなども含

めて全市的に傷みぐあいなども十分検討しながら、

急ぐ場合、多少もう少々といったケースなども十

分その辺は加味しながら判断させていただいてご

ざいますので、そういった道路の傷みぐあいにつ

いても適時状況を把握しながら対応していくとい

うふうに考えてまいりたいというふうに思ってい

ますので、つけ加えさせていただきます。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 何回も言いますけれ

ども、やっぱり今名寄市は高齢化率が３１％、ま

すます少子高齢化が進んでいって、１０年後地域

のコミュニティーというのは非常に難しい状況、

家庭では老老介護、町内会では老老事業が本当に

主流になっていくのかもしれません。そのときに

名寄市のコミュニティーをどうやって守るかとい

うと、やはりこういう外から帰ってくる方々に対

しても町内会で活動していただくのが名寄市だと

いうふうに訴える時期に来ているのではないかと。

そういう意味では、中村総務部長は今回鈴石会と

いう組織に総務部長として名を連ねたときの挨拶

で、ぜひこういう場で事業主の皆さんに鈴石会の

メンバーに加入してもらう話もしてみたいという

話をされています。私はまさにそのとおりだと。

それは、本当は部長の口でなくてやっぱり市長か

ら、なるべく鈴石会のメンバーがかわったときに、

これ強制はできないですけれども、名寄市はそう

いう地域貢献をぜひ町内会で活動して、地域を守

って地域コミュニティーの一員で頑張ってほしい

というお話をする時期ではないかなと思うのです

けれども、市長はどういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言ありがとう

ございます。転入の窓口のところで、我々はいろ

んな説明の中と同時に町内会にもぜひ入ってくだ

さいということは必ず説明するようにはしていま

すが、これはしかし強制はなかなかできない。コ

ミュニティーは自治なので、みずから治めるとい

うことのラインをどこでというところはどうして

もあるのかなというふうに思いますが、事あるご

とにいろんな場面でこのことはお話をしていきた

いというふうに思います。

共同住宅のお話も、これは数年来いろんな町内
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会からお話は出てきているのだけれども、統一的

にそうしたことがなかなかできていない。これは、

地域の事情もあるし、それぞれの町内会の温度差

もあるのかなというふうにも思っていますが、７

月の頭に改めてまた町内会長さんとの意見懇談会

がありますので、この機会を捉まえて、今防災と

いう切り口は非常に重要な観点だというふうに思

いますので、改めてマンションに入っている皆さ

んも町内会に入らなければならないのだというふ

うに思わせないとだめだし、町内会の役員の皆さ

んもやっぱりここは入ってもらわないとというこ

との意識を高めていくこと、それをもう強力に我

々がしっかりとバックアップをしていくという体

制ができればなというふうに思いますので、改め

てそうした会、あるいは広くいろんな会合で町内

会に加入をしていくということをできるだけ広く

促していくということをさらに努めていきたいと

いうふうに考えます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） ぜひ今回も基礎デー

タや何かも含めてやっぱり行政と町連協あるいは

単位町内会も含めですけれども、こういう状況が

どうなっているのかと一回本当にしっかり調査す

べきだというふうにお願いしておきます。

大学もことしは入学案内のときに住民票の受け

付けをされて、６０人ぐらいですか、７０人ぐら

いですか、届けをされたのですけれども、多分大

学生は町内会入っていないと思うのですけれども、

これもある意味では大学生、名寄大学に来ると町

内会には個々に入れといっても年間 ８００円、

０００円ぐらいのものを出せといっても出せな

いので、これはちょっと方式は違うと思いますけ

れども、大学後援会と親から毎年５万円もらって

いるところで出せないのかという感じを協議をす

る余韻を残しておいてもいいのではないか。ただ、

そのときに橋本副市長も久保副市長も大学にいら

っしゃったからわかると思いますが、今大学のマ

イクロバスのリース代、あるいは学生が使うコピ

ーのリース代、大学後援会で払っているのです。

それは、本来設置者である大学側あるいは市側が

払うものであって、学生の親からお金をいただい

ているもので払うべきものではないというふうに

思いますけれども、そういうところを整理して、

本来公立大学で親から毎年年間５万円、４年いれ

ば２０万円、本当公立はそんなに取っているとこ

ろないと思うのです。それは、学生に還元すると、

あるいは学生が地域の一員として頑張る４年間に

するのだという意味を振る協議をできる場にする

ためにも、大学後援会が出しているものを一回整

理をすべきだというふうに思いますけれども、ど

ういう見解をお持ちかお伺いして、終わりたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 大学の納付金の関係も

この間いろいろと状況の変化もあって、財政状況

を勘案しながら考慮しなければいけないというも

のにあわせて大学後援会の納付金についても今後

どういう形がということについては内部では議論

してきておりますので、今御提言のあったことを

踏まえて大学サイドとしっかりと協議をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１４時５０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時３６分

再開 午後 ２時５０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄市内の経済の活性化について外２件を、東

千春議員。

〇１８番（東 千春議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い大項目３点につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

まず、大項目の１点目、名寄市内の経済の活性
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化についてお伺いをしたいと思います。名寄市内

の住宅建築では、かつては市内工務店が建設件数

の過半数を占めておりましたが、現在はその多く

が市外業者によって建てられております。住宅建

設は幅広い業者がかかわるものであり、経済活動

に大きく影響をいたします。なよろっぽい家づく

りの会などの受注に努力をされておりますが、市

内の技術者の継承あるいは経済振興の観点からも

名寄市としても何らかの支援が必要ではないかと

思いますが、考え方をお伺いしたいと思います。

あわせてまた、住宅リフォームの今後についての

考え方についてもお伺いをしたいというふうに思

います。

２点目、農業の分野においては、新規就農、後

継者への対策が行われておりますが、人口の定住

等を考えると商工業等の分野においても同様に対

策が必要ではないかと思いますが、婚活事業とあ

わせて考え方をお伺いをしたいと思います。

３点目、これまで何度か地域商品券事業を行っ

てきました。大型店への偏り等の課題もあったか

と思いますが、これらの評価と今後の取り組みへ

の考え方についてお伺いしたいというふうに思い

ます。

４点目、過疎化の進行を少しでも食いとめるた

めには、働く場の確保が必要であり、名寄市とし

ては基幹産業、農業とともにさまざまな産業の定

着化を進めることが必要ではないかと思います。

このことをともに共通の認識とするためにも、中

小企業振興基本条例の制定は大きな意味があるの

ではないかと思いますが、考え方をお伺いしたい

と思います。

５点目、十数年前には多くの市民の皆さんから

名寄は何もないまち、あるいはお客さんを連れて

いくところがないなどというふうに言われたこと

を記憶しておりますが、今ではさまざまな取り組

みから、そういう声は余り聞かれなくなりました。

交流人口の種をまき、育てて、これからは経済効

果に結びつけることとあわせて時代の流れに伴い

さまざまな事業の選択も必要になってくるのでは

ないかと思いますが、考え方をお伺いしたいとい

うふうに思います。

６点目、名寄市の物品等の発注は市内業者育成

の観点から配慮されておりますが、他の自治体で

はさらに地元発注に力を入れる例も見受けられま

すが、今後の考え方についてお伺いをいたしたい

というふうに思います。

大項目の２点目、国や道の制度を生かした施策

についてお伺いをしたいというふうに思います。

公共施設等の適正管理に係る地方債措置の一つと

して、市町村役場機能緊急保全が制度化されまし

た。事業の優先順位あるいは平成３２年までの年

限の課題もありますが、近い将来には建てかえが

必要と考えるのであれば制度を利用することを検

討してもよいのではないかと思いますが、考え方

をお伺いしたいというふうに思います。

２点目、北海道命名１５０年を記念し、北海道

みらい事業等の募集が始まっております。松浦武

四郎は名寄にもゆかりがあり、ことし北国博物館

では天塩川踏査１６０年記念展を行います。北海

道１５０年を記念する事業についての考え方をお

伺いしたいというふうに思います。

３点目、地方の活性化を加速する国の制度の一

環として、名寄市には松岡参事監に御勤務をいた

だいております。大変心強く思っておりますが、

今後名寄市で活用が期待できる国等の制度があり

ましたら、お伺いしたいなというふうに思います。

大項目の３点目、ＪＲ宗谷本線の存続について

お伺いをいたしたいと思います。ＪＲ北海道から

の衝撃的な報道には耳を疑う市民の皆さんも多か

ったのではないかと思います。その後国や北海道

の動きもあり、先日は高橋北海道知事も名寄にお

越しをいただきましたが、現状についてお伺いを

いたしたいというふうに思います。

２点目、ＪＲ北海道は路線存続の手段として上

下分離を自治体に求めようとしておりますが、現

状とその評価など協議の状況についてお伺いをい
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たしたいというふうに思います。

３点目、これらの動向を受けて加藤市長が会長

を務める宗谷本線活性化推進協議会が積極的な対

応をされて、地域住民としても心強く思っており

ますが、議論経過と今後の取り組みについてお伺

いをしたいというふうに思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 東議員からは、

大項目３点にわたり御質問をいただきました。大

項目１の小項目１から５、大項目２の小項目２に

ついては私から、大項目１の小項目６と大項目２

の小項目１、そして大項目３については総務部長

から、大項目２の小項目３については企画担当参

事監からそれぞれ答弁させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、名寄市の経済の活性化

について、小項目１、新築住宅の市内事業者の住

宅リフォームについて申し上げます。名寄市住宅

改修等推進事業につきましては、昨年１０月より

事業を開始し、平成２８年度実績で７１件、 １

９０万円の補助金を交付しており、事業に係る総

工事費は約１億円となっております。本事業の今

年度の状況につきましては、６月１２日現在で９

３件、補助金額 ４７０万円の交付決定、補助金

の支出を行っております。

昨年度本事業の実施に当たっては、中小企業振

興審議会を初め経済団体及び関係業界などからも

意見を聴取させていただきました。それらの中で

近年の新築住宅事情を鑑みると、新築住宅の建築

にかかわる施策も重要であるが、住宅改修にかか

わる施策を優先的に実施してほしいとの意見が多

く聞かれたことから、移住、定住の推進、空き家

の有効活用という観点も加え、複合的な事業効果

を目的とした住宅改修に対する支援事業といたし

ました。現行の住宅改修等推進事業に係る制度内

容につきましては、昨年度を含めた３カ年の継続

事業として運用することとしておりますが、この

事業期間中に市民及び事業所からの相談内容や関

係機関等からの意見を聴取するとともに、事業成

果を検証し、新たに取り組むべき施策について検

討してまいります。

次に、小項目２、中小企業の担い手育成及び事

業の継承と婚活について申し上げます。人材育成

につきましては、名寄市住宅改修等推進事業にお

いて市民が安心して暮らせる住まいづくりの推進

とともに、住宅改修にかかわる事業増加による技

術者育成も目的として実施しております。また、

昨年度一部改正いたしました名寄市中小企業振興

条例及び施行規則により従業員の資格取得に必要

な研修、教育機関での受講料の一部を助成する名

寄で人づくり事業を新たに創設いたしました。

事業承継につきましては、昨年１２月に中小企

業庁による事業承継に関するガイドラインにより

国から事業承継における方向性が示されたところ

であります。これに基づき、今年度名寄商工会議

所では事業承継室を新たに設置し、市内事業所の

基礎データの収集を行っており、今後は市内の事

業承継にかかわる現状を把握した上で関係機関及

び団体と連携、協議し、事業承継に関する具体的

な支援施策などについて検討してまいります。

昨年名寄商工会議所を初めとした産業関係団体、

民間企業等で構成されたオール名寄体制での実行

委員会により婚活を応援する取り組みが実施され

ました。これらの事業は、中小企業者の後継者問

題のみならず、農業者を含めて全市的に取り組む

必要があると認識しておりますが、昨年度の事業

内容等の検証をしながら、関係団体、さらにはま

ちづくり団体等と協議してまいります。

次に、小項目３、地域商品券事業の評価と今後

について申し上げます。平成２７年度に国からの

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を受

け、全国的に実施されましたプレミアムつき商品

券事業については、本市においてもなよろ地域商

品券事業として北海道からの地域ふれあいプレミ

アムつき商品券発行促進事業費補助金分を上乗せ
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のプレミアム分として追加し、取り組みました。

事業内容としては、販売総額２億 ０００万円、

プレミアム分が２５％加算され、発行総額３億

２５０万円となっております。市内の参加店は２

２４店で、換金率は９ ５７％でした。また、消

費者アンケートにおいては、１億円以上の追加の

消費喚起があったとの結果も出ており、市内の経

済効果は大きなものでありました。

しかし、過去に実施された地域商品券事業にお

いても大型店と小売店との商品券利用率が課題と

なっていたことから、今回の事業につきましては

地元商店街が中心となって買・なよろ運動地元商

店応援キャンペーン実行委員会を設立し、地元小

売店での商品券利用拡大を図る独自の取り組みを

実施し、一定の効果があったものの、大型店との

利用率の大幅な改善までには至りませんでした。

これらの結果を踏まえ、関係団体との意見交換の

中でも地域商品券事業の目的は市内の消費喚起を

促すことであると同時に、事業費全体に占める地

元小売店での消費効果も重要となってくることか

ら、市独自での地域商品券事業については事業効

果を考慮すると地域商品券にかわる新たな制度設

計による施策の検討が必要であると考えておりま

す。

次に、小項目４、名寄市中小企業振興条例につ

いて申し上げます。一昨年度名寄市中小企業振興

条例の改正に伴いさまざまな分野の市民から意見

をいただくために、検討部会を計７回にわたり開

催し、これらの検討部会の中でも基本条例にかか

わる協議を行いました。その結果、検討部会、さ

らには名寄市中小企業振興審議会の答申の中でも

今後の中小企業の重要性を認識し、住民、事業所

及び自治体の役割や責務を明確にし、それぞれが

一体となって本市経済の活性化を推進していくこ

とを基本理念とする条例にかかわる検討を今後も

希望する旨の内容が示されました。本市といたし

ましても、産業全体を振興していく上でも基本理

念を明示する条例については中小企業だけではな

く、基幹産業としての農業での必要性、さらには

産業全体として考えるべきかなどの考え方もある

ことから、他自治体の取り組みなどを調査した上

で今後の方向性について考えていきたいと思って

おりますが、目まぐるしく変動する経済情勢に柔

軟な対応をするため、現行の振興条例及び同施行

規則に基づき、その時期に市として効果的な施策

を常に検討し、取り組むことが優先的に行うべき

との意見もいただいていることから、国、道など

の情報を敏感に取り入れるとともに、産官金サポ

ートネットワークなどを活用し、市内事業所から

の意見も参考として関係機関と連携してまいりま

す。

次に、小項目５、今後の観光行政についてお答

えいたします。本市の観光につきましては、新名

寄市総合計画第１次後期基本計画の観光分野にお

けるアクションプランとして名寄市観光振興計画

を策定し、平成２４年度から具体的な戦略事業を

定め、さまざまな取り組みを実施してきました。

昨年度新たに名寄市総合計画第２次が策定される

に当たり、名寄市観光振興計画については上位計

画を補完する具体的な施策として時代の変化に対

応するべく戦略事業の内容について一部見直しを

行い、計画の目標についても新たに外国人宿泊延

べ数を加えさせていただきました。本計画の中で

は、日進地区整備、観光人材の育成、日本一のひ

まわり畑、食と観光、広域観光周遊ルートの推進、

インバウンドの受け入れ態勢の整備等を重点施策

とし、経済効果へとつながる交流人口の拡大へ向

けた取り組みを進めることとしております。

重点施策の一つであるインバウンド事業につき

ましては、平成２８年６月に観光庁から当市を含

む日本のてっぺん。きた北海道ルート。が全国で

８番目のルートに認定され、広域連携による外国

人観光客の受け入れを５年間にわたり取り組むこ

ととなり、その効果が期待されます。なよろ観光

まちづくり協会でも台湾をターゲットとしてサイ

クリング、カヌーなどのスポーツと公共交通を自
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由に組み合わせて自然を楽しむきた北海道エコ・

モビリティ事業について上川北部を中心とした広

域的な取り組みとして実施しており、今月の６日

には同協会独自で台湾旅行エージェント招聘事業

を行ったところであります。さらには、同協会で

は具体的な経済効果を促すために旅行業者の登録

に向けた検討も行っており、より実践的な体験ツ

アーの開発、実施に向けた取り組みが期待でき、

今後はこれまでと同様にオール名寄体制でこれら

の動きと連携し、名寄市観光振興計画の基本的戦

略目標である交流人口の増加による経済効果の拡

大を目指します。

次に、大項目２の小項目２の北海道１５０年事

業を生かした取り組みについて申し上げます。北

海道では、命名１５０年へ向けた事業として平成

３０年に記念セレモニーの開催を予定しており、

さらには全道各地において実施する個別事業とし

て北海道みらい事業を募集し、道民、企業、団体、

市町村などが実施する北海道１５０年にかかわる

取り組みについてさまざまなマスメディアを通し

てＰＲを行っていく予定であります。

北海道１５０年事業では、北海道の命名者であ

る松浦武四郎をキーパーソンとしており、松浦武

四郎は６度にわたる北海道探索の中で天塩川流域

も踏査し、その足跡をしるした案内板などが天塩

川流域各地に現在も残されております。このよう

に本市においてもゆかりがあることから、今年度

名寄市北国博物館では松浦武四郎踏査１６０年記

念展と題した記念展示や武四郎の足跡をたどる・

天塩川中流編のバスツアーなどを企画しておりま

す。また、天塩川周辺地域の連携事業として、周

辺１１自治体で構成するテッシ・オ・ペッ賑わい

創出協議会では、松浦武四郎生誕２００年に向け

てさまざまな事業を実施しております。その一つ

として、松浦武四郎の生誕の地である三重県松阪

市に対するＰＲ事業として平成２７年度から毎年

松阪市で開催される武四郎まつりへ本協議会が参

加し、天塩川周辺市町村の特産品の販売やパネル

展示展を行っております。さらには、本市を含む

協議会構成自治体の地域住民に対し武四郎の功績

を再認識してもらうことを目的に松阪市の松浦武

四郎記念館の関係者を講師に迎え、天塩川フォー

ラムとして講演会も開催してきました。北海道１

５０年である平成３０年には、本協議会において

も松浦武四郎に関する記念事業を計画しており、

北海道みらい事業への登録も予定しております。

記念事業の詳細な内容につきましては、今後１１

の自治体担当者、教育関係者、地域おこし協力隊、

関係団体などによるワーキンググループの中で地

域の歴史、魅力の再認識、交流人口の拡大につな

がるような事業を検討していくこととしておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、初めに大

項目１、小項目６、市内事業者への発注の考え方

について申し上げます。

本市が発注する工事や業務委託、さらには物品

の調達に係る業者の指名選考は、官公需について

の中小企業者の受注の確保に関する法律に基づき

策定した名寄市指名競争入札参加者指名基準に準

拠して執行しております。この基準は、中小企業

の受注機会の確保を図るとともに、契約の適正な

確保ができる範囲において市内業者を優先的に指

名することにより、市内業者の発展及び地域経済

の活性化を図ることを目的としているところです。

また、名寄市公契約に関する指針における基本目

標においても地元企業の受注機会の拡大への配慮

として競争性を確保しつつ、地元企業の優先活用

に配慮することを掲げております。こうしたこと

から、本市におきましても他の自治体同様市内業

者を優先的に指名選考させていただいております

し、備品などにおいては分割発注により可能な範

囲で市内業者への受注機会を設けているところで

す。今後におきましても、各担当課で発注する少

額の備品や消耗品においても改めて市内業者から
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の調達に対し周知徹底を図り、市内業者への優先

的な発注に努めてまいります。

次に、大項目の２、国や道の制度を生かした施

策について、小項目の１、市町村役場機能緊急保

全事業を活用した庁舎建設について申し上げます。

国が平成２９年度に新設した市町村役場機能緊急

保全事業は、昨年度発生した熊本地震による庁舎

の被害状況を踏まえ、発災時における庁舎機能の

確保を図るため、庁舎の耐震化が行われていない

市町村の庁舎の建てかえを緊急に実施するために

創設された事業です。平成３２年度までの期間と

しております。本市の庁舎は、名寄市が昭和４３

年、風連が昭和５５年に建てられており、昭和５

６年の新耐震基準導入前に建設されています。平

成１４年と２２年にそれぞれ実施をしました耐震

診断では、名寄庁舎、風連庁舎ともにほとんどの

階層で耐震不足の判断であったことから、耐震改

修工事の実施について検討を行った経過がありま

すが、庁舎の将来像も含めて第２次総合計画の中

で調査研究するとしたため、当面は災害時におけ

る業務継続方法や施設利用者の安全確保などにつ

いて検討を進めることとし、現庁舎の耐震化は見

送ってきているところであります。庁舎の今後の

あり方については重要な課題の一つであることか

ら、時間をかけた丁寧かつ慎重な議論が必要と認

識しているところであり、今回の市町村役場機能

緊急保全事業を活用しての庁舎建てかえは難しい

と考えているところであります。今後第２次総合

計画の中で庁舎のあり方や方針の検討に関する調

査研究を進めてまいりますが、庁舎建てかえ等を

行う際には他の事業と同様に起債や交付金制度な

ど少しでも有利な財源の確保に努め、それら制度

を有効に活用してまいりたいと考えております。

次に、大項目３、ＪＲ宗谷本線の存続について、

小項目１、国や北海道の動向についてお答えいた

します。国や北海道の動向につきましては、ＪＲ

北海道が昨年１１月に単独では維持困難な線区を

発表してから、北海道では鉄道ネットワークワー

キングチームを設置し、４回の会議を踏まえ作成

された報告書を本年２月に知事へ提出しました。

報告書では、鉄道網のあり方として路線を６つの

類型に区分し、方向性を検討することとし、１つ

としては札幌市とその他の中核都市とをつなぐ路

線は高規格幹線道路の整備状況等を踏まえ、引き

続き維持されるべき、２つとしては広域観光ルー

トを形成する路線では観光利用だけで維持してい

くことは難しく、地域において持続的な運行のあ

り方を検討することが必要、３つとして国境周辺

地域や北方領土隣接地域の路線では宗谷地域は今

後ロシア極東地域との交流拡大の可能性等を踏ま

え、引き続き維持することが必要、４つとして広

域物流ルートを形成する路線では運送実績や路線

等鉄道施設の負担も考慮し、総合的に検討するこ

とが必要、５つとして地域の生活を支える路線に

ついては他の交通機関との役割分担なども含めた

適切な地域交通のあり方について交通事業者や国、

道の参画のもと地域における検討が必要、６つと

して札幌市を中心とする都市圏の路線では収益の

増加を図り、道内全体の鉄道網維持に資する役割

を果たしていくことが必要となっております。こ

のことを踏まえ、宗谷本線では引き続き維持する

ことが必要との認識のもと、宗谷本線活性化推進

協議会を中心にＪＲ北海道を交え、今日まで鉄路

存続のための議論を深めてきております。

５月２５日には、高橋知事が来名し、名寄市の

状況を視察され、和寒町までの列車に乗車されま

した。沿線地域の皆さんの足として鉄道を守るこ

とが重要との発言もあり、宗谷本線存続に向けて

力強いお言葉をいただきました。また、今月１日

には北海道知事が国土交通省へ要請書を手渡し、

鉄道は道民生活や道内経済を支える重要な公共交

通機関である。ＪＲの持続的な経営構造確立に向

け抜本的な対策を早急に講じるよう求めています。

一方、国土交通省及び道内選出国会議員の皆様に

は、昨年宗谷本線活性化協議会による要望会を実

施し、道北地域と中核都市を結ぶ宗谷本線の必要
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性を訴えてきており、今後も引き続き存続への理

解を求めてまいります。

最後に、小項目２、ＪＲ北海道との協議の状況

についてお答えいたします。ＪＲ北海道との協議

につきましては、４月１４日と５月１５日に開催

しました協議会、幹事会において議論を進めてき

ており、幹事会では初めに鉄道存続への課題を抽

出し、協議会で議論を進めるものと国や道に対し

要望していくものを区分する作業を行いました。

上下分離方式の議論につきましては、沿線自治体

だけの議論では判断が難しく、国や道の動向を注

視しながら必要に応じて検討していくこととしま

した。ＪＲ北海道との協議の中では、利用促進に

ついてＪＲ北海道も沿線自治体と連携し、協力し

ていくと申し出があり、当協議会から要望してい

た駅のにぎわいづくりについて、無人駅の無償利

活用の提案や今月列車の乗り入れ販売の実証実験

を行うことが記者発表され、今後宗谷本線におい

て実施が見込まれる状況となっております。引き

続きＪＲ北海道と連携し、利用促進につながる事

業を研究してまいります。

次に、小項目３、宗谷本線活性化推進協議会の

議論経過と今後についてお答えいたします。本協

議会は、宗谷本線の活性化及び完全高速化を実現

させるため、平成１２年に設置されました。宗谷

本線では、ＪＲ北海道からのたび重なる合理化提

案を受け、昨年５月２６日に協議会とは別の形で

北海道、ＪＲ北海道参加のもと、宗谷本線沿線自

治体市町村長意見交換会を開催してきました。そ

の後７月には、当協議会としては初めて宗谷本線

存続に向けて国土交通省鉄道局、北海道運輸局、

北海道、北海道議会へ要望会を実施し、１０月に

は旭川市、比布町、西興部村、幌加内町を構成員

として上川、宗谷両振興局をオブザーバーとして

参画いただき、組織の充実を図った上で１２月に

は再び中央要望を実施してまいりました。１１月

には、ＪＲ北海道から単独では維持することが困

難な路線の線区の発表があり、宗谷本線も該当に

なったところです。本年３月３０日に開催した宗

谷本線活性化推進協議会意見交換会において、Ｊ

Ｒ北海道を交えて宗谷本線存続に向けた議論を事

務担当者レベルの幹事会で始めるよう指示があり、

現在に至っているところです。現在は、主に利用

促進策について議論しており、今後も沿線自治体、

国、北海道、ＪＲ北海道と連携を図り、宗谷本線

存続に向けて地域にできることを研究してまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） 続きまして、私からは

大項目の２番、小項目の３、今後名寄市で活用が

期待できる事業についてにつきまして申し上げま

す。

名寄市の歳入構成は、依存財源が占める割合が

大きく、国等の施策の活用は大変重要となってお

ります。国におきましては、６月９日に経済財政

運営と改革の基本方針２０１７あるいは未来投資

戦略２０１７等が閣議決定をされたところであり

まして、いわゆる戦略分野への選択と集中、人材

への投資や生産性向上への取り組み、経済、行財

政の各分野にわたる改革が引き続き推進されてい

くこととなっております。また、地方創生の交付

金に代表されますように、今後一層の成果重視、

自立性や先駆性等が求められていく傾向にありま

す。まずは、こうした国の改革や変化の動きを捕

捉していくことが重要となっております。その上

で政府の重点分野、例えば先ほどもありましたイ

ンバウンドの観光ですとか、経済連携協定下にお

ける農産品の輸出の促進、環境分野、ＡＩやＩＣ

Ｔの活用、マイナンバーの活用による地域活性化

策など、これらの中から有効なメニューの活用を

模索していくということになるかと考えられます。

私からは以上となります。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい
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というふうに思います。

まず、住宅建設についてお答えをいただきまし

た。業者の皆さんとの話し合いの内容については、

そのような状況だというふうにも私も伺っており

ます。しかし、一方でこれだけ住宅建設の中の地

元参入の比率が低くなってくるということに対す

る危機感を私は持っておりまして、業者の皆さん

とも少し話をしてみたのですけれども、やはりそ

れを具体的にどうするということまではできない

ながらも、例えば自衛隊のイベントに行って営業

活動をしたりだとか、ＰＲ活動をしたりだとかは

しているのだけれども、なかなか実績には結びつ

いてこないであるとか、そういった努力はされて

いるみたいなのですけれども、数字が変わってこ

ないというのは現状にあるのかなというふうに思

っております。今は公共事業も建設事業が比較的

潤沢に出ておりますので、仕事がいろいろ回って

いるのかなというふうに思うのですけれども、公

共事業の整備計画等でずっとこういう状況が続く

とは余り思えない。やがて少し少なくなってきた

ときに一般住宅の建設というのはしっかりと今か

ら確保しておかないと、育っていった職人の皆さ

んであるとか、そういった雇用にもやはり影響し

てくるだろうなというふうに思っております。

リフォーム事業は、大変これはよい事業だとい

うふうには私も認識しておりますけれども、あわ

せてそういった部分にも目を向けていただきたい

なというふうにも思っております。そういったと

ころに助成金を出している自治体もあります。ま

ず、そういったことに対して具体的にどうなのか

ということに対してお答えをいただきたいのと、

もう一つはソフト的な側面的な支援、正直申し上

げて名寄の中でも住宅建設を、建てている皆さん

を見ると公務員の方がやはり多いのかなと。自衛

隊関係者だとか、市役所の関係者だとか、そうい

った方の新築需要がやはり多いかなと。なかなか

民間で働いている方が新たに新築というのは少し

少ないのかなというふうに思う中で、そういった

皆さんに対する意識の喚起だとか、なるべくみん

なで地元の業者さんを利用しましょうよという雰

囲気づくりであるとか、そういったことの支援と

いうのもあってもいいのかなというふうに思うの

ですけれども、そこら辺の考えについてまずお伺

いしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問があり

ました住宅改修等の推進事業につきまして、現制

度につきましては先ほど答弁させていただきまし

たようにさまざまな関係団体の皆様方と協議させ

ていただいて、現制度の部分について運用させて

いただいております。ただ、一方でその新築の住

宅という部分の問題点についても私どもも認識し

ておりますし、私どものほうの担当といたしまし

ては移住、定住というか、定住対策の部分も取り

組まないといけないということを考えますと、新

築住宅の部分については定住対策に対しては非常

に効果が高い事業だということも認識しておりま

す。先ほど答弁させていただきましたけれども、

現制度については当面来年度までということで考

えておりますけれども、この部分につきましては

それぞれ今回の事業のいろんな問題点等も問題を

検証しながら、今後取り組むべき施策については

検討していきたいということにしておりますので、

さまざまな団体とまた情報交換をしながら、情報

を共有しながら検討していきたいなということで

考えております。

また、ソフト的な面につきましては、なよろっ

ぽい家づくりの団体につきましてもさまざまな自

分たちで北国に合った住宅の試験とか調査をして

おります。こういった情報については、なよろっ

ぽい家づくりの中の機関紙でもいろいろ市民に周

知しているのですけれども、なかなか伝わってい

ないということもありまして、今回なよろっぽい

家づくりと連携して、今まで自分たちが取り組ん

できた調査研究の結果を市の広報のほうに定期的

にコラム的な要素として市民にお知らせするよう
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な形の取り組みも今現在進めております。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 一定程度理解はさせ

ていただこうというふうに思いますけれども、や

はり以前聞いたことがあるのですけれども、家を

１軒建てるときには二十数業者が関連するという

ふうなお話も伺ったことがあります。つまり家を

１軒建てるということは非常にいろんな業者さん

がかかわって裾野が広い仕事になるというふうな

お話も伺っておりますので、今回はこの程度にさ

せていただきますけれども、ぜひこの新築住宅の

振興についても今後何らかの形で御配慮いただけ

ればありがたいなというふうに思います。

それと、住宅リフォームも３年ということで、

とりあえず区切りをつけるということですけれど

も、働く皆さん、技術者の育成だとか、そういっ

たこともやはりあろうかなというふうに思ってお

ります。今なかなか一人の技術者の方を育成する

のにも相当数の時間がかかると。それまでは、な

かなか投資に見合った仕事量がないのだけれども、

やっぱり育てていかなくてはいけないしねという

お話も伺うところでありますので、この制度はこ

のままの制度は３年で終わるのかもしれませんけ

れども、少し形を変えてでも何らかの形でまたそ

ういった環境を支援をしていくというふうなこと

をぜひ求めておきたいなというふうに思います。

次に、２点目の担い手事業継承、婚活というこ

とでお伺いをしましたけれども、既に商工会議所

のほうでは事業継承だとかは進んでいるところで

ございます。そういった中で、できればやはり市

としても足並みをそろえて進んでいっていただき

たいなというふうに思っております。そういった

ところで、まだ実際に市としてはどういう形で進

んでいこうかというのは先ほどの答弁では余り決

まっていないのかなというふうに聞こえたのです

けれども、今後どのように例えば商工会議所等々

との協議を進めていこうとされているのか、再度

ちょっとお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 事業承継につき

ましては、先ほど答弁させていただきましたよう

に、商工会議所のほうで今回市内の各事業所のほ

うの聞き取り調査ということで、現状を把握する

というようなことで事業承継室を設置したという

ことであります。市のほうとしても当然連携して

事業承継の問題について検討していくということ

なのですけれども、役割分担として商工会議所が

市内のそういった事業承継の現状を把握するとい

うような分担をしていただいておりますので、そ

の内容が出ましたら、実際にどういった施策を取

り組むことが市の事業承継にとって効果的かとい

う部分については、それぞれの地域によって多分

違う問題があると思いますので、その部分につい

ては商工会議所がそういった現状の把握という部

分の分担を担っていただくということをしていた

だくことになっておりますので、それに基づいて

市としてもそれに対応するというか、効果的な施

策について検討していきたいということでありま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ともあれ中小企業の

振興というのは、やはり重要な問題だというふう

に思っております。中小企業の基本条例について

もちょっとお伺いをしたのですけれども、どうし

てここだけ申し上げたかというふうにいいますと、

答弁の中では産業全般的にというふうな御答弁も

いただきましたけれども、例えば農業の分野も当

然大切だというのは、これは名寄市民ほぼ共通の

理解がもう出ているのではないのかなというふう

に思ってございます。枕言葉のように基幹産業、

農業はというような物の言い方をする。これは、

もう名寄にとって農業は大切なのだよというのは

誰もがわかっていることかなというふうに思って

おります。そういった中で、例えば予算づけ等々

におきましてもある程度しっかりと目配りをされ
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た中の予算づけ等々もされておりますけれども、

中小企業で働く皆さんというのは多分人数的に言

うとかなり多い皆さんが働いておられる。こうい

った産業がなければ、やはりまちというのは成り

立っていかないのだろうなというふうに思ってお

りますので、そういったところにも我々はしっか

りと目を向けていかなくてはいけないのかなとい

うふうに思ったから、基本条例をいかがでしょう

かというふうなお話をさせていただきました。と

いうのは、やはりそういった目を向ける、認識を

する、市民みんなで支えていくという考え方を共

通認識を持つほうがいいのではないかなというふ

うに思ったのですけれども、もう一度基本条例に

対する考え方についてお伺いしたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 基本条例につき

ましては、先ほど申し上げましたように中小企業

の振興条例の改正の中でもさまざまな委員のほう

から基本条例に関するいろんな意見をいただきま

した。これらについては、先ほど申し上げました

ように、今東議員がおっしゃったように農業の部

分についてはある程度ということもありますけれ

ども、一方で農業もあれなのですけれども、産業

全体という考え方も必要でないかということも含

めてのその整理の部分についてが今後検討すべき

課題ということで、まだ確定できないということ

で今後引き続き検討していくというようなことで

答申をいただいたところであります。

私どものほうは、農業の施策については国の補

助制度の連携した事業が多いということで、一方

ではそういったいろんな部分の政策的なものがあ

るかなと思うのですけれども、私どものほうも今

経済産業局のほうに職員を派遣しておりまして、

本当にいろんな情報が、今まで私たちが得られな

かった情報というのは実際得ております。それに

ついて市内の事業者さんにお知らせして、その国

の事業をどうしても事業所単位の補助事業という

ことになるのですけれども、今そういった情報を

いち早くキャッチできるような取り組みをさせて

いただいて、徐々にではありますけれども、何年

か前から比べたらそういった国の事業も取り入れ

ている事業者さんも増加しているということです。

まだまだ足りませんけれども、そういったことも

含めて今やれることをきちっとやっていくという

ことの考え方で進んでいきたいということで考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 今答弁いただいたの

は、大変いいことだなというふうに思います。や

はりそういった国の制度等々をよく熟知をした中

で紹介をしていく。それによってさまざまな事業

展開がなされていくかもしれないというのは、こ

れはやっぱり大切なことだというふうに思います

ので、そこは出向されている職員の方にもぜひよ

ろしくお伝えをいただいて、さらにいい情報をお

伝えいただければありがたいなというふうに思っ

ております。

市内業者の物品発注についての考え方をお伺い

をしたいなというふうに思います。名寄市は地元

発注ということで、これまでもさまざまな場面で

お伺いをしてきております。公平、公正な発注を

心がけなくてはいけないというのは当然のことで

あります。そういった中でもやはり地元企業の育

成ということが大切だというのは、これまでもず

っと言われ続けてきたことなのかなというふうに

思います。そこで、地元企業というのは一体どう

いうことなのかという。地元企業というものの中

にも、例えば名寄市に法人税を払っていただいて

いる事業所さんと払っていただいていない事業所

さんがいると思います。やはり例えば消費行動に

よって事業が成り立って、それによって法人市民

税を払っていただく事業所さんというのは、そこ

からまたさらに市民に対して還元がなされるわけ。

という考え方もできるのかなというふうに思うの

です。そういった中で、例えば地元企業の中でも
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法人市民税を払う業者さん、そうではない業者さ

んというある程度ランクづけをした中での発注と

いうことを考えられないのかどうなのかというこ

とをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 法人市民税の納付額

によってのランク……

（何事か呼ぶ者あり）

〇総務部長（中村勝己君） 払っているか、払っ

ていないかによっての発注でランクづけをすると

いうことですか。物品にかかわっては、先ほども

お話ししましたように基本的には地元ということ

で優先にということでやらさせていただいており

ますので、議員のほうの御質問というのはいわゆ

る物品にかかわってのことなのか、私はその辺が

ちょっと理解ができないので、何とも言えません

けれども、基本的には当然そういう地元に法人税

なりを納めていただける企業の皆さんについては

大変ありがたいなというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） ちょっと理解をして

いただけなかったのかもしれませんけれども、例

えば本店所在があるのかないのかということも含

めてのお話をさせていただきました。そこによっ

てのある程度のインセンティブというのがつくれ

ないのかどうなのかということで質問させていた

だきましたけれども、ここは余り通告していなか

ったので、今後少し検討していただければありが

たいなというふうに思います。

もう一つは、名寄、これ市の担当者に聞くのは

ちょっとどうかなと思うのですけれども、名寄市

に出先機関の官庁とかがあると思うのですけれど

も、そういったところは現在どういうふうになっ

ているのかというのをもし情報がありましたらお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 出先機関の状況につい

ては、私どものほうでは把握しておりませんので、

ここでお答えすることはできません。

また、先ほどの御質問でありますけれども、一

応仕切りとしまして市内業者、準市内業者という

考えしておりまして、名寄市内に支店、営業所が

あって、一定期間の営業があれば準市内業者とい

うことで登録させていただいております。当然そ

の分では税のほうクリアしておりますので、そう

いう形で包括して市内業者のほう、あるいは準市

内業者ということで地元業者、そのようなくくり

をしているということで御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 支店、営業所、そう

いったくくりのことをもう少し割り振りができな

いのかということでお伺いをさせてもらったとこ

ろですので、今後検討できる部分がありましたら

ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思いま

す。

ちょっと時間もないので、次行かさせていただ

きたいと思います。庁舎建設についてもお伺いを

いたしました。この制度ができて、期限というの

が非常にタイトなわけです。平成３２年までとい

う期限ですので、かなり市民に対する合意形成、

設計、建設を考えると、ほぼ無謀な国の制度設計

に近いのかなというふうに思いつつも、この制度

に乗るということは、乗ると乗らないのではやは

り財源に数億円の差が出てくるのかなというふう

にも思いました。これが本当にスケジュール的に

できないのかどうなのか、確かに答弁をいただい

たように大切なことですので、よく議論をして市

民合意を得ながら進めていくというのは、これは

私も大前提だなというふうに思いますけれども、

これから合併の算定がえも減少する。そういった

中で庁舎の関係、２つある庁舎をこれからどうし

ていくのか、そういったことも含めて、今の状況

を、今の分庁方式を何年続けるのか、そうしたと

きにどれぐらいのコストがかかっていくのか、そ
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ういったことも含めてしっかりと協議をするため

にも、少しこれは話を進めてみてもいいのかなと

いうふうに思いました。やはり今は名寄市の財政

そう悪くないですけれども、これからちょっと厳

しくなることが予想される中で、そういったこと

も含めて少し加速をしてできないのかどうなのか、

再度お伺いできればというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今回の市町村役場機能

緊急保全事業でありますけれども、平成３２年ま

でということで、逆算しますと３２年をお尻とし

ますと３１年、３２年の継続費、３０年で実施計

画、２９年で基本計画ですが、基本構想が抜けて

います。ということになりますので、恐らく同規

模の施設つくるとなると継続費で２カ年事業はか

かるということでありますから、年数的にも物理

的にかなりきついということがまず前提でありま

すが、その前にやはりお話がありましたとおり、

合併市ならではの課題解決、分庁しておりますの

で、そこの部分のクリア、そして従前からありま

したけれども、立地適正化計画も含めまして建設

位置、そしてゾーニングあるいは公共施設総合管

理計画からいきますと本当に市庁舎単体だけでい

いのか、複合化することはないのか、さまざまな

課題があります。そういうことを踏まえるとかな

り大きな課題ですので、逆に言うとこれはもうス

ピードアップするのが本当に課題だなという認識

しております。総合計画、これからローリングの

中で詰めていく作業でありますけれども、余り、

交付税のこともあります。平成２９年度いっぱい

で地方財政計画上地方への一般財源の総額確保は

終わりますので、３０年度以降どうなるか非常に

厳しいです。ですので、ここは庁舎の中の、ある

いは市民の皆様との意見交換を踏まえて、ちょっ

とスピードアップしていかなければならない大き

な課題という認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 東議員。

〇１８番（東 千春議員） 私もスケジュール的

には国はすごい制度をつくったなと思いながら、

これは補修以外はできないのかなというふうに思

いつつも、やはり制度できたのだったらチャレン

ジをできないものなのかというふうにちょっと思

いまして、お伺いをさせてもらったところです。

では、最後にちょっとＪＲについてお伺いをし

たいと思います。さまざまな協議をしていただい

ております。加藤市長にもリーダーシップをとっ

ていただきながら進めていただいております。実

は、私もこの間稚内まで普通列車で行ってみたの

ですけれども、やはり少しずつでもいいからやれ

ることをやってみたらいいのではないのかなとい

うふうに思ったのは、乗降上の駅はほとんどコン

テナみたいなのに色を塗っているのですけれども、

それがもう古くなって老朽化をしているだとか、

その周辺が草が繁茂しているだとか、例えば本当

に簡単なことを言えばこの路線で色を統一してき

れいにコンテナの色を塗って周りをちょっと草刈

って花を植えるぐらいだけだったとしても、雰囲

気は変わってくるのかなと。まず、これからいろ

んなことに取り組んでいただくことになっていく

のかなと思いますけれども、まずちょっとやれる

ところから始めていくというのも一つの方法かな

というふうに思うのですけれども、考え方をお伺

いをして、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうから貴

重な御意見をいただきまして、協議会の中でもそ

れぞれの自治体の中で利用促進に向けての取り組

みが進められておりまして、この７月には沿線自

治体、協議会の中の自治体構成、入っている自治

体がこぞって７月のそれぞれの広報の中で利用促

進に向けた情報を流していくといった取り組みも

するようになってございます。今後も宗谷本線の

存続に向けた取り組みを引き続き展開をしていき

たいというふうに考えているところでございます

ので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。
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〇議長（黒井 徹議員） 以上で東千春議員の質

問を終わります。

安心して出産できる名寄市に外３件を、高橋伸

典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従って質問をしてまい

りたいと思います。

まず、安心して出産できる名寄市にということ

で、出産祝金の制度についてお尋ねをいたします。

出産祝金制度は、申請に際し利用する目的だけで

なく、定住し、雇用や納税の担い手となってほし

い、また継続してこのまちに、安心して子育てが

できるような意味も込められた制度だというふう

に思われます。出産祝金制度申請には、継続して

住んでいただくことが条件とする自治体が多く見

られ、北海道福島町では産後１０年間以上町に生

活基盤を置くことを条件とし、町内に使える商品

券を第１子で５万円、第２子で２０万円、第３子

以降１００万円を３年間で交付し、子育て世代の

人口確保や町内の商店街の消費を活発にするだけ

でなく、地元企業の雇用の創出を応援するなどの

効果も期待した制度になっております。他市町村

では、子育てをする若い世代や将来の納税者であ

る子供の人口をふやすためにそうした施策を行っ

ており、特に過疎化が深刻になっている地方の自

治体が多くなり、金額は５万円から１００万円と

幅広く、１子からもらえる自治体があれば２子か

ら以降、また第３子以降からもらえるところも、

条件はさまざまであります。

先日私の語る会の中である御婦人が娘が出産し

たが、昔は子供を産むと健診、検査や医療費、入

院、分娩費、移住等々、そういうもろもろの費用

で出産一時金が退院すると２万円から３万円戻っ

てきて産後の子育ての足しになりました。しかし、

今は戻ってこないみたいだという御相談をいただ

き、今回このような質問をさせていただいており

ます。子育て世代の資金として返還するようには

ならないのかと言われました。子育て夫婦への応

援や定住対策では、雇用対策の担い手として出産

祝金制度の創設と出産育児一時金返還への現状と

還付についての理事者の御見解をお願いをいたし

ます。

大きい項目２番目、農産地ブランド化と差別化

についてお尋ねをいたします。少子高齢化や輸入

農産物の増加により、国内産農産物の需要縮小が

懸念され、また他産地との競争で激しくなること

を想定している中、名寄産の安全で品質の高い農

産物を生産し、市場から高い評価がされておりま

す。原産地呼称管理制度で栽培方法や出荷価格な

どを基本として基準を設定、味覚審査を組み合わ

せ、名寄産として認定する仕組みですが、市が認

定審査機関で審査されたものを市が認証する制度

です。原産地呼称管理制度の現状と課題について

理事者の御見解をお願いをいたします。

続きまして、農産物ＧＡＰ認証取得への取り組

みについてお尋ねをいたします。攻めの農政を展

開するために、日本のすぐれた農産物をいかにア

ピールしていくかが問われております。名寄の安

心、安全な農産物を世界にアピールすることがで

きる。五輪組織委員会は、本年３月、選手村など

で提供される食材調達基準をこのグローバルＧＡ

Ｐ、ＪＧＡＰ、また農林水産省のガイドラインに

沿った都道府県のＧＡＰ、この使用を正式に決定

されました。４年後の東京オリンピックやパラリ

ンピックと６年後開催可能性のある札幌五輪、オ

リンピックやパラリンピックは絶好の機会となり

ます。そのために食品の安全性などを示す国際水

準の農業生産工程管理、ＧＡＰの認証取得が不可

欠となっております。

ＧＡＰは、１つ、食品安全、２、環境保全、３、

労働安全の３つの観点から厳格な管理基準を定め、

生産者がその基準に沿った農薬の取り扱いや生産

工程での異物混入、廃棄物の適正な処理、管理や

作業環境の改善を行う取り組みが必要となります。

認証を得るには、海外１００カ国以上の実施され

ているグローバルＧＡＰや日本版ＪＧＡＰの審査
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があります。世界にも名寄市の安心、安全なモチ

米の食材をオリンピックで使用していただくチャ

ンスでもありますし、世界においしい名寄の食材

をアピールするチャンスでもあります。農産物の

ＧＡＰ認証取得への取り組みについて理事者の御

見解をお願いいたします。

大きい項目３番目、ホストタウン構想について

お尋ねをいたします。２０２０年大会開催に向け

てスポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活

性化、観光振興等に資する観点から、参加国、地

域との人的、経済的、文化的な相互交流を図る地

方公共団体をホストタウンとされておられます。

本市は、台湾のホストタウンとして申請をされま

したが、平成２８年１２月で約３８件の市町村が

登録をし、相手国は６３カ国の登録がされており

ます。本年も第４次申請、登録が開始をされて進

められております。士別市では台湾とウエートリ

フティングの直前合宿の受け入れが決まり、神奈

川県平塚市はリトアニアの事前キャンプが決まり、

続々と事前合宿が決定をされております。組織委

員会は、事前キャンプは大会に参加するアスリー

トのコンディション調整やパフォーマンスの維持

のため、大会期間前実施する一切の決定権は実施

する各国のオリンピック委員会、そしてＮＰＣ、

ＮＦなど、有しているそうであります。誘致への

状況やホストタウン構想の現状、課題について理

事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目の４点目、地域医療と地域包括ケア

システムの姿についてをお尋ねをいたします。医

療機関との連携について。名寄市立病院は、高度

急性期医療を中心として回復期、慢性期、在宅医

療を担う他の医療機関と密な連携のもと、かかり

つけ医の市内近郊病院や診療所は初期診断や継続

的な慢性疾患の経過観察、投薬などを行い、対応

が困難な方の疾患については急性期医療の役割を

担う市立病院が検査、診療を行うことを基本とし

ております。当院での診療の後は、地域回復期、

慢性期病床を有する病院や介護施設で回復、診療

を図るとともに、自宅などにかかりつけ医や在宅

医療を活用しながら生活をできるように想定をし

ておりますが、初期診断から回復期までを担う地

域完結型としての医療機関との連携をうたってお

りますが、御見解をお願いをいたします。

次に、教育機関との連携についてお尋ねいたし

ます。教育機関との連携には、名寄大学と人材交

流、共同研究を進めておりますが、連携内容、課

題についてあればお知らせをいただきたいという

ふうに思います。

３つ目、ポラリスネットワークの現状と課題に

ついてお尋ねいたします。地域のかかりつけ医に

おいて患者が安心して医療、治療を受けるよう診

療情報を参照できるポラリスネットワークで各機

関との連携と言われておりますが、現状、課題に

ついてお知らせをいただきたいと思います。

４つ目、機能回復医療についてお尋ねをいたし

ます。地域における病院間の連携と機能分担を進

める中で、急性期医療を受け一定程度回復した患

者を自宅や介護施設において生活できるように機

能回復医療が提供できるよう、平成２６年に市立

病院に地域包括ケア病棟が設置をされました。急

性期と在宅、慢性期医療の連携の取り組みを行わ

れておりますが、地域包括ケア病棟の機能回復医

療についての現状をお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

以上、壇上での質問を終了させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 高橋議員からは、

大項目４点にわたって御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は経済部長から、大

項目３は教育部長から、大項目４は病院事務部長

から答弁させていただきますので、よろしくお願

いします。

大項目１の安心して出産できる名寄市について、

小項目１の出産祝金制度について申し上げます。

出産祝金については、子育てに伴う経済的負担の

軽減、少子化、定住対策の一環として道内におい
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ても３５の市町村において、金額についてはさま

ざまですが、出産祝金を支給しております。名寄

市では、平成２５年度から子育て応援事業として

誕生餅助成事業を開始し、平成２６年８月分から

乳幼児等医療給付事業により未就学児の医療費の

無料化と小学生の入院時の医療費の無料化を実施

し、また平成２８年度からは乳幼児期の紙おむつ

処理に要する有料ごみ袋の支給事業を開始して子

育て世代の経済的負担の軽減を図るとともに、常

設の子育て支援センターひまわりらんどの開所と

ファミリー・サポート・センター事業を開始し、

平成２９年度からは子育て支援活動を実施する団

体に対しての補助金の創設など、子育て支援のた

めの施策を実施してまいりました。このような状

況の中、名寄市独自の出産祝金としての取り組み

は難しいものと考えておりまして、子育て支援総

体の中でここで育って、ここで育ててよかったと

言えるまちを目指すとともに、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目のない支援を続けることで安心

して出産し、子育てできる環境を構築してまいり

ますので、御理解をお願いします。

次に、出産育児一時金について申し上げます。

妊娠、出産は健康保険が適用されず、特に分娩費

や入院費は高額になります。そこで、健康保険制

度においては妊娠や出産をサポートするために本

人、扶養者が妊娠４カ月以上で出産した場合、出

産育児一時金という形で子供１人に対して４２万

円を支給しています。平成２１年度からは、出産

育児一時金等の医療機関等への直接支払い制度に

より病院が支払い機関を経由して健康保険に請求

することで被保険者等が出産費用を支払う経済的

な負担の軽減が図られるようになりました。名寄

市国民健康保険では、直接支払い制度による平成

２８年度実績として９件の出産があり、うち６件

で差額が本人に支給されるなど被保険者の負担軽

減が図られております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農産物のブランド化と差別化について申し

上げます。

初めに、小項目の１、原産地呼称管理制度の現

状と課題についてでございますが、原産地呼称管

理制度につきましては良質な名寄産農産物の原産

地を認定し、表示することで他産地との差別化や

ブランド化を図り、消費者からの信頼性を高め、

消費拡大へとつなげる新たなＰＲ手法として、一

昨年度から生産者や関係団体などと協議を重ねて

まいりましたが、制度内容や生産者への説明を含

め不十分な面がありましたことから、再度内容に

つきまして精査をし、見直しも含めて現在検討を

進めているところでございます。

課題といたしましては、消費者に対する品質の

よさをアピールするため、味覚を認定基準とし、

他との区分化を行いたいと考えたところでありま

すが、農産物の天候などによる品質の変化や定量

的な表示とならず、基準が明確とならない面もあ

りますことから、認定基準とすることが難しい点

や品質を管理し、販売に取り組む農業者、団体を

認定の対象といたしましたが、サンプル抽出によ

る審査との整合性が図りにくい点などが課題とな

っているところでございます。今後改めて名寄産

の農産物の差別化やブランド化を図り、消費者に

ＰＲできる手法につきまして見直しや新たな方策

を含めて検討してまいりたいと考えてございます。

次に、小項目の２、農産物のＧＡＰ認証取得へ

の取り組みについてでございますが、ＧＡＰにつ

きましては農業生産活動において関係法令などの

内容に即して定められた点検項目に沿って、農業

生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び

評価を行うことによる持続的な改善活動のことと

されております。道内では、これまでホクレンな

どが作物ごとに管理基準を設け、独自に取り組ま

れてきたところでありますが、こうした地域独自

の基準によるＧＡＰがさまざまあったため、平成

２２年度農林水産省におきまして食品安全に加え、
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環境保全や労働安全のように幅広い分野を対象と

する高度な取り組み内容を含む農業生産工程管理、

いわゆるＧＡＰの共通基盤に関するガイドライン

を策定し、特に奨励すべき事項として示されてご

ざいます。これまでＧＡＰ認証につきましては、

輸出のために必要となる場合など限定的な取り組

みとして考えられておりましたが、東京オリンピ

ックにおいて使用される食材がグローバルＧＡＰ

またはＪＧＡＰの認証を受けたものに限定され、

国も認証取得に向けて取り組みを進めていますこ

とから、こうした流れを受けまして農産物の安全、

安心を保障する制度としてＧＡＰ認証への関心が

高まってきているところでございます。

ＧＡＰ等の外部認証による導入につきましては、

現在のところ市内で取り組んでいる農業者はおり

ませんが、国内で先進的に取り組まれている事例

からは、ＧＡＰ取得による影響につきまして販売

価格の面での効果は少ないようでありますが、量

販店などで販売枠を設けられるなど取り扱い量と

しては有利になる可能性があることや生産工程の

見直しや管理の徹底によりコストの縮減や効率化

が図られ、経営改善につながったことなどが報告

される一方で、工程管理に伴う記帳などの事務作

業や検査や認証に係る費用の負担が課題ともされ

ております。ＪＧＡＰなどの認証につきましては、

消費者に対して農産物の安全、安心をアピールす

るとともに、差別化やブランド化を図る取り組み

として、さらにはホストタウン構想との施策連携

も含めて期待をされますことから、今後の取り組

みといたしましては制度の内容や仕組みについて

十分に理解がされていない現状を踏まえ、農業者

や関係機関を含めた研修会の開催や広く制度の周

知に取り組むことから段階的に進めてまいりたい

と考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

ホストタウン構想について、小項目１の現状と課

題についてお答えいたします。

ホストタウン構想は、２０２０年東京オリンピ

ック、パラリンピック開催を契機に参加国地域と

の人的、経済的、文化的な相互交流を図ることを

目的としており、本市は台湾選手団の合宿受け入

れを目指しているところであります。昨年１２月

には、第３次登録が行われ、全国１３８自治体が

登録となり、うち９自治体が台湾を相手国として

合宿誘致活動を実施しているところであります。

合宿誘致の取り組みといたしましては、昨年１

２月と本年３月に内閣官房東京オリンピック競技

大会・東京パラリンピック競技大会推進本部、静

岡県御殿場市、士別市とともに台湾を訪問し、中

華オリンピック委員会や国家運動訓練センターな

どの関係機関に対し誘致活動を実施したところで

あります。また、本年２月には士別市と担当者会

議を行い、台湾交流の取り組み状況の確認や今後

の連携などについて協議をしてきております。今

後においても台湾からの合宿誘致に向けては、台

湾との人脈づくりや夏季スポーツ施設の整備など

の課題はありますが、近隣市町村と連携を図りな

がら引き続き誘致活動を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目４、地域医療と地域包括ケアシステム

の姿についてお答えいたします。

初めに、小項目１、医療機関との連携について

ですが、国は現在住まい、医療、介護、予防、生

活支援が一体的に提供され、住民が住みなれた地

域で生活を継続できるよう地域包括ケアシステム

の構築を進める中で、病院完結型から地域完結型

の医療への転換を掲げ、地域における医療と介護

の連携を重視しております。病院事業改革プラン

では、地域医療構想を踏まえた役割の明確化につ

いて市立総合病院として医療機関との連携、福祉

機関、施設との連携、教育機関との連携、人材交

流、共同研究の３項目について取り組んでいくこ
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ととしております。このうち医療機関との連携に

ついては、さきの議員の御質問のとおりかかりつ

け医として役割を担う医療圏内の病院、診療所が

診断や診療、投薬などを行い、病状が進行したり、

対応が困難な疾患については急性期医療を担う当

院が検査、診療を行うことを基本としています。

当院での診療の後は、地域の病院や介護施設で療

養を図るとともに、自宅、かかりつけ医や在宅医

療を活用しながら生活を行うことを想定しており

ます。

次に、小項目２、教育機関との連携については、

市立大学の看護学科を中心に地域における看護師

の稼働状況の研究を踏まえた看護師確保対策の取

り組みや市立大学の教員や学生が当院と共同で研

究を行うなど多くの連携した取り組みを進めてい

るところであります。今年度の具体的な例として

は、看護が困難な病態にある患者への支援に関す

る共同研究や看護学生の実習、教育の効果に視点

を当てた共同研究などが既に発表されています。

今後に向けては、地域包括ケアシステムに焦点を

当てた共同研究や具体的な取り組みなどが考えら

れます。

次に、小項目３、ポラリスネットワークの現状

と課題についてですが、現時点で当院を含め同等

の情報公開機能を有する公開型の病院は、北から

市立稚内病院、浜頓別町国保病院、枝幸町国保病

院、士別市立病院の５病院であり、これらの病院

からデータ提供を受けて診療を行う参照型の病院、

診療所は１３施設となっています。その中で町立

下川病院が来年度に向けて公開型への準備を進め

ているところであります。公開型病院間での救急

トリアージ実績は、平成２８年度で１２２件、当

院から参照型病院へデータ提供した実患者数は平

成２８年度で６８３人となっており、その後も活

用は広がっております。今後も地域で安心して医

療が受けられるよう公開型病院の診療情報を参照

できるポラリスネットワークへの加入について各

医療機関、施設に働きかけを継続してまいります。

システム全体としてのさらなる課題は、旭川な

ど他の地域のネットワークとの連携を図っていく

ことが上げられますが、現状では検討段階にござ

いません。

次に、小項目４、機能回復医療についてですが、

従来の初期診療から回復期、慢性期のフォローま

でを一つの病院で担う病院完結型の医療は、多く

の市民の皆様にとってあるべき姿と認識されてい

るものと思いますが、急性期病院としての役割を

担うためには多くの患者のフォローを一つの病院

で実施していくことが難しくなっております。既

に当院では、地域における病院間の機能分担を進

めていく中で、一定程度回復した患者が自宅ある

いは介護施設などで生活を送ることができるまで

の機能回復医療を提供するために、平成２６年度

から地域包括ケア病棟を設置し、急性期と在宅、

慢性期医療の連携に取り組んでいるところであり

ますが、入院できる期間は６０日間の上限がござ

います。そのため、転院の調整や退院後の生活支

援を行う医療、介護サービスなどを行う各種機関

との連携を密にするため、地域医療連携室への社

会福祉士増員などの機能の強化を進めて対応して

きております。個別の病状によりまして在院のま

ま診療を続ける場合と転院をお願いして他の施設

でケアを受けていただく場合の扱いがありますこ

とにつきましては、医師の判断、それから患者並

びに御家族との相談により決定をさせていただい

ているところでありますので、御理解をいただき

ますようお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。再質問をさせていただきます。

まず、安心して出産できる名寄市にということ

で、語る会で、そういう出産して、娘が子供を産

んだのですけれども、昔はお金戻ってきたけれど

も、今は戻ってこないのですねということを言わ

れて、そうなのですかという部分で今回御質問を
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させていただいたのです。先ほど部長が言われた

ように、国保では６名の方が普通分娩で、きっと

６日から１週間ぐらいで退院される方の金額だと

思いますし、お子さんが元気な状況で生まれてこ

れだけ、最高で２０万円も償還されている方もお

られるみたいですから、本当は皆さんがゼロであ

ればこの出産育児一時金４２万円のうち２万円は

返したほうがいいのではないかという質問を今回

させてもらおうと思ったのですけれども、それも

なかなか難しいかなというのを感じております。

本当名寄市は、出産の１歳のお餅の祝い餅だと

か、医療費の無料化だとか、あとおむつのごみ袋、

そして各施設がいろいろ建って、子供のためには

すごく充実されているというふうに思っておりま

す。しかし、先ほど部長が言われたように、北海

道では３５市町村この祝金をやられていることを

考えると、可能であればぜひ進めていただきたい

なという部分で取り上げさせていただきます。先

ほど言ったように、この祝金は１万円から１００

万円までありました。そして、１歳から、生まれ

たときにもらえるところもあるし、２歳以降のと

ころもあるし、３歳以降のところもあるのです。

そして、今の日本の出生率を見ると約 ２２、私

は可能性としては、１子からやったほうがいいの

ですけれども、第３子からこの出産祝金制度を創

設してもいいのかなという部分を考えております。

茨城県の河内町は２子から５０万円、そして３子

以降は１００万円、北海道の北竜町も２子以降が

２０万円、和歌山県のかつらぎ町は３歳以降が１

０万円という形で出されるところもありますし、

本当に皆さん子供の定住を考え、そして子育てし

やすい環境をつくり、そして福島町はやっぱり１

０年残っていただいている部分がありますから、

雇用だとか、いろんな部分の影響が相当出ている

というふうに言われております。ぜひ先ほどは可

能性がないという話をされましたけれども、部長

としては２子ぐらいからだったら何とかいけそう

かなという部分を考えているのではないかなとい

う目をされたので、何か答弁があればよろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

ＪＯＩＮのホームページで公表されております

２０１６年度の北海道の市町村の出産祝金という

のがございますが、今議員も御紹介されておりま

したが、金券を交付しているのが３５市町村、ブ

ックスタートを行っているのが２０市町村、ごみ

袋が名寄市を含めて２０市町村、そしてその他と

いうことで名寄市を含めて１１市町村、これはお

餅でございます。この中で名寄は２つの取り組み

をさせていただいているという状況もございます

し、また平成２６年８月から始めさせていただき

ました乳幼児等医療給付事業の制度を拡大させて

いただきまして、これは一般財源、単費で考えま

すと毎年 ５００万円の財政的措置が必要となる

事業でございまして、この部分についてはぜひと

も財政が続く限り続けさせていただきたいという

希望も持っておりますので、この部分に重点的に

力を入れさせていただくようなことで御理解をい

ただければというふうに考えております。いずれ

にいたしましても、安心して子供を産んで育てて

いただけるような環境づくりは今後とも必要と考

えておりますので、引き続き子育て支援に力を入

れてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。答えにちょっとなっていなかったみたいなの

ですけれども、とりあえずよろしいです。本当に

ぜひ子育てしやすい名寄市をお願いいたします。

次に、農産物のブランド化、差別化についてお

聞きいたします。先ほど原産地呼称管理制度の現

状をお聞きしますと、大変厳しい状況があるかの

ように言われました。私は、産地の呼称化を推奨

するよりもやはり世界的、日本の部分のこういう

ＧＡＰ等々を進めていったほうがいいというふう

に考えます。先ほど研究会を進めるということで、
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しっかり研究会は進めていただきたいなというふ

うに思いますし、絡みますけれども、東京オリン

ピック、パラリンピックの食材、これは選手村は

約 ５００万食の食材が使われます。そして、イ

ギリス、ロンドンのオリンピックのときはこのＧ

ＡＰを持っている農産地は約８０％までいったそ

うです。日本は今まだ２％、全国約 ０００件し

かとれていないそうなのです。それで、トップの

ＧＡＰをとっているのが北海道で９１件、このま

までは東京オリンピックまで間に合わないという

ふうに言われているぐらいおくれをとっている状

況だそうです。

それで、先ほどのホクレンを通じてと部長は言

われましたけれども、ホクレンと農協とのつなが

りもきっと出てくると思うのです、この状況から

いうと。行政がどんどんやれやれと言ってもなか

なか難しい部分が出てくるのではないかなという

ふうに思うのですけれども、その部分で北海道も

含めて市町村、農協の関係で今このＧＡＰの部分

というのはどういう状況になっているのか、わか

れば教えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） まず、最初は原産地

呼称のほうから入っておられましたけれども、原

産地呼称管理制度についてもＧＡＰについてもあ

る意味私どもが考えている目的としますと一致す

るところがあるだろうと思っています。これは、

名寄市にある安全、安心かつおいしい農産物を慣

行のものから区別をして有利販売、あるいは産地

のブランド化につなげていきたいという考え方で

ありますので、どちらの方法もその目的に沿って

いるのかなと思っています。名寄市においては、

まずは原産地呼称管理制度を進めたいということ

で、今進めているところであります。先ほど申し

上げたように、実際に進めてみて課題があるなと

いうことについては私どもも感じておりますので、

改めてここについては工夫はできないのか、関係

機関あるいは生産者の皆さんとも含めて協議をし

ながら進めてまいりたいという考え方が１つある

ということでございます。

もう一方については、まさに名寄市もホストタ

ウン構想の一つの自治体になっておりますので、

そことの政策連携ということでお話をさせていた

だきますけれども、同じ目的のもとにＧＡＰ制度

をうまく活用できないかという考えを今持ってご

ざいますので、ただここについては私どもも１０

０％理解しているかというとまだそこには至って

いない部分がありますし、当然生産者の皆さん、

関係団体の皆さんにも御理解をいただかなければ

進められないことでありますので、ここについて

はしっかりと今後研修を重ねながら制度の浸透、

さらには普及も含めて努めていきたいなというふ

うに考えているところであります。

一方、ホクレンとＧＡＰの話をさせていただき

ましたけれども、これは必ずしも国際的なグロー

バルＧＡＰ、あるいは日本で定めているＪＧＡＰ

とイコールのものではないと。ホクレンさんのほ

うで基準を設けて進めてきているものであります

ので、今回のオリンピック、パラリンピックのと

ころが認めるものになるかどうかについてはちょ

っと今のところわかりませんけれども、そういっ

た対策もこの間とられていたということでありま

す。ホクレンのスタンスということでありますけ

れども、ホクレンについてもこういった部分の必

要性については私どもも認識しているというふう

に考えておりますけれども、ホクレンはホクレン

独自のいわゆる北海道ブランドという戦略もあり

ますので、そことの並行、並びの中で検討がされ

ているのだろうなという、そういう認識であると

いうことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

福島県が６年前に、東京電力福島第一原発事故

から今６年たちました。その中で、まずは福島県

は風評被害がすごく続いているみたいなのです。

福島県もこのＧＡＰをとって、そして何とか福島
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の食材を世界にアピールできないかというのを進

めているそうなのです。福島ブランドの確立を進

めるために、２０２６年まで県産の農産物出荷販

売数量の半分以上をＧＡＰ認定を取得していこう

と今進めております。そして、取得の費用がかか

るので、営農管理や申請手続も煩雑なため、国内

の導入状況はなかなか厳しい中で、福島県玄米だ

けでも ０００万件以上とれたら、放射能の生物

検査をしてほとんど全部オーケーが出ているみた

いなのです。でも、風評被害で販売の金額も少な

いし、買っていただけるのもなかなか進まないと

いうのが現状だそうです。だから、福島県自体で、

先ほどＧＡＰとグローバルＧＡＰとＪＧＡＰ言い

ましたけれども、もう一つ、オリンピックでも認

証されているものがあるのです。それは、農林水

産省がガイドラインに呼称した独自の公的認証、

県ＧＡＰも入れますよということなのです。農林

水産省が決めたＪＧＡＰをしっかりと同じレベル

にした県ＧＡＰも入れますよという、それも東京

オリンピックの対象といたしますと。それで、全

部今までで福島は１０件しかないそうなのです、

今このＧＡＰをとっているところが。でも、２０

２０年までに３６０件を取得したいという部分で

今動いています。私は、だから道も関係してくる

と思うのですけれども、道の動きというのはどう

なのかなと。本当に東京オリンピックも見据え、

札幌オリンピックがもし６年後にあるとすれば、

このＧＡＰをとっていかないと食材出せないので

すよね、選手村や何かは。ましてや事前合宿も厳

しい状況になるということを考えると、ＧＡＰを

取得する部分というのは大事かなと。福島県は全

額補助を出す。北海道はどういう考えで、もしわ

かれば教えていただきたいかなという。北海道の

動きというのはどうなのか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） このＧＡＰの取り組み

については、ＪＡともこの間協議をさせてもらっ

てきているのです。臼田部長からホクレンの流れ

については説明のあったとおりなのですけれども、

北海道との協議というのはほとんど私どもしてい

ないというのが実情です。先ほど県段階での国の

ガイドラインに沿ってというのは、私が調べた範

囲では１１県あるみたいですが、そこは議員おっ

しゃるとおり国のガイドラインに沿っていればと

いうところは加味しているというところについて

は認識をしておりますので、改めて北海道での協

議はＪＡの中でも今般ホクレンのほうに役員で出

向された方もいらっしゃるようですので、その辺

からの情報をいただきながら、さらには北海道と

の協議をしっかり進めさせていただきたいと思い

ますので、それについては御了解をいただきたい

と思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当この東京オリンピック、また札幌オリン

ピックでやられる場合、これが重要かなという部

分はありますので、そして東京オリンピックでも

札幌会場はサッカーが行われるのです、予選会か

ら。３試合ぐらいは例年やると思いますので、ど

こかのグループが来て札幌で３日間、きっとサッ

カーの予選リーグが行われておりますので、ぜひ

楽しみにしていただきたいのと名寄の食材がここ

に含まれることを願いたいなというふうに思いま

すし、私は福島は先見を持っていると思うのです。

この東京オリンピックに向けて、風評被害あって、

何とか玄米、うちらはもうやらなければ、やらな

くてもいい放射能の検査をしてやっているのだけ

れども、全部合格したのだけれども、売れない。

でも、それをＧＡＰで何とか挽回しよう、世界に

も売り出そうとしている中で、県も補助金を全額

出してくれるというふうに、そこまで持っていっ

たというのですから、しっかりやっぱり道にも言

っていただきたいです。北海道の食材のよさを世

界に出すためにも、名寄のモチ米、これを世界に

出すためにもしっかり訴えていただくことをお願
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い申し上げたいというふうに思います。

あと、本当に先ほど言ったように研修会開いて

ください。最後に、生産者へのＧＡＰの周知徹底

ってどうするのですかと言いましたけれども、研

修会を開いていただけるということなので、しっ

かり農業生産者の方々集めてこの重要性を訴えて

いただきたいということをお願いしたいというふ

うに思います。

次に、台湾のホストタウンについてお尋ねをい

たします。まず、先日その関係者ではないですけ

れども、それに詳しい方と加藤市長も含めてお話

をさせていただきました。そして、その折、先ほ

ど言った台湾は９市入っています。そして、釧路

が今回４次で申請を出すのです。そして、釧路さ

んはベトナムでしたよね。ベトナムだと思いまし

た。そして、ベトナムはどこ、何が得意なのでし

ょうねという話そのまちの人としたら、バドミン

トンなのですと。バドミントンだったら、東京だ

とか向こうのほうだったら、バドミントンという

のは空調がしっかりしなければだめなのです。何

％だとか決まっているそうなのです。釧路空調要

らぬではないと。もうそれにマッチしてますよと

いうことでバドミントンをやるということで決ま

ったみたいなのです。台湾は何が得意なのでしょ

うか、オリンピックの。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私も余り把握してい

ない部分あるのですけれども、卓球とかを聞いた

りしますよね。あと、野球もちょっとアジア地区

でなかなか勝てませんけれども、それなりに実力

もつけている状況があるのかなというところであ

ります。余りそのほかの情報ちょっと今資料とか

もありませんが、そういったところでオリンピッ

ク、どの種目が出るかというところも含めてしっ

かり調査しながら進めていきたいなというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。先ほど言った卓球は必ず出ると思いますし、

いろんなスポーツありますので、私はできれば先

ほど言ったように絞っていったほうがいいのかな

という部分は感じております。ぜひオリンピック

の部分で、この名寄で事前合宿できればいいかな。

いいかなでなくてやってくださいという、私は理

事者に言うしかないので、ぜひ一つでもいいから

名寄にすばらしいアスリートを、練習していただ

いて、子供たちに見ていただいて、それをやっぱ

り求めて、それを追ってオリンピックに出たいと

いう子供が、少年団ができればいいのかなという

部分がありますし、もう一つ、向こうのほうと名

寄との違いというのはあると思いますから、きっ

とオリンピック選手や何か向こう、東京に近いほ

うでやりたいという方が大変多くいると思うので

すけれども、その方はパラがすごいとよと。パラ

リンピックの選手、普通の健常者の選手よりすご

いそうです。だから、私はパラリンピックの誘致

のほうが可能性は高いのかなと。健常者と全然変

わらない。陸上にしろ、何にしろ、走り幅跳びな

んて健常者より跳ぶというのですから。それぐら

いすごい。パラリンピックの選手を見てもらって、

子供たちに夢を追わせられるような小川部長にな

っていただきたいなと私は思います。何かその点

であれば。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員の期待に応えら

れるように取り組みを推進したいというふうに思

っていますけれども、今お話ありましたように聞

くところによると東京中心の合宿先を選ぶのが多

いのではないかということもありますし、登録の

中では９自治体台湾と言われるのですけれども、

登録していない自治体には合宿に行けないという

ことではありませんので、全自治体が対象になる

のかなというふうに思っているところであります。

種目もどの種目に、オリンピックに出場するかも

ちょっとはっきり言ってぎりぎりまではわからな

い状況もありますし、やっぱりぎりぎりに決める
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というところも結構外国の選手団はあるのかなと。

この間合宿受け入れの中でも、突然名寄に来ると

いうのもキャンセルになったり、突然来ると言っ

たり、これ直前まで気象状況であったり、いろん

な条件を勘案して判断するという、そういったよ

うな事例があるのかなというふうに思っています

ので、本当にぎりぎりのところまで対応していき

たいと思いますし、それまでやっぱり先ほど言い

ましたように人脈といいますか、人のつながりが

大変重要だというふうに思っていますので、今回

内閣官房を通じて、積極的に逆に向こうも取り組

みを進めていくということでありますので、しっ

かり連携をとらせてもらいながら、何とかオリン

ピック、パラリンピック、できるだけターゲット

を絞りながら進めていきたいというふうに考えて

いますので、今後何かありましたら御指導含めて

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

いたします。

最後に、病院の件をやらせていただきたいと思

います。地域包括ケア病棟、２６年からスタート

させていただいて、６０日間しか滞在できないと

いう部分がありました。今回出させていただいた

のは、先月奥さんの母親が亡くなり、そして半年

前に旦那さんの父親が亡くなったのです。両方が

んだったのです。旭川で手術をして、こちらに帰

ってきて、この包括ケア病棟に１名は入って、も

う一人は別のところに行ったのですけれども、市

立病院の地域包括ケア病棟に入院させていただい

て、本当に看護師さんが大変すばらしい。岡村さ

んの御指導がすごいなと思うのですけれども、す

ばらしい看護師さんがいていただいたおかげで大

変よかったというふうに言われました。

この地域包括ケア病棟、６０日間なのですけれ

ども、何病床あって、何名ぐらい今入院をされて

いるのか、そしてできれば、がんで来られて２週

間ぐらい入院させていただいたみたいなのです。

本当に高齢者になると、入院すると行く場がなか

なか、家に帰るまでのところがないのです。やっ

ぱりその対応をしっかりできるところが必要で、

この地域包括ケア病棟はすばらしいところだなと

いう感じがしているものですから、この現状をち

ょっと教えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 地域包

括ケア病棟の現状ということでございます。５階

の西病棟でございまして、現在は４０床で運用を

しております。ちょっと今手元に直近の資料ござ

いませんけれども、病棟の稼働率といたしまして

は大体３３床から３５床ぐらいで運用を進めてき

ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 若干あいているベッ

ドがありそうなのですけれども、この活用はよく

私さっき言ったように高齢者の方で自宅に戻って

もなかなか、ちょっとここら辺の手術したので、

痛いわだとかという方がおられて、入る可能性と

いうのは、やっぱり上川北部の圏域地域の医療構

想調整会議や何かで市立病院はこれ以上入れたら

だめだよと言われているのか、その対応というの

はどうされているのか、ちょっとお聞きをして、

終わりたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 数字上

空きベッドが出ているということについてはその

とおりでございますが、これはほかの病棟の患者

数の状況等にもよります。あと、ＤＰＣとの期間

との兼ね合いで５階西病棟を稼働させるというよ

うな検討をしていただくと。ほかの病棟から移っ

ていただくというような活用をさせていただいて

おりますが、どうしてもその時期の患者数にもよ

ります。それと、もう一つはリハビリの回数とい

うものの制限がついてまいりまして、リハビリ回

数が多い患者さんが多くいらっしゃいますとそれ

以上入院ができなくなってきてしまうという制限
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もかかっている病棟でございまして、４０床フル

に稼働するということはたまにしかないというの

が現状でございます。

先ほど看護師の対応がよかったということにつ

きましては、なかなかお褒めをいただく機会もご

ざいませんので、ありがたい御指摘かと思います

ので、看護師のほうには伝えていきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ４時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 山 田 典 幸
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開議 平成２９年６月２３日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１３号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第１４号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 委員会所管事務調査報告について

日程第５ 意見書案第１号 学校給食費の無料化

及び給食費負担の軽減を求める意見書

意見書案第２号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、教

職員の超勤解消と「３０人以下学級」

の実現、「子どもの貧困」解消など教

育予算確保・拡充と就学保障に向けた

意見書

意見書案第４号 平成２９年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第５号 ライドシェアの導入

ではなく安心・安全タクシーを求める

意見書

日程第６ 報告第８号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣について

日程第９ 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１３号 工事請負契約の締結に

ついて

議案第１４号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 委員会所管事務調査報告について

日程第５ 意見書案第１号 学校給食費の無料化

及び給食費負担の軽減を求める意見書

意見書案第２号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、教

職員の超勤解消と「３０人以下学級」

の実現、「子どもの貧困」解消など教

育予算確保・拡充と就学保障に向けた

意見書

意見書案第４号 平成２９年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

意見書案第５号 ライドシェアの導入

ではなく安心・安全タクシーを求める

意見書

日程第６ 報告第８号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣について

日程第９ 委員の派遣報告について

１．出席議員（１６名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 川 口 京 二 議員
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５番 川 村 幸 栄 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

１番 浜 田 康 子 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

参 事 監 松 岡 将 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員、６番、奥村英俊議員から欠席の届け

出がありました。

ただいまの出席議員数は１６名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 高 野 美枝子 議員

９番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

介護保険法の改正にかかわって外１件を、川村

幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） おはようございます。

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

まず、１番目、介護保険法の改正にかかわって

伺います。介護保険サービスの自己負担引き上げ

などを盛り込んだ介護保険法改正案が５月２６日、

参議院本会議で成立いたしました。今回の制度の

見直しは、高額介護サービス費の負担上限額の引

き上げや現役並み所得者の利用料３割化等の新た

な負担増、長期療養を担う療養病床の削減、廃止、

生活援助のヘルパーの配置基準緩和や介護報酬の

引き下げなど３１本の改正法案を一括して採決さ

れたものです。

そこで、１つ、地域包括ケアシステム強化法に

ついて伺います。主なものをわかりやすく、簡単

にお知らせください。

２つ目、負担増についてであります。２０１５

年８月から利用料に２割負担を導入されたばかり

ですが、来年８月から一定所得以上の人の利用料

を３割にするとしています。利用抑制、重度化に

つながると民医連などで事例調査した結果、この

ように危惧されているという報告がされています。

全国では約１２万人の方々が該当すると言われて

います。名寄市ではどのような状況になり、どの

ようにお考えかお聞かせをいただきたいと思いま

す。

３つに、高齢障がい者への対応について伺いま

す。障がい福祉サービスの利用は、６５歳以降は

原則介護保険制度の利用を優先としています。現

場職員に障がい福祉も介護福祉も兼務させる基準

緩和では、サービスの質、量の低下、労働者の過

重労働につながりかねません。今でさえ障がい福

祉の現場からは、当事者さんへのサービス低下に

困っているという声も聞いています。お考えをお

聞かせください。

４つに、介護医療院について伺います。２０１

３年、地域医療構想で２０２５年に向けて病床機

能の再編、削減が進められています。約１３５万

床から１１９万床へ削減と言われています。介護

療養病床は１７年度末までに全廃する予定でした

けれども、２０２３年末まで延長し、その受け皿

として介護医療院が創設されるとのことです。ど

のように受けとめておられるのかお聞かせくださ

い。

５つ目に、自立支援、重度化防止への考え方に

ついて伺います。本年４月から要支援者の訪問介

護と通所介護を保険給付から外す総合事業が始ま

っています。名寄市を初め多くの自治体が該当す

る受け皿を確立できず、現行サービスを実施して

います。名寄市のお考えをお聞かせください。

６つ目に、第７期計画に向けての考え方につい

て伺います。ケアマネージャーの不足、これが介

護支援専門員協会が実態調査を行った結果、新た

に浮上してまいりました。新たなケアプラン作成

の依頼があっても断らざるを得ないこともあると

言っています。道は、次の介護保険事業計画をま

とめる中でどれだけのケアマネージャーが必要か
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できる限り把握したいとしていますけれども、名

寄市の現状とお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

大項目２つ目、働き方について伺います。働

き方改革が進められています。非正規雇用の処遇

改善、長時間労働の是正は実現するのでしょうか。

そこで、名寄市民の働き方はどのようになってい

るのか実態を把握しながら、市としてのお考えを

お聞きしたいと思います。

１つに、大学生のアルバイトの状況について伺

います。名寄大学紀要、２０１７年、学生アルバ

イト職場における労働安全衛生の調査では、さま

ざまなブラックバイトの事例と同じようなトラブ

ルを多くの学生が経験しているとの実態が明らか

になりました。このことに対して市はどのように

お考えかお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目に、保育士、幼稚園教諭の働き方につい

て伺います。道北地域の保育者の就業実態と就業

意識に関するアンケート調査から、非正規雇用は

調査では４ ３％となっています。また、低賃金

についてもとても満足、やや満足という方は１

６％、かなり不満、やや不満と言われた方が５６

％に上っています。名寄市立保育所で働く保育士

の方々の実態はどのようになっているのかお聞か

せください。

３つ目に、教職員の働き方について伺います。

文科省の１０年ぶりの実態調査では、中学校で約

６割、小学校で約３割の先生方が週６０時間以上

勤務し、厚労省が言う過労死ラインに達している

ことがわかりました。部活動の指導や新学習指導

要領、英語などの導入で多忙をきわめているので

はないでしょうか。教員の命と健康を守るために

も子供たちの教育を守るためにも長時間労働の解

消が必要です。お考えをお聞かせください。

４つに、医師、看護師の勤務実態について伺い

ます。厚労省調査では、２０代の医師で週５０時

間超過勤務、そして待機時間が１２時間以上とい

うような若手を中心とする医師の苛酷な長時間労

働の実態が示されたと指摘されています。名寄市

立病院の医師の平均勤務時間はどのようになって

いるのか、お考えもあわせてお聞かせください。

５つに、公契約にかかわる働き方について伺い

ます。公契約にかかわる指針の中、基本指針の３

で地域経済の活性化を図る入札、契約制度の推進、

そこに働く市民等の安定した雇用環境の確保に努

めるものとするとありますが、調査、報告などは

どのようになっているのかお聞かせください。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） おは

ようございます。川村議員より大項目２点につい

て御質問いただきました。大項目１につきまして

は私から、大項目２につきましては総務部長から

それぞれ答弁させていただきますので、よろしく

お願いいたします。

大項目１、介護保険法の改正にかかわって、小

項目１、地域包括ケアシステム強化法についてお

答えいたします。御質問にありましたとおり、地

域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等

の一部を改正する法律につきましては、介護保険

法を初めとした３１本の法改正となっております。

改正の主な内容としましては、介護保険法の改正

では現在策定を行っております介護保険事業計画

の記載事項につきまして、被保険者の自立した日

常生活の支援、要介護状態となることの予防、軽

減、悪化の防止などについての施策及びその目標

が新たに追加されたこと、また後ほど御説明いた

します新たな介護保険施設である介護医療院の創

設を初め、一定以上の所得のある方の利用者負担

の見直し、高齢分野と障がい分野双方の制度に共

通する共生型サービスの創設、介護納付金におけ

る総報酬割の導入などが上げられます。さらには、

認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

が介護保険法に明記され、認知症に係る知識の普

及啓発、介護者への支援などの努力義務が新たに
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盛り込まれました。介護医療院が新たに規定され

ることから、関連する法律であります医療法、生

活保護法、高齢者の医療の確保に関する法律など

の改正が伴い、また障がい分野との共生型サービ

スの規定の関係から、関連する児童福祉法、障が

い者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律等の改正が伴うこととなり、３１本に

わたる一括法となっているものです。

次に、小項目２、負担増についてをお答えいた

します。改正法におきましては、世代間、世代内

の公平性を確保しつつ、制度の持続性を高める観

点から、現行介護給付、介護予防の利用者負担が

２割の方のうち、特に所得の高い層の負担割合を

３割とすることとされました。現時点での所得の

要件としましては、単身世帯で年金収入のみの方

であれば３４４万円以上の収入の方が３割負担の

対象となります。国の試算では３割負担となり負

担増となる方は全体の約３％、１２万人とされて

おりますけれども、名寄市としましては３割負担

の対象となる方はおよそ２３人、介護サービス受

給者、全体 ３４８人のため ７１％と試算して

おります。介護サービスの利用者負担が一定額を

超えると、支給されます高額介護サービス費支給

等の制度があることから、現在の負担額の全てが

１割増とはならないこともありますが、負担がふ

える利用者がいることからも国の動向を注視しな

がら丁寧な利用者説明に努めてまいります。

次に、小項目３、高齢障がい者への対応につい

てお答えいたします。障害者総合支援法の第７条

に介護保険サービスと障がい福祉サービスの併給

調整に関する規定があり、障がい者の方が６５歳

になると介護保険サービスの中に障がい福祉サー

ビスと同じ内容のサービスがあれば介護保険サー

ビスを優先することとなっておりますが、平成１

９年３月２８日付の厚生労働省からの通知「障害

者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制

度との適用関係等について」では、介護保険サー

ビス優先の捉え方については市町村において障が

い福祉サービスの利用の意向の聞き取りをし、申

請者が必要としている支援内容を介護保険サービ

スにより受けることが可能かどうか適切に判断す

ることということになっております。本市では、

これらの法律等に基づきまして申請者の状況に応

じ個別に対応を行っているところでございます。

現在障がい福祉サービスのヘルパー等のサービス

を利用されている６５歳以上の障がい者の方が４

８名おりますけれども、お一人お一人の状況に合

わせまして利用時間や利用改正などを勘案し、適

切な制度利用に努めております。今後予定されて

おります制度改正においても、高齢の障がいの方

の介護保険サービスの円滑な利用に向けて介護保

険サービスの利用者負担が軽減できる仕組みを設

けるという方向性も出されておりますので、今後

につきましても制度改正の内容や運営方法などの

情報を注視し、適切に対応してまいりたいと考え

ております。

次に、小項目４、介護医療院についてお答えい

たします。団塊の世代が後期高齢者となる２０２

５年には、現在より慢性期の医療及び介護ニーズ

が増加することが見込まれるため、新たな介護保

険施設が創設されることとなります。日常的な医

学管理が必要な重度の要介護者を受け入れ、みと

り、ターミナルケアの機能を持ちつつ、生活施設

としての機能を兼ね備えた介護保険施設が介護医

療院で、長期に療養を送るのにふさわしいプライ

バシーの尊重や家族等との交流が可能となる環境

が整備されることとなるようです。具体的な介護

報酬基準などは、今後国の社会保障審議会介護給

付費分科会で検討されることとなっておりますが、

市としましても現在策定中の介護保険事業計画に

も大きな影響を及ぼす事項であると捉えておりま

すので、今後も国の動向を注視してまいりたいと

考えております。

続きまして、小項目５、自立支援、重度化防止

への考え方についてお答えいたします。御承知の

とおり、名寄市では要支援認定を受けている方が
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利用する介護予防訪問介護を総合事業の第１号の

訪問事業の旧介護予防訪問介護に相当するサービ

スで、介護予防通所介護を第１号の通所介護事業

の旧介護予防通所介護に相当するサービスへそれ

ぞれ移行しまして、それまでの介護予防サービス

を利用されていた方には総合事業として引き続き

サービスを利用していただいております。事業の

移行につきましては、利用者お一人お一人に担当

者と事業者が説明をしながら、比較的スムーズに

総合事業へ移行できたものと受けとめております。

総合事業への移行は制度上での変更であり、それ

までの予防給付とサービス内容に変更はなく、ま

た今後事業の変更等の予定はありませんので、現

行サービスのまま安心して利用していただけるも

のと考えております。

続きまして、小項目６、第７期計画に向けての

考え方についてお答えいたします。名寄市におけ

る介護支援専門員、ケアマネージャーの人数など

の現状についての御質問でございますけれども、

現在要介護認定者の在宅サービスの調整やケアプ

ラン作成を担当する介護支援専門員の事業所であ

る居宅介護支援事業所は６事業所、そのうち専任

でケアプランを作成する介護支援専門員の稼働可

能な人数は現在１３人となっております。市内居

宅介護支援事業所の介護支援専門員相当の可能な

件数につきましては５０７人で、現在市内居宅介

護支援事業者の５月の実績を調査しましたところ

これには達しておりませんので、現状では名寄市

内の介護支援専門員は不足している状況ではない

と考えております。今後も介護支援専門員の人数

が不足する見込みはないというふうに市としては

考えております。

以上、私のほうからの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

働き方について申し上げます。

名寄市立大学の紀要に論文として掲載された

「学生のアルバイト職場における労働安全衛生」

では、学生の健康管理の観点から、アルバイト職

場の労働安全衛生について調査したもので、アン

ケートに回答があった１７４人のうち７３％の１

２７人がアルバイトを経験しており、そのうちの

８３人が修学費あるいは生活費のためアルバイト

が必要と回答しています。一方、平成２７年度に

大学が行った学生生活実態調査では、回答があっ

た５５７名のうち８８％の学生がアルバイトの経

験があると回答しています。その収入の使途とし

ては、遊興娯楽費とするものが最も多く、次いで

飲食費、住居、光熱費でした。大学では、学業に

支障を来さない、また不法就労につかせないこと

を基本に学生支援の一環としてアルバイトの求人

情報を提供しています。その際には、違法性のあ

るものや学生に適さないと思われるアルバイトを

排除する基準を定め、求人を希望する雇用主の理

解と協力を得て情報提供を行っています。さきに

述べた論文では、大学の情報提供が就労のきっか

けであったのは１９％の２４名との結果であるこ

とも示されておりますが、入学時に行う新入生ガ

イダンス、毎年度行う在学生ガイダンスにおいて

全学生を対象にトラブルを未然に防ぐための指導

を行っています。また、万が一トラブルが発生し

た際は、教員、保健福祉センターの教職員、事務

局と複数の相談窓口を設け対処しており、トラブ

ルになるようなさまざまな学生の身体的あるいは

精神的ストレスが見受けられた際には保健福祉セ

ンターの医師、看護師、精神保健福祉士など資格

を持つスタッフが対応に当たっています。

次に、小項目２、保育士の働き方についてお答

えいたします。現在の名寄市における正規、非正

規の保育士、幼稚園教諭の状況としましては、公

立の認可保育所３保育所、民間の認可保育所１保

育所、認定こども園２園、保育園、幼稚園３園、

その他事業所内保育所等が６所ございます。先般

名寄市立大学において実施しましたアンケート調

査においては、名寄市内のみの調査結果について

特定ができませんので、アンケート結果からの実
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態ではございませんが、公立保育所における正規、

非正規の職員割合は正規２２人に対して非正規の

常勤保育士が１５名、非常勤保育士が１３名とな

っており、正規、非正規の率でお答えしますと正

規の職員比率は４４％となっております。アンケ

ート調査においては、幼稚園における正規、非正

規の率も含まれているため、一概に比較はできま

せんが、アンケート調査と比較すると非正規職員

の率は低い状況となっております。公立の保育所

における非正規の常勤保育士の賃金体系としまし

ては、非正規保育士の労働条件改善のため、平成

２７年度より経験年数に応じた賃金形態を採用し

ており、金額としましては日額 ９８０円から経

験年数に応じて段階的に ６４０円まで昇給する

制度となっており、アンケート調査による平均金

額 ４００円よりは上回って支給している状況に

ございます。

次に、小項目３、教職員の働き方についてお答

えいたします。国において閣議決定されたニッポ

ン一億総活躍プラン等では、長時間労働を抑制し、

働く人々の有益なワークライフバランスを実現す

るために働き方改革を実行、実現することを柱の

一つにしており、あわせて学校現場における長時

間労働にもしっかりと向き合う必要があるとして

います。近年学校現場を取り巻く環境が複雑化、

多様化する中で、学校や教職員に求められる役割

が拡大するとともに、新学習指導要領による授業

改革への対応も求められる中、教職員の長時間労

働の改善が課題となってきています。このため、

教職員が子供たちの指導に専念できる環境を整備

し、誇りや情熱を失うことなく使命と責務を遂行

し、健康で充実して働き続けることができるよう、

教職員の業務改善を進めていく必要があります。

国においては、次世代の学校指導体制にふさわし

い教職員のあり方と業務改善のため、教職員定数

の改善、充実、事務職員や専門スタッフ等が学校

運営などに参画するチーム学校の実現、そして教

職員が担うべき業務に専念できる環境を確保する

ための校務支援システムの整備や教職員の部活動

における負担を軽減するために指導や単独での引

率等を行うことができる部活動指導員の導入など

各種対策が検討されています。本市においても事

務量の軽減に期待する校務支援システムを全教職

員に配備したり、学校行事の準備に係る時数の削

減、職員会議の内容の厳選及び時間の短縮または

長期休業中への移行、日報の活用による朝の職員

打ち合わせの軽減などの取り組み、また学校にお

いて支援が必要と思われる児童生徒に対し、特別

支援教育学習支援員を配置したりしています。こ

のように学校との連携を図りながら、教職員の負

担を軽減するような対策を進めているところです。

今後も教職員の長時間労働の是正に向け、各種対

策を効果的に導入しながら、学校や教職員の業務

の見直しや適正化を促進し、教職員が子供たちと

良好に向き合え、心身ともに健康が維持できる職

場環境づくりに配慮していきたいと考えています。

次に、小項目４、医師、看護師の勤務実態につ

いて申し上げます。初めに、当院医師の勤務実態

でありますが、１人当たり月平均時間外勤務は平

成２８年度実績で２ ７時間となっており、４年

連続で減少傾向にあります。研修医も含めた医師

数増により、日当直や待機回数も平均して前年度

を下回る状況にあり、少しずつでありますが、医

師の労働環境は改善されているものと思われます。

先ほど議員から御質問にありました厚生労働省に

よる医師の勤務実態調査の週平均勤務時間に換算

しますと、当院医師の場合、勤務時間は４ ５時

間とほぼ同等でありますが、待機時間は３１時間

とそれを上回る状況にあります。業務内容や医師

数など各診療科の状況により違いがありますので、

医師が不足している診療科への増員配置要請、出

張医による休日代替や医師事務作業補助員の有効

配置などの業務改善を図るとともに、毎月開催し

ている安全衛生委員会においても医師の過重労働

とならないよう健康管理に努めております。

また、看護職員につきましても看護部独自で取
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り組んできた業務改善の効果もあり、１人当たり

の月平均時間外勤務は平成２８年度実績で９時間

となっており、前年度対比で２時間減少している

状況であります。看護職員は、日勤、２交代、３

交代と職場によって勤務体制が異なり、一部の病

棟では夜勤回数がふえている状況も実態としてあ

ります。これまでの対策として、新たな院内保育

所の運用、学資金制度やナースカフェなどの看護

師確保の取り組み、看護補助や事務補助の増員、

配置などを行ってまいりましたが、今後も引き続

き労働環境の改善に取り組んでまいります。当院

としましては、道北第３次医療圏のセンター病院、

さらには２４時間３６５日体制で救急患者を受け

入れる救命救急センターを担っていくためにも、

ワークライフバランスを考慮しながら、全職員の

働きやすい職場環境づくりに努めてまいります。

次に、小項目５、公契約にかかわる働き方につ

いて申し上げます。平成２５年１２月１６日策定

した名寄市公契約に関する指針は、市が締結する

公契約において公平、公正で透明性の高い入札と

契約を実施し、品質の適正な履行の確保及び競争

性を保ちつつ地元企業の優先活用に配慮し、地域

経済の活性化や安心して働ける雇用環境の確保に

努めることを目標としており、この指針について

は毎年４月に開催しております名寄市建設業事業

説明会などで周知徹底を図っているところです。

お尋ねにありました公契約に従事する労働者の実

態把握についてですが、各事業所に対する労働環

境の調査等は実施はしていないものの、現場代理

人と担当で打ち合わせや協議を行うとともに、関

係法令等の遵守により適正な履行体制が確保され

ているものと認識しております。本市におきまし

ては、引き続き指針に沿って公契約に係る業務に

従事する労働者の適正な労働条件や業務の質、適

正な価格の確保を重視し、適正な公契約に努めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問等を行わせていただきた

いと思います。

まず最初に、介護保険法の改正にかかわってで

あります。もう介護保険も２０００年にスタート

して１７年、この間本当にどんどん、どんどん負

担ばかりがふえてきているなという実感をしてお

りますが、今回も負担増ということで、一部一定

の所得以上の方々が利用料３割ということではあ

りますけれども、１割から２割、２割から３割と、

この１割ずつ上がっていくことの重さといいます

か、私たちも医療費が１割から２割、３割と上が

ってきて、その負担の大きさって実感していると

ころであります。先ほど全国では３割負担になる

方の対象が約１２万人、名寄市では２３人という

ふうなお話がありました。ただ、年金収入のみの

単身世帯で３４４万円以上にということでしたが、

例えば年金収入と、またその他の収入合わせて単

身世帯であると３４０万円、そして夫婦世帯では

４６３万円以上というふうに私の調べではあるの

ですが、ここのところでは間違いないでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員おっしゃられたとおり、その額で正しいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今回の介護保険法の改

正の中で、４月１１日に参考人質疑がされていて、

認知症の人と家族の会という会の副代表理事、田

部井さんという方なのですが、この方がおっしゃ

っているのは、２０１５年の２割負担導入の影響

を検証しないまま３割負担の導入には反対だと何

回も強調されておっしゃっていました。塩崎大臣

は、２割負担引き上げで介護サービスの利用抑制

があったことは認めるけれども、顕著な影響はな

いというふうにおっしゃっているのです。顕著な

影響というのはどの辺のところを言っているのか、
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私にはちょっとわかりませんけれども、実は２１

世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会という

会がありまして、ここで全国の施設の施設長さん

への実態調査を行いました。その中で支払いが困

難を理由に退所された方１０１施設、多床室へ移

った方２２２施設、こんなふうにしてやはり負担

が重くて介護サービスを中断するという方々がふ

えているのです。それで、さらには既に入居され

ている方の負担も問題だけれども、今後入居され

る方の入居抑制につながるのではないかと危惧し

ているというふうにおっしゃっている施設長さん

もいるし、今後利用者の確保が大変だというふう

におっしゃっている施設長さんもいらっしゃいま

す。この点についてお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員のほうから御質問ありましたとおり、これまで

１割から２割になった方で、平成２７年８月から

２割ということになっておりますけれども、現在

名寄市における実績としましては先ほど答弁もさ

せていただきましたが、介護サービス受給者が

３４８人おりまして、１割負担が ２５３人おり

ます。それから、２割負担になっている方が９５

人ということで、２割になっている方が全体の約

７％ぐらいというふうになっております。全国平

均では２割負担は全体の ７％ということになっ

ておりますが、当市のを単純に比較すると全国平

均より２％少ないということでございますけれど

も、先ほどの答弁でもお話しさせていただきまし

たが、１割から２割になった段階でもそれだけ負

担が出てきたということで、ただ高額介護サービ

スの支給、限度額があるということで、それを今

回頭打ちになるということで、実際にはその倍に

なるという方とならない場合もあるということで、

さらに年間通して一定の額を超えた場合について

も合算のサービス費の支給の対象になるというこ

とで、一定の条件があるということで、現実的に

すぐ倍になるということではないと思うのですけ

れども、今回の２割から３割になった部分につい

てもさらにまた倍になるということではないとい

うことで市としては押さえているのですけれども、

現在利用者さんいらっしゃいまして、今調査の中

でも負担がふえているということで、利用の抑制

だとかということも含めて声もあるということで

すので、今後はこの２割から３割に変わることに

ついては来年の８月からの実施ということになっ

ておりますけれども、今後も利用者に対して制度

改正については丁寧に説明をさせていただいて、

現状も含めて事業者とも利用者のほうからの声も

聞きながら、計画のほうの策定の中でも反映して

いければというふうに考えておりますけれども、

まだ具体的な状況については今後も調査しながら、

今計画の策定の中でアンケート調査も実施をして

おりますので、その中でもそういった声も多分聞

かれると思いますので、その内容についても精査

しながら、計画のほうには反映していきたいとい

うふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 私の周りでも３割にな

ったらどうなるかなということで、御自分自身で

も早々と計算をしている方がいらっしゃいました。

実際該当になるかどうかのところもきちっと計算

してもらってからでもいいのではないと言った経

緯もありますけれども、もう不安でしようがない

のです、やっぱり３割負担ですから。

それで、今お話があったように高額介護サービ

スの限度額も一般区分の中で月３万 ２００円か

ら４万 ４００円にこれも引き上げられるという

ことですから、やっぱり全体にぐっと上がってく

るということになるかなというふうに思います。

それで、先ほど紹介した方もどれを削ろうかと。

今介護サービス受けているサービスの中のどれを

削ろうかというふうに迷っているのです。私は本

来そういうことがあってはならないというふうに

思っていますし、先ほど御説明いただきましたけ
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れども、自立支援、重度化防止、これに対する対

応としても、１つサービスを減らせば、高齢にな

ってどんどんよくなるということにはなりません

から、現状維持か、または悪化していく方向にな

っていく。その中で介護サービスを減らせば悪化

していくということは、誰もが思うことだという

ふうに思うのです。そうしたときに、今医療もあ

わせて介護保険法いろいろ改正していきますけれ

ども、費用の国の負担を減らしていくことが大き

な目的だろうというふうに私は思っているのです

が、これ以上そういう介護度をふやしたりしてい

く、介護状態が介護度が高くなって介護をしても

らわなければならない状況が重くなっていけばも

っともっと負担がふえていくということにつなが

るということでは、私は逆行しているのではない

かというふうに思うのですが、この点についてお

考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほど室長から

も申し上げましたが、現在名寄市保健医療福祉推

進協議会におきまして来年から３年間の第７期の

高齢者保健医療福祉計画並びに介護保険事業計画

の策定の御審議をいただいているところでありま

す。国の基本的な方針がまだ示されていない中で

はございますが、この地域の実情に合った地域包

括ケアシステムを構築していくというためには、

今おっしゃった介護予防、重度化予防、また認知

症の早期発見と早期対応、また低廉な家賃の高齢

者向けの住まいの確保などを含めましたさまざま

な生活支援サービスの充実を図りながら、高齢者

の自立促進を推進することとあわせて介護を必要

とする高齢者の方には適切な在宅サービス、介護

サービス、そして適切な施設介護サービスの提供

を進めてまいりたいというふうに考えております。

また、さまざまな福祉サービスを総合的に提供さ

せていただくことで、弱い立場の方にはしっかり

と手を差し伸べていくことが大変重要なことだと

いうふうには認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほど高齢障がい者へ

の対応の中の御答弁いただいた中で、個別に対応

されて必要なサービスを提供しているということ

でしたが、負担利用料のところ、これは障がい者

福祉のところの利用料で進めていっていいのかど

うか確認をしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども申し上

げましたが、当市におきましては国の通達もござ

いますので、その人、その人に合った適切なサー

ビスということで、現在ホームヘルパーのサービ

スを利用されている障がい者の方がいらっしゃい

ますが、その分の方につきましては障がい福祉サ

ービスのほうで御利用いただいているところでご

ざいます。また、今後今共生型のシステム、施設

というか、サービスということで、障がいの部分

と介護の部分のことで今想定、議論されていると

ころではございますけれども、これは障がい福祉

サービスに相当するサービスが介護保険法にある

場合は介護サービスの利用が優先されるというこ

とによりまして、高齢の障がい者が介護サービス

を利用する場合には利用者の１割負担が出てくる

ということ、それと今まで使っていた障がい福祉

サービスの中のサービスが途切れて介護サービス

に移行しなければいけないと。こういった課題を

解決するためにつくられることでございまして、

６５歳に至るまで相当期間、長期間にわたって障

がい福祉サービスを利用されている方、また一定

の高齢者の方に対しましては介護サービス利用負

担額が軽減されるような、障がい福祉サービスの

ほうからそういった軽減策も持たれるというよう

なことで検討されているというふうに伺っており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国のほうも当事者の方

々のいろんな団体の方々から反対の声や要望など

が出されていて、そこでどのようにしていこうか
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ということで苦慮しているのかなというふうには

思うのですけれども、ただこれは最終的には各自

治体が具体的な内容をつくっていくというふうに

なっているというふうにお聞きしていますので、

やはりこの部分で地域の皆さん方の本当に望んで

いるニーズに合わせた介護が必要ではないかなと

思っています。第２期の地域福祉計画の中にもあ

りますように、市民ニーズに沿った施策を推進す

る必要があると。ここのところに沿いながらして

いただきたいなというふうに思っています。

最後に、介護医療院の件についてなのですけれ

ども、きのうも地域医療構想の中でお話があって、

医療完結型から地域完結型というようなお話がさ

れていました。今高齢者、特にひとり暮らしの高

齢の方々が病院に入り、退院後の行き先に非常に

困っています。もう本当にともに涙を流さなけれ

ばならないような、そういった状況も生まれてい

ます。この点についてちょっとお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

ども答弁させていただきましたけれども、介護医

療院の関係につきましては具体的な内容の検討に

ついてはこれからということで、見込みでの御回

答となりますけれども、来年医療報酬及び介護報

酬のダブル改定が予定されているということで、

医療機関における療養病床における報酬等の関係

から、新設の介護医療院への転換を図る医療機関

が、多分移行される方が出てくるだろうというこ

とで、介護保険施設のベッド数についても今道の

計画において管理をされておりまして、急激な新

規参入というのはできないと思いますけれども、

新設の介護医療院において一定程度の同様なベッ

ド数がそのまま移行できるのかというところはま

だ不明な段階ですけれども、市としましても介護

保険施設の増加については今後の保険料にも影響

を与えることから、今以上情報収集に努めながら、

どれだけ影響あるかというところも含めて調査等

してまいりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 期待をしたいというふ

うに思いますので、よろしくお願います。

時間がありませんので、介護職員の働き方の問

題もちょっと含めて次の働き方について再質問さ

せていただきたいと思います。まず、大学生のア

ルバイトの状況です。ちょうど３年前の２定でも

私ブラックバイトの実態ということで、学生の方

々からいろいろお話を聞いていたものですから、

取り上げさせていただいた経緯があります。その

ときには、学生生活をブラックバイトから守ると

いう観点でしっかりと調査をして対応を考えてい

きたいというふうな御答弁をいただいたかなとい

うふうに思うのですが、今回の紀要の中で調査見

せていただくと、やはりその当時と変わっていな

い。それよりももっと何か心身にストレスがある

２０％、夜遅くなることで睡眠不足１８％と、こ

ういうような健康を害することが多くなっている

というような調査結果が出ていました。私も何人

かの学生さんからお話を聞いていますけれども、

試験が近くなっても休ませてもらえないと。また、

突然にシフト入れられたと。それから、責任ある

仕事を任されたと。こういった声も聞いています。

この間３年たって、全学部が４年制になって、そ

ういった中での学生の皆さん方のブラックアルバ

イトというか、ブラック的な働き方、このことに

ついてどのように受けとめているのか、もう一度

伺いたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 学内等の

取り組みにつきましては、先ほどの総務部長から

の答弁のとおりなのですけれども、基本的に学生

に対しましてはガイドブックの中で、いわゆる深

夜の時間帯ですとか、スナックですとか、あるい

は人命にかかわる部分ですとか、幾つかそういう
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指導をしておりまして、そこの部分に合ったもの

のみを学内で掲示しているという状況でおりまし

て、ただそれ以外、学内で掲示していない部分に

ついての学生の個人のネットワークですとか、先

輩、後輩ですとか、そういう完全に把握はし切れ

ていないという部分はありますので、今回この紀

要に載りました保健センターの取り組みについて

は、主に学生の健康面ですとか労働安全ですとか、

そういう視点から取り組んでおりまして、そうい

う部分では細かい、いわゆる調査をしていただい

たなということで、幾つかの課題があるのかなと

いうことは改めて把握したところです。

ただ、現実問題として、今昨年から精神保健福

祉士を持った相談員を配置したり、あるいは事務

局も日ごろの中でそういうやりとりをしているの

ですけれども、明確にブラックバイトだというよ

うなものの個別の相談というのはまだ昨年以降は

ないのですが、愚痴といいますか、相談室にはい

ろんな学生が訪れますので、日常の会話の中でそ

ういう部分は、時々今議員がおっしゃったような

ことなんかは通常の会話の中から相談員はちょっ

と幾つかそういう話があったというのは聞いてお

ります。ですから、今後はそのような会話の中か

ら本当に大丈夫かどうかということも含めて、サ

ポートといいますか、それは学内全体で教職員あ

るいは事務局、そして直接学生委員会というのが

各学科から先生方も出ていますので、そのような

相互連携を図りながら取り組んでまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 相談等の対応は、本当

に重要だというふうに思っています。学内での保

健センターがあったり、ゼミの中での先生との信

頼関係だとか、そういった部分でぜひ密にしてい

ただきたいなと思っているのですが、ただ先ほど

御紹介した調査の中で相談先として事務局を余り

想定していないというようなことも出されていて、

どうしようかというようなことになっているかな

というふうに思います。３年前にも私お話しした

のですけれども、やっぱり学生の皆さん、労働力

の面でも、また消費者としても地域経済に大きな

貢献をしていただいているなというふうに思って

いるのです。ですから、やっぱり大事にしたいと

いうことです。

それで、学校としてはある程度の御紹介を基準

を設けてしているのだけれどもというお話があり

ました。でも、それはお友達等々、いろんなとこ

ろを通じて予期をしないところに行っている場合

もあるかと思うのですけれども、そこでちょっと

御提案なのですが、商工会議所等通じて各業種の

皆さん方へ学生アルバイト雇用に当たって何とか

お願いという形ででもすることはできないかどう

かというふうに思っているのですが、その点につ

いてのお考えがあればお聞かせをいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 議員のほ

うから今貴重な提案をいただきましたので、商工

会議所といいますか、まずは市の労働部局の営業

戦略室、あるいはその中でちょっと相談をしなが

ら対応できるかも含めて検討させてもらいたいと

考えます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも学生を守ると

いう立場に立って取り組みを進めていただきたい

というふうに思います。

それから、教職員の働き方です。随分いろいろ

私も声を聞いています。現職の先生の声ですけれ

ども、月８０時間を上回る時間外、時間外って教

職員の先生方は時間外と言わないのだそうですけ

れども、８０時間を上回る実態もあると。部活動

指導後仕事を家に持ち帰ると、こんなことも起き

ているというふうに言われています。先ほど御答

弁いただいた中で、今学校の先生方が複雑化、多

様化というふうにおっしゃったかというふうに思

うのですけれども、この複雑化というのはどうい
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うことなのか、ちょっと御説明をいただきたいと

思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 複雑化、多様化とい

う話もさせていただきましたけれども、これは社

会状況の変化だったり、保護者の状況の変化、家

庭環境、いろんなことが絡み合って、よくいじめ

なり不登校の問題、いろんな問題が取り沙汰され

る中で、一つの状況、要因だけではなくいろんな

ことが絡み合っているということでは、問題解決

に当たっても時間を要したり、いろんな人との連

携を図ったり、そういったことがふえてきている

ことが一方では業務量の増加というか、それに要

する時間がふえていることがあるということもう

ちのほうで考えているということであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確かにそういった実態、

学校の中だけの問題ではない、そういう状況が多

数発生しているのだというふうには思います。た

だ、そういったことに対応しなければならない。

先ほど子供たちへの事業等々に合わせて専念でき

る環境をつくるということが本当に求められてい

るなというふうには思うのですが、定数のことも

お話があったかと思うのですけれども、私はやっ

ぱり何よりも教員の数をふやすことが必要だとい

うふうに思っています。名寄市、幸いに加配とい

う形で来てくれたり、チームティーチングであっ

たりということで、他の自治体から見ると多いの

かなというふうに思うのですけれども、しかし一

人の先生に負わされる責任というのは本当に重い

ものがあるなというふうに感じているのですが、

教員の数をふやすことに対しての対策等ありまし

たらお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 業務改善なり長時間

労働を軽減するには、人的配置といいますか、議

員おっしゃられるように職員の配置をふやすとい

うことは一番効果的だというふうに思っています。

そういった意味で今ありましたように、特別支援

教育の学習支援を初め大学での連携もとらせてい

ただきながら、いろんな形で学校に御支援する、

そういう体制づくりに努めてきているところであ

ります。教職員をふやすのに財源的な部分もあっ

て、自治体としてやれる範囲というのは限界があ

るということでありますけれども、先ほど言いま

した特別支援の学習支援につきましては私が学校

教育課に来た４年前は１０名程度だったのが今２

５名ということで、本当に毎年三、四名ずつふや

している状況があります。これは、子供の状態に

もよって状況もあるということもありますけれど

も、そういった面では教育委員会としてもできる

限り対応を図っていきたいというふうに考えてお

りますし、市の財政状況につきましてもそこは十

分配慮して対応していただいているところであり

ます。

あと、本日の新聞報道にありましたように、教

職員の長時間労働への改善ということで、文科省

が中央教育審議会のほうに諮問を出したというこ

とであります。これは、本当に国なり文部科学省

においても長時間労働というのはかなり重要な課

題というふうに位置づけているのではないかとい

うふうに思っていますけれども、これによります

と中央教育審議会においては諮問を受けて業務内

容の見直し、地域や家庭の連携、勤務状況に応じ

た処遇のあり方について協議して文科省のほうに

答申を行いながら、文科省はその答申を踏まえて

年内にも学校現場での働き方改革について緊急対

策をまとめるというふうにきょう新聞報道が出さ

れたところであります。これは、先ほど議員から

ありました１０年ぶりにアンケート調査も実施し

ていますので、そういった中では校長初め全職種

が勤務時間がふえているという結果も出ています

ので、この協議に当たっては教職員の実態も把握

してもらいながら、そこを解消できる抜本的な見

直しになることを私ども期待していますし、当然

それに伴って財源も伴うことでありますから、国
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においてもしっかり財源確保ができるような、そ

ういったことを期待していますし、必要に応じて

北海道教育委員会とも連携をとりながら、国への

要望も含めてする場面も出るかというふうに思っ

ています。教育委員会といたしましては、先ほど

申し上げました学校内での事務改善も含めてでき

ることは継続して対応しながら、効果的な取り組

みについては小中学校全校に波及するような、そ

ういったことも含めて改善に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 長時間労働もそうなの

ですが、あと低賃金のところも大きく問題になる

かなというふうに思っています。公契約にかかわ

る指針ができました。労務単価の公開なども含め

て、公契約条例にすることが必要だろうというふ

うに思うのですが、条例に対するお考えをお聞き

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 公契約にかかわる条

例化ということでございました。先ほどもお話し

しましたけれども、平成２５年に今の名寄市にお

ける公契約にかかわる指針を策定をさせていただ

いたところで、条例制定にかかわって道内でも旭

川が昨年でしたか、制定をしたということでござ

います。その前の札幌の例も見ますと、なかなか

条例の制定までは難しくて、率直にいうと断念を

したというような状況なのかなというふうに思っ

てございます。私もこれもちろん行政が一方的に

条例制定ということでやるわけにもいきませんし、

もう少し道内の状況、旭川なりの情報収集なども

含めて十分名寄市にどういった内容で今後低賃金

なりの労働者の皆さんの労働条件確保できるのか

ということで考えさせていただきたいと思ってい

ます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

名寄市の農業振興施策について外２件を、山田

典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） ただいま議長より御

指名をいただきましたので、通告に従いまして、

大項目３点について順次質問してまいりますので、

よろしくお願いいたします。

本年も既に本格的な農作業シーズンが始まり、

地域の農家の方々は豊穣の秋を願いつつ、日々、

また時として昼夜を問わず作業にいそしんでいる

ところであります。この春の融雪期は、平年に比

べ１０日早い４月６日となり、その後も安定した

天候が続き、順調に春作業が開始され、水稲、畑

作、野菜、各作物の播種、移植作業も天候に恵ま

れ、順調に進んできているところです。６月上旬

の低温により、当地域の特産品であるアスパラガ

スの収穫量が大きく落ち込み、また各作物の生育

におくれが見られるなどの影響がありましたが、

現在は回復傾向にあり、今後も引き続き天候が安

定し、全ての作物において農家の皆さんの日ごろ

の努力が報われる年となるよう期待をするところ

です。

近年は、気象の偏りが激しく、想定外の集中豪

雨による農作物への被害などが繰り返し発生して

います。昨年８月には台風が相次いで北海道に上

陸、接近し、道内各地に甚大な被害をもたらし、

一部地域ではいまだ生産活動再開のめどが立たな

い状況が続いています。また、農家戸数の減少、

農業従事者の高齢化、労働力不足への対策などさ

まざまな課題が山積している中で、当市の基幹産

業である農業を守り、さらに持続的に発展させて

いくためには、現状を的確に把握し、中長期的視

点に立った実効性の高い施策の展開が今後より一

層求められてまいります。以上のことを改めて御

認識いただいた上で、名寄市の農業振興施策につ

いて３点お伺いします。

１点目、新年度の事業も既にスタートしている

中、平成２９度名寄市農林業施策の概要も示され
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ておりますが、改めまして今年度の主要農業施策

の具体的な内容、取り組みについてお知らせを願

います。

２点目、経営所得安定対策にかかわる今後の対

応についてお伺いします。担い手農家の経営の安

定に資するための各種交付金の交付、農業経営の

セーフティーネット対策として経営所得安定対策

事業が国費補助事業として当市においても実施さ

れております。国の米政策改革において平成３０

年度産より行政による生産数量目標の配分に頼ら

ず、国が策定する需給見通しを踏まえつつ、生産

者や出荷業者、団体が中心となって需要に応じた

生産が行われる状況になるよう米政策を見直す方

針が示され、それに伴いこれまで生産数量目標達

成のためのインセンティブ措置としての役割を果

たしてきた米の直接支払交付金も廃止となります。

このことによる当市における影響と今後の対応に

ついてお知らせを願います。

３点目、国等の各種事業への対応についてお伺

いいたします。国の平成２９年度農林水産関係予

算は総額２兆 ０７１億円となり、特に担い手へ

の農地集積、集約化による構造改革の推進を柱に

多様な担い手の育成確保に向けた対策事業に重点

的に予算措置がなされております。当地域の意欲

あふれる農業者の経営発展のために、これら国等

の事業の動向を注視し、情報を的確につかむと同

時に迅速でタイムリーな情報提供と周知が必要不

可欠となりますが、部内での体制等を含めた対応

について考え方を伺います。

大項目の２点目、智恵文沼の環境整備について

お伺いいたします。智恵文沼は、昭和１２年、天

塩川の河道切りかえによってできた河跡湖、いわ

ゆる三日月湖であります。昭和３０年ごろからヒ

ブナが釣れると評判になり、４０年代になると道

内各地からヒブナを目的とした釣り人でにぎわい

始め、現在でも時期になると多くの釣り人が訪れ

ています。平成３年にはひぶなの里ちえぶん沼パ

ークとして駐車場、トイレなどが整備され、平成

５年には水面４ ５ヘクタールが鳥獣保護区に指

定されています。平成１１年には子供たちが自然

に親しむことのできる地域として水辺の学校の事

業指定を受け、散策道、トイレ、あずまや等の整

備がされております。また、以前には周辺農地の

排水対策等を目的とした沼底の掘削やヘドロ除去

も実施され、地域の貴重な資源として守られ、今

日に至っています。しかしながら、一定の整備か

らも年数も経過し、最近は地域から環境の悪化を

心配する声が多く聞かれるようになりました。ヘ

ドロの堆積により水面にヒシが繁茂している箇所

が多く、生息する魚への影響が懸念され、また近

年は土砂の流入、堆積等による排水機能の低下の

影響により、集中豪雨の際に周辺農地への浸水被

害なども発生しており、観光資源としての影響の

みならず、住民生活にも影響を及ぼす状況となっ

ています。地域の治水、そして観光振興の両面か

ら環境整備が必要な時期に来ていると思いますが、

考え方をお伺いいたします。

大項目３点目、教育行政にかかわって、次期名

寄市立小中学校施設整備計画の考え方についてお

伺いいたします。当市においては、快適で安心、

安全な学校施設機能を確保し、充実した教育活動

を推進するため、名寄市立小中学校施設整備計画

に基づき計画的な施設整備を進めてきたところで

あります。本計画は、平成２３年度から平成２９

年度までの７年間の計画期間で策定されており、

今年度が最終年度となっております。今年度最終

年度としての計画推進と同時に次期の計画の策定

に取りかかることと思いますが、老朽化が著しい

学校施設も複数ある中においてそれらをどう位置

づけ、計画を策定していくのか、考え方をお伺い

し、壇上からの質問といたします。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま山田議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１につきましては私のほうから、



－180－

平成２９年６月２３日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

大項目２のうち小項目の１につきましては建設水

道部長から、小項目の２につきましては営業戦略

室長から、大項目の３につきましては教育部長か

らそれぞれ答弁となりますので、よろしくお願い

いたします。

初めに、大項目１、名寄市農業の振興施策につ

いて、小項目の１、今年度の主要農業施策につい

て申し上げます。本年度は、新たに策定をいたし

ました第２次の農業・農村振興計画の初年度に当

たり、また農業・農村振興条例の見直しに伴う新

たな事業もあわせて農業、農村の振興を図ってま

いりたいと考えており、農業・農村振興計画の５

つの方針に沿って申し上げたいというふうに思い

ます。まず、収益性の高い農業経営の確立につい

てでありますが、農業振興センター事業としてＩ

ＣＴを活用した新たな栽培技術の導入試験や薬用

作物のカノコソウの安定生産に向けて名寄市薬用

作物研究会や関係機関と連携して取り組みを進め

るとともに、カノコソウに続く薬用作物の試験栽

培に取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、畜産振興におきましては、国の畜産クラスタ

ー事業などを活用し、規模拡大による生産体制の

効率化と収益性の拡大を図るとともに、地域にお

ける自給飼料の確保に必要なＴＭＲセンター設立

に向けた地域協議を進めてまいります。

２点目といたしまして、多様で持続可能な農業

経営の促進についてでありますが、農作業繁忙期

における労働力の確保に向けまして昨年度実施を

いたしました求職状況や農家の雇用実態などの調

査結果をもとに関係機関を含めた改善策の検討を

進めてまいります。また、法人化に伴い雇用確保

が期待をされますことから、法人化に係る研修会

を開催してまいります。また、農作業の効率化や

作業受委託の推進に向けて国の補助事業などを活

用し、支援に取り組んでまいります。

３点目といたしましては、農業の担い手の育成

と確保に関してでございます。新たな担い手育成

支援策といたしまして、新規参入による新規就農

者に対しまして経営開始に伴う初期投資の負担軽

減に向けた支援事業や農業後継者に対しましては

将来の経営継承に向けて研修や経営改善に向けた

取り組みに対し支援を行うとともに、新規就農者

の早期の経営安定に向け、関係機関と連携した支

援チームを組織をし、巡回指導に取り組んでまい

ります。また、農村女性が農業に関する知識や技

術などの習得のための研修参加やグループ活動の

活性化を図るため、支援事業に取り組んでまいり

ます。

４点目といたしましては、人と自然に優しい農

業の推進についてでありますが、有害鳥獣対策と

して増加をしておりますアライグマ対策としてみ

ずから箱わな設置に必要な講習を受講した農業者

を防除員として登録をし、捕獲体制を強化すると

ともに、箱わなを増加し、駆除体制の強化を図り

ます。

５点目といたしましては、豊かさと活力ある農

村の構築についてでありますが、食育推進の取り

組みとしまして食に関する知識と食を選択する力

を習得し、健全な食生活を実践するため、第３次

となります食育推進計画の策定に取り組んでまい

ります。

以上、主な施策について説明をさせていただき

ましたが、今後におきましても情報収集を図り、

市内の農業者の皆様の御意見を伺いながら、関係

機関、団体とも十分連携をし、取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、小項目２、経営所得安定対策にかかわる

今後の対応について申し上げたいと思います。国

の経営所得安定対策につきましては、担い手農家

の経営安定のため諸外国との生産条件の格差から

生じる不利を補正する交付金と農業者からの拠出

を前提とした農業経営のセーフティーネット対策

が取り組まれております。また、食料自給率の維

持、向上を図るため、飼料用米、麦、大豆などの

本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の

直接支払交付金が実施されております。このうち
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米の直接支払交付金につきましては、主食用米を

生産する農業者に対し、主食用米の作付面積１０

アール当たり ５００円が交付されておりました

が、米につきましては諸外国との生産条件格差か

ら生じる不利がなく、構造改革にそぐわない面が

あるとしまして、平成２６年から４年間の経過措

置をもって廃止されることとなってございます。

国からは、廃止の決定に伴い、その振りかえ、拡

充といたしまして農地を維持することに対する多

面的機能支払制度の創設や水田フル活用を実現す

る水田の有効活用対策の充実を図るとされている

ところであります。また、同じく平成３０年産か

らは米政策改革といたしまして主食用米の生産数

量目標の配分に国が直接関与しなくなるなど、制

度的にも変わることが想定されますが、現在不確

定な部分もございますことから、今後さらに道や

関係団体と連携をし、情報収集に努めてまいりた

いと考えております。

最後に、小項目の３、国などの各種事業への対

応について申し上げたいと思います。国、道の補

助事業における農業者の方々への周知につきまし

ては、上川総合振興局から事業要望などの通知を

受けてから農業者の方へ御案内をしておりますが、

現状では振興局の通知から締め切りまでが短期間

となるため、農業者の方々に十分な検討期間を確

保できない場合もありますことから、本年１月の

ＪＡ道北なよろ広報紙を活用し、これまでの継続

事業や要望調査の予定時期等についてお知らせを

させていただいたところであります。農業者にお

きましては、計画的な機械、施設の整備に向けて

補助事業を有効的に活用することで負担軽減が図

られますことから、できるだけ早い時期に的確な

情報を提供することが必要と考えておりました。

今後の対応といたしましては、継続事業につきま

しては例年のスケジュールを参考に早期の情報提

供に取り組むとともに、道などからの新たな情報

提供などにつきましてはＪＡで利用している電子

メール配信の活用など工夫を凝らしながら迅速な

情報提供に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の２、智恵文沼の環境整備について、小項目の

１、地域の治水としての考え方についてお答えい

たします。

智恵文沼につきましては、水害の多かった天塩

川の改修に伴い旧河川を保存したもので、物静か

で落ちついた雰囲気の残る沼として散策や釣りな

ど市内外の多くの方に親しまれております。旧河

川としての性格をそのままにしていることから、

沼には沢水や排水などの流入も多く、豪雨時には

沼の放水先である智恵文排水機場までの導水路の

水があふれ、農地冠水の原因となっていることに

ついて地域からも対策を求められており、これま

でも地域の方にも御協力をいただきながら、堆積

土砂の撤去や草刈りを行ってきているところであ

ります。また、沼本体につきましては国の管理、

流入している排水の一部については北海道の管理

となっていますが、これまでも地域からの要望に

ついてはそれぞれの管理者にお伝えをしてきてお

り、排水の堆積土砂の撤去などにおいては状況の

確認後に実施いただいております。引き続き地域

の要望については、市としてもしっかりと対応し

てまいりたいと思いますので、御理解いただきた

いと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２の小項目２、観光振興としての考え方につい

て申し上げます。

智恵文沼は、昭和１４年に天塩川の河川改修が

行われてできた河跡湖で、本来の天塩川の軌跡が

確認できる貴重な三日月湖であるとともに、渡り

鳥の飛来地、またフナやコイなどの釣りが楽しめ

る地域資源として、地域の方はもとより市民の憩

いの場として位置づけられてきています。沼の北
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側を走る道道には駐車公園も設置され、また沼の

南側にもあずまややトイレ等も設置しており、沼

を訪れる観光客や釣り人に利用されています。そ

うした設備については、観光施設としての位置づ

けで、本市で維持管理を行っており、また周辺の

環境整備については智恵文沼保存会や老人クラブ

を初め地域の方々の御協力をいただきながら、現

在の景観についても維持されております。智恵文

沼については、見直しを行いました観光振興計画

の戦略事業において自然を生かした施設等の環境

整備事業の対象施設としても掲げられていること

から、改めて観光施設としての認識を深め、内外

にＰＲを図ってまいります。また、夏場のひまわ

り畑やＪＲ智恵文沼と同様に智恵文地区における

観光資源として沼の環境整備についても関係機関

に働きかけていくとともに、設置されている設備

の維持管理、周辺環境の整備に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

教育行政にかかわって、小項目１、次期名寄市立

小中学校施設整備計画の考え方についてお答えい

たします。

学校は、子供たちが安心して学習ができ、豊か

な学校生活を送る場であり、教育の多様性と機能

性を持ち、学ぶ意欲を育てるために重要な教育施

設であります。このため、本市においては小中学

校施設整備計画において計画的な施設整備の考え

方や進め方を示し、老朽化した施設の改築や増築、

既存施設の改修などそれぞれの学校の状況に応じ

た施設整備の方向性を示してきましたが、今年度

で計画期間が終了するため、来年度からの施設整

備計画の策定に向け、現在準備を進めているとこ

ろであります。

策定に当たっては、名寄市立小中学校適正配置

計画と連動させ、将来の児童生徒の動向を踏まえ

た計画とすることはもちろんのこと、事務局とい

たしましては次の項目を検討課題としながらの施

設整備計画の策定になると想定をしているところ

であります。１つ目には老朽危険校舎の年次的な

改築や施設の長寿命化のための改修という視点で

の検討、２つ目には大別して名寄、風連、智恵文

地区の３地区での学校が果たしてきた役割と今後

導入されるコミュニティースクールなどへの取り

組みなど多様な教育スタイルに対応できる学校施

設整備のあり方についての検討、３つ目には文部

科学省で策定された教育の情報化加速化プランに

基づくＩＣＴを活用した次世代の学級づくりに対

応した施設整備の検討、４つ目には教員住宅の今

後の整備のあり方の検討など多方面からの検討を

行い、策定作業を進めていく必要があると考えて

いるところであります。しかしながら、さきの一

般質問の際にも答弁をいたしましたが、財源が伴

わないことには施設整備は進みませんので、市の

財政状況を十分に考慮し、後年に過大な負担を残

さないという視点からの検討もあわせて行いなが

ら、計画的で効率的な学校施設の整備となるよう

施設整備計画の策定に取り組んでまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。

まず初めに、農業の関係のほうからやりたいと

いうふうに思います。冒頭ことしの現在までの状

況を少し述べさせていただきましたけれども、本

当に６月に入って寒くなるというのが毎年恒例み

たくなっていますけれども、何日でしたか、気温

が１度ぐらいまで下がった日はもう多分強い霜お

りたら地域全滅だななんて思ってはいたのですけ

れども、幸いにも大きな被害がなくてほっとして

おります。ここ数日で生育も回復してきておりま

して、今まで植えた苗ですとか、色が黄色くなっ

ていたのですけれども、緑が大分濃くなってきま

したので、ことしも十分この後大きなことがなけ
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れば出来秋が期待できる状況ではあるなというふ

うに今感じているところでありますし、春が順調

に、まずスタートが順調であれば、途中ある程度

のことがあっても最後何とかなるというのは私も

少ない経験の中でそう思っていますし、途中７月、

８月、生育する期間が幾らよくても、スタートが

もう本当にビートですとかジャガイモが５月の末

ですとか６月の頭でなければ植えられないという

ような年もありましたけれども、そういうときは

秋幾ら天気よくて順調に収穫ができてもやっぱり

なかなか中身が伴わないという現状もありました

ので、スタートがよかったので、十分期待できる

と思いますので、またこれから農家の皆さん管理

作業等もう既に忙しくなっていますけれども、天

候安定することを期待していきたいというふうに

思います。

まず、今年度の主要農業施策についてお答えを

いただきました。４月から臼田部長が経済部長に

就任されて、私も農業者である以上経済部長との

やりとりというのが主になるという形で、議員と

いう立場いただいてから４人目の経済部長さんと

いうことになります。そういうことなので、私余

り経済部長には好かれていないのかなというふう

には思いますけれども、ちょっと月並みな質問の

項目になりましたが、共通認識を図らせていただ

くという部分も含めて少し再質問させていただき

たいというふうに思います。主要農業施策につい

て、次期の農業・農村振興計画の５項目からそれ

ぞれお答えをいただきました。特に畜産クラスタ

ーの取り組みですとか、また振興センターの関係

も先般山崎議員の一般質問の中でも触れられてお

りましたけれども、そのあたり収益性につながる

ような取り組み、引き続き進めていただきたいと

いうふうに思います。

担い手の関係で少し確認も含めて御質問させて

いただきたいのですが、今年度から新規で新規就

農者に対する支援事業、また農業後継者の支援事

業が新たな形でスタートいたしましたけれども、

特に農業後継者の支援事業に関して、まだ４月か

ら２カ月ちょっとしかたっていませんけれども、

申請ですとか問い合わせですとか、農業後継者の

方から今の段階でありましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 新しい制度について

は、この間経営所得安定対策の受け付けをさせて

いただきましたが、そのときに改めて議員も持っ

ておられますけれども、名寄市の平成２９年度の

施策の概要について配付をさせていただきました

ので、正式にはこの配付が周知が最初ということ

でありますので、事前に多少の相談はありますけ

れども、正式な、あるいは具体的な相談について

は農作業が一定程度落ちついた段階で改めてある

のではないかというふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 私もそのときにこれ

もともと委員会で配られたものは事前にいただい

ていましたけれども、いただきました。これで周

知ということだと思いますし、今時期はちょっと

忙しい部分も皆さんありますので、なかなか中身

まで実際には目通せないというのが実際だと思い

ます。少し作業が落ちついた秋以降でないとなか

なかこういうものにもゆっくり目が通せないのか

なと思いますし、ただせっかく新しく４月から始

まった事業ですから、少し情報の提供の仕方工夫

して、特に若い農業者の方に新たに後継者に対す

る支援が拡充されたということはやはり知ってい

ただくべきかなというふうに思います。そういっ

た部分で何か部内でやはり今後検討されて、いち

早い情報提供をするべきかなというふうに思いま

すけれども、少し考え方あればお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、制度はつくって終わりではありませんので、

いかに有効に活用いただいて、魂を入れていただ

くかが重要な課題だというふうに思っています。
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まず、広くこの冊子を皆さんにお配りをさせてい

ただいたというのが手始めとしての周知でありま

すけれども、当該の農業後継者支援事業について

は一定程度対象者が絞られているところもありま

す。私がかつて農政担当の係長のときに、山田議

員はたしか農協の青年部の役員をやられたと思い

ますけれども、そのときも青年部の人を集めてい

ただいて、説明の機会を持っていただいたような

覚えもありますけれども、改めて青年部ですとか、

それより若い農業グループもありますので、そう

いったところも場を使いながら、ぜひ周知をさせ

ていただければというふうに思っております。御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） これから少し植えつ

け作業が一段落して、７月、８月なんかはそうい

う若い農業青年団体の集まり等もあります。私自

身も積極的に知っているので、そういうのは情報

提供は十分しようと思いますけれども、部長もそ

ういう機会捉えて、一緒になられる機会も多分多

いと思いますので、何かの機会を捉えて若い皆さ

んにそういった情報も少し提供できる工夫、また

農協青年部の集まりなんか使ってもいいのだと思

いますし、せっかくいい取り組み、またこれ以外

にもこれから取り組もうとしていること、たくさ

んいい取り組みもあると思いますので、まず情報

として知ってもらわなければやはり意味がなくな

りますので、そういった機会しっかり捉えて情報

提供をお願いしたいというふうに思います。

また、新しい事業ということで、少しＩＣＴの

関係。今年度からＧＰＳの基地局を設置していた

だいて、これは行政にも協力していただいて、ま

たＪＡの御協力もあってということで設置した中

で、早速もうＧＰＳ機能を使って農作業されてお

ります。私自身が使ったということではないです

けれども、私も委託して作業やってもらいました。

大豆をまいてもらったのですけれども、人間の手

でやるよりも本当に正確です。真っすぐですし、

何より植えつけの深さがやっぱり狂わないです。

その前段の作業というのが物すごく省力化される、

これは機械の性能にもよりますけれども。そんな

に時間をかけて作業をしなくてももうまける状態、

それはまく機械がそのような状況になっているか

らということなのです。本当にＧＰＳ、ＩＣＴを

活用した取り組みというのはこの先やっぱり広が

っていくなというのは、これは私も肌で実感して

おります。今年度も含めて、新たに部長なりにそ

こら辺のＩＣＴ農業のこれからの発展の可能性、

また具体的な今年度以降の取り組みあれば改めて

お聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ＩＣＴということで

あります。農業の抱える大きな課題としては、山

田議員の冒頭の御質問の中にもありましたけれど

も、労働力をどう確保するかということで、そこ

を外部からの労働力の確保というのもありますけ

れども、一方では農業者みずからが労働力の削減

というのでしょうか、作業の効率化を図るという

ような側面があると思いますので、そういった意

味においてはこのＩＣＴ、規模が拡大される中で

は非常に有効な手段であるなというふうに思って

います。さらには、作業をする方についても人を

選ばないと言ったら変ですけれども、いろんな方

が作業機を扱えるというような面もありますので、

今後こういった活用も十分検討していかなければ

いけないだろうなというふうに思っています。こ

こは農家さんのほうで研究会なども立ち上げてい

ただいておりますので、研究会とも十分連絡をと

りながら、今後検討させていただければありがた

いなというふうに思っています。御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今部長のお答えにも

ありましたけれども、こういうことがまさに今後

の農地集約にもやはりつながっていくのだという

ふうに思います。規模がそれぞれが持つ面積が大
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きくなった中で、どれだけ省力化して生産性を下

げない、いいものをとるかという部分につながっ

ていくのだというふうに思いますので、本当に効

果があるなというふうに肌で感じておりますので、

研究会等とも情報交換しながら、協力できる部分

はまた今後も行政としての絶大なる協力を私の立

場からもよろしくお願いしたいというふうに思い

ます。

農地集積の関係ですが、今まで私も一般質問の

中で今後の人と農地の問題、課題が今の段階でも

あるということで質問もさせていただいてはいま

したけれども、前回の定例会でしたか、アドバイ

ザーの方を実際に、出し手と受け手の方一緒に聞

くのではなくて、それぞれに聞き取り調査をして、

少し意見を集約した形で今後の方向性、やはり人

と農地の問題、つけていきたいというような展開

まではそういう状況であったかというふうに思い

ます。今の状況も含めて、今年度以降そのあたり

人と農地の問題、農地集積の関係、どのような形

で今年度進められるのか、お考えあればいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、農地集積というのがやはり今後の一つの課

題だろうなと思っております。ここは当然出し手、

受け手がありますので、この間も地域に入りなが

ら需要と供給の関係の取りまとめをさせていただ

きましたけれども、ここについては引き続き地域

の声を聞きながら丁寧に対応していく必要がある

だろうと思っていますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） なかなか短い期間で

急速に進むことではないというふうに私も認識し

ていますので、少し時間がかかってもじっくりき

ちんとした形で、出し手、受け手の合意形成も含

めてそこら辺がマッチングしないとやっぱりどう

してもせっかくのというか、いい農地までもが遊

休農地になってしまうというようなことにもつな

がってしまいかねませんので、そういった丁寧な

対応を引き続きよろしくお願いしたいと思います。

また、労働力確保もお答えの中でいただいたか

というふうに思います。法人化も含めて研修会も

やられるということでお答えの中にあったかとい

うふうに思います。そういった取り組みもそうな

のですけれども、他産業とのマッチングができな

いかどうかもこれから検討されるのだというふう

に思いますけれども、１つ道のほうの第５期の北

海道農業・農村振興推進計画の中では、道の推進

事項として農業経営における障がい者雇用の促進

ということで、重点事項として道のほうでは打ち

出しているという部分があります。名寄市内にも

障がい者の就労支援の事業所がありまして、実は

私自身も少し忙しい時期、私もこうやって家にい

ない時期があって家族に負担をかけるものですか

ら、スポット的に使ったりもしています。そうい

った可能性も名寄市内の中でないのかなというふ

うには、農業という産業と行政も含めた中で、Ｊ

Ａも含めた中でもう少しマッチングした中で、需

要はあるのかなというふうには考えていますけれ

ども、そのあたりのお考えについて何か可能性も

含めてお考えがあればお聞かせいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業の労働力確保の

関係については、市立大学の先生の御協力をいた

だきながら、昨年から調査をさせていただいてい

るところであります。まだ最終的な取りまとめに

は至っていない状況でありますので、中間的な部

分ということでお受け取りいただければと思いま

すけれども、この中でやはり労働力のマッチング

というところの提案が１つはございまして、その

中の一つの供給先と言ったらあれかもしれません

けれども、相手先とするとそういった福祉施設も

その一つにはなるのではないかという、そんな視

点もいただいているところであります。ただ、実
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際に活用するに当たってはどういった作業が適切

なのか、そういった部分も含めての検討が必要だ

と思いますので、そこも含めて、さらにはそれ以

外のところについての御示唆もいただいておりま

すので、そこも含めて関係団体あるいは生産者の

皆さんも含めて今後調査研究、方策を検討してま

いりたいと思っております。御理解いただければ

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 生産者として使って

いる立場からいうと、やっぱり使う側の理解も本

当ここは非常に大きいのだと思うのです。そこは

安易にもう単純な労働力としてはやっぱりこれは

現実としていかない部分もあるのですけれども、

受け入れる側さえ理解があれば、結構ちょっとし

たことで一般の企業でなかなか働けないというよ

うなものを抱えている方って意外と本当に変な言

い方ではなくて労働力としても十分確保というか、

力になるというケースも非常に多いものですから、

ただ双方の理解がないとという部分もありますの

で、そこら辺少し研究していただいて、また生産

者も含めた中でそういったいわゆる農福連携とで

もいうのでしょうか、私ももう少しそのあたり自

分なりにも勉強しつつ、また何かの機会でそこら

辺はこういう場でちょっとやりとりさせていただ

きたいなというふうに思いますので、引き続きの

御検討お願いをしておきたいというふうに思いま

す。

それぞれ確認も含めてお聞かせいただきました。

いずれにしても、私もこういう場で何度も繰り返

し申し上げさせていただいていますけれども、こ

れからの若い農業者が今どういう思いで、またこ

れから先どういう農業をやりたいのかという部分

がやっぱり一番、それを把握しつつ施策の展開を

していくということが重要なのだというふうに思

います。そういう意味では、ぜひ臼田部長も若い

担い手とのかかわりというのを積極的にいろんな

会合の場面も含めてつくっていただきたいという

ふうに思いますし、そういう中で地域の将来の営

農の姿というものをそれぞれが共通認識を持った

中で見つけて、そういう中で進んでいけるのかな

というふうに思います。

臼田部長、唐突ですけれども、臼田部長なりに

考えておられる今から１０年後のこの地域の農業

の姿ってどんな姿だと思いますか。お答えいただ

ければと思います。正解とかはないので。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） １０年後の姿という

ことでありますが、私も実を言うと農家の息子で

ありまして、子供のころ繁忙期には作業を手伝っ

た覚えがあります。そんな原体験もあるせいか、

外に出ると作物の生育状況が気になるというよう

なところがありまして、今回経済部長ということ

でそこに業務として携われると。大変うれしく思

っているところであります。

１０年後の農業ということでありますけれども、

ここについては１０年先となりますといろいろあ

りますけれども、まさに総合計画の期間が１０年

ということでありますので、さらには今回策定し

た第２次の農業・農村振興計画についても１０年

先ということでありますので、まさにこの計画に

基づく施策を進めていくことが１０年先の姿にな

るのだろうと思っていますが、市長が常々言われ

ているのは名寄市は可能性があるということだと

いいます。私は、今回経済部で今農業の質問をい

ただいていますけれども、その可能性のある一つ

の分野がこの農業だというふうに思っております

ので、さらに産地として力強く、ある意味では自

立もできるような、そんな産地になっていること

を願いながら、姿ではないかもしれませんが、お

許しをいただければと思います。よろしいでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひ部長なりの思い、

若い担い手とそういう議論を交わしていただきた

いというふうに思います。そういう中から本当に
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名寄の農業施策、もっともっといいものをつくり

上げられていくのだというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

また、ちょっと余談になりますけれども、若い

農協の組合長も誕生しました。本当にうれしいこ

とだなというふうに思いますし、これは前組合長

の功績の上にということが大前提ですけれども、

これから先また新しい風が吹くのかなというふう

に思っていますので、そういう意味でも私自身も

一生懸命やらなければならないですけれども、期

待をしたいというふうに思っています。

それと、農林業施策の概要、２９年度配られま

したけれども、ちょっと確認です。私の手元に来

ていないだけかもしれませんけれども、第２次の

農業・農村振興計画の冊子はいつごろ農業者の手

元に配られるのでしょうか。あともう一つ、ダイ

ジェスト版の関係、どのようになっているか確認

させてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 配付のほうが滞って

大変申しわけなく思っておりますが、まず計画の

ほうについてはでき上がっておりますので、今印

刷の作業に入っておりますので、そう遠くないう

ちにはお配りをできるのかと思っています。もう

一方のダイジェスト版のほうでありますけれども、

これについて少しわかりやすいものをということ

とさきに議員のほうからも将来の姿がわかるよう

な形でというのは御提言もいただいておりますの

で、もう少しお時間をいただいて、わかりやすい

ものとしてお配りをさせていただければと思いま

すので、御理解いただければ思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。せっ

かくダイジェスト版もつくっていただけるという

ことで前回お答えいただきましたので、少し待ち

たいと思います。いいものをつくっていただいて、

みんなでそれを共有できるという部分が大事かな

というふうに思いますので、よろしくお願いした

いというふうに思います。

ちょっと時間もなくなってきましたので、経営

所得安定対策についてはまだ不確定な要素も多い

ということなので、情報収集等していただいて、

どうなるか見えない分、不安な声も少し聞こえて

まいりますので、情報提供等、情報収集も含めて

そのあたりはお願いしたいと思いますし、何かそ

ういった大きな影響になるのであればやはり市と

しても動かなければならない場面も、もしかした

ら国に要請しなければならない部分も出てくるの

かなというふうに思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

事業への対応についてですが、これはやはり私

前も同じことを申し上げたかもしれませんけれど

も、担当職員さん本当に大変だと思いますし、一

生懸命やっていただいています。相談に行ったら

本当に親身になって、中身もよく勉強していただ

いています。ただ、それが生産者に伝わっていな

いのが私も残念ですので、やっぱり少し、例えば

先ほどお答えの中でありましたけれども、ＪＡの

広報を利用されたのですよね。なかなか今時期や

っぱりこれさっきの概要ではないですけれども、

見ないのです、生産者の皆さん。特にそういった

事業が必要としているのは、本当に若い担い手の

皆さんがある意味中心なのだと思います。電子メ

ールでの配信等もということで検討するというこ

とでお答えいただきましたので、ぱっとスピーデ

ィーに情報が行くような形で、私はいいのではな

いかなというふうに思いますので、少しそのあた

りも研究していただいて、ある意味必要とされて

いる方にタイムリーな情報が行くという体制とっ

ていただければというふうにここはお願いをして

おきたいというふうに思います。よろしくお願い

いたします。

それでは、智恵文沼の関係に行きたいというふ

うに思います。治水と観光の面で何とか整備をい

ただけないかということで、治水の面では建設水

道部長から地域からの要望も踏まえた中で市とし
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てもしっかり対応していただけるというお答え、

また営業戦略室長からは観光の面で改めて認識を

高めてということでのそれぞれ前向きなお答えだ

ったのだというふうに思いますけれども、私こう

いった地域でこういった声がどんどん、どんどん

大きくなるにつれて、私自身も本当に灯台もと暗

しというのでしょうか、観光資源としての意識っ

て地元の人間として余りなかったのですけれども、

改めていろいろ調べてみるとやっぱり名寄市の中

でも有数の観光資源であるなというふうに自分自

身でも感じました。実は智恵文沼、御承知かと思

いますけれども、智恵文沼保存会というのが地域

にありまして、それ以前から地域の方は保存の活

動をやっていたのですが、正式には平成３年に設

立されて、お話を聞くと設立時の会としての目指

す姿というのが明確にありまして、これ観光資源

として本当に釣りの名所として発展をさせたいと。

ＪＲに近い、そして道道美深名寄線沿いであると

いう交通の利便性も利用してたくさんの釣り人に

地域に来ていただきたい。そして、そこでプラス

アルファ、地元農産物のＰＲ、販売につなげたい。

そして、名寄、智恵文という地名を全道、全国に

アピールしたいという設立時の目指す姿があった

のだそうです。私もそれ聞いて、これは今それこ

そＪＲの関係で室長からもお答えいただきました

けれども、存続の問題も出てきている中で、少し

そういう部分も利用促進も含めて宗谷線の存続の

部分、智恵文沼という名称があって、ＪＲ智恵文

駅にも本当に近いのだということで、そういった

関係でもどんどんＰＲもできるのかなというふう

に思いますけれども、またそういった面での活用

の仕方、観光としての活用の仕方、あるのではな

いかなと思いますけれども、室長、どう思います

か。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 智恵文沼につき

ましては、先ほど答弁させていただきましたよう

に観光振興計画で改めて自然を生かした施設等の

環境整備事業の対象施設であるということを位置

づけさせていただきました。当然のことながら、

外にＰＲすることも大切なのですけれども、改め

て市民の方々に智恵文沼というものが観光施設で

あるとともに、そのよさというのを認識してもら

うということも重要かなということで考えていま

す。

私どものほうで毎年夏の時期と冬の時期に名寄

の改めての観光資源的な要素の部分について市民

を対象にしたモニターツアーというのを実施させ

ていただいております。そこに改めて市民の目か

ら見たらどういった視点にすることによって、さ

らにストーリー性とか含めて付加価値がつけられ

てＰＲポイントとなるかという部分の事業をやら

せていただいておりますので、今回智恵文沼の部

分についてもそういった市民に知っていただくも

のということのモニターツアーの対象地域という

ことで、毎年毎年１年ごとにやっていますので、

そういったことでモニターツアー等の事業を実施

させていただいて、改めて自分もそうなのですけ

れども、市民の方にも知っていただく機会を設け

ていきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 私も地域の人間とし

てももっと智恵文沼のよさ、これ改めて認識しな

ければならないなというふうに思いました。実は

過去には、智恵文沼保存会の方にお聞きしたので

すけれども、今天塩川でカヌーやっていますよね。

智恵文沼の近くでカヌーの船着き場の構想もあっ

たらしいのです。智恵文で船着き場があって、智

恵文沼を使ってカヌーの練習場にしようというよ

うな構想もいいところまで進んだらしいのです。

いろいろな経緯でちょっとそこが智恵文の本当に

沼にほど近いところがカヌーの船着き場にならな

かった。最終的にはならなかったのですけれども、

そういった構想までもがあったそうなのです。で

すから、そういった部分で室長お答えいただきま

したけれども、私たち地元の人間ももう少しよさ
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を見直すという部分もこれは必要になってくるの

かなというふうに思いますので、私たちもそうい

った意識持っていきたいというふうに思います。

また、釣りがもうマニアの間では本当に有名な

地だということで、実はもうヘラブナ釣り大会っ

て毎年春と秋２回行われているのです。何でこん

なにたくさんの方いるのかなと思ったら、やっぱ

り大会なのですって。そういった部分でも有名で

すし、ヒブナの生息調査は昨年までに３度やって

いただいて生息が確認できなかったということな

のですけれども、ヘラブナというのが私釣りやら

ないからわからないのですけれども、釣りやる方

に聞いたのですけれども、釣りの世界では釣りは

フナに始まりフナに終わるというのですって。で

すから、何だ、ヘラブナかという感覚では絶対な

いのです。そして、そのフナに始まってフナに終

わるってその始まりはマブナで、終わりは最終的

にはヘラブナなのだそうです。だから、ヒブナが

いなくてもヘラブナがいるというだけでも釣り人

にとってはもう十分らしいのです。ヘラブナのヘ

ラです。釣り人の難易度においては、アユとヘラ

は最高峰なのですって。だから、そういったこと

も私も初めて今回知りましたし、釣りやる人の中

では常識らしいですけれども、そういった部分で

もヒブナいてほしいです。昭和１２年に智恵文沼

ができたということですけれども、同じ年の昭和

１２年、釧路の春採湖はヒブナが生息確認されて

国の天然記念物に指定されていますので、いれば

いいなというふうな期待は持ちつつも、ヘラブナ

でもそういう観光、釣りも含めてアピールに十分

なるのではないかなというふうに思いますので、

観光という面、そしてそういった貴重な魚の生息

にやっぱり影響があると。排水の関係も含めてで

すけれども、今ヘドロがたまり、また土砂の流入

で沼底が少し上がってきて、ハスなんかもすごく

生い茂って、ちょっと整備がされていない状況で、

これはやはり生息にも影響があるのではないかな

というふうなことがあるようです。過去には一時

そういう状況になって、昔コイが智恵文沼大量死

があったそうです。畑が近くなので、最初農薬の

影響ではないかというようなことではあったので

すけれども、専門家に調査していただいたら、川

底が上がること、そして上では草木が茂って呼吸

ができない。やっぱり酸欠ではないかというよう

な、生息にも影響があったということであります。

それから、昔２回ぐらいやっているそうですけれ

ども、床ざらいの実施に至ったということであり

ますので、少しそのあたりも加味して、これはも

う名寄市でやることではないかもしれませんけれ

ども、要請として、沼自体は開発、旭川開建、そ

れに付随する道道沿いの排水の関係は土現でしょ

うけれども、上部組織にしっかりと改めて働きか

けもしていただいて、何とか沼底の整備もできる

ような形で、ぜひこれは地元保存会とも連携して、

そういったことであればもう保存会、本当に地域

の自然保護団体ですから、そういったことうまく

使って上部に要請していただいて、何とか環境整

備につなげていただきたいなと思いますけれども、

建設水道部長、改めてお答えいただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 御提言いただい

たなというふうに今思っているところです。議員

の御質問で今回いただきましたので、実は私もつ

い先日、議員には失礼な言い方になりますが、数

年ぶりに智恵文沼行きまして、あずまやのところ

で少し時間を過ごさせていただきました。本当に

時間がゆっくり流れるような雰囲気のある落ちつ

いた気持ちにさせていただけるところだなという

ことを再認識しました。私も釣りはしませんけれ

ども、恐らくこういったところで釣りに励まれる

と、本当にいい時間を過ごしていただける場所な

のだなということを想像させていただきました。

お話ございまして、大変そういう意味では貴重な

沼だというふうに思っていますし、私どもの力だ

けでなく、当然北海道、国のほうにも沼の状況等
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注視しながら、求めるものがあれば適時対応して

いただくような考えでまいりたいなというふうに

思ってございますので、何分御理解いただければ

と思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひ何とかお願いし

たいというふうに思いますし、地元の保存会の皆

さんも本当に今そういう状況、どんどん環境が悪

化してきている部分で心配もされていますし、ま

た私も余りに近過ぎてというか、２枚の畑隣接し

ていますので、余りに近過ぎて、今回私自身も再

認識させていただきましたので、少しこの智恵文

沼の名寄市の中での観光資源の位置づけというも

のも私自身も認識をしていきたいというふうに思

いますし、また引き続き実際に動く団体、地元の

保存会の皆さんも協力していただけるということ

ですから、そういった部分何とか整備ができるよ

うに改めてお願いしたいというふうに思います。

最後、学校の関係です。それぞれお答えいただ

きました。老朽化、改修が必要なもの、また果た

してきた役割からの整備等、しっかりとそのあた

り認識していただいた上で次期計画に反映をさせ

ていただきたいというふうに思います。改めてこ

のあたりは機会があればさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第３ 議案第１３号 工事請負契約の締結

について、議案第１４号 工事請負契約の締結に

ついて、以上２件を一括を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号及び議案第

１４号 工事請負契約の締結について、一括して

提案の理由を申し上げます。

本件は、風連中央小学校校舎・屋内運動場等改

築事業における建築主体工事及び機械設備工事の

工事請負契約を締結しようとするものであります。

まず、建築主体工事につきましては、本年６月

６日に３社による一般競争入札を執行した結果、

中舘・廣野・坂下特定建設工事共同企業体が１４

億 ０００万円で落札し、これに消費税及び地方

消費税１億 ５２０万円を加え、１５億 ５２０

万円で契約を締結しようとするものであります。

次に、機械設備工事につきましては、同じく６

月６日に３社による一般競争入札を執行した結果、

山崎・扶桑・開成特定建設工事共同企業体が２億

４６０万円で落札をし、これに消費税及び地方

消費税 ９５６万 ０００円を加え、２億 ４１

６万 ０００円で契約を締結しようとするもので

ございます。

以上、２件について名寄市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定に基づき議会の議決を求めるものでござ

います。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

詳細につきましては建設水道部長から説明をさせ

ますので、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を天野建設水

道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議案第１３号、

風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業（建

築主体工事）及び議案第１４号、風連中央小学校

校舎・屋内運動場等改築事業（機械設備工事）の

市長提案の追加説明を一括して申し上げます。

風連中央小学校校舎・屋内運動場等改築事業に
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つきましては、平成２７年度に基本設計、平成２

８年度に実施設計を行い、これまで議会や委員会

などで報告させていただいておりますが、現校舎

は新設校として昭和４７年開校以来４５年を経過

し、施設や設備の老朽化が著しいことから、児童

のために安全で快適な学習環境を整備するととも

に、地域に開かれた学校として校舎及び屋内運動

場を改築しようとするものであり、平成３０年１

１月の完成に向け準備が整い次第工事に着手いた

します。

本日議決をお願いいたします風連中央小学校校

舎・屋内運動場等改築事業の事業概要について説

明申し上げます。建物の構造規模は、鉄筋コンク

リートづくり、一部鉄骨、鉄筋コンクリートづく

り及び鉄骨造平家建て、延べ面積 ８８ ３２平

方メートルとなっております。

お手元の資料に基づきまして御説明をいたしま

す。表紙をおめくりいただきますと、資料の右上

部に資料の番号を振ってございますので、御参照

ください。資料の構成は、資料の１から３までが

建築主体工事、４から７までが機械設備工事とな

ってございます。

初めに、資料１の配置図をごらんください。図

面中央部の斜線部分が平家建ての校舎及び屋内運

動場となっており、屋内運動場に隣接して駐車場

を整備します。また、校舎右側のグラウンド整備

及び旧校舎解体は平成３１年度を予定しておりま

す。

次に、資料２の平面図をごらんください。図面

下部の校舎棟の南側が普通教室や特別支援教室な

どを配置し、中央から北側は特別教室や多目的ス

ペース、トイレのほか、管理部門の職員室、校長

室などを配置しています。また、図面右側には児

童玄関や給食搬入口を配置し、その上部の北側に

は図書室と運動場を配置し、一般開放用玄関から

運動場や図書室を利用することもできます。

次に、資料３の立面図をお開きください。上段

より北側、東側、南側、西側の立面図を表してお

り、外壁仕上げは全体的に維持管理の容易なカラ

ーガルバリウム金属板仕上げとし、腰壁及び児童

玄関周囲をタイル仕上げとしております。また、

屋根は防水処理した上で除排雪軽減のため無落雪

屋根としております。

次に、資料４の暖房設備図をごらんください。

校舎の暖房設備図となっており、斜線部分は床暖

房とし、それ以外の諸室はパネルヒーターを設置

し、冬期間は児童や教師が快適に過ごすことがで

きます。

次に、資料５、暖房設備図をお開きください。

屋内運動場の暖房設備図となっており、周囲の壁

の下部より温風が吹き出し、冬期間は快適な環境

で児童や教師が屋内運動場を利用することができ

ます。

次に、資料６をごらんください。換気設備図と

なります。各所要室の換気設備を示したもので、

ほぼ校舎全体に吸気、排気設備を設置し、快適な

環境をつくります。

続いて、資料７、空調設備図をごらんください。

各所要室の空調設備を示したもので、主にコンピ

ューター室、音楽室兼視聴覚室、図書室に室内機

を設置するとともに、室外機を図面左側の児童ト

イレ横に設置して室温をコントロールし、日中子

供たちが快適に授業を受けられるようにするもの

であります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議お願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１３号外１件は、委

員会付託を省略し、直ちに採決することに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。
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議案第１３号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 委員会所管

事務調査報告を行います。

経済建設常任委員会より所管事務調査報告の申

し出がありましたので、これを許可いたします。

委員会の報告を求めます。

経済建設常任委員会、川口京二副委員長。

〇経済建設常任副委員長（川口京二議員） 議長

のお許しをいただき、経済建設常任委員会で昨年

１年間調査研究した除排雪について、平成２９年

５月１９日、第８回経済建設常任委員会において

全体のまとめを行いましたので、報告させていた

だきます。

昨年の５月１９日、第４回経済建設常任委員会

において年間の調査研究テーマを除排雪の調査研

究とし、その後担当部署、町内会長との意見交換、

道内６カ所（深川市、旭川市、滝川市、美唄市、

岩見沢市、富良野市）の先進地視察を経て委員会

で議論し、現行の除排雪施策をベースにサービス

の向上を図ることを基本とし、サービスの強化、

拡大と実施に当たっての必要な対策を以下のとお

りまとめました。

なお、委員会では１２回にわたって除排雪につ

いて議論してきましたが、時間の関係もあり、詳

細については省略させていただきますので、御了

承ください。

まとめに当たって全委員の共通の認識は、現行

の名寄市の除排雪サービスは一定のレベルにはあ

るが、降雪量がふえると全ての対応に影響が出る

というぎりぎりのところにあるという認識で、こ

れまでの市民の皆さんの除排雪に対する不満や不

安を解消するには除排雪対策本部の設置などの全

市的な対応と予算の増額、機械力の増強を検討す

べきと判断しました。

具体的に１、新たな施策及び現行のサービスの

強化、拡大という点では、①、生活道路の排雪方

法の改善として生活道路、幹線道路の排雪を最低

年１回全てかき出しで実施する。また、回数につ

いても生活道路の状況が道路が狭く、雪を捨てる

ところもなく、車もすれ違えない場合は排雪を実

施し、排雪回数をふやす。②、子供たちの安全確

保のため、通学路の壁となっている雪山の解消と

交差点の見通しの確保のための排雪を強化する。

③、高齢者、障害者の間口除雪の実施について他

市の実施状況では大いに参考になることが多かっ

たが、現行の名寄市除雪サービス等助成要件の収

入要件の見直しによる対象者の拡充や除雪が入っ

たときに個人で間口除雪を依頼している分への助

成などを新たに施策として実施するなどの検討を

各部で進める。④、現在実施している排雪ダンプ

助成を少量の排雪への対応と新たに事業者が参入

しやすくなるように小型ダンプトラックも対象と

なるような要綱の改正整備を行う必要があるとい

う委員会としての結論に至りました。

また、２、実施に当たっての必要な対策として、

①、冬期間の除排雪対策本部を設置し、各種申請、

苦情の受け付け、委託事業者や町内会との意見交

換の実施、作業の直営部門の充実などによる機動

力の強化を図り、雪山、交差点対策やクレーム等

について迅速に対応する。安全確認、雪の積もり

ぐあいの確認、交差点の状況などを適宜把握する

ためのパトロールの強化と作業基準の作成により、

どの時点で排雪するか判断する。②、機械力の増

強はサービス拡大、強化には不可欠であり、年次

計画を立てて計画的に機械を整備し、雪山、交差

点排雪、道路が狭く雪を捨てるところもなく、車

もすれ違えない場合の地域の排雪対応を図る。あ

わせて機動班として適宜対応できる体制、人員の

確保を図る必要があるとしております。

なお、生活道路の排雪方法の改善と回数の増に
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ついて早期の解決には難しい点もあることから、

当面は試行的に特定の地域、町内会で道路が狭く、

雪を捨てるところもなく、車もすれ違えない場合

に回数をふやすことも検討すべきです。

以上が委員会として調査研究を行ったまとめに

なりますが、いずれにしても現行のサービスの改

善、変わったという実感が必要であり、委員会と

しては報告した内容の実現を強く求めるものであ

りますが、除排雪にかかわるサービス改善は多く

の市民の共通の課題でもあることから、今回の内

容は経済建設常任委員会としてまとめましたが、

全議員の皆さんにも御理解をいただき、今後の対

応等について議長に特段の御配慮をいただくよう

お願い申し上げ、委員会報告とさせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員会所管事務

調査報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 意見書案第

１号 学校給食費の無料化及び給食費負担の軽減

を求める意見書、意見書案第２号 地方財政の充

実・強化を求める意見書、意見書案第３号 義務

教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

教職員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、

「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と

就学保障に向けた意見書、意見書案第４号 平成

２９年度北海道最低賃金改正等に関する意見書、

意見書案第５号 ライドシェアの導入ではなく安

心・安全タクシーを求める意見書、以上５件を一

括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外４件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外４件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 報告第８号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件につきましては、報告書がお手元に配付さ

れておりますので、これをもって御了承をお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 委員の派遣

報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

議会報特別委員会、川村幸栄委員長。

〇議会報特別委員長（川村幸栄議員） それでは、

議会報特別委員会視察報告を行わせていただきま

す。

議会報特別委員会は、４月２６、２７日、石狩
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市、留萌市を視察研修を行いましたので、御報告

いたします。

４月２６日は、石狩市議会を訪問し、特色ある

紙面づくりなどについて視察研修を行いました。

石狩市議会の議会だよりは、市の広報紙とともに

札幌市の業者へ委託、デザイン性などの優位性と

ともに委託経費の節約となっていました。プロポ

ーザル方式の入札となっており、参加業者は市民

へのアンケート調査にも取り組んでいました。業

者委託のため、発行まで約４０日ほどかかるとの

ことでした。

視察後の議員間の意見交換では、レイアウト等

専門家が行っていることもあり、見やすさなど大

いに参考になる。また、１色刷りであるが、４色

を使い分けて毎回変化をつけているので、よいと

思うなどの意見とともに、議員みずから編集等を

行い、発行日についても定例議会終了後なるべく

日を置かずに発行していることなど、議会だより

「なよろ」のよさを認識することができたとの感

想も出されました。

４月２７日は、留萌市議会で「議会かわら版」

発行などについて視察研修を行いました。広報常

任委員会の委員８名が議会広報作業班４名、お知

らせ掲示板「かわら版」、ホームページ作業班４

名に分かれて活動、議会広報は５月、８月、１１

月、２月の年４回、費用節減を目的に平成１６年

５月より留萌広報紙の中に組み込んで発行されて

います。ページ数は限られていることから、一般

質問者が多いときは原稿字数が制限されるとのこ

とでした。また、市民に親しまれる議会だよりと

するために公募によりネーミングを「議会です

こんにちは」に変更するなどの工夫をしています。

「議会かわら版」は、委員手づくりのＡ３判片面

カラー刷り、ポスター状です、を月１回、年１２

回を原則として市内公共施設など９カ所に掲示し

ています。読む議会だよりから見る議会だよりへ

と取り組みを進めています。内容は、定例議会の

案内等が多いようでしたが、市民へのアピール度

は大きいものがあると感じ、私たちもぜひ取り組

んでみたいとの感想が全委員から出されたところ

であります。

議会改革の中で議会報特別委員会の視察が任期

中１回であったものを予算の範囲内で視察を行う

ことができると改正したことにより今回の視察が

実現し、各議会ごとの特色ある議会報づくりを視

察研修できました。市民の皆さんにより親しんで

いただける議会だよりづくりに取り組みを進めた

いと思います。

以上、報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 次に、議会改革調査特

別委員会、山田典幸委員長。

〇議会改革調査特別委員長（山田典幸議員） 議

長のお許しをいただきましたので、平成２９年度

の議会改革調査特別委員会の行政視察について御

報告いたします。

当委員会は、４月１９日から２１日までの３日

間で紋別市、栗山町、芽室町の３自治体それぞれ

の議会における議会改革の取り組み及び議会運営

について視察研修を行いました。

初日の紋別市議会は、平成２６年７月の市議会

議員選挙より議員定数を１８名から１６名へ削減、

それに伴い３常任委員会体制から２常任委員会体

制へと変更し、議会活動を行っています。名寄市

議会として今後の定数議論の参考とするため、視

察先として選定をいたしました。

初めに、現在の議員定数に至るまでの経緯につ

いて、定数に関する議会内での協議内容について、

２常任委員会での活動についてそれぞれ説明を受

けました。現在の議員定数に至るまでの経緯につ

いては、平成２４年に議会改革協議項目として議

員定数と議員報酬見直しが盛り込まれ、平成２５

年から議会運営委員会において定数については１

８名から１６名への削減の是非、議員報酬につい

ては３６万円から５％程度の削減の是非について

協議を行い、議員報酬については全会一致で据え

置きとすることに決定したが、定数については結
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論に至らず、議会運営員会での協議を終了し、平

成２５年第４回定例会に議員定数削減のための条

例改正案を議員提案により提出し、賛成多数によ

り可決され、１６名の定数になったとのことでし

た。

協議内容については、定数の削減に関しての賛

成意見としては市民から削減の声が大きい、行財

政改革で市職員や市民に負担がかかっている中で

は議員も身を削るべきなどの意見があり、反対意

見としては市民の幅広い意見や少数意見の反映の

ためには削減すべきでない、委員会主義をとる紋

別市議会においては定数削減による委員会定数の

減少は避けるべきなどの意見があったとのことで

した。また、議員報酬の削減については、賛成意

見として行財政改革で職員給与が削減されている、

類似都市と比較して報酬は低くない、反対意見と

しては議員のなり手不足につながる、議員の専業

化の流れもあり、報酬の生活給に近い考えも必要

などの意見があったとのことです。２常任委員会

での活動については、メリットとして委員数の増

加による多様な発言と質疑や議論の活発化につな

がった、デメリットとしては担当所管の拡大によ

る委員の負担増と専門性の低下が見られたとのこ

とでした。

説明を受けた後の質疑応答では、定数削減につ

いて市民意見聴取の取り組みはどのようにされた

のかの問いに対しては、議会全体として市民意見

の聴取は行っていない。市民の多くは定数は少な

いほどよいと思っている中にあっても、議会の責

務として現状にふさわしい定数を明確に示すべき

という姿勢で議論をし、結論を出したとのことで

した。定数を議論する中で、議員の質やレベルの

向上についての意見等はあったかの問いに対して

は、定数削減が議員の質の高まりにはつながらな

いと考える。多様な意見を持った議員が少なくな

ることによる市民へのデメリットも考慮しながら

議論すべきとのことでした。

２つ目の視察先の栗山町議会は、平成１８年に

全国初となる議会基本条例を制定した議会改革の

先進地です。栗山町議会基本条例の特徴的事項と

それに基づく実践例について詳しく説明をいただ

きました。主な実践例としては、平成１７年３月

に全国で２例目、道内では初となる議会報告会を

実施、議会基本条例制定のきっかけはこの報告会

を継続的に実施し、条例に明記すべきとの町民の

意見に端を発しているとのことでした。現在では、

毎年３月に町内１２会場で開催し、延べ２００人

以上の町民が参加しているとのことです。また、

報告会とは別に町民や団体との意見交換のため、

議会主催による一般会議を平成１８年から２８年

３月までの間に計２９回開催しています。主な団

体としては、商工会議所、青年会議所、教育委員

会、栗山赤十字病院などで、団体等からの開催要

望に可能な限り対応し、必要に応じて議会側から

開催を求める場合もあるとのことです。

栗山町議会基本条例第５条第２項に反問権の付

与の規定がうたわれており、条例制定後から現在

まで一般質問において計９回の反問権の行使があ

ったということです。条例の見直し手続について

は、１年ごとに条例の目的が達成されているかを

議会改革推進会議で検討し、条例改正が必要とな

った場合は町民への説明責任を果たすため、改正

理由、背景を本会議において説明しています。そ

の他にも町民から議会運営に関し提言を聴取する

議会モニターを設置、有識者に政策づくりへの助

言をもらう議会サポーターの導入などさまざまな

議会改革の取り組みを実践しているとのことでし

た。

質疑応答では、議会報告会の参加者が非常に多

いが、工夫していることはあるかの問いに対して

は、議会だより臨時号の全戸配布に加え、自治会

長と日時や場所を協議し、多くの町民に参加して

もらえるようにしているとのことでした。また、

反問権の行使による効果はの問いに対しては、議

員それぞれが質問するに当たり今までより深く勉

強して臨むようになったとのことでした。
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最後の視察先の芽室町議会は、議会改革度ラン

キングで２年連続で全国１位となるなど、議会改

革の最先端を行く議会です。芽室町議会において

は、平成２５年３月に議会基本条例を制定、同年

５月からは議会会議の主導権の確立と委員会活動

及び議員活動を機動的に行うことを目的として通

年議会制を導入しています。また、議会活性化計

画を策定し、年度ごとに主要項目についての取り

組みを評価し、議会活性化計画最終評価書として

まとめ、議会の見える化とＰＤＣＡサイクルを確

立させています。町が進める構想、計画、政策、

施策、事務事業に対し、町民との意見交換を通じ

所管事務調査及び議員間討議を踏まえ、議会とし

て町に政策提言を行うために政策形成サイクルを

導入、本格的に取り組んだ平成２６年度には政策

及び事務事業の推進に関する提言の決議として６

項目を議決したということです。

広報広聴の取り組みについては、議会白書の作

成、公表、議会報告会及び意見交換会の総括報告

書の作成、配布、議会だよりの毎月の発行、ＳＮ

Ｓやホームページの毎日の更新、議会ホットボイ

スにより町民意見を募集、町民との意見交換会で

ある議会フォーラムの開催など多くの取り組みが

実践されています。ほかにも議会サポーター制度、

議会モニター制度の設置に加えて町民からの意見、

提言を幅広く議会運営に反映させることを目的に

議会諮問会議を設置し、より町民に開かれた議会

を目指し、取り組んでいるとのことでした。

質疑応答では、議会だよりの毎月発行による住

民の反応はの問いに対しては、毎月の発行によっ

て住民からは議会が何をやっているかわからない

などの声は聞こえなくなったとのことでした。ま

た、多くの議会改革の取り組みによる議会の変化

で住民の意識はどのように変わったと感じている

かとの問いに対しては、住民参加と情報公開を大

前提に取り組んできたが、目的は議会改革ではな

く住民の福祉の向上である。その手段として住民

との対話や政策議論がある。そのような活動の繰

り返しで住民に議会のことが徐々に理解されてき

ていると感じているとのことでした。

今回の３カ所の視察研修は、人口規模、議員定

数等類似自治体と議会改革の先進自治体を視察し

ましたが、それぞれにおいて参考にすべき点が多

くあり、大変有意義な視察でありました。今後名

寄市議会としても市民の福祉の向上を目的とした

議会改革をこれまで以上に進めてまいります。

以上、議会改革調査特別委員会の視察報告とい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２９年第２回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 １時３３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 東 川 孝 義

平成２９年６月２３日（金曜日）第２回６月定例会・第４号



－197－

質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２９年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 名寄市農業・農村の振興について

（Ｐ ３２） (1) 農業の担い手支援について

(2) 青年・女性農業者に対する支援について

(3) ６次産業化の推進について

２ 環境整備についての考え方と取り組みについて

(1) ＪＲ名寄駅周辺の環境整備について

(2) ＪＲ風連駅周辺の環境整備について

(3) 公営住宅周辺の環境整備について

３ スポーツ振興に対する取り組みについて

(1) スポーツ環境の整備計画について

(2) なよろ版「ジュニア強化選手育成プログラム」の構築について

２ 東 川 孝 義 １ 開業医誘致助成制度創設について

（Ｐ ４４） (1) かかりつけ医の現状と医師会の要望について

(2) 誘致助成制度創設に向けての具体的対応について

(3) 制度化への取り組みと誘致活動について

２ 森林事業の施策振興について

(1) 森林整備の現状と課題について

(2) 適齢伐期と皆伐・間伐について

(3) 維持管理、造林事業について

３ コンパクトシティ実現に向けた取り組みについて

(1) 名寄市都市計画マスタープランの推進について

(2) 名寄市総合計画（第２次）での取り組みについて

(3) 官民一体となった検討の場、設置について

３ 佐久間 誠 １ 市道、排水路等の整備について

（Ｐ ５５） (1) 春先の道路の路面清掃状況について

(2) 立ち木による見通し不良道路の改善について

(3) 排水路の整備について

平 成 ２ ９ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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２ 地域振興事業について

(1) 弥生公園の整備に関して

① トイレの整備について

② 照明の増設について

③ 白樺、雑木等の間伐と草刈りなどの実施について

(2) 弥生共同墓地の転回広場の拡幅等について

(3) 地域資源を活かし、広げ結ぶことによる活性化施策を

３ 豪雨等による防災対策に関して

(1) １７線遊水地工事の進行状況と期待される効果は

(2) これまでに増水した中小河川の治水対策について

４ 大 石 健 二 １ 加藤市政の執行に関して

（Ｐ ６５） (1) ふるさと納税への取り組みから

① 現況の課題分析と今後の施策展開について

(2) 広域観光振興から

① 松浦武四郎生誕と北海道命名にかかわる天塩川流域の観光振興

について

② 要望に沿う観光財産の積極的な情報開示について

２ １０００年に一度の天塩川水系の氾濫から

(1) 想定外の豪雨等による洪水浸水避難対策について

① 現今の課題分析と今後の対応対策について

３ 名寄市の医療・福祉等施策に関して

(1) 進行する長寿化社会に対応した施策から

① 介護職員の育成（養成）の現状課題と今後の抜本的対策につい

て

４ 市民の声から

(1) エアゾール缶等の投棄から

① 投棄するガス缶やスプレー缶等の事前処理について

(2) 大型店の元旦営業から

① 現況の課題と今後の対応について

(3) 隣国の脅威から

① 頻繁な飛しょう体発射に伴う不安について

５ 川 口 京 二 １ 認知症対策について

（Ｐ ７６） (1) 認知症の現状と今後の推移について

(2) 若年性認知症の現状と支援施策について
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(3) 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）から

① 認知症サポーターの現状と養成講座について

② 認知症初期集中支援チームの進捗状況について

③ 認知症カフェの計画について

(4) 認知症介護施設について

① 施設整備の状況について

② 今後の施設整備の方針について

２ 街路樹の整備について

(1) 経緯と現状について

(2) 選定の基準について

(3) 道路緑化の基本的考え方について

(4) 整備の状況と今後の計画について

(5) 問題点と課題について

６ 佐々木 寿 １ 冬季スポーツ拠点化事業の推進について

（Ｐ ８７） (1) ジュニアオリンピックの評価と今後の取り組みについて

２ 生活安全の確保の推進について

(1) 通学路の安全確保の取り組みについて

(2) 学生の悪質バイト被害防止の対策について

３ 地域包括ケアシステムの構築について

(1) 第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画の事業評価と

今後の構想について

４ 観光事業推進について

(1) インバウンド事業の進捗状況について

７ 高 野 美枝子 １ 災害時における対応について

（Ｐ１０２） (1) これまでの災害時における対応の課題について

(2) 名寄市地域防災計画の主な改正点と市民周知について

(3) 市としての今後の取り組みについて

(4) 市民の防災意識の高揚について

２ 市民の健康づくりについて

(1) 市民皆スポーツの更なる啓蒙と推進について

(2) 市民が健康であるための取り組みについて

３ 名寄市の観光について

(1) ひまわり観光の今後の方向性について

(2) 市民やボランティア団体等を活用した観光地づくりについて
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(3) 宗谷本線沿線自治体やＪＲと連携した観光の推進について

(4) 市民が誇ることのできる観光地であるために

８ 塩 田 昌 彦 １ 地域の医療を担う開業医確保対策について

（Ｐ１１４） ２ 名寄市公設地方卸売市場（せり場）施設の今後の対応について

(1) 遊休施設の有効活用について具体的施策は

３ 地域コミュニティの醸成とまちづくりについて

(1) 市民活動における市職員の積極的参画への対応について

(2) 借り上げバスの利用実態と有効活用について

４ 名寄市立大学が実施した保育者に関するアンケート調査結果につい

て

９ 野 田 三樹也 １ 交通安全対策について

（Ｐ１２４） (1) 高齢者の交通安全について

(2) 自転車の運転マナーについて

２ 公園の維持管理について

(1) 遊具の老朽化について

(2) 公園の草刈りについて

３ 名寄市営球場の運営について

(1) 市営球場の現状と今後の対応について

(2) 市営球場の利用状況について

(3) サブ球場の今後について

１０ 佐 藤 靖 １ 地域コミュニティの将来展望について

（Ｐ１３０） (1) 町内会加入率の現状は

(2) 平成１８年度以降１０年間の民間共同住宅の建設数は

(3) 民間共同住宅入居世帯の町内会加入率は

(4) 改めて地域町内会の役割とは

２ 名寄市立総合病院の将来展望について

(1) 平成２８年度決算の分析について

(2) 今後の病院財政の見通しについて

(3) 経営形態の見直しに伴う財政支援のあり方について

(4) 市民の信頼に応えられる病院像について

３ 名寄市立大学と地域、そして将来展望について

(1) 地域とのかかわりについて

(2) 入学者地域枠の推移について
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(3) 今後のあり方にかかわって

１１ 東 千 春 １ 名寄市内の経済の活性化について

（Ｐ１４２） (1) 新築住宅の市内事業者の受注促進と住宅リフォームについて

(2) 中小企業の担い手育成及び事業の継承と婚活について

(3) 地域商品券事業の評価と今後について

(4) 名寄市中小企業振興条例について

(5) 今後の観光行政について

(6) 市内事業者への発注の考え方について

２ 国や道の制度を活かした施策について

(1) 市町村役場機能緊急保全事業を活用した庁舎建設について

(2) 北海道１５０年事業を活かした取り組みについて

(3) 今後名寄市で活用が期待できる事業について

３ ＪＲ宗谷本線の存続について

(1) 国や北海道の動向について

(2) ＪＲ北海道との協議の状況について

(3) 宗谷本線活性化推進協議会の議論経過と今後について

１２ 高 橋 伸 典 １ 安心して出産できる名寄市に

（Ｐ１５４） (1) 出産祝い金制度について

① 出産育児一時金を活用した祝い金の創設を

２ 農産物のブランド化と差別化について

(1) 原産地呼称管理制度の現状と課題について

(2) 農産物の「ＧＡＰ」認証取得への取り組みについて

３ ホストタウン構想について

(1) 現状と課題について

４ 地域医療と地域包括ケアシステムの姿について

(1) 医療機関との連携について

(2) 教育機関との連携について

(3) ポラリスネットワークの現状と課題について

(4) 機能回復医療について

１３ 川 村 幸 栄 １ 介護保険法の改正にかかわって

（Ｐ１６７） (1) 「地域包括ケアシステム強化法」について

(2) 負担増について

(3) 高齢障がい者への対応について
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(4) 「介護医療院」について

(5) 「自立支援・重度化防止」への考え方について

(6) 第７期計画にむけての考え方について

２ 働き方について

(1) 大学生へのアルバイトの状況について

(2) 保育士などの働き方について

(3) 教職員の働き方について

(4) 医師、看護師の勤務実態について

(5) 公契約に関わる働き方について

１４ 山 田 典 幸 １ 名寄市の農業振興施策について

（Ｐ１７８） (1) 今年度の主要農業施策について

(2) 経営所得安定対策にかかわる今後の対応について

(3) 国等の各種事業への対応について

２ 智恵文沼の環境整備について

(1) 地域の治水としての考え方について

(2) 観光振興としての考え方について

３ 教育行政にかかわって

(1) 次期名寄市立小中学校施設整備計画の考え方について



－203－

平 成 ２ ９ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会

平成２９年第２回名寄市議会定例会議決結果表

平成２９年６月９日～平成２９年６月２３日 １５日間

本会議時間数 １５時間５６分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 29. 6. 9
第 １ 号 名寄市下水道設置条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 29. 6. 9
第 ２ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 29. 6. 9
第 ３ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 29. 6. 9
第 ４ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 29. 6. 9
第 ５ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 29. 6. 9
第 ６ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 29. 6. 9
第 ７ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 29. 6. 9
第 ８ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

― ― 29. 6. 9
第 ９ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

平成２９年度名寄市一般会計補正予算（第１ ― ― 29. 6. 9
第 １ ０ 号

号 ― ― 原 案 可 決

平成２９年度名寄市後期高齢者医療特別会計 ― ― 29. 6. 9
第 １ １ 号

補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 29. 6. 9
第 １ ２ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 29. 6.23
第 １ ３ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 29. 6.23
第 １ ４ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

報 告 平成２８年度名寄市一般会計予算継続費繰越 ― ― 29. 6. 9

第 １ 号 計算書の報告について ― ― 報 告 済
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

報 告 平成２８年度名寄市一般会計予算繰越明許費 ― ― 29. 6. 9

第 ２ 号 繰越計算書の報告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 29. 6. 9
公害の現況に関する報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 29. 6. 9
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 29. 6. 9
専決処分した事件の報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 29. 6. 9
専決処分した事件の報告について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 29. 6. 9
専決処分した事件の報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 29. 6.23
例月現金出納検査報告について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済

諮 問 ― ― 29. 6. 9
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 １ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 学校給食費の無料化及び給食費負担の軽減を ― ― 29. 6.23

第 １ 号 求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 29. 6.23
地方財政の充実・強化を求める意見書

第 ２ 号 ― ― 原 案 可 決

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 29. 6.23

意 見 書 案 への復元、教職員の超勤解消と「３０人以下 ― ― 原 案 可 決

第 ３ 号 学級」の実現、「子どもの貧困」解消など教

育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書

意 見 書 案 平成２９年度北海道最低賃金改正等に関する ― ― 29. 6.23

第 ４ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ライドシェアの導入ではなく安心・安全のタ ― ― 29. 6.23

第 ５ 号 クシーを求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 29. 6.23
委員会所管事務調査報告について

― ― 報 告 済

― ― 29. 6.23
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 29. 6.23
委員の派遣について

― ― 決 定
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 29. 6.23
委員の派遣報告について

― ― 報 告 済
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